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一般財団法人日本私学教育研究所所長 中 川 武 夫

平成24年10月11日・12日の2日間、岩手県盛岡市のホテルメトロポリタン盛岡 NEW WINGにお
いて、全国から約500名の教職員の皆様にご参加いただき、第60回全国私学教育研究集会岩手大会

が、「未来を拓く私学教育 ―人間力を養い人格の完成を目指す―」を研究目標に開催されました。

本大会は、一般財団法人私学研修福祉会の主催、岩手県、盛岡市並びに日本私立中学高等学校

連合会の後援で、多くの関係団体のご支援、ご協力をいただき、社団法人岩手県私学協会、新潟

県・東北六県私立中学高等学校協会協議会並びに一般財団法人日本私学教育研究所が実施いたし

ました

初日の開会式では当研究所の吉田 晋理事長の挨拶に始まり、本大会実行委員長の新潟県・東

北六県私立中学高等学校協会協議会・千葉 満会長、社団法人岩手県私学協会・小田島順造会長

のご挨拶、さらに、公務ご多忙中にもかかわらず、岩手県知事の達増拓也様、盛岡市長の谷藤裕

明様の代理として副市長の佐藤光彦様にもご臨席の上、ご祝辞を賜りました。

開会式後の全体会では、まず、岩手女子高等学校の書道部と詩吟同好会による岩手県私立学校

活動報告をご覧頂きました。このプログラムは、開催県内の学校で活発なクラブ活動や生徒の自

主的な活動をピックアップして、全国からお集まり頂きました先生方にその活動を披露して頂く

目的で本大会より取り入れました。引き続き、日本私立中学高等学校連合会の吉田 晋会長から、

「教育政策と私学情勢について」をテーマとして報告をいただきました。なお、本大会より、こ

の報告の中で、日本私学教育研究所所長による活動報告も行うこととなり、私の方から、ご報告

させて頂きました。最後に、記念講演として、作家の高橋克彦氏より、「和のこころ」と題して、

ご講演をいただきました。

2日目からは、私学経営部会、教育課程部会、法人管理事務運営部会、進路指導部会、生徒指導

部会、特色教育部会の6つの部会に分かれ、それぞれのテーマの下、講演、研究発表等を中心に活

発な情報交換も行われ、多大な成果を収めることができました。

この度、上記の研究成果等を集録に纏めました。各学校の今後の教育活動のお役立ていただけ

れば幸いに存じます。

最後に、本大会開催にご尽力いただきました講師・研究発表者の方々、また司会・記録並びに

運営に携わっていただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

なお、次年度の第61回全国私学教育研究集会は、平成25年10月24日・25日の2日間、近畿地区私

立中学高等学校連合会、大阪私立中学校高等学校連合会並びに一般財団法人日本私学教育研究所

の実施により、大阪府大阪市・シェラトン都ホテル大阪にて、「私学教育の魅力を探る―夢探し

夢実現を目指して―」を研究目標に、6部会で開催が予定されております。大阪府・近畿地区6府

県私学関係の皆様のご健闘を期待するとともに、全国から多くの方々のご参加をお待ち申しあげ

ます。
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未来を拓く私学教育 ―人間力を養い人格の完成を目指す―

平成２４年１０月１１日（木）・１２日（金）の２日間

ホテルメトロポリタン盛岡 ＮＥＷ ＷＩＮＧ

５０１名

時間
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

月日 45 45 45 30 30

第 1 日 開 全 体 会
教 育

10月11日 受 付 会
※ 報 告 記念講演 懇 談 会

(木) 式

第 2 日 受 開 閉

10月12日 会 部 会 昼 食 部 会 会

(金) 付 式 式

※第1日(10月11日)14時00分から14時30分は、岩手県私立学校活動報告。

※第2日の部会日程につきましては、部会によっては、若干異なります。詳細は各部会実施概要参照。

１．岩手県私立学校活動報告

岩手女子高等学校 書 道 部 ／ 詩 吟 同 好 会

２．報 告 「教育政策と私学情勢について」

日 本 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長 吉 田 晋

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長 中 川 武 夫

３．記念講演 「和のこころ」

作 家 高 橋 克 彦

４．部 会 ① 私学経営部会：私学経営の活性化と次世代リーダーの育成

② 教育課程部会：次代の私学教育を見通した教育課程と評価について

③ 法人管理事務運営部会：事務室が変われば、学校も変わる

④ 進路指導部会：個性を伸ばし夢をかなえる進路指導の実践

⑤ 国際理解教育部会：グローバルな視点を養う教育を目指して

⑥ 特色教育部会：建学の精神 原点に立ち返る

研究目標

会 期

会 場

参加人員

基本日程

研修内容
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１．大会役員（順不同）

増 田 壽 男（ ）
吉 田 晋（ ）
實 吉 幹 夫（ ）
山 中 幸 平（ ）
中 川 武 夫（ ）
鈴 木 康 之（ ）

２．実行委員（順不同）

委 員 長 千 葉 満（ ）

副委員長 小田島 順 造（ ）
委 員 松 良 千 廣（ ）

折 原 順 悦（ ）
石 原 弘 廸（ ）
森 涼（ ）
藤 木 国 裕（ ）
實 吉 幹 夫（ ）
中 川 武 夫（ ）
鈴 木 康 之（ ）

新潟県・東北六県私立中学高等学校協会協議会 会 長
青 森 県 私 立 中 学 高 等 学 校 長 協 会 会 長
千 葉 学 園 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

社 団 法 人 岩 手 県 私 学 協 会 会 長
花 巻 東 高 等 学 校 校 長

宮 城 県 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長
常 盤 木 学 園 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

秋 田 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 会 長
聖霊女子短期大学付属中学高等学校 校 長

山 形 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 会 長
学校法人明正学園・山形明正高等学校 理 事 長

福 島 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 会 長
学校法人石川高等学校・石川義塾中学校 理 事 長 ・ 校 長

新 潟 県 私 立 中 学 高 等 学 校 協 会 会 長
日 本 文 理 高 等 学 校 校 長

一般財団法人日本私学教育研究所 全国集会副総括責任者
水 戸 女 子 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一般財団法人日本私学教育研究所 副理事長・全国集会総括責任者
東 京 女 子 学 園 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長
淑 徳 Ｓ Ｃ 中 等 部 ・ 高 等 部 顧 問

一般財団法人日本私学教育研究所 全国集会副総括責任者
水 戸 女 子 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長
淑 徳 Ｓ Ｃ 中 等 部 高 等 部 顧 問

一般財団法人日本私学教育研究所 副 理 事 長
学 校 法 人 山 中 学 園 理 事 長

一般財団法人日本私学教育研究所 副理事長・全国集会総括責任者
東 京 女 子 学 園 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一般財団法人日本私学教育研究所 理 事 長
富 士 見 丘 中 学 高 等 学 校 理 事 長 ・ 校 長

一 般 財 団 法 人 私 学 研 修 福 祉 会 理 事 長
法 政 大 学 理 事 長 ・ 総 長
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１ 日 時 平成24年10月11日（木） 13時00分～17時00分

２ 会 場 ホテルメトロポリタン盛岡 ＮＥＷ ＷＩＮＧ

３ 開 会 式 13時00分～14時00分

(1) 開会のことば

全国私学教育研究集会岩手大会 運営統括委員長 澤 野 桂 子

(2) 主催者挨拶

一般財団法人日本私学教育研究所 理事長 吉 田 晋

(3) 実行委員長挨拶

新潟県・東北六県私立中学高等学校協会協議会 会長 千 葉 満

(4) 歓迎のことば

社団法人岩手県私学協会 会長 小田島 順 造

(5) 来賓祝辞

岩 手 県 知 事 達 増 拓 也 様

盛 岡 市 長 谷 藤 裕 明 様

(6) 次期開催地区代表挨拶

近畿地区私立中学高等学校連合会 会長 山 本 綱 義

(7) 次期開催府県代表挨拶

大阪私立中学校高等学校連合会 会長 坪 光 正 躬

(8) 閉会のことば

全国私学教育研究集会岩手大会 副運営統括委員長 富 澤 正 一

４ 全 体 会 14時00分～17時00分

(1) 岩手県私立学校活動報告

岩手女子高等学校 書 道 部 ／ 詩 吟 同 好 会

(2) 報 告

「教育政策と私学情勢について」

日 本 私 立 中 学 高 等 学 校 連 合 会 会 長 吉 田 晋

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長 中 川 武 夫

(3) 記念講演

「和のこころ」

作 家 高 橋 克 彦
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５ 運営委員（順不同）

委 員 長 澤 野 桂 子（学校法人岩手女子奨学会･岩手女子高等学校 理事長）

副委員長 富 澤 正 一（盛岡中央高等学校 校長）

委 員 和 田 健一郎（岩手中学高等学校 副校長）

浅 見 剛 文（岩手女子高等学校 副校長）

藤 村 順 二（盛岡白百合学園中学高等学校 教頭）

沢 田 金 吾（江南義塾盛岡高等学校 副校長）

小 林 義 孝（盛岡大学附属高等学校 教頭）

鎌 田 次 彦（盛岡スコーレ高等学校 教頭）

千 葉 研 二（盛岡中央高等学校 副校長）

大 森 松 司（花巻東高等学校 副校長）

藤 沢 美 穂（水沢第一高等学校 教頭）

高 橋 等（専修大学北上高等学校 副校長）

小野寺 啓 一（一関学院高等学校 教頭）

伊 藤 英 輝（一関修紅高等学校 教頭）
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開会のことば

全国私学教育研究集会岩手大会

運営統括委員長 澤 野 桂 子

皆様、こんにちは。本日

は全国各地より多くの先生

方にご参加いただきまして

誠にありがとうございます。

心より歓迎申し上げます。

本体が皆様にとりまして実

りのある大会になりますよ

う、岩手県私学協会としても努めてまいります

のでどうぞよろしくお願い申し上げます。それ

ではただ今から平成24年度第60回全国私学教育

研修大会岩手大会の開会式を執り行います。

主催者挨拶

一般財団法人日本私学教育研究所

理事長 吉 田 晋

皆様、こんにちは。本日

は全国各地からこの第60回

という記念すべき全国私学

教育研究集会に多数お集ま

りいただきまして、誠にあ

りがとうございます。また、

公務ご多忙の中、多数知事

はじめ、県、市からご来賓としてご来席いただ

きまして本当にありがとうございます。

さて、この大会は今60回という節目であるこ

とも1つの大きな目的ですが、それとともに昨

年の3月11日のあの悲惨な大震災、それを受け

て実はこの大会の開催も私ども日本私学教育研

究所としては大変心配しておりました。そうい

う中でいち早く千葉中高連副会長以下東北ブロ

ックの先生方がご協力いただいて、そして小田

島会長から盛岡で予定通り実施しますという強

いお言葉をいただきました。それは、やはり我

々の思い、この単なる東日本ブロックだけの震

災ではなくて、日本全国でいつ何が起こるか分

からない、そういった意味では全国の私学が一

つになってこの問題をとらえ、なおかつ今後の

ことを考えても私学が一つになってお互いに協

力して助け合おうという証(あかし)｣だったの

ではないかと思っております。実際にこの震災

におきましては、私学ボランティア基金を通じ

まして各学校にお願いして全国から2億円とい

う大きな義援金をいただきました。そして被災

した生徒一人一人に、そして各学校に義援金を

出させていただいたわけですけども、これも私

学みんなの力です。それとともにこの大会を盛

り上げて、今一度東北が一日も早く復興し、特

に私が心配しておりますのは福島のあの第一原

発の放射能漏れの心配です。子どもたちの健康

がどうなるのか、その部分も含めて日本全国か

らみんなでこの地域を注視し、なおかつお互い

に協力をして早く復興していただけることを祈

るところでございます。今回のこの研修会にお

きましてはオプションで宮城県の三陸海岸の視

察等も入っております。そして、各分科会にお

きましても各学校で東北ブロックのまさにそれ

ぞれの学校の教育の実践が話しされることと思

います。この大会を通じて皆さんと一つになっ

て私学が一つになって東北の復興を、そして何

といっても日本の教育は私立学校が担ってい

る、特に中等教育、私立中学、高等学校の教育

こそが日本の教育のリーダーという自負を忘れ

ず、思いを忘れず頑張っていきたいと思ってお

りますのでよろしくお願い申し上げます。

本当に本日は全国から多く集まっていただき

ましてありがとうございました。よろしくお願

い申し上げます。
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実行委員長挨拶

新潟県・東北六県私立中学高等学校協会協議会

会長 千 葉 満

ご挨拶を申し上げます。

本日全国からご参加の先生

方におかれましてはお元気

にこのようにたくさんお集

まりくださいましたことに

対し、心から厚く御礼を申

し上げます。ご指名を受け

た私は新潟県・東北6県の会長を務めさせてい

ただいている者でございます。ブロックを代表

いたしまして一言ご挨拶を申し上げるものでご

ざいます。

昨年3月11日の未曾有の被害をもたらした東

日本大震災から早いもので1年と7カ月が経過い

たしました。被災地の方々は今も復興に向けて

お一人お一人が安心して暮らせるよう一生懸命

に頑張っておられます。これまで全国の皆様か

らいただきました、たくさんのご支援に深く感

謝申し上げますとともに、まだまだ皆様のご支

援が必要だと存じます。今後ともどうぞよろし

くお願い申し上げるものでございます。

私どもは新潟県とご一緒に毎年度東北地区の

研修会を持ち回りで開催してまいりました。本

年度はたまたま岩手県の順番でございましたの

で、そのまま全国の大会をお願いしたのでござ

います。大震災の発生で開催が危ぶまれたので

ございますけれども、小田島岩手県協会長先生

をはじめ、岩手県12校の私学の校長先生、先生

方の並々ならぬご努力と日本私学教育研究所の

力強いご支援とご協力をいただいて、本日この

ように開催する運びとなったのであります。私

は実行委員長とは名ばかりで大変お恥ずかしい

次第でございますが、岩手県の先生方が未来を

拓く私学教育、人間力を養い、人格の完成を目

指すを研究目標と定め、6つの部会にわたって

鋭意ご準備いただいたところでございます。ご

尽力くださいました岩手県の私学の先生方に心

から御礼を申し上げるものでございます。また

この2日間、ご講演、ご助言、ご指導をいただ

く先生方、そして日ごろの実践を通しての研究

発表をしてくださいます先生方には大変ご苦労

なことではございますが、この研修会がこれま

でにも増して実りの多い私たちの学びの場とな

りますよう格別のお力添えをお願い申し上げま

す。

盛岡市でのこの会は第60回という節目の研修

会となりました。今年で戦後67年の歳月が経過

することを思えば、戦後のあの復興という苦し

く厳しい状況の中にあって、いち早く研修の機

会を作られた私たちの大先輩の皆様方の私学教

育に寄せる熱い思いとその偉大さをあらためて

強く感じるのであります。そして今、東日本大

震災からの復興に懸命に努めておられます東北

地区において60回目の研修会が開催されること

に何か因縁のようなものも感じるのでございま

す。今日ここにお集まりの全国の先生方、皆様

もまたその熱い思いを胸に研修に励まれ、共に

私学教育について熱っぽく語り合う場としてい

ただければこんなにうれしいことはございませ

ん。

最後になってしまって大変失礼ではございま

すが、本日は達増岩手県知事様、谷藤盛岡市長

様をはじめ、ご来賓のご臨席をいただきました。

日ごろは何かとお世話いただいていることとは

存じますが、今後とも私学に対して温かいご理

解とご支援を賜りますようお願いを申し上げる

ものでございます。

先生方の中には東北の地に始めておいでにな

った方もいらっしゃると思います。秋の陸奥(み
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ちのく)はまた素晴らしいものでございます。

どうぞ陸奥の良さを味わっていただいてお帰り

くださいますようにお願いを申し上げるもので

ございます。以上、大変とりとめのないことを

申し上げましたが、私の御礼のご挨拶といたし

ます。

2日間どうぞよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。

歓迎のことば

社団法人岩手県私学協会

会長 小田島 順 造

皆様、こんにちは。よう

こそ自然豊かな岩手に全国

各地からたくさんの先生方

のご参加をいただき大変あ

りがたく、そしてまた心か

ら歓迎を申すものでござい

ます。またご公務ご多忙の

ところ岩手県知事達増拓也様、盛岡市市長谷藤

裕明様代理副市長の佐藤光彦様のご臨席を賜

り、ここに第60回全国私学教育研究集会岩手大

会が開会されることは誠に喜ばしいことでござ

いまして、達増知事様に対しては大変ありがた

く思っておるところでございます。本大会は一

般財団法人日本私学教育研究所ならびに一般財

団法人私学研修福祉会の主催をするものでござ

いまして、岩手県がその実施県となったところ

でございます。この大会を進めるにあたりまし

て、2年前から準備をしてまいったところでご

ざいますが、ご存知のように3.11震災の影響に

よって一時は危ぶまれ、大会ができるのかどう

かという心配もございましたが日本私学教育研

究所関係各位の方々のご支援とご指導のもとに

今日を迎えたところでございます。

この大会は数えて60年という節目を迎えてお

ります。言葉では60回という簡単に言い表すこ

とができますけれども、しかし60年という歳月

を積み重ねたこの大会は重みがあると私は受け

止めております。私学教育の本質はそれぞれの

学校の建学の精神を心棒といたしまして学校の

教育のありかたを思想的に練り上げ、そして試

行錯誤を繰り返しながら時代の要請に応えてい

くのが私学教育の道だと私は考えております。

今公立学校におかれましても私学化が進み、中

高一貫教育、あるいは教育課程も法の改正の中

で柔軟な取り組みをしながら、特色ある教育が

進められております。そういう中で非常に厳し

い私学の状況にありながら、またもや今の時代

は少子化という時代を迎え、大変厳しい状況で

ございますがこの混迷のする時代に合って私学

教育が真価と使命を問われているのかなとこの

ようにも思うところでございます。そういう意

味でも今大会においては明日を背負う子どもた

ちのために、あるいは未来の私学の発展のため

に、2日間という日程の中で研修を進められる

わけでございますけれども、充実された研修に

なるよう期待をしておるところでございます。

いずれ日ごろ教育現場に持っている課題をお互

いに語り合いながら、さらなる前進を図る一助

になれば大変ありがたい、このように思ってお

ります。

話は終わりになりますけれども、今、東北は

震災復興で一生懸命取り組みをしております。

頑張れ東北、頑張れ岩手、このようなスローガ

ンが随所に見受けられますがなかなか被災地は

不本意な生活を強いられながら、そしてまた心

に傷を持ったことはなかなか回復は難しい、そ

ういうふうな状況におります。そういう中でま

だまだ時間と期間がかかると思いますけれど

も、今後とも皆様方のご支援を賜りたい、この

ように思っております。
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昨年は皆様方から中高連を介して多大なる義

援金とそして心をいただきました。あらためて

感謝を申し上げまして私の歓迎の言葉といたし

ます。どうもありがとうございました。

来賓祝辞

岩手県知事 達 増 拓 也 様

お祝いの言葉を一言述べ

させていただきます。本日

は岩手の地に全国各地から

多くの皆様方をお迎えし、

全国私立中学高等学校第60

回全国私学教育研究集会が

盛大に開催されますことを

お喜び申し上げます。ご来県いただきました皆

様方を岩手県民を代表して心から歓迎いたしま

すとともに、開催に向けてご尽力いただいた日

本私学教育研究所をはじめ、関係者の皆様にあ

らためて深く敬意を表します。また皆様方にお

かれましては日々学校現場において私学教育の

振興に努めておられますことに対しまして心か

ら感謝を申し上げます。

今日で東日本大震災津波発災から1年7カ月を

迎えました。発災以降皆様方から、そして全国

各地から多大なるご支援をいただいておりまし

て、また本大会が被災地の私立学校の復興支援

の一環として開催される運びとなったこと御礼

を申し上げます。本県の私立学校も震災により

大きな被害を受け、被災した学校は64校を数え、

県では校舎復旧や就学支援等の教育環境の整備

に取り組んでおります。

本大会のテーマは日本の未来を拓く私学教育

と伺っております。本県では震災からの復興が

最優先課題となっております。復興の担い手と

なり岩手の未来を拓く子どもたちの教育が今ま

で以上に重要であり、私学教育については岩手

県民計画に私立学校の特色ある教育活動の推進

を掲げ取り組んでおります。各私立学校におい

てはそれぞれの建学の精神に基づき、特色ある

教育活動を進めておられますが、本大会を通じ

私学教育に携わる皆様が議論を重ね、連携を深

められることは誠に意義深く、今後の私学教育

のさらなる発展につながることを期待しており

ます。

また、研修会では世界文化遺産平泉へのツア

ーも企画されていると伺っております。本県で

は来年春の NHK 朝の連続テレビ小説「あまち
ゃん」の舞台が久慈市になることも決まりまし

た。紅葉が美しい季節でもありますので、皆様

方におかれましては県内各地に足を運ばれ復興

に向けた岩手の姿をご覧いただければ幸いで

す。結びにご参会の皆様方の今後ますますのご

発展とご健勝を心からお祈り申し上げ、お祝い

のご挨拶といたします。

来賓祝辞

盛岡市長 谷 藤 裕 明 様

（代理 副市長 佐藤光彦）

ご案内、ご紹介いただき

ました佐藤でございます。

本来谷藤盛岡市長が若い方

々の教育に携わる皆さまの

集まりとなれば、何として

も駆けつけたいわけであり

ますけれども、都合がつきませんでしたので私

が市長のお祝いのメッセージを代読させていた

だきます。

平成24年度全国私立中学高等学校第60回全国

私学教育研究集会岩手大会がここ盛岡市で盛大

に開催されますことをお祝い申し上げますとと

もに、全国各地からお越しいただきました皆さ

まを30万市民を代表いたしまして心から歓迎い

たします。皆さまが独自の建学の精神に基づき

生徒一人一人にきめ細やかな指導を行うととも

に、多様な活動に取り組まれ地域と一体となっ

た特色ある教育を実践されておりますことに深

く敬意を表します。現在の少子高齢化の中で学

校教育は保護者や地域の期待に応えながら時代

を担う人材の育成や充実した教育活動を推進し

ていくことが求められております。このような

折に全国の私学教育関係者の皆さまが一堂に会

し、未来を拓く私学教育、人間力を養い、人格
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の完成を目指すをテーマといたしまして研究集

会を開催されますことは大変意義深いものと存

じます。今大会の成果がこれからの私学教育の

一層の充実につながることをご期待申し上げま

す。

さてここ盛岡は陸奥の小京都と呼ばれており

ます。市街地には城下町の情緒と風情が残され

ております。この風土の中から原敬、新渡戸稲

造、米内光正、金田一京助、石川啄木などすぐ

れた先人が輩出されております。ご参会の皆さ

まにおかれましてはこの機会に市内を散策さ

れ、盛岡の自然や先人たちの息吹にも触れてい

ただければ幸いに存じます。結びに本大会の開

催にあたりご尽力いただきました関係各位に心

から感謝申し上げ、本研究集会の盛会と全国私

立中学高等学校のますますのご発展を祈念いた

しまして歓迎の挨拶といたします。平成24年10

月11日盛岡市長谷藤裕明代読でございます。本

日はおめでとうございます。

次期開催地区代表挨拶

近畿地区私立中学高等学校連合会会長

山 本 綱 義

本日ここ盛岡におきまし

て第60回全国私学教育研究

集会が盛大に開催されます

ことを心からお喜び申し上

げます。また60回という長

きにわたり素晴らしい歴史

と伝統を積み重ねて来られ

ました諸先輩方、またそういったことにご努力

をいただきました方々にあらためて心から敬意

を表したいと存じます。そしてこの60回という

記念すべき研究集会をお世話いただきました新

潟・東北の中高協会および関係者の皆さま方に

心から感謝申し上げる次第でございます。そし

てまた同じ私学人として誇りに思っておるとこ

ろでございます。

さてところで来年は大阪を中心といたしまし

て、近畿2府4県が担当させていただくことにな

っております。この素晴らしい岩手県大会に負

けないいろいろな工夫を凝らした素晴らしいそ

ういう研究集会にしたいということで大阪を中

心として鋭意努力をいたしておるところでござ

います。どうかお一人でも多くのご参加をして

いただきますように心からお願いを申し上げる

次第でございます。

近畿2府4県と申しますとまずはマザーズレイ

ク、日本一の琵琶湖を擁します滋賀県、そして

古の都奈良、京都、そしてまた港町神戸の兵庫

県、そしてまた愛くるしいパンダが数多く飼育

されております。また、黒潮の町和歌山、そし

て今多くの話題を振りまいていらっしゃいます

大阪。しかし、大阪私学は大変頑張っていらっ

しゃるわけでございますが、その大阪は本当に

食い倒れと言われるぐらいおいしいものもたく

さんございますが、その2府4県が力を合わせま

して多くの皆様方をお迎えしたいというふうに

考えております。どうか来年度の大阪大会、60

回に新たな第一歩を今度は踏みしめるという大

切な大会というふうに考えております。どうか

一人でも多く皆様方がご出席をご参加を賜りま

すよう心からお願いをいたしまして、私が近畿

の代表としてご挨拶をさせていただきたいと思

います。

最後になりましたけれども、今黄金色に輝く

稲穂のようにこの研修大会がまさに実り多い大

会でありますことを心から祈念をいたしまして

私のご挨拶にかえさせていただきます。本日は

誠にありがとうございました。

次期開催府県代表挨拶

大阪私立中学校高等学校連合会 会長

坪 光 正 躬

皆様こんにちは。東北の

地盛岡にまいりまして大阪

の言ってみれば非常に喧騒、

毎日毎日やかましい状態の

ところから落ち着いた雰囲

気の町にやってきまして何

やらほっとするやらのどか

な気持ちになり、しかし今もお話がありました
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ように昨年の東北地方を襲った大地震とそして

それに伴う津波、そして原発の事故こういうも

のを考えますとその場に私が立ったときに本当

に言葉が出なかったというのがそのままの気持

ちでございます。

そういうことで今回第60回の節目の全国私学

教育研究集会が行われるわけですが、ちょうど

還暦を経て来年はまた元に戻って新たな気持ち

で大阪でこの大会を開催させていただこうとい

うことになっております。大阪は今、少しだけ

お話をさせていただきますと、国の就学支援金

プラス大阪の私立学校が学費を58万に抑えれば

その分の残りの部分を実質無償にしてあげよう

と、それを大阪府が出しましょうと、もちろん

所得制限があるんですが610万までの家庭であ

れば無償になると、その代わり学費が58万を超

えた学校にとってはそれは対象になる子どもの

分は法人が払いなさいとこういうふうになるわ

けです。そして加えて経常費補助金が無条件に

高等学校は10％カットされるということ、小学

校中学校は25％カットされております。これで

大阪の教育は良くなるわけはないじゃないかと

いうのが私どもの主張で、交渉していかなけれ

ばいけないなというふうに思っております。全

国の皆様方の応援があってこそ、やはり大阪の

私学は強くなっていくと思います。今それだけ

教育力をそがれているにもかかわらず、大阪の

各私立学校は一生懸命に今まで築いてきた実績

をさらに伸ばそうという努力をしております。

今、大阪の公立の高校生の教育経費が114万ぐ

らいとしましたら、私学の教育経費が大方にお

いて84万ぐらいになっていると。これで競争し

ろっていうんですから本当に大変なことは大変

です。ですけれども今後政治家の方々とお願い

しに行くのではなくて、私はこれからは討論を

しに行こうと、議論をしてそしてどっちが言っ

てることが正しいのかということを皆様に訴え

かけて、だから私学に助成をしなければいけな

いというふうにもって行こうとして今中高連と

しても動きをやっております。

そういうことで来年は大阪に皆様来てくださ

い。町はいろいろあります。面白いところもあ

りますし、風光明媚な自然はさほど私どもにと

っては自慢にならないんですけれども、町の人

の温情とかですね、生き生きとした町の活発さ、

あるいはちょっと足を延ばせば工業団地があっ

たり、あるいはものづくりのために尽くしてい

る中小企業の集まっているところがあったりし

て非常に面白く見学ができるのではないかとい

うふうに思います。どうぞ交通の便もよろしう

ございますのでたくさん来ていただいて皆様を

歓迎いたしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。ありがとうございました。

閉会の言葉

全国私学教育研究集会岩手大会

副運営統括委員長 富 澤 正 一

ただ今の開会行事ではご

来賓の方から本大会へ暖か

い激励の言葉をいただきま

して本当にありがとうござ

いました。また皆様方のご

協力によってこのように盛

大に全体集会の開会式を行

うことができ、本当に心から感謝申し上げたい

と思います。なお全国からおいでになった先生

方におかれましては本日と明日の2日間にわた

ってこれから行われます全体会ならびに明日の

研究集会、こういったところではどうぞ深みの

ある有意義な研究協議となるようよろしくお願

い申し上げたいと思います。

それではこれをもちまして第60回全国私学教

育研究集会岩手大会の開会式を閉じさせていた

だきます。大変ありがとうございました。



- 13 -

「雨ニモ負ケズ―賢治のふるさと岩手」

岩手女子高等学校 書 道 部

詩吟同好会

岩手女子高等学校

岩手女子高等学校は、東北で唯一の私立医科

大学である岩手医科大学を創設し「岩手の医学

の父」と呼ばれた三田俊次郎・てる先生ご夫妻

が、大正10年、不来方城址に設立した学校です。

新しい時代の要請を受け、普通科に加え、看護

師養成5年一貫教育の看護科、介護福祉士を養成

する福祉教養科を設置しました。昨年度の国家

試験の合格率は、看護科100％、福祉教養科96％

と好結果を残しています。校訓「気高く、優し

く、凜々しく」を掲げ、一貫して女子教育に専

心、昨年創立90周年の記念の年を迎えました。

文化部の活動が盛んで、理事長自らが指導す

る江戸千家茶道部を初めとして、池坊・小原流

華道部、箏曲部、バトントワリング部、23年度

に県勢初の東北代表として全国大会に参加した

演劇部、など活躍は多彩です。

今回は書道部と詩吟同好会によるステージ、

「雨ニモ負ケズ―賢治のふるさと岩手」をご覧

頂きます。

書道部

遡れば、昭和20年代、自ら編集する文芸誌「曠

野」をもって、東京で困窮する石川啄木をふる

さとに繋いだ歌人小田島孤舟（卓越した書道家

でもあった）、その後継者松山華月が永く指導し

た歴史と伝統を有するクラブです。最近は、少

字数書を中心に独自な活動を行っていましたが、

昨年東日本大震災に触発され、「絆―震災に負け

ない」をテーマに盛岡大通りで書道パフォーマ

ンス、その後、盛岡駅前滝の広場でよさこいさ

んさオープニングパフォーマンスを行い好評を

博しました。今年度はいわてデスティネーショ

ンキャンペーン平泉中尊寺金色堂「光」、岩手県

民住宅祭「復興へのメッセージ」出演など、県

民から愛される書道ガールズに成長しています。
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詩吟同好会

詩吟同好会は、岩淵承岳先生を指導者にお迎

えして活動しています。昨年は福島県会津若松

市で行われた全国高校総合文化祭に、岩手県チ

ームの一員として参加し、「イーハトーブの風・

浄土」と題した岩手の吟は、高い評価を得まし

た。全国高等学校総合文化祭大会には、平成14

年度から昨年まで10年連続参加し、岩手県高等

学校総合文化祭 吟詠剣詩舞発表会の合吟の部

で、最優秀賞7回、独吟の部で、最優秀賞6回の

入賞の実績があります。また長年の活躍が認め

られ、昨年岩手県の私学教育表彰を受けました。

挨拶

岩手女子高等学校 書道部顧問・校長

佐 藤 章

ただいまご紹介にあずかりました岩手女子高

等学校書道部顧問学校長の佐藤章です。学校活

動紹介をさせていただきます。岩手女子高校は

大正10年盛岡南部藩の居城不来方城址に岩手の

医学の父と呼ばれた三田俊次郎、てる先生ご夫

妻により創設されました。昨年創立90周年を迎

え、本年100周年に向け新たな歩みを始めまし

た。奥州陸奥岩手は盛岡の北、玉山村に望郷の

詩人石川啄木を、南の花巻に宮沢賢治をを生誕

させました。さらに花巻の近郊太田村に高村光

太郎はその精神の傷をいやし、近代人として再

生していますし、遠野物語に日本の故郷を記述

した柳田国男など多くの文学者を育てていま

す。

今ご覧いただいております映像は例年にない

猛暑の夏、盛岡と花巻に賢治の37年の足跡をた

どり、生徒が自ら編集したものです。イーハト

ーヴ、理想郷とは豊かな大地岩手です。寒冷と

日照りと天変地異にほんろうされる貧しい農民

のために、花巻農学校の教員を辞し、羅須地人

協会で農業指導に生きた献身の詩人、宮沢賢治。

その生きざまは「雨ニモ負ケズ」に端的に語ら

れています。詩吟同好会は資料のとおり、独吟、

合吟ともに県高文祭で常に上位の成績をおさ

め、全国高総文祭参加の常連校です。書道部は

昨年5月3日盛岡大通りで震災に負けない岩手を

発信、注目を集めました。今春実施された、岩

手デスティネーションキャンペーン世界遺産平

泉金色堂の前女子高生と、大きく書かれた光の

文字のポスターをご記憶の方もいらっしゃると

思います。

それでは「雨ニモ負ケズ賢治のふるさと岩手」

のステージをご覧ください。

（生徒による吟詠）

雨ニモマケズ、風ニモマケズ、雪ニモ夏ノ暑サ

ニモマケヌ、丈夫ナカラダヲモチ、慾ハナク、

決シテ瞋ラズ、イツモシヅカニワラッテヰル、

一日ニ玄米四合ト、味噌ト少シノ野菜ヲタベ、

アラユルコトヲ、ジブンヲカンジョウニ入レズ

ニ、ヨクミキキシワカリ、ソシテワスレズ、野

原ノ松ノ林ノ蔭ノ、小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ、

東ニ病気ノコドモアレバ、行ッテ看病シテヤリ、

西ニツカレタ母アレバ、行ッテソノ稲ノ朿ヲ負

ヒ、南ニ死ニサウナ人アレバ、行ッテコハガラ



- 15 -

ナクテモイヽトイヒ、北ニケンクヮヤソショウ

ガアレバ、ツマラナイカラヤメロトイヒ、ヒド

リノトキハナミダヲナガシ、サムサノナツハオ

ロオロアルキ、ミンナニデクノボートヨバレ、

ホメラレモセズ、クニモサレズ、サウイフモノ

ニ、ワタシハナリタイ。

高橋(司会)

どうもありがとうございました。岩手女子高

等学校の詩吟同好会の皆さん、そして書道部の

皆さんでございました。残念ながら、ちょっと

墨の重さで紙が切れてしまったのが残念ですけ

れども、「岩手浄土」に続き、「献身」という字

を書いてくださいました。雨ニモマケズの譜が

詩吟にはあるんだそうです。その詩吟とともに

献身という字を立派に書きあげてくださいまし

た。宮沢賢治の生涯を一言で言い表した言葉だ

と思います。岩手女子高等学校の皆さんでござ

いました。本当にありがとうございました。
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「今後の私学教育への取り組みについて」

吉 田 晋

中 川 武 夫一般財団法人日本私学教育研究所 所 長

日本私立中学高等学校連合会 会 長
一般財団法人日本私学教育研究所 理事長

日本私立中学高等学校連合会 会 長

吉 田 晋

先生方、改めまして、こんにちは。

今日はせっかく皆さんにこうやってお集まり

いただきましたことでございますので、中央情

勢ということでご報告をさせていただくことに

なっております。私と中川所長と手分けをいた

しまして、中川所長のほうからは日本私学教育

研究所のことを含めまして、全体の流れをお話

しさせていただくわけでございますけれども、

皆さんご承知のように、今現在、内外ともに、

まさに残念ながらといいますか、政治情勢も、

それから経済情勢も、いい方向へ向かってると

いう言葉は言えないんではないか。今日は、実

は栃木県私立中学高等学校連合会会長の船田元

先生もこちらにお越しでいらっしゃいますけ

ど、船田先生はバリバリの自民党、早ければ12

月の選挙では、また復活されるのではないかと

思っております。栃木県にお知り合いの方いら

っしゃいましたら、ぜひ船田元先生をよろしく

お願い申し上げます。余計なこと申し上げまし

たけれど、船田先生にもですね、実は私、今日、

先生がいらっしゃる前で、自民党を悪く言って

しまうかもしれないと、おわびを申し上げたわ

けでございますが、それ以上に、今、この政権、

ほんとに困っております、というのが中央情勢

でございます。

今、野田政権が、第3次の内閣改造なさいま

した。でそういう中で、まあ民主党政権になっ

て3年経過したわけですが。私ども、当初、そ

の自民党さん、そして公明党さんという与党に

よって、私学助成自体が、もともと自民党の先

生方による議員立法でできた、まあ政治銘柄で

あったということは事実だと思いますが、そう

いう中で民主党政権になったときに、どうした

らいいだろうか、という悩みを持ちました。実

際に、民主党政権には、皆様ご承知のように、

日教組関系の方々が多数いらっしゃいます。そ

の関係で、もう公立優先、私学二の次というこ

とになるんじゃないかという心配をしていたの

ですが、まあ政策的な面では、かなりそういう

ことが感じ取れる部分もあるわけですけども、

何とかこの私学助成だけは維持することができ

てまいりました。今日、先生方のお手元に資料

としまして、私学助成関連の資料、何点か入れ

てございますけれども、あえて今日、これは、

ご説明いたしません。と申しますのも、既に私

学協会長の先生方にはもう十分ご説明させてい
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ただいておりますとともに、今日かなり現場の

先生がたくさんいらっしゃると思うのですが、

先生方にですね、私、一つだけこの私学助成の

ことで忘れないでいただきたいことがありま

す。それは、私ども私学の教育費。資料の一番

最後に参考資料として、平成22年度の実績でご

ざいますけれども、高等学校の生徒1人当たり

の公費支出額の公私比較というのが入っており

ます。これは22年度からですから、高校無償化、

そして就学支援金が入ったわけでございますけ

れども、見ていただければ分かるように、平均

値で言うところの、私立学校の50万4,978円、

これは経常費だけじゃなくて、いろんな分も入

っているわけです。この補助金ていうのは、確

かに学校に入ってくるものかもしれません。し

かし、実は、これとですね、ご父母の皆さんに

ご負担いただいてる授業料、実は一緒のものな

んですよ。この50万がなかったら、授業料それ

だけ上げなければいけないのです。制度的に補

助金ですので、学校に直接入る機関助成になっ

てます。ただ本来で言えば、学費の一部なんで

す。ですからここの部分が下がってきたらどう

なるか。それは、授業料を上げなければ学校を

運営できないのです。片や公立学校は、ここに

ある額、全額を都道府県と国が補助してるわけ

ですね。補助というか負担しているわけです。

これだけではないです。このほかに教育委員会

の費用とか、そういうものを入れても、大変な

額になります。しかし、それが、こういう負担

が、私立であればこれで済んでいる、にもかか

わらず、これを下げようとしている。

先ほど、大阪の坪光先生がおっしゃいました。

大阪では58万円で授業料を抑えて、それ以下は

補助してやるから云々というようなことをやり

出して、でその一方でその費用を捻出するため

に何をしたかというと、小中学校25％カットで

す。この25％誰の負担になるかといったら、授

業料と学費でカバーするわけです。当然です。

ということは、小中学校の私立学校に通うとい

うことは、負担を増やす、つまり、彼らの発想

は何かと言えば、私立学校に通ってるのは贅沢

なんだと。自分で行きたいから行っているんだ。

国や都道府県、市区町村で、公立学校を用意し

ている、席があるにもかかわらず来ないんだか

ら、そのぐらい負担しても当たり前じゃないか。

では何で公立高校が無償になるんですか。義務

教育でも何でもないですよ。それを、それに近

づけるために私立の授業料さえ抑えれば、無償

で行けるようにしてやるって、本末転倒ですよ

ね、本来。

そういう意味では、やはりわれわれ、私学の

ここにいらっしゃる先生方が、やっぱり経常費

が下がったり、自分たちの教育力が落ちるんだ

ってことを自覚しなきゃいけないのです。そし

て、これは、理事長先生や校長先生に限らず、

現場の先生方も良い教育したいですよね。だけ

どできなくされてしまうのです。

例えば電子黒板を一つ取っても、ご承知のよ

うに公立学校は、台数は分かりませんけど、70

％近く入ってきているわけです。私立学校まだ

20～30％です。それも東京都のように、各学年

2台プラス1台、中学校7台、高等学校7台、この

3年間で購入するのであれば、2分の1を補助し

ますよっていうところがあれば、まだ増えるか

もしれない。ですから東京は何とか今50％台に

今年で乗ると思っています。ただですね、それ

にしても2分の1なんですよ。つまり、100万円

のものだとしても、50万円は、学費の部分もし

くは経常費で入った部分の中から使うしかでき

ないわけですよね。ということはそれだけ、費

用負担が増えるのです。新しい良い教育やろう

と思ったら、増えるのです。それをやるために、

では、他のものを落とせということです。です

から、やはりこの国の補助というもののあり方

自体が、変わっていかなければいけないのでは

ないか。

そして、私ども常日頃言っているのは、補助

金という考え方だからおかしいのではないか。

国民の教育に対する、国の負担金ではないか。

国民の教育は、国が責任持つべきではないか。

それを負担するお金と、補助してやっていると

いうお金は違います。もっとその負担という意
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味を、各都道府県で広めていっていただきたい。

そしてそういう中で、絶対私立学校のほうが

良い教育してるはずです。今、中高一貫教育を

はじめ、英語教育、帰国子女教育、何を挙げて

も、進路指導もそうだと思います、私立学校が、

この戦後60数年リードしてきたのは事実じゃな

いですか。そして私学が行った良いものがある、

と思ったら、公立が真似をする。それで、公立

が真似をするために法律を変える。一番の例が

中等教育学校です。今まで私立が中高一貫で6

カ年でやって、そしてそういう中で先取り教育

もやって、きちっとやっていたものが、急に中

等教育学校できたために、カリキュラムの特例

を出さないと、先取り教育をやってはいけない

とか、それで何かあれば、未履修だ。ふざける

なってことです。自分たちがやりやすいために

法律を作ったら、私立には縛りをかける、そう

するとそれをやってくと、私学はまた新しいこ

とを考えて何とかやってくだろう、そんなに甘

くない。保護者の皆様にお金を払っていただけ

ないです。日本の国の経済自体が悪いのです。

そういう意味で言ったら、今僕が注目してる

ことは、国のほうでやってる国際バカロレア、IB
教育の学校を全国で200校作るという話が出て

います。ご存知ですよね。これは、グローバル

化推進委員会、経済産業省と、それから、大学

ももちろん一部入ってますけれども、産学連携

ということで、それと産業界。これが、どこで

聞いてきたのか、かぶれています。グローバル

化は確かに必要です。そんなことわれわれ私学

は常に言っていました。まあ、今、私学のほと

んどの学校で、国際化という言葉が、建学の精

神とは言いませんけど、教育の中で、出てこな

い学校はほとんどないと思います。それから英

語教育もそうだと思います。でグローバル化な

んてもう当たり前で、もう見越してたわけです。

ただ、世の中の情勢がそうではなくなってきて

いるわけじゃないですか、景気が低迷して。

実際、ご承知のように、リーマンショック以

降なのか、それ以前からですね、日本の場合は、

景気悪かったですよね、バブル崩壊してから。

海外に出てくる学生の数が減ってきた。その裏

には、確かにインターネットがもう瞬時に世界

の情報が分かるという部分出てきて、内向きに

なってきたのも事実かもしれません。しかし、

それを解決しようとしても、その産学連携でや

ってる、このグローバル化推進の委員会の方た

ちの発想を見てても、例えば我々が、大学に進

ませて、大学から海外の大学院に行った卒業生

がいたとします。その子たちが日本に帰ってき

て、メリットがあったでしょうか。実際に、な

いですよね。日本というのは、大学院の修士だ

ドクターだとかが終わっても、給料に差がつく

わけでもない。それでいて外国で英語が話せて

も特別扱いはしてくれない。その一方で企業も

グローバル化が進んで海外進出だどうのこう

の。そうすると、外国人で、英語と、英語はも

ちろんですけど、日本語を話せる人、それを高

い給料で雇うのです。日本の子どもたちは置い

てけぼりなのです。だから高いお金を使って、

教育で自分の資質高めても何のメリットもなか

ったら出るわけないじゃないですか。

それで、では、日本の大学で変えていこうと

いったときに、大学の関係者の方もいらっしゃ

ると思いますが、今日は、中高の大会というこ

とで、あえて目をつぶっていただいて、大学の

悪口言わしていただきますけども、今の日本の

大学で、例えばグローバル化と言ったときに、

英語で授業できる先生、どれぐらいいるのです

か。外国で学位を取ってきた先生、どのぐらい

いるのですか。もっと正してしまえばですよ、

慶応、早稲田といえども、大学の教授で、博士

号を持っていない人が半分ぐらいいるのです。

その人たちが、大学院で博士の認定ができるわ

けないでなないですか。それプラス外国からの、

そういう優秀な学生入れても、自分より秀でら

れてしまうと思ったら、入れないんですよ、受

け入れないのですよ。面白い例が、東大とか京

大、もう日本で最高の学府ですよね。そこの法

学研究科、大学院の後期課程、博士課程。外国

で修士を取った子が、英語で論文提出して試験

受けようとしたら、どうなると思います。全訳
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を付ければ、受け付けます。英語論文だけでは

受け付けません、ですよ。日本の最高学府がで

すよ。つまり先生方が読めないからです。日本

語訳だったら読めるのでしょう。日本語訳でも

理解できない人がいるかもしれないです。それ

ぐらい大学教授は勉強してないのですよ。1回

教授と名前が付いてしまえば、もうそのまま一

生いられるわけではないですか。その上に高校

以下と大きな違い、あの教授会という巨大な権

力。学部長や理事長が一生懸命、「こういうふ

うに変えたい」といっても、教授会が「そんな

のは止めろ」といったら、終わってしまうので

す。そうやって衰退してきた。そこにグローバ

ル化だからって、それで高校生を飛び級させて

大学で受け入れる、優秀な高校生はたくさんい

ますよ。では、飛び級させて大学に入れたら、

本当にそこまで面倒見てくれますか、そこまで

指導できますか、という気持ちになりますよね。

ですから、やはり今のこの社会で、このグロ

ーバル化の問題を考えてやってくときには、全

体をもっと考えなければいけないのです。日本

というのは何を読んでもピンポイントなんです

よ。だから東大の秋入学の話1つ取っても、秋

から入学、それは結構です、海外の留学生を受

け入れるのも結構です、ただ今度東大でできた

新しい学部、外国人のために全部英語で授業や

る、ここに日本人の学生が入れる条件、ご存知

ですよね、10年以上海外で学業を修めた人でな

ければ、受ける資格もないのです。よほど帰国

子女で小さいうちから海外にいた人以外、受け

られないです。それで、秋にスタートするとい

ったら、3割の人が入学を辞退した。優秀な人

は東大ではなくて、ハーバード大学、オックス

フォード大学に受かったら、そちらに流れてし

まっています。それであればもっと日本の学生

受け入れて、日本の学生で英語ができる子を勉

強させればいいではないですか。そんな発想が

ないのです。今、高等学校でも、もっと高校で

も、英語を生かして、話せる子を作らなければ

いけない。ある学校では、英語で朝礼をやった

り、学校集会やったりするところもある。それ

でも子どもたちはみんな、それで分かろうとし

て一生懸命やっていく。海外に留学していなく

ても、英語を話せる子はざらに出てきます。こ

れこそ教育じゃないですか。それを全く考えな

い。

それで結局は何をやってきたかと言ったら、

今度、先程言いました、国際バカロレアの話で

す。この国際バカロレアでは、実にばからしい

と思ってます。実は今、文科省のほうで、平成

25年度の概算要求で、1億2,600万円を国際的に

通用する人材育成に関する調査・研究として付

けたのです。これは、国際バカロレアのディプ

ロマ・プログラム、国際的に認められた大学入

学資格です。だから欧米中心に、2,500を超え

る大学において入学が考慮されている。そのた

めにこのグローバル人材育成戦略という、平成

24年6月4日にできたもので、基礎的な学力、体

力、対人関係力等をしっかりと身に付けさせる

方策の1つとして、高校卒業時に国際バカロレ

ア資格を取得可能な、またはそれに準じた教育

を行う学校を5年以内に200校程度へ増加させる

ことが明示されたのです。200校にさせる目的

何なのかというとそれが分からないのです。そ

れやるために何をやるかといったら、日本語

DP、つまり、国際バカロレアのディプロマ・
プログラムを日本語でできるものを作るんだ

と。これはスイスの本部で今、中国とかもやっ

てるものです。今8カ国あると思います。それ

を日本にも広めると。そのために日本語のプロ

グラム作ります、ということを言っているので

す。それに、日本は協力しましょうと。それか

ら日本語 DP の導入を希望する高等学校を日本
語 DP モデル校に指定して、シェアすることに
よって、日本語 DP の導入促進を図る。そうや
って200校作ろうとしてます。で、皆さんご承

知だと思いますけど、これ国際バカロレア・プ

ログラムって確かに、すごく良いプログラムで

す。だけど、実際に今その世界で2,500の大学

と言ってますけど、日本の大学でこの IB を認
めてる学校、どのぐらいあると思いますか。ほ

んの一握りですよ。日本で認めてないのに、何
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でやらなければいけないのっていうのが、我々

の不信感ですよね。

日本のディプロマが取れば、海外の大学に入

れてくれるのか、やはり英語の試験ができなけ

れば無理なのです。TOEFLの IBTも必要だし、
もしくは英語系の IELTS でそれなりのポイン
ト取らない限り海外の大学に入れてくれないで

す。では逆に、IB 持ってないとだめかといっ
たら、今、日本の高等学校から海外の大学に入

ろうとしたら、この英語検定、IELTSや TOEFL
で高得点を取って、日本の学校からきちっとし

た成績証明を出したら通ります。では IB はい
らないではないですか、ということですよね。

ただ、グローバル戦略で、国際バカロレアと

いうのは世界でたくさんやってる、かっこいい

から200校にやらせましょう。実際どのぐらい

お金がかかるかといえば、今、実際にやってる

学校ん、大変苦労してます。例えば大阪の千里

国際は、年間授業料100万円、東京の玉川学園

もそうです。それでもはっきり言ってそこだけ

で見たら赤字になるそうです。外国人の教師も

そろえなければいけない。それこそ外国人の教

師もですね、ご承知のように、優秀な教員とい

うのは評価されるわけです。そうすると、東南

アジアのいい国で、お金を出してどんどん引き

抜かれていってしまう。教員がコロコロ変わる。

大変です。

ところが、それを200校ということですが、

先程、アンケート調査を行いました。そうする

と公立の教育委員会から返ってきたアンケート

は、DP 導入に関心を持っており具体的な作業
に着手しているという教育委員会はゼロ。それ

で関心持ってると言ったのが、奈良県。それが

47の教育委員会です。私学は、その数が100校

とかあります。これは、実は文科省の思惑通り

なのです。文科省はお金がかかって大変だし、

教育委員会はこんなもの分からないから、こう

やって IB200校なんていうと私学がすぐ飛びつ
くだろうと。それで私学にやらせようと。

それで、予算ですが、新規で4,500万円、日

本語 DP モデル校15校に300万というのです。1

年間300万円。これが毎年ずっと出るのかと思

うと、2年間限りだそうです。それで IBプログ
ラム作れ、作ってやれ、というわけです。それ

で、これは公立も同じだと思ってください。で

は公立は、1人300万ぐらいかかる授業料をどう

やって出すのですかといったら、文科省の担当

者はなんと言ったと思います、先生方、唖然と

しますよ。「たぶん授業料取るんじゃないです

かね」といったのですよ。無償化になった公立

高校でですよ。授業料取るって、それを文科省

の課長クラスが言うのです。ばかとは言いませ

んが、愚かです。そんなことができるなら、今

だって取れよ、って言いたいです。実際に今だ

って、芸術系の学校とか、スポーツの専門の学

校とか、異常にお金がかかってる学校あります

よね、学校によっては。それだってみんな同じ

ですよ。それが IB やるからって取れるわけな
いじゃないですか。私学で300万円2回もらった

だけでやりますか、皆さん。止めたほうがいい

ですよ、こんなもの。もちろんそれで、特徴を

持って自分の学校が伸びる自信があってやるの

はいいと思います。ただ私は文科省のくだらな

い、手練手管に乗らないでほしいと思います。

こう言ってると私などは、文科省の敵のよう

な感じかもしれませんが、そうではなくて、私

はやはり私立学校として、同じことをやるので

あれば、新しいものをやるのであれば、国と同

じで全部出せと言いたいのです。新しい教育を

行って、お金がかかるのを、結局、補助金が少

ししか出ないでやるということは、保護者負担

です。私学だったら保護者負担、公立だったら

保護者負担でなくても同じことができる。それ

であれば、極端な言い方をすれば、Ａという八

百屋さんは、もう有機農法の素晴らしい立派な

きれいな大根を１本500円で売ったとします。

Ｂという八百屋さんは、そんなこと構わずぐち

ゃぐちゃの、味はまあまあな大根を100円で売

ってます。そしたら、何とかしておいしいもの、

いいものを食べようと思って500円出す人もい

るかもしれません。ところが今の公立と私立で

はどうかといったら、私立はこの500円の有機
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栽培の素晴らしい大根を500円で売っているの

ですよ。公立は、ただで同じような大根売り出

しているのです。そうしたら、私学はに行かな

いではないですか。それであれば、私学の500

円も無料にするなり、100円に近くしてくれる

なりしてくれなければ、私学は持たないです。

それを、我々がいかにして、皆様で申し上げ

ていくか。そのためにはやはり都道府県で、つ

ついてくことしかないのです。ところが都道府

県も、変な話ですが、文科省から、上からぼー

ん、と言われると弱いんのです。まあ東京は、

ある意味、収入もいいのかもしれませんが、あ

る程度のクレーム付けられる。それは裏返すと

私立学校が６割近いからなのです。だから強く

言えるのです。他の道府県だと皆様、大変です

よね。この大変さを、やはり我々がどうカバー

してくかということなのです。その上にもう一

つ隠し技があったのです。実は今回、ユネスコ

の事業と拠出金っていうことで、8,100万円を

新規で要求しているのです。この8,100万円は、

日本語版 IB の開発に向けて、拠出するそうな
んです。どうして向こうの業者が儲けるために、

日本がお金を出してまで、プログラム作って、

無理やり使わせるために、私立学校に押し付け

なければいけないのかということです。そうい

うふうに、すべてが万事、もうほんとにおかし

な状況になってるのです。

そうすると、今、われわれがやらなければい

けないことは、文科省に言うべきことは言う。

そして、そういう中で、本来の正しいものを理

解してもらうということなのです。

この民主党政権の中でも、当然政務官あたり

には、日教組のバリバリの方がいました。ただ

幸いにして、最初の鳩山さんから、菅さんにお

いて、副大臣に参議院の鈴木寛先生がおりまし

た。彼は、私学のことしっかり分かってる。彼

自身が灘中高校の出身で、東大から経産省です

よ。若干、エリートで、下のほうの私学の気持

ち分かってくれないなあと不満を漏らしてると

きもありますが。その鈴木寛さんがいたために、

何とか維持できた。そして、大臣もそういった

意味では、文科大臣も、決してゆがんだ方がい

なかった。でそのあとは、森ゆうこさんが一時

らなれましたが、政治的な争いで、民主党を離

れることになったので、降りて、高井美穂さん

という、徳島の選挙区で、徳島の、ダイエーの

中内さんの秘書をやっていた方ですが、この方

が私学のことよく分かってる。そして、今度、

田中真紀子さんという素晴らしい文科大臣がな

りました。この方にお仕えするのが、笠浩史さ

んといって、これは神奈川ですけども衆議院議

員で、ま、今まで政務官もやった経験がありま

すが、目下副大臣で教育担当です。田中真紀子

さんになったということで、私もものすごく心

配しました。

では、中高連としてどうかと言いますと、た

またま田中真紀子さんという方は、今日ほんと

はこのような話をしてはいけないかもしれませ

んが、文部科学委員会の委員長をずっとやって

いらっしゃいました。昔に戻りますと、実は、

一番最初、科学技術庁長官になられましたね。

文部省じゃないですけど、今の文科省のですよ

ね。そのあとに、田中角栄さん、お父様の介護

の経験を基に、教職課程の中に、介護体験とい

うのを入れました。これは彼女がやったことで

す。教育に興味あったのは事実なのです。最初、

小泉政権ができたとき、「生みの母親」とかい

って、頑張って。あのときも実は、文科大臣て

いう声が上がったのです。そうしたら本人が「冗

談じゃない、そんなもんじゃなくて、私は外務

大臣にしてちょうだい」といって、外務大臣に

なった方ですけども。だから、そういう意味で

は、文教関係って非常に興味をお持ちの方だっ

たのです。民主党に行っても、文部科学委員会

の委員長をやられて、ちょうど就学支援金とき

が担当でした。私もその就学支援金のときに、

文部科学委員会にヒアリングで伺いまして、そ

のときにもお話ししたりしましたけど、ある意

味、私学に対しての理解をお持ちの方です。だ

から、私は、実はあんまり心配してません。そ

れとともに、たぶんご本人もですね、どうせ大

臣やっても3、4カ月。選挙のためには、ここで
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大臣で、あんまりむちゃくちゃなことやっちゃ

うと、地元で評判悪くなっちゃうと困っちゃう

から、それよりいい人で選挙を迎えたほうがい

いなって思ってらっしゃるんだと思います。そ

れはあくまでも邪推です。だけどここでやった

ら決して今、選挙だって強いとは言い切れない

でしょうから、そうなりますよね。

そういうこともあったかもしれませんけど、

あの大臣就任ときの記者会見ですね、一番最初

に就任の記者会見とき、何をおっしゃったかっ

ていうと、いじめ問題等も含めてですね、田中

真紀子さんは、今の民主党政権で、そのいじめ

に対する審問委員会とか作るとかいう話があり

ました。そういう中で、分析も大事ですけど、

そうではなくて、基本的には、自分が自信を持

つ人間をつくる、家庭内でいろいろないざこざ

があるかもしれない、お友達と会っても自分に

自信があったら、あまり人との関わり方も陰湿

にならないのかもしれないですよね。違う人な

んだなあと思えば、済むわけです。そういう発

想のできる人づくりをするといいのです。その

ためにどういうことを経験させるのか、どうい

うことを見るのがいいか、そういうことを、専

門家から、教え、意見を聞いたらいいと思いま

す。個々のケースはこうだから、あれは、これ

が原因なんですよ、って言ったからって、クリ

エィティブではないと思います。まあ、聞いて

みましょう、ということを言っているのですが、

かなり、変に決めつけたって駄目じゃないかっ

ていうような意識をお持ちでした。

閣議後の記者会見のときにも、人の多様性を

認められる人間を日本は作らなければならない

と思います。最終的にはいじめてるほうも、い

じめられてる方も、それを乗り越えて生きてい

けるような、死に直面したりとかそういうこと

ではなくて、生きていけるような社会制度、仕

組みを作るんだ、っていうことが大事だと思い

ますと。自分と違うものを人が持っているとい

うことは、大変素晴らしいことだから、褒めて、

それは頑張ってもらえばいいが、自分と違うも

のを持ってると変な興味を持ってつぶそうとす

るとか、そんなことはやろうとする人は健全な

ことじゃないのです。ごく普通の親としての一

面もあるでしょうし、大人としての一面もお持

ちだと思ってるので、やはりこういういい要素

だって当然あるわけですから、そこを生かして

ってもらいたな、と。それで、細かいことには

口を突っ込まないでほしい、と。笠副大臣が、

教育関係全部やりますって言っているのだか

ら、任してくれればいいなというふうに思って

るところでございます。

実際に、朝鮮学校の就学支援金の問題なんか

についても、自分だけじゃなくて、その副大臣

たちも呼んで、一緒にヒアリングしたり、考え

たりしていらっしゃるということですので、私

は、あえて言えば、田中大臣だからといって、

悪いことにはならないというふうに信じて、そ

れが今の実態であるというふうに思っていま

す。

民主党政権に予算を作らせるのは、財務省が

もう反対だそうです。反対というより、財務省

からすれば、もし予算作らせても、遅くとも来

年の初めには選挙があるだろう。そうすると、

どうなるかといったら、もう1回組み直ししな

ければならない。その手間を考えたら、民主党

には早く、解散してもらって、新しい政権にな

って、そして、そこで予算作るのがベストであ

るというのが、財務省の考え方のようでござい

ますので、我々もそれを期待して頑張っていき

たいと思います。

それから、何点かちょっと問題点を申します。

時間もないですけども、就学支援金のことでは、

今年も先生方には皆さん大変大きなご迷惑をお

かけしたと思っています。文科省のほうが突然

6月にですね、250万円から350万円の、1.5倍の

人たちの基準を変えるという暴挙に出まして、

もう既にそれに対しての書類なんか集め出して

るところにですね、急遽変えてきました。その

ときにですね、我々はすごく怒りました。結果

的にどうなったかというと、新制度で救われる

人、それから新制度になることによって、この

春まで入学時にはもらえると思ってたけどもら
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えなくなった人、その人たちも今年は救うとい

う形で、まあ決着をつけました。でそれも、ち

ょっと玉虫色ですけど、今までの基金を利用し

て、やるように文科省がお金を出すというよう

な形ですけど。まあ何とかそこはできました。

ただそのときに、我々が言い続けたのは、ま

ずその事務費というものが、都道府県によって

は、全く学校に来てない。就学支援金の事務で

学校が迷惑していることはあるのです。その例

が、私立学校の就学支援金は、本人もしくは保

護者が、申請をしなければいけない、自筆で申

請しなければいけない。公立学校は、授業料無

償化だからということで、そのまま何もない。

それはおかしいんのではないか。私立学校も、

全員在籍してるかというのは学校長が責任持っ

て証明できることです。だからそれはいらない

だろうと言い続けてきたのですが、もうそろそ

ろ先生方のお手元に行くと思いますけども、文

科省が認めることになりました。それは、就学

支援金の認定申請の簡素化についてということ

で、改正案としては就学支援金の受給資格の認

定申請手続きについては、都道府県、私立高等

学校と、生徒の負担軽減の観点から、別段の意

思表示がなければ、生徒が受給の意思を有する

と推認し、学校設置者が生徒の法定代理人とし

て、別紙の様式により申請を行うことができる

こととする。つまり、一覧表作って、校長はサ

インすればいいということです。そして、ただ

過去に別の学校に在籍した可能性のある生徒た

ちからは、書面での自己申告を求めてください、

というようなことが書いてありました。このＱ

＆Ａがありまして、なぜ申請行為そのものを不

要としないのか、ということについては、就学

支援金は、生徒に対する個人給付制度であり、

受給の意思を確認する必要があるため申請行為

そのものを不要とすることは適当ではないとい

うことです。ただ、その次ですが、私は少し怒

ってます。仮に支給開始後に就学支援金を受給

しないとの意思表示がなされた場合はどうする

のか。つまり就学支援金いらない、いりません

と言ってきたらどうするのですかってことなの

ですよ。そしたら、事務手続きの簡素化の観点

から、生徒の受給意思を推定するものである。

たとえ支給開始後であっても受給の意思がない

と判明した場合には、その意思を基本的には尊

重し、当該制度の受給資格認定を、認定日にさ

かのぼって取り消し、支給額を設置者から都道

府県に返還することとあるのです。これを言う

のであれば、公立高校に通う生徒は、僕は授業

料を払いたいですから、払いますと言ったら、

どうなのですかと聞いたのです。「それは制度

が違いますから。」実に明快なご回答をいただ

きました。でも、おかしいですよね。

私学と公立で違うのです。やはりこういうこ

とも大事な要素なので、おかげさまで、これも

１つ決着させました。

それとともに事務費も、絶対今年は増やして

ちゃんと各学校に出せということを、約束して

ます。このあとどういうふうになってくるか、

分かりません。

それからその他にも、数多くの問題点がある

と思いますが、今、国のほうでもいろいろな改

革、教育振興基本計画の関与に基づいて、教育

制度を直すとかいろいろな話もあります。それ

から飛び入学とか、さっき少しお話ししました

けど、そのような話もあります。そういう中で、

中教審のほうとしては、高大接続の特別部会を

持っていまして、ここでは、何をしてほしいか

というと、実際には、大学入学者選抜の改善を

はじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な

接続と連携の強化方策について、検討してほし

いということです。どちらかというと高大接続

それから大学入試制度の改善というものを求め

てるようなことを言ってます。この前、初めて

会議がありました。そこへ私が出席させていた

だきましたが、そこで怒ったことは何かってい

うと、大学からの要望があったのだと思います

が、センターテストとは別に高校の学力テスト

をやりたくて仕方が無いのですよ。大学サイド

からすると、高校生の学力が落ちてる、その基

礎学力がどうかという判定をするものがない、

だから試験をやってほしいと。だいぶ前から言
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っていまし。その際にわれわれが言ってきたこ

と何かと言うと、どこの学校の、どこの先生方

が、学力無しで大学入試をやって取ってくださ

いってお願いしましたか。AO 入試とか推薦入
試は大学側が早く生徒を確保したいために始め

たことじゃないですか。指定校のように今まで

の過去とのつながりの中でやってる推薦なら分

かります。それは我々もお願いした経緯がある

かもしれない。自分たちで早く取りたいからっ

て、無試験に近い状態の入試をやって、学生を

取っておいて、それで入ってきた学生の能力が

ないから高校の責任、そういうことを言うので

あれば、我々は堂々と筆記試験やって入試やっ

てください、それで取ってくださいと言います。

それで、できない人は落としてください。落と

すとなると、今度は自分たち学生が集まらない。

困るから高校のせいにして、高校で学力をアッ

プさせろという発想です。私はこれは大反対で

す。もしくは、そうであればセンターテストを

見直さなければいけないのではないですか。セ

ンターテストもやり、このテストもやりと、も

う子どもにこれ以上、負担を増やさないでほし

い。それから、子どもたちにとって入学試験は

一大事、イベントというか、事業です。もう高

校入ったころから大学入試を頭の中で考えて

る。親御さんもそうです。にもかかわらず、そ

の制度をコロコロ変えてったら、どうなります

か、この子たちはいい迷惑ですよ。

今、現実に今年も、高等学校は私立学校の入

学者数は増えました。ただこれは、無償化の問

題もあるかもしれませんが、実際に2万数千人、

就学人口が増えたから出たのです。だけど増え

ても、実際はどうかというと、一番メインとな

る、その入試に対して、親が、私立を選ぶか公

立を選ぶかという選択の段階で、もう、東京で

すらそうですけど、まず親が言ってくるのは、

公立第一志望です。なぜかといえば、無償です

から。そして、無償の上に公立はみんな教育を

やっていますよね。その公立が駄目だったら「私

学に行く」ですよ。それは、当然、どこの県で

もそうです。心配しているのは、生徒数が増え

るが、学力が低下する傾向があるのです。皆様

が受け入れる生徒、学力がないから、小学校、

中学校で、みんな実力テスト、全国統一テスト

をやって、判断させてくださいって言いますか。

言わないですよね、我々は入れた以上は、ご縁

があって預かった以上は、預かった子どもたち

に、いかに先生方が手をかけ、みんなで一人一

人の生徒は違うわけですから、その子たちを伸

ばしてあげようと努力するわけじゃないです

か。学力が下がったなんて問題は、大学は今ご

ろ言ってるかもしれませんけど、これ先生方だ

って、皆様そうじゃないですか、もう20年、30

年から比べ、比較しても、絶対下がってますよ

ね。それは当たり前ですよ。高校進学者が70％

から80％、90％、今97％も来てるんですよ。大

学だってそうです。進学者数がどんどん増えい

るのですよ。それは、下のほうの人が増えてい

るのだから、学力低下するのは当たり前のこと

です。だけど、そうやって行きたい、行きたい

っていう熱意があって、意思、意欲がある子た

ち、それを受け入れた以上は、育てるのは我々

の責任ではないですか。それを放棄して、元の

学校にお返しします、そんな身勝手なことない

です。それを一緒になって、文科省も実態分か

らないでやっているのはおかしいですよ。ただ

文科省というところは、独立行政法人という素

晴らしい名前の国立大学の理事会ですから、実

質はオーナーですから、自分の大学を良くする

ために、そういうこと考えているのでしょう。

だけど、やはりその辺りのところで、私立学校

として我々がやはりできることとできないこと

があると思います。

この高大連携の問題にも絡んでくるのは、教

員の資質能力向上の問題もあります。もう、安

倍政権ときに、駄目教師を排斥する、教育を変

える。そういう中で、教員の10年研修が始まり

ました。もともとは、駄目教師をふるって、教

員免許を奪ってしまうという発想だったので

す。そんなことできるわけないといったら、案

の定できない、ただ10年ごとの負担をかけるよ

うになりました。ところが、今度、民主党政権
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になったために、実はあれをなくそうとしたの

です。これは、日教組の反対でした。それでな

くして新たな教員免許制度を作ろうとしたので

す。その新たな教員免許制度っていうのは何か

といったら、教員の資質能力向上でやり出した

ことですけれども、大学院大学、教職大学院大

学のようなところで、修士課程を2年間増やし

て、最初は基礎勉強だけど、2年間で済む一般

勉強、それがないと上になれないみたいなとい

うようなことをやろうとしてきたのです。ただ、

それやるときの前提は、実は10年研修をなくす

予定だったのです。ところが参議院選で負けて

しまった。だから、両方並行になってしまった。

今どうかというと、改定案がありますから、今

日の資料に入れてありますが、この案も文科省

は自民党政権になったらなくなるだろうと思っ

てるので、そんなに真剣に思ってない。だけど

実際は、この委員会に私が出て思ったことは何

かといったら、ほとんどが、国立の大学の教職

大学院。その教職大学院が、今、生徒募集が悪

い。そこを強化するために、この教員免許状の

資格を繰り上げしようとしてるという思惑しか

見えませんでした。それやると、どうなるか、

今の理工学部なんかみんなそうですけど、4年

生卒業で良い就職先がない、だから仕方ないか

ら大学院に行く、そして大学院を出てから就職

するという、そういう人が多いですよね。それ

と同じで4年で、基礎免許状さえあればいいよ、

という学校があったとしたら、そこの学校に行

く、それは優秀な人です。それで駄目だった人

が教職大学院行くということになってしまうの

です。そうすると何の意味もないではないです

か。それ以上に、私立学校はみんなそれぞれ違

うわけです。そのそれぞれ違う学校が、自分た

ちの教員を作らなければいけない。それととも

に、学校にとって教員っていうのは、例えばメ

ーカーで言えば、機械でもあり、機械を動かす

人でもあり、機械を設計する人でもあり、その

できたものを売る営業の人でもあり、すべてや

るわけではないですか。教員がまさに財産です。

その財産がその学校のきちっとした教育目標な

り、教育というものを理解してなかったら、ど

うしようもないわけです。教職大学院でそんな

こと教えてくれないです。やるとすればきっと、

生徒指導上の、カウンセリングのやり方はどう

とか、問題があったときにはどうしましょうと

か。それで無理やり半年、1年を教育実習をや

り続けて、結局ただで働くわけですから、本人

そんなやる気もないでしょう。まあ、もちろん

やる気ある人もいるでしょう。そんなことする

ぐらいだったら、我々からすれば、お金払って

もいいですよ。その代わり3年間なら3年間、イ

ンターンみたいにして、われわれでやって、良

くないと思った先生はやっぱり3年であきらめ

てもらいます。あなた教師向いてませんよとい

ったほうが、よほどいいではないですか。男女

の差もあります。いろんな差があります。個々

の差もあります。それをやっぱり総合的に考え

て、いい教師を作ることが、いい教育につなが

り、いい教育につながることが、この21世紀の

子どもたちに帰ってくる。そういう循環という

ものを私はしっかりと分かってもらいたいと思

っている。

文科省も、そうなのかもしれませんが、議員

の先生方も優秀な方が多いです。下のほうで苦

労した方は、いないかもしれません。それは、

私は私立学校に純粋培養されまして、実は小学

校から大学まで、試験は受けてません。逆に、

東大受けてたら受かってるかもしれないです。

ただ受けてないのです。そんな学校に行く必要

は無いと思ったからです。ただ、実際にですね、

犯罪かなんか犯して、学校法人から除籍だって

言われたら、幼稚園卒しかなくなっちゃうわけ

です。そういう中で私は私学の中で育って、ほ

んとに私学の教育は良かったなと思っていま

す。一つ一つが違うってことがすごくよく分か

った気がします。今、中高連のこの立場になっ

ても、皆さんの学校一つ一つ、みんな素晴らし

いです。ただそれを何かあるたびに叩こうとす

るのです。1校でも何かあると、すぐ「私学は」

って言うんですよ。お巡りさん1人悪いことし

たからって、警察潰さないではないですか。役
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人悪いことしたって、潰れないではないですか。

だけど私学は叩かれたら潰れるのです。いじめ

問題だって、全くきちんとやって、処理してた

ことを大臣がひと言調査するとか、変なこと言

うとマスコミもまた、それに乗る。そうすと、

ブランド校の有名な学校に、面白い芸能人かな

んかいて、それが絡んでるとかいうと、もうマ

スコミがそれ素材にして、もう至るところ聞き

まわって、それで、面白おかしく記事に書く。

事実と違う。事実と違っても、誰か訂正しても

もうあとの祭り、その学校ボロボロです。その

ときに、たまたま校長でいた人なんて、もう気

の毒でたまらないです。校長の責任にされるな

んて、冗談じゃないです。マスコミのせいであ

り、大臣のせいです、極端な話。私立学校はい

じめの問題も、それぞれの学校はきちんとした

対処してかなかったら、ほんとに潰れるのです。

皆さんやってます。人のせいじゃない、われわ

れのせいなんですから。

そのようなことを踏まえて、やっぱり私立学

校1校1校が、お互いに残れるように、そのため

には、申し訳ないのですが、皆さん全員のご協

力なのです。1校1校のことではありません。そ

れぞれの都道府県の私学の協会中心にして、私

学全体が良くなれば、底上げで全部良くなるの

です。そういう意味でも、これからもご理解と

ご協力をいただきまして、私学の振興に、お互

い努めていきたいと思っております。本当に話

の内容のない、愚痴混じりのお話となって申し

訳ございませんけれども、ぜひ、今年の暮れも、

都道府県で、私学振興大会頑張っていただいて、

最低限、財源措置を割るなんてことのないよう

に、やっていただきたいと思います。それから

最後になりました、ちょっと時間ないとこで申

し訳ございませんけれども、東京オリンピック

2020年のオリンピック招致を協力しておりま

す。子どもたちに、あの感動を間近で見せたい、

そういう思いございます。署名運動等、全国で

もご協力いただければと願っておりますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長

中 川 武 夫

日本私学教育研究所の中川でございます。日

ごろから研究所の運営につきましては、先生方

から、ご理解・ご協力を賜りまして、本当にあ

りがとうございます。この場をお借りして、心

からの御礼を申し上げます。

時間のないところでございますので、私のほ

うから簡潔に2つだけ、報告をさせていただき

たいと思います。

1つは、今年度に日本私学教育研究所が実施

した研修会のご報告。もう一つは、現在行われ

ております中央教育審議会で、そこから派生す

る問題、その2つについてのご報告をさせてい

ただきます。

日本私学教育研究所では、現在、私立学校の

シンクタンクを目指しております。いわゆる教

育学者の中に私立学校のことを専門にする方は

ほとんどいらっしゃいません。そこで、私立学

校のことについてはお互いに知恵を出し合って

その経験を基に進むしかないということで、こ

れを目指しております。この一端として、研修

会を各種行っているわけでございます。

まず、今年度の研修会、大きな研修会の皮切

りは、私学経営研修会でございました。6月に

茨城県水戸市で研修会を実施をさせていただき

ました。全国からたくさんの先生方にお集まり

をいただき2日間にわたって、熱心な意見交換

をしていただきました。被災校の見学等も行わ

せていただきました。

また全国、各地で初任者研修会の実施をして
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おります。この初任者研修会は各地域でそれぞ

れ工夫を凝らした内容で行っておりますけれど

も、全体的に見て、私立学校の教員は何をもっ

て私立学校の教員なのか、どうあるべきか、と

いう視点で見ますと、まだまだこの内容につい

ては、検討の余地があるというふうに私どもは

思っております。昨年から、中高連の役員を中

心にしまして、初任者研修の検討委員会が立ち

上がっております。間もなくこの中間報告が出

ます。その中間報告に基づいて全国各地の担当

の先生方にお集まりいただいて、12月7日に、

この検討会を開き、今後研修会をどのように進

めていったらいいか、ということについて話を

進めたいというふうに思っております。

また、初任者研修以降、階層別研修を本当は

細かくやらなければいけないのですが、なかな

かそこまで手が回らない。そのあとは、10年経

験者研修になってしまうのですが、実はこの10

年経験者研修と、教職教員免許状更新講習とや

や重なるところがございます。この運営、位置

づけ等についても検討は必要になるというふう

に考えております。来年度に向けて、この部分

についても検討し直したいというふうに思って

いるところでございます。

一般研修会としましては、教育課程部会を皮

切りに始めました。教育課程部会は、新学習指

導要領にどう対応するのか、あるいは、大学入

試センターの動向に注意をし、各大学の入試の

方向性も含めて、それを高等学校の教育課程に

どう生かそうか、というようなことをテーマに

研修を行いました。法人管理事務運営部会は聖

光学院中学高等学校理事長・校長の工藤誠一委

員長が中心になって進めていただいています。

学校運営の一方の要であります事務長の方々を

中心として、事務方の目から学校運営をどうし

ようかということについての研修を進めていた

だきました。次世代リーダー育成部会という部

会もございます。これは現在理事長、校長等の

先生方、次の世代、若手の先生で次を担う先生

方に、集まっていただいて、全国的なネットワ

ークを持っていただきたい。そして広い視野の

もとで、次の世代の私学の運営にあたっていた

だきたいという願いの中で発生した部会でござ

います。11月2日に福岡で開催いたします。ま

だ定員に余裕がありますので、それぞれのお立

場でぜひ興味のある方にはご参加をいただきた

いというふうに願っております。

それから、教育課程編成担当者のための実務

者研修会というのも実施いたしました。この実

務者研修会といいますのは、ー私立学校の中で

それぞれ校務分掌がありますが、学校の中の割

り振りによって、例えばあなたは今年度教務主

任をやってくださいというようなことになりま

すが、そうなった場合、その先生自体が実は教

務についてはあまり詳しくない、新学習指導要

領のこともあんまりよく分かっていない、とい

うふうに思っていても、本当は知りませんとか、

分かりませんと言いづらいですよね。また今さ

ら、どこに聞けばいいんだ、というようなこと

もあります。そのために、そのような悩みを持

つ実務者の方にお集まりをいただいて研修を行

う。これは興味に限らず、実務者の方にお集ま

りをいただき、その都度その都度必要と思われ

ることについての研修を実施していくというよ

うな研修会も実施してます。

この他、国際教育研究部会、先ほどお話があ

った、インターナショナルバカロレア。どうい

うふうにそれを勉強し、どうわれわれが対応し

たらいいかと、いうような研修会も先般行いま

した。

研修会以外に文科省の依頼によって、復興支

援事業にも参加をしております。東日本大震災

を契機に震災時における学校対応のあり方につ

いて調査・研究をしてほしいという依頼に基づ

いてこの研究が始まりました。当初、東日本大

震災で被災をされた学校を回って、そこで調査、

あるいは視察等をさせていただきました。これ

からその震災に対応していこうというマニュア

ルを作るために、東日本大震災だけの経験では、

不十分であろうと、直下型でものすごく大きな

被害を出しました阪神淡路大震災のことを、参

考にしなければいけないということで、昨年暮
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れに神戸に、東日本大震災、そして阪神淡路大

震災双方の被災をされた学校の代表の校長先生

方にお集まりをいただいて、研修会を実施をい

たしました。その両方を突き合わせた結果、い

くつか明らかになってきました。私どもで気が

付いた点がございます。1つは、全国のほとん

どの私立学校は公的避難所になっていらっしゃ

らない学校が多いと思います。うちの学校は、

公的避難所になってない、というふうに思って

らっしゃる。しかし、大きな震災等の被害が発

生しますと、避難をされる方は、公的避難所に

なっている、なっていないにかかわらず、学校

であれば安全という形で、なだれ込んでくると

いうことが分かってまいりました。その場合に、

ただ単に、なだれ込まれてしまいますと、その

あとの処理に非常に時間がかかる。そこで、そ

れらに対応するためには、日ごろから、私立学

校といえども、もしそういうことが発生したと

きには、避難エリアと教育エリアを明確に分け

ておく必要があるのではないか。例えば、避難

してきた人がいたとしたら、体育館に「どうぞ

こちらです」と全員その体育館に入っていただ

くようなこと。この対応を間違えますと、例え

ば阪神淡路のときにはですね、教室が避難場所

になり、長い間、教室で授業が行うことができ

ないということが発生したと聞いております。

従って、非難エリアと、それから教育エリア

を分けておくということは非常に大事なことだ

と、いうふうに分かってまいりました。

それから、避難所を仮に、臨時の避難所を設

けた場合に、その避難所の責任者をどうするか

という問題が残ります。普通の場合ですと、教

頭先生か事務長先生が避難所の責任者になると

いうのが常識的ですけれども、しかしこれをや

ってしまいますと、大変です。学校は生徒の安

否確認、それから授業再開のための準備、ある

いは学校の補修。さまざまなことで、学校の上

に立つことは忙殺されるのです。その責任的な

立場を負うべき教頭先生や、事務長がこちらで

忙殺されてしまいますと、学校の再開ができな

いということが分かってきました。そこで、で

きることであれば、もうこの避難所は、臨時に

起こった場合には、その責任者は外部の方に、

できれば総務長会長さんとか自治会長とか、そ

ういう方に頼んで、その責任者をやっていただ

くということが必要です。そのためには、日ご

ろから地元のこういう組織との、連携が、学校

として取れていなければ、これはできるもので

はないと、その場限りでいきなりいってもでき

るものではないです。

それから、業者との信頼関係も非常に大事だ

ということが分かってきました。例えば、食料

だとか、寝具とか、あるいは生活用品等を調達

する。そういう時に業者に頼みますが、ほとん

どご縁のないような学校ですと、後回しにされ

てしまって全然優先してくれない。あるいは、

プレハブを作りたいとかいろいろなことになっ

ても、建築業者がこの学校のためだからと思っ

てもわらなければ、忙しくてやってられません

と後回しにされてしまう。そういったことがあ

るので、業者との信頼関係はしっかり築いてお

かないといけない、ということが分かってきま

した。

また、備蓄用品、首都圏の学校では、交通が

麻痺して、ほとんどの学校で、学校にいた生徒

や職員が帰宅困難者として学校に残りました。

そして、その生徒や教職員が学校で一夜を明か

したわけですけれども、そのときに、備蓄食糧

や、あるいは水、毛布といったものが非常に重

要になりました。

首都圏の学校では、生徒が入学してくると、

2,000円とか3,000円程度の、その費用を徴収さ

せていただきその費用でその生徒のための備蓄

食糧、水、毛布等を購入してる学校がほとんど

です。それが今回非常に役に立った。それらの

食料は、消費期限がありますから、水や食料は

卒業するときに、その生徒に持って卒業してい

ただく。そうすれば、また新しい入学生がきて、

常に新しい新鮮な備蓄食料等ができるわけで

す。まだやっていらっしゃらない学校は、これ

らのことをお勧めしたい。生徒と教職員しかい

ないということになると自衛隊も相手にしてく
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れない、物資を持ってきてくれない。個人的な

ものという扱いを受けてしまうようですから、

ぜひこれについてはお勧めをしたいと思いま

す。

研究会その他のことにつきましては、研究会

のホームページ等に詳細もございますので、ぜ

ひご参考にご覧いただきたいと思います。

次に喫緊の課題ということでございます。先

ほど、中高連会長の、吉田先生のお話がござい

ました。

今の教育界を取り巻く状況を見ますといろい

ろあります。影響を与えるものが、例えば政治

家の方であったり、あるいは政財、財界の方、

文科官僚、マスコミであったりいろいろする。

これらは、その時々の状況によって、ちょうど

風船が膨らむように、大きくなって力が強いと

きと、と萎んでしまって、そんなに力を持たな

いときもある。今現在政治家は、いわゆる政党

が分裂してるせいでしょうか、あまり、大きな

影響力を教育界に与えていないというふうに思

える点があります。

その分だけ、官僚の力が非常に増大していま

す。こういった政局が混乱したときのドサクサ

のときに、自分たちが日ごろやりたかったこと

や今までできなかったことを詰み込んでしまお

うという、こういう考え方で動きますから、非

常に危険です。こういうときが一番危険だと思

います。そして、官僚の方々は大変優秀な方が

多いようでありますけれども、しかし教育現場

のことを何も知らない。全く見たこともさわっ

たこともない。それなのに、机の上で考えた自

分たちの考えをそのまま下におろしてくるとい

うそういう形成を持っています。そういったこ

とで考えますと、今は非常に危険な、状況だと

いうふうに思っております。

日本再生戦略、先ほど話が出ましたけれども、

これは野田政権が、いろいろ考えてやっている

わけですけれども、この内容についても、ほと

んど財界が圧力を掛け、それを受けた官僚がこ

れを詰み込んでくるという、そういう構図にな

っているようであります。野田政権、現在の政

権もいつまでもつか分からないというふうにい

われてますけれども、しかし、一度閣議決定を

されますと、この閣議決定というのが非常に重

みをもっています。あとで政権が交代しても一

旦閣議決定されたものは、軽々にどけたりやめ

たりすることがなかなかしにくい。そういった

意味で、今行われているこれらのものは、今後、

大きな影響を与えてくると思います。

そしてそれらを受けて、第二期の教育振興基

本計画というのが今検討されています。この中

の4つの大きな基本方針がある。社会を生き抜

く力の養成であるとか、未来への飛躍を支える

人材の養成であるとか、そういったこともあり

ますけども、この上の2つが、実は、学校教育

に非常に大きな影響を与える要素だと思ってお

ります。

そして、この2つの要素を中心にして、この

教育振興基本計画が、今度は中教審におりてく

るわけであります。これを受けて中教審の中に

はさまざまな部会・分科会等が立ち上がってま

いります。それぞれの部会・分科会には以前は

私学関係者がほとんど入っていませんでした

が、吉田会長に頑張っていただいて、今では中

教連の役員を中心にこの中に参画するようにな

りました。しかし、この中央教育審議会という

のはほとんど99％以上の話の内容が公立学校の

こと、義務教育学校のことを話し合います。私

立はどちらかというと蚊帳の外、私立のことは

考えられてないという進行の仕方をいたしま

す。しかし、一旦ものが決まれば、私立がその

犠牲になる、巻き込まれる、ということは往々

にしてあるわけですから、これらの内容につい

ては、私どもとしても、注視していかなければ

いけない、そして必要に応じてここ一番でしっ

かりと意見を出していこう、ということを考え、

心がけて現在進んでいるところでございます。

そうした問題の中で、先ほど話にありました

ように、教員免許の問題がクローズアップされ

ています。この教員免許の修士レベル化の問題

は、どの教育学者に聞いても、異口同音に、「あ

んなことはやったって意味がない」、というこ
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とを言います。個人的な話をすれば皆がそう言

います。私学関係者だってもちろんそう思って

います。しかし、官僚は着々とこの準備を進め、

根回しを進め、どうやってもこれを避けるとい

うのは難しい傾向が出てきているような気がし

ます。もちろん、中高連としてはこれには断固

反対していくと、そんなことをして、今でさえ

教員が足りないのに、さらに修士化によって教

員の成り手が減ってしまうようなことになれ

ば、教育に非常に大きな影響を与えますからこ

れは困るということも主張しています。

それから、もしこれが実施されるようなこと

になりますと、この研修の費用も、誰が負担す

るのかという問題がクローズアップされてきま

す。ちょうど現在行われている、教員免許状更

新講習が国会で議論されていたときに、議員か

らの質問に答える形で、要するに教員免許状更

新講習受けるときの費用は誰が負担するんだ、

いくらかかるんだ、という質問があった。これ

に当時の文科事務次官答えているのですが、そ

のときに、まあざっと1人3万円です、というこ

とを答えています。この3万円の根拠というの

は実は、国庫負担をするつもりで、文科省はプ

ランを練っていた節があります。これは新しい

制度なんだから、国の補助金によって、補助に

よって、この3万円をカバーしていこうという

のを、文科官僚も考えていた節があります。と

ころが、予算編成のときに財務省から簡単にけ

飛ばされてしまって、この費用が捻出できない。

そこで個人負担ということになっています。

こういう構図からいきますと、これも非常に

危険です。結局この費用は、個人負担になると

いう危険性もあるですね。こういったことには

再三に渡ってそういうものが個人負担になった

り、あるいは、設置者、学校法人の負担になっ

たりしないようにしてほしいということを私学

側として主張していることであります。そして

この制度については、まだまだ検討の余地があ

りますし、時間がかかります。そうすると、結

果として現在行われております、批判の多い、

教員免許更新講習はまだ当分の間続けざるを得

ないというふうに思っています。私どもでもや

る以上は、私立学校の教員は私立学校の考え方

で教育をしたいということで、私どもも実施を

担当しておりますけれども、当該の先生方には、

ぜひ漏れのないようにご指導いただければあり

がたいと思います。

また、この教員免許状更新講習は今年になり

ましてから登録漏れが続発しました。これは、

教員免許状更新講習をせっかく受けても、修了

証をもらってそれでいいのだと思ってそのまま

にしてあった方が結構たくさんいたのです。

この修了証は教育委員会に持っていって、そ

こで更新手続きをしなければ更新が済んだこと

にならない。それから、教員免許状更新講習の

免除対象者の方、例えば教頭先生や校長先生や、

主幹の先生、こういう先生方は、自分は免除対

象者なんだから何もしなくてもいんだといって

放っておいたケースがたくさんありました。こ

れはそのままいたのではいけないのであって、

免除対象であるということを証明する書類を持

って教育委員会に届けて更新をしなければいけ

ないということです。考えてみればほんとに不

合理な話、こんな理不尽な話はないと思います

が、しかしそういう法律になっている以上は登

録側にもご注意をいただきたいと思います。

それから、今検討されている中に、小中一貫

校における教育課程の特例ということ、簡単に

言えば、公立の小学校と中学校をくっつけて小

中一貫校を作ろうとする動きがあります。

文科省は、小学校から中学校に対して純粋に

学習内容、教育課程を、うまく接続するためだ、

といっています。また、過疎化した地域では、

小学校中学校をつなげることは非常に大事だと

言いますが、実は、これは穿った見方かもしれ

ませんが、私の目から見ればそんなことはない、

本当の目的は、公立中高一貫校で、ものすごく

人気が出て倍率が出た。この二匹目のどじょう

を狙っているに相違ないと私は見ています。そ

れをもしやれば、それによって、受験競争の低

年齢化を招く、過度のエリート教育に走るよう

なことになる、これは絶対駄目なんだというこ
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とを主張しております。しかし、さまざまな理

由を含めて、この小中一貫校を作る。これをま

たさらに中高一貫校とどこかで接続するような

ことをされますとますます私立学校に向いてこ

ようとする生徒、これを囲い込みをされてしま

うということも考えられますので、これらにつ

いては注視し、反対すべきところは反対してい

きたいと思います。

それから、今度の教育の改革の中で出てきま

したのは、高等学校の質の保障という問題であ

ります。中教審の初中分科会に高等学校教育部

会というのが開かれている。これは、高等学校

というのは、どういう教育をし、何を目的に何

をするのかということですが、これは大変難し

いテーマだと思います。高等学校の教育は、小

中学校の教育と連携している。さらには大学の、

入試とも連動していくというそういう部分があ

りますから、高等学校単独で、ここは何をして

何を目的にといっても、なかなか難しいのです。

しかし、文科省はこのことを通じて、どうして

も、基礎学力認定試験をやりたくて仕方がない

のです。

最近の記事では、大学関係者は、高等学校に

基礎学力認定試験、要するにちゃんと勉強して

一定の学力がついて高校卒業なんですよという

試験をやれと言っていました。しかし、そのこ

とに加えて、高校関係者、高校側からも、これ

に賛同して、こういう試験を実施すべきという

意見が出始めました、という記事が出ている。

急いで調べてみましたら、全国高校校長会の会

長がそういったことを言っているのです。全国

高校校長会というのは、私立も公立も全員入っ

てることになっていますが、実際の運営は全部

公立学校のことを中心に考えてやっています。

ですから、ある程度文科省に提灯を持つ意味で

もですね、こういったことに言及しているんだ

と思います。もしこういうことが実施されます

と、高等学校で３年間勉強して、この生徒は本

校の教育をしっかり身に付けて、卒業を認定し

ますというのは校長の専権事項ですよ、それを

試験をやって点数が満たないのでこれは卒業さ

せられませんみたいなことをそういう基準で決

めるようなことが出てきては、学校教育が成り

立たない。そういった意味からも、この扱いに

ついては十分注視をしていかなければいけない

と思っています。また、高校と大学の接続部会

につきましては、これは中高連の吉田会長が委

員としてご出仕をされています。大学との連携

ですね。この後ろ側には文科省の初中局と学校

教育局の縄張り争い的なものも裏に見え隠れし

ますから、どういう進行するか分かりませんが、

こういったことも行われております。

それから、特別支援教育の問題に関連しまし

て、国連で障害者の権利に関する条約というの

が採択されました。日本はまだこの法律を批准

しておりません。今それを批准するための準備

としていろいろ進んでいるんですが、その一環

としてインクルーシブ教育というのが、ここの

ところ急上昇してきています。インクルーシブ

教育は、障害者や、特別支援を要する子どもた

ちを、健常な子ども、一般の子どもと一緒に教

育をすることがいいことだ、ということに基づ

いて、この条例なり法案ができようとしていま

す。

もしこれを、そのまま、実施にすることにな

りますと、学校の入学試験に対して、個人また

は団体が入れないのはおかしいという圧力を掛

けてくる危険性があります。そのために、合理

的配慮という一文が課されています。合理的配

慮は、学校に体制面、財政面において均衡を失

した、または過度の負担を課さない、要するに、

インクルーシブ教育は非常に大事だけれども、

しかし財政面その他考えたら施設面でうちはで

きませんということが、ちゃんと断れるように

なっていますので、もしそういう事態になりま

した場合には、この合理的配慮ということを前

面に出してそれらに対応していただきたいと思

います。

それから、最後になりますが、学校評価につ

いて、いじめ問題をきっかけに第三者評価とか

学校関係者評価、こういったことが注目を集め

始めています。これは以前、日本私学教育研究
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所副理事長の實吉先生が委員としてお出になっ

ております。委員会が、私立学校に第三者評価

は馴染まないというようなことである程度抑え

にかかったのですが、しかしいじめ問題の中で、

外部の評価委員会やそういったものをもっとち

ゃっとやれということを受けてこれから強まっ

ていく可能性があります。今でも、県によって

はこういったことをある程度やっているかどう

かが補助金の査定のもとになっているところが

あるようです。これらが広がっていく可能性が

あります。もしそういう事態に対面、対応した

ときには、学校法人の場合は、私立学校法の評

議員会がそれらすべてに該当するものだという

ことを、文科省と中高連が以前、確認を取り交

わしています。従って、もしそういう批判なり、

そういった目で何か言われたときには、学校法

人は評議員会が代替できるということであるか

ら、「私立学校はちゃんとやってます」という

ことを明確に言っていくべきだと思います。そ

のこともぜひご確認をいただきたいと思いま

す。

以上大変早口で、雑駁なご説明を申し上げま

したけれども、これからも皆さま方のご意見を

承りたいと思っております。今後ともどうぞよ

ろしくお願いをいたします。ありがとうござい

ました。
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「和のこころ」

高 橋 克 彦作 家

高橋克彦先生紹介

高橋克彦先生を、紹介させていただきます。

高橋先生は、岩手県は釜石市の出身でございま

す。釜石市も沿岸地区でありますので去年の津

波の被害に遭われた地域でもあります。現在は

先生は盛岡市に在住となっております。昭和58

年、写楽殺人事件で江戸川乱歩賞を受賞、それ

がデビューになります。その後は、吉川英治文

学新人賞、日本推理作家協会賞、直木賞、吉川

英治文学賞、と続々と受賞をされております。

さらに、長編歴史小説、「炎立つ」、「時宗」は、

NHK の大河ドラマの原作となり、平成14年に
は NHK 放送文化賞、岩手日報文化賞を受賞さ
れました。さらに、今年の3月には、日本ミス

テリー文学大賞を受賞しまして、4月にここ盛

岡で受賞の祝賀会を開かれました。その際は母

校の校歌を同期の方々と元気に歌ったりとか、

アテルイの原作者でもありますが、アテルイを、

わらび座のスタッフの方々と大きな声で歌われ

たりとか楽しい時間を過ごさせていただいた記

憶がございます。

また、推理小説、歴史小説だけではなくて、

時代小説、ホラー、SF、伝記小説などさまざ
まなジャンルに渡って作品を書き上げておられ

ます。著作は百数十冊に及んでおります。既に、

高橋先生の作品をお読みになってる方々は大勢

おられると思いますけれども、もしまだお読み

になっておられない方がおられましたら、これ

を機会にぜひお読みいただければと思います。

それでは高橋先生お願いいたします。

（岩手中学高等学校 校長 村井伸吾）

普段、たった一人で仕事してるものですから、

これだけ大勢の人に囲まれるとやっぱりちょっ

と緊張しております。

普段は、一人での話というのは基本的に受け

ないです。自分がお喋りというのを自覚しない

で、1時間半というのは最初長いなと思うので

すが、いざ話を始めると、一人で話してますと、

ずるずると脇道のほうにいって、結局テーマの

半分もいかないうちに終わってしまうことが多

い。それで、言いたいことをちゃんと最後まで

伝えるために、アナウンサーの人とか、あるい

は聞き手を用意してもらって、あらかじめこう

いうことを言うからねと相談しておいて、脱線

しそうになると、「それでは」と、本題に戻し

てもらう人が必要なのです。

大分前ですけど、ある地方の銀行の方から、

婦人会か何かの講演を頼まれて行ったことがあ

ります。大概講演というのは1時間とか1時間半

ですから、その心積もりで行ったら、司会の方

が、「せっかく遠いところからおいでになった

のですから、4時間お願いします」。4時間とい
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ったら、映画2本ですよ。大変だなと思いつつ、

いくらなんでもそれは2時間ぐらいで適当に茶

を濁そうと思っていたら、結局4時間話したの

です。そのときつくづくと、よくまあこれだけ

話すことあるもんだなあと思いました。結局一

人で仕事していますから話し相手がいないので

す。

それで、僕は盛岡で、盛岡文士劇という、か

つて鈴木彦次郎さんという、川端康成さんらと、

東大で同期で文学仲間だった方なのですが、そ

の方が東京でやっていた文士劇っていうのを盛

岡で立ち上げたのです。これは本当にある意味、

正規の文士劇。要するに東京で文士劇をやって

いて、流行っているから、「おらほ」の町でも

とかというレベルではなくて、きちんと文藝春

秋からの了承を得て、始めた文士劇というのが

かつてありまして、それが14回ぐらい続いて、

幕を閉じたままになっていたのです。それを盛

岡に最近随分、作家が増えてきたので、何しろ

現在岩手県に、在住している作家だけで15人ぐ

らいいます。その人たちの力を結集して、文士

劇を復活しようということで、もう既にこれが

無駄な話ですよね(笑)。ただ、話しついでに話

しますけど、十何人が寄り集まって文士劇を始

めた。実を言うと作家一人一人が孤独なのです

ね。仕事と向き合ってる時には誰とも話さない

わけですから、忙しくなるともう1カ月の内、2

5日外に出ないとか普通なのです。それで、文

士劇をやると、取りあえずは稽古で皆が集まっ

て、その後わいわい、飲んでというか、あるい

は、芝居を作ることによって、一人でやってる

仕事じゃなくて、共同作業のような体験ができ

るものですから、皆、面白がって、それが、今

年の年末に18回目を迎えます。18年も、同じこ

とを続けているのも、我ながら偉いものだと思

いますが、それも結局は作家という仕事の特殊

性なのです。

今年で64になりましたけれども。60過ぎて、

泣きたくなるような仕事というのは滅多にない

です。今も締め切りの最中で、ギリギリのとこ

ろまで追い詰められていて、何日までに上げな

いと、もう間に合わない。僕はもう間に合わな

いと思っていたので、来月に前編後編でやろう

なんていうと、「短編でそんなこと有り得ませ

ん」と言われて、仕方なくやってるわけですけ

ど、真夜中12時ぐらいに起き出しまして、夕飯

を食べて仮眠を取って、12時ぐらいから明け方

の7時ぐらいまでずっと一人で、コーヒーを入

れたり、お茶漬け作ったりしながら、頑張って

るわけです。そうするとどうしても二進も三進

もいかない展開になったり、あるいは眠くてと

にかく、目を擦りながらでも、朝までに何枚出

さなければいけないみたいなことをやっていま

すと、本当に泣きたくなります。もうこんな仕

事、若い頃でもつらいと思いましたが、今にな

ってもそれが続いているので、つくづく大変な

仕事ではあると感じます。

もちろん文章を考える仕事なものですから、

文章というのが、常に気になるわけです。例え

ば、文章を書きながら、「腐りきった世の中」

と書いたあと、「うん、これは腐れきった世の

中ではないのか」とか悩んでしまう。その度に

辞書を開いたりしてるうちに、とにかく1日の

大半は文字と格闘しているという生活です。

今日の「和の心」というタイトル、いかにも

つまらなそうなといいますか、当たり前な話を

するんだろうなと、恐らく皆様は思われている

でしょう。これからお話しするのは恐らく目か

ら鱗というか、文字からどんどん追求していく

話ですから。教養がある方は面白い(笑)。あま

り興味のない方にはどうでもいいという話にな

ります。今日は日本でも一番理解してくださる

方たちが集まっていると思って、このタイトル

にしたわけですけど、例えば、帳尻を合わせる

という言葉。僕らは生まれ育った時から日本と

いう国に住んでるわけですよね。幼い頃から、

父親、母親、友達、あるいは親戚から、日本語

というものを学んでいくわけです。それは、子

どもだからあまり意味も考えずにそのまま覚え

ていくわけです。それで、皆さんは日本人です

から、自分たちは、それぞれ日本語のプロだと

いうふうに認識なさっていると思いますけれ



- 35 -

ど、その実、何も分かっていないということが

多々あるのです。

帳尻を合わせるの「尻」とはなんだ、となり

ますと、「尻」は「お尻」ですよね。それで、

物事のお尻とか、当たり前に言うけれど「なぜ

尻なんだ」、そして「尻とはなんぞや」となり

ますよ。尻の語源ですよね。日本人は、「尻は

尻。それ以上に考えない」。なぜ尻というよう

になったのかというところまでいきますと、言

葉の暗い、淵に沈んでいくわけです。恐らく

「尻」の「し」というのは、腰の「し」とか足

の「し」なんです。そして、日本人は肉のこと

を、「しし」と読んでいます。だから、恐らく

はそこからきた言葉であろうと。では、「り」

とは何か。そんなに細かく分解して果たして日

本語が解明できるかっていうと、これは昔文字

がなかった時、言葉がまだ拙かった時に、日本

の先住民たちは、例えばいろいろなものを音で

表したわけです。その時に適当には付けていな

いのです。適当にやったらすぐ忘れますから。

やはり意味がある言葉というのは基本にあるわ

けです。付け足したりして、言葉というのはど

んどん複雑になっていったわけです。だから

「し」は、肉のことだなあと思えば、「り」と

いうのにも、意味があるはずなのです。では

「り」とはなんぞや。一番単純な、要するにア

リだとか、ウリだとか、2つの文字で構成され

る、そして後ろが「り」、あるいは頭に「り」

が付いている、というのを探していきますと、

アリだとか、ウリだとか、クリだとか、ユリだ

とか、あと、毬（まり）だとか、結構あるわけ

です。そういうのを見てますと、ふと変なこと

に気が付いたのです。「アリ」って丸い体をし

てますよね。「ウリ」はもちろん丸いですよ。「ク

リ」も丸い。それで、ユリも蕾のときは丸いで

すよね。丸いことを、もしかしたら「り」とい

うのかなと。そうすると、まさに、毬というの

があるのです。「ま」というのは、「真正直」と

か「真逆」とか「真人間」の「ま」ですよね。

これは、本当のという意味です、日本語の「ま」

というのは。そうしますと「毬」というのは本

当の「り」ということになる。毬の形ってのは、

ボールの形してますよね。あれを、本当の「り」

というふうに、昔の人たちが言ってたとしたら、

そうか、「り」というのは、結局球体ではない

のかと。

そうすると、尻の「り」というのはまさにそ

うじゃないですか。お尻に、球体が2つくっつ

いている。「けつ」という言い方があって、混

同しますけど、「けつ」というのは中国的な考

えといいますか、中国の人たちはお尻を洞窟と

見立てていたのです。それでそこから汚い物が

出てきたりというふうなことで、色んな物が水

みたいなのが吹き出るということで、お尻の穴

のことを「けつ」と言っていたわけです。だか

ら京都弁で、上品な人たちが、お尻のことを「お

いど」といいますが、それは井戸なのです。洞

穴の穴、それで穴というのであって、中国の人

はけつと言って日本人は尻と言ってた。

それから、「ビリっけつ」という言葉がある

じゃないですか。ビリっけつの「ビリ」ってな

んだろうと思ったことがありました。「ビリ」

というのは、大概片仮名で書きます。明治あた

りから入ってきた、外来語、例えばピリオドと

か、そういうものから「ビリ」という字が出て

きたのかなと、ずっと思い込んでいたのです。

なんとなく、江戸の黄表紙を見てると、もうす

でに「ビリっけつ」という言葉が出てくるので、

「じゃあこれ、日本語だったんだな」と。それ

で「ビリ」というのを探っていきますと、「屁

（へ）をひる」という言葉がある。「ひる」と

いう言葉と「尻」というのが、江戸の人たちで

は、同じことだったのですね。しかも、お尻と

いうのは、女性もいるのであまり大っぴらには

言えないですが、娼婦、女郎たちがそういうと

ころで、商売をしている。そういうところとい

うのは部位ですよ。お尻を中心とした、商売を

なさっているということです。それでいわゆる、

下級の商いのことという意味で、その娼婦たち

の、俗称として「ビリっけつ」と呼んでいたの

です。ですから、一番低いことというのが「ビ

リ」という意味に変わっていきました。だから、
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尻というのがビリというのと重なって、帳尻を

合わせる、ここでようやくくっついてきました

ね。帳尻を合わせるということは、一番最後の

ところをつじつまを合わせるという意味に変わ

っていったのです。

大変なことですよ。たまたま帳尻を合わせな

くちゃいけないって、文章1行書いたために、

尻とは何か、ビリとは何かっていうので、3日

ぐらいつぶれるわけですから。そうやってるう

ちにだんだんと日本語の面白さといいますか、

全く自分が分からずに使っている言葉に実は囲

まれているということがわかってきたのです。

例えば地面の「ち」であっても、これは何だろ

うと、土地の「ち」、高地の「ち」、二十歳の「ち」、

全部、地面の「ち」ってありますよね。そうす

ると、道の「ち」というのも、その地面と関わ

りがありそうだと。では道とはなんだろう。今

度「み」を追いかけていきますと、水とか溝と

か、細い、そういうものが「み」というのでは

ないか。だから蛇のことを「み」と言いますよ

ね。そういうことから考えて、くねくねと、細

いものを先住民日本人たちは、たぶん「み」と

呼んでいて、それが、「ち」というのとくっつ

いて道となった。道というのは、地面に細く連

なっていくものという、これは僕の推定で語源

辞典にも書いていませんけど、恐らくそういう

ことではないかなというふうに思ったりして、

ますます深みにはまっていったわけです。

例えば皆様が、お節介というのを、もちろん

日常的に言葉として用います。「お節介やめて

くれよ」とか「あいつはお節介な野郎だ」とか。

「じゃあお節介ってどういう意味なの」という

と、意味は「余計なことをすることだ」。では、

その「節介とは何よ」と、落語みたいですけど

ね。何よって追及していくと詰まるわけです。

でも、すごく単純なことで、とろろ芋とかゴマ

などを、すりこぎですり鉢に当ててすりますよ

ね。そうすると、主婦の皆様でしたら、恐らく

お分かりでしょうけど、あのすり鉢の筋の中に

入り込んだとろろやゴマというのは、洗っても

なかなか落ちないのです。本当に厄介で、卵な

んか混ざっていたりしてると大変なことになり

ます。それを江戸時代の人は賢いと思うのです

が、すり鉢の溝にたまっているものを、一瞬に

してかき取る道具があるのです。火鉢に使う金

ベラみたいな形をしたものです。下にギザギザ

が付いてまして、ひとかきすると、その溝にす

っかりはまってきれいに落ちるのです。それを

狭匙(せっかい)といったのです。その狭匙を使

えば一瞬にしてすり鉢のごみが全部取れてきれ

いになるというので、節介をするっていうは、

結局、人の悩みとか何かにあれこれと入り込ん

できて、全部吐き出すような、かき出すような

まねをするという意味に転化していったので

す。だから、お節介やお節介焼きとかそういう

のは全部その道具からきているのです。でも、

僕らはその道具のことを知らなくても、何の不

便もなく生きていかれる。それは、もう日本語

が、あらゆるものが僕らの中で記号化している

からです。だから別にもとの意味など考えなく

ても、全然問題ないわけです。

言葉の意味をちゃんと知らないと不都合なこ

とが時々起きます。以前、岩手をもてなしの国、

もてなし立県というのにしようという機運があ

りまして、それでシンポジウムがあって、何人

かの方々と、本当のもてなしとは何かというこ

とを考えましょうと集まりがありました。その

時に僕はこの通りの性格だから、「では、もて

なしというのはなんだ」、これもまた分からな

いのです。もてなしというのは、イメージとし

てはもう全然問題なく浮かんでくるわけですけ

れども、「も」「て」「な」「し」という一つ一つ

の文字を、意味を考えますとね、少しも出てこ

ないですよね。

それで、そのシンポジウムの前に本屋に立ち

寄って、慌てて「もてなし」というのを、普通

の国語辞典です、大したこと書いてないです。

でも解答はちゃんとあるのです。「もてなし」

をぱっと見たら、「もってなしのこと」と。ま

た難しくなりますけど、「もってなし」が、「も

てなし」となった。じゃその「もって」とは何

かと。それを今度調べますとね、日本人はいろ
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いろな時に、「これをもってお開きにいたしま

す」と言うじゃないですか。「もってのほかの

振る舞いにございます」とか、あの「もって」

なのですね。「もって」というのは、漢字で言

いますと、以上の「以（い）」ていう字を書く

のです。つまり、以上以下という考え方があり

ますね、物事には点数で言うと、これ以上これ

以下、要するに、以上とは、以(も)ってより上、

以下は以(も)ってより下、となると、「もって」

というのは、ギリギリのラインっていう意味な

のですね。それで、もってなしというのは、例

えば人を接待するときに、ラインをとりはらう

という意味なのです。

ありとあらゆるものをとにかく、その相手に

捧げる。これは鉢木という謡曲の中で、北条時

頼という、鎌倉の執権が、来るべき蒙古との戦

いのために国というのをきちんと見極めなけれ

ばいけないと、東北を僧侶の姿に窶して、一人

で旅をしたという伝説があるのです。本当かど

うか分かりませんが。実を言うとこれが水戸黄

門の話の原型です。

それで、その時頼が、あるところで吹雪に出

遭って困り果てていると、うらぶれた民家があ

り、そこに入り込むと、貧乏武士の一人暮らし

の住まいであった。一夜の宿を願うと、快く迎

えてくれるのです。ただその家があまりに貧乏

で、この吹雪の中でも、いろりに火が燃えてな

いぐらいなのです。大変だなと思いつつ、佐野

善左衛門という主人が、何の接待もできないけ

れども、この寒さだから、火を振る舞いましょ

うと言って、大事にしていた盆栽の松を容赦な

くたたき割った。盆栽といったら恐らく佐野善

左衛門という人間にとっては唯一の楽しみだっ

たはずです。それを薪にして、火を燃やして、

時頼に暖を取らせた。時頼はものすごく感激し

たわけです。ふと見ると、その側には貧しい暮

らしにも関わらず、鎧と長刀が立派に飾られて

いたのです。「これは、なんですか」というと、

「いざ、鎌倉に何か起きたときに、こんな貧乏

暮らしでも、真っ先に駆けつけて、恩に報わな

ければなりません」と言ったわけです。それで、

時頼は感激した。のちに鎌倉でクーデターのよ

うなものが起きたときに、その佐野善左衛門は

駆けつけてくれたわけです。それで時頼はすぐ

に召し抱えて、一夜のもてなしに報いた。これ

が、もてなしの起源です。要するに佐野善左衛

門は、ただ一人の僧侶のために、自分が命に代

えてもと思うぐらいに大事にしていた盆栽を切

って薪にして暖を取らせた。これこそ一番の最

高のもてなしだっということであるわけです。

そうするとその時にシンポジウムで話してる

ことは、じゃあ旅館にきたお客さんをどうする

かという話なわけです。金を取る以上、もてな

しじゃないと私は言ったのです。遠くから来た

人をタダで止めろと。そしてとにかくお土産ま

で持たせてやらなくてはもてなしじゃないです

よと。やはり言葉の使い方とていうのはちゃん

と学ばなければならない。大事なことはね。確

かに今使っているからといって、当たり前とし

てやるのではなく、日本人である以上、言葉の

裏側にある、日本人の心みたいなのをくみ取っ

ていかなければいけませんよという話をしたの

です。

例えば、これは当たり前のことですけど、「新

しい」と言うじゃないですか。「新しい」とい

うのは、割と古くからいわれてはいますけど、

これは、「新たしい」なわけですね。「日々新た」

とか、「年も新たに」とか。本当は「新しい」

のは「新たしい」なのです。それが「新たしい」

と最初は言ってたのが、誰かがそれを、ちょっ

とひっくり返して、「新しい」というふうに言

ったら、なんかそっちのほうが言いやすいとか、

そっちのほうが新しい感じがしたのか、江戸で

流行って、定着してしまったのです。だからあ

の漢字を「あたら」と読む例は、「新しい」以

外にないのです。全部「新たな」なのです。そ

れに皆、気付いていないで、当たり前のことと

して、「新しいね」というふうに言っているの

です。それを戻せとは言いません。ここまで定

着したものだから。ただ、そのぐらい日本語と

いうのは、非常に奥が深い。

今も思い付きましたけど、「黄泉の国」って
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ありますよね。「黄泉の国」って、黄色い泉の

国と書きます。歴史とか哲学者の方たちは、日

本人の黄泉の国感にすごく興味を持っていて、

要するに日本人の死生観ですね。人間の、日本

人の死生観というのは、どういうところか。古

い人たちは、どういう世界を死後の世界と考え

ていたのかというので、黄泉の国を随分研究し

てます。例えば古事記では、あの時代は、まだ

中国の漢字の音を、そのまま一文字ずつの音を、

日本語の言葉に合わせて、書いてるものですか

ら、実に意味のない漢字を用いています。ただ、

黄泉の国ばかりは、「夜を見る」と書いてある

のです。夜を見る国。確かにイメージがありま

す。だから、冥界（めいかい）という、その暗

い世界みたいなところを日本人は古くから、黄

泉の国というふうに、理解していたんだなと。

イザナギ、イザナミの話の中でも根の国に入り

込んで行くときに、やはり同じような、洞窟を

通っていくわけです。だから、そういうことな

んだなと思っているのですけれども。

なぜ、黄泉の国を、黄色い泉と書くか。お父

さん、お母さん方も小さなお子様に聞かれて、

「ねえあの黄泉の国って、どういう漢字？」。「そ

れはね、黄色い泉と書くんだよ」と得意そうに

言ってても、なぜ黄色い泉と書くか分からない

のです。日本語というのは、国語の先生もいら

っしゃるでしょうから、僕がわざわざ言うこと

でもないのですが、漢字というのと密接な関係

がある。もともと日本には漢字がなかった。こ

れは第一条件です。そこに中国の文化との交流

が始まって漢字が入ってきた。最初は、日本語

を単純に同じ音の漢字を、一音ずつの漢字を当

てはめるだけで満足していたが、どんどん交流

していくことによって、例えば、「あ」という

字が人によって違う場合があるわけです。漢字

を当てはめると、亜細亜の亜の場合だったり、

阿部の阿であったり、統一が取れないわけです。

それでどんどん日本人たちも、知恵を重ねてき

たというか、もう少し漢字というのを有効に使

わないといけないと、日本語で例えば「空」と

いう字を、それまでは、一音一音で表して、二

つの漢字で書いていたものを、「『空』というの

は、あなたの国では何という文字で表すのです

か」と聞いたわけです。そうすると中国の人は、

当然、うかんむりの空という字を、これは「く

う」と読むのですが、貴方が言っている「空」

と同じことです。ということで、中国の意味と

同じ漢字を日本語に漢字として持ち込んだので

す。ここがすごく重要なことです。

つまり、音は違うけれども、例えば「空」と

いうのは中国では「くう」と書くということを

我々は日本語を学びながら、同時に中国語を学

んでいるのと一緒のことなのです。そこで、黄

泉の国になります。「黄泉の国というのは中国

では何というんですか」と恐らく聞いた人がい

るのです。「私たちの黄泉の国というのは、こ

ういう世界ですけれども、中国のほうで同じよ

うな考え方をもってますか」と。それで、「そ

れは我々中国人の言う、黄泉のことアルヨ」と

いうふうに言ったのでしょう。それで、日本人

が黄泉の意味を聞いて、「あ、なるほど、自分

たちが思っている黄泉の国と全く一緒だな」と

いうことで、黄泉の国に、黄泉という文字をも

ってきたのです。そうするとどうなりますか。

「黄泉の国とはなんぞや」と必死になって研究

者が悩んでいますよ。でも、既に答えは中国の

漢字にあるのです。要するに、その当時の古い

時代の日本人は、黄泉の国を、中国の黄泉と同

じ意味だって解釈していて、黄泉というのを、

漢字辞典というか、中国では漢和辞典ですね。

あちらのほうで調べますと、一発で出てきます。

要するに、「鍾乳洞の中にある地底湖」と出て

きます。これはすごいと思いました。そしてい

かにもあのイザナギ、イザナミの話の中に出て

くる、根の国だなと。黄泉の国というのは、洞

窟の中に入り込んでいくイメージ。要するに、

鍾乳洞の中の地底湖は今みたいにライトアップ

すれば別かもしれないですけど、黄色い、鍾乳

洞、鍾乳石って黄色く見えるじゃないですか。

あれがつまり、光が反射してた分、鍾乳洞の地

底湖というのは黄色く見えたのだと思います。

その世界を中国の人たちは黄泉の国っていうふ
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うに解釈していて、実際に中国の鍾乳洞の中か

らは古い時代の動物の骨とかたくさん出るらし

いです。だから象の墓場と一緒で中国の人たち

は、人間は死んだあとは、人間はたまたま葬式

して土葬などをするけれども、生き物というの

は死んだあと、鍾乳洞の中の地底湖で、別の世

界に生きるというような考え方を持っていたの

でしょう。この理屈が分かると、世界というか、

日本のいろいろな謎が解けてくるのです。ここ

までは分かっていただけましたね。いよいよ本

題に入っていきます。

これだから大変なんですよ。徹夜明けで疲れ

てるのに、話し出すと全然調子に乗りましてね。

年配の方あるいは同世代の方、もっと若い方

でも、当然これは分かっていることでしょうけ

ど、戦艦大和は「たいわ」と書きます。これは

何故でしょう。これが、今回の和の心の、僕が

気付いた一番最初のきっかけだったのです。ど

うして「たい(大)」という字を、「や」と読む

こともなければ、和という文字を「まと」と読

むこともないですよね。日本人は完全に、当て

字ということで済ましてますけど。中国との交

流があった日本が、日本語を漢字に直すときに、

同じ意味だとやっていることは、「たいわ(大和)

というのは、おろそかにできない問題です。ず

っと「たいわ(大和)の謎というのを追いかけて

いくうちに、これは歴史上の大きな謎が「たい

わ(大和)」という文字に隠されていると気付い

たのです。

一番最初は、古事記などに出てくる、大国主

命のいわゆる国譲りという話です。先住民、日

本人、現日本人たちが、島根とか、あの辺を中

心に、あるいは畿内（きない）のほうまで、こ

れは、長髄彦という、大国主命の配下が畿内の

辺りを治めていたという記述があるので、島根

を中心として畿内の辺りまで治めていたところ

に、あるとき、大陸から、朝鮮半島へ経て、九

州に騎馬民族、軍、大和民族が押し寄せてきた

わけです。そして、最初は、九州辺りでとどま

っていたのが、どんどん瀬戸内海を渡って、畿

内のほうまで押し入ってきて、最終的に国家と

いうのものを奪い取ったわけです。奪い取った

けれども、先住民というか、現日本人たちは、

日本の、ありとあらゆるところに散らばってい

るわけですから、征服国家というイメージを持

たれては困るわけです。

もちろん、大陸との交流も大事な問題だった

のですね。それ以前は、島根とかあの辺の人た

ちは、和の国の民として、中国と交流を図って

たわけです。中国のほうでは日本に高度な文明

もなかったでしょうから、自分たちの属国扱い

をして、日本人たちが自分たちは和の民だって

言ったものに対して、歪人(わいじん)みたいな、

小さいのような意味を含ませた、倭(わ)の国と

いう文字を当てました。どういう字であっても、

かつての和の国は、正式に大陸と交流してたわ

けです。そこに、大和民族が入り込んできて征

服をして、新たに自分たちが今度は大陸と交流

しようとしたわけです。そうするとやはり、征

服民族というのはどこでも嫌われるわけです。

野蛮な感じといいますか、いざとなると何をす

るか分からない感じで、恐らく中国の方も難色

を示したのでしょう。それで、征服した大和民

族のほうとしては、いやいやこれは決して征服

などではありませんと。前の原住民たちともす

っかり折り合いがついたことで、大国主命も喜

んで、自分たちに国を任せると言ってくれたの

ですと。それで、実際には島根の出雲大社のと

ころに、大国主命はそこに一人閉じ込められて

いたわけです。かつての古代の資料を見ますと、

出雲大社という大国主命が住まいしているとこ

ろは、地上30何メートルもの高さで、はしご外

しちゃうと誰も行けないところなんですね。昔

からどこの国でも、王を捕らえたときには、塔

のてっぺんに閉じ込めるのです。そういう形で、

大国主命が、いわゆる見せしめもあるんでしょ

うね、何かあれば大国主命を、お前たちの大将

を殺しちゃうぞみたいなことでね。征服したも

のを、国はもらいましたって形にして、中国、

大陸のほうに届けるときに、その証拠に、私た

ちの国は、和の国と一緒になって、大きな合同

な、大きな和ですよ。それで、中国に、大和と
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いう国名を届けたわけです。でも、巧妙に自分

たちは大和だから、「たいわ」と届けながらも、

自分たちの国の名として「やまと」と読んでい

たのです。

それがずっと続いて、その原点が分からなく

なったために、我々は、子どもの頃から当たり

前のように「戦艦大和ってかっこいいよね」と

言いながら、なぜ大和と書くのか分からなかた

のですね。それを、ずっと追いかけていますと、

もともと日本人は、和の国の人たちだったのだ

なということが、当然分かります。それで、「た

いわ」と書いているから、それこそ、平和の和

という字なんだろうとは想像がつきます。これ

は後世の当て字かもしれないですね。では、和

というのを正式に日本と結びつける何か証拠は

ないだろうか。それでずっと追いかけたわけで

す。

そうやってるうちに、「何のことはないじゃ

ないか」と思ったのです。「日本人はずっと、

日本のことを平和の和国と呼んできたのではな

いか」。どういうことかと言いますと、日本人

は古来から、日本独自のものに対して、すべて

和という字を使っているのです。和食。和服。

和尚。和歌。要するに西洋などから伝わったも

のに対しては絶対使わないですが、日本の古く

からあるものに対してはことごとく和の字を使

っています。忘れるといけないので書いてきま

したけど、もう1回繰り返しますと、和食・和

歌・和室・和紙・和服・和訳・和風・和算。和

算というのは、日本で独特に発展した数学のこ

とです。和三盆糖というがあります。これは日

本でつくった砂糖のことです。あと和太鼓・和

定食。和定食は新しいでしょうけど(笑)。それ

でも自分たち日本人の中に知らないうちに

DNA が残されてるのです。そして、自分たち
は今でも日本という国に住みながら、和人とい

う意識を持ってるということです。日本という

のは、日本という国名も相当古いですけど、そ

れだったら江戸時代の辺りに、日本大工だとか、

日本食とか、日本室とか、日本服という呼び方

あってもいいのですよ。絶対してこなかったの

は、これはやはり、もともと、大和民族がある

時期征服したといっても、何千万もきたわけじ

ゃないですから、混血を繰り返していって、僕

らの中にも当然その大和民族の血が、おそらく

皆さんすべての中に、何百分の1とか、あるい

は、何十分の1とかって入ってると思います。

と同時に、必ず10分の1、20分の1に、和の DNA
というのも入ってるのです。そして、敏感に、

日本人は、自分たちは和の末裔である。という

ふうに思ってきたのです。そうではないとこの

「和」という文字の、日本独特のものというこ

とを示す、その用法というのがこれほど伝わっ

てきたことの説明が付けられないのです。そし

て同時に、和の民だというふうに彼らが言って

いた。恐らく誇りを持って口にしていたと思い

ますよ。

何故、和の民と言い出したのかということで

すね。ふと連想されるのが、青森県を中心に、

富士のすそ野の辺りまで広がっていますけど、

縄文から盛んに作られた、ストーンサークルと

いうのがあります。これは大きな輪の状態に、

石を並べて、その真ん中に立石といいまして、

天井に向けた、石が置かれてあって、放射線状

にその輪から、立石に石を並べた線が作られて

いる。独特なもので、かつて考古学者の人たち

は、これを縄文人の墓というふうに断定してき

ましたけれども、実際にそこを掘ってみますと、

動物の脂肪酸というのは出ますが、人骨はほと

んど見つかったことがないのです。多くはお祭

りの時につくったものだろうとか。あるいは、

何かの魔よけではないか。僕は完全にこれは魔

よけというふうに見てます。なぜなら、大概ス

トーンサークルが発見されるところは、縄文人

たちが住んでいた場所の端に作られているので

す。真ん中に作られていることはない。お祭り

であれば真ん中に作って、それを中心に広場に

していきそうなものですけれども、大概集落の

端に作られていて、そして一対なのです。一つ

があると必ず周辺を探すと、もう一つ見つかる

のです。子どもの頃に、村々の端端にあった、

道祖神というのがあります。あれは、ストーン
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サークルのように大きくないですけど、よく見

ると、夫婦和合神といいまして、神様が二人手

を結び合っている像です。そして、それが外か

ら来る悪魔というより、病気とか、無宿人たち

が入らないようにとのおまじないです。恐らく

それに転化していったのだろうと僕は見ていま

す、あの立石の部分が恐らくそのまま、道祖神

になったのだろうと。

いずれにしろ、そのストーンサークルの構造

というのが、実に意味深です。まず、平らな石

というのは大概山から採った石です。立石って

のは、決まって川から採ってきたものです。そ

して、平面に広がっている輪と、上に向かって

いる輪、あの向かっているロケットのような石。

それに、大きな輪郭を作っている大きな石から、

一つ一つ小石が放射線状になって、立石に通じ

ている。これは、縄文人たちの精神を表してい

るのだと僕は思います。要するにいろいろな人

たちが、それこそ手をつなぎ合って、力をみん

な注いで1つのところに集約させていくという。

これが恐らくストーンサークルの作られた一番

の理由だと思います。

それで、サークルというのは何ですかという

と、和じゃないですか。つまり縄文時代からず

っと日本人たちがストーンサークルを続けてき

て、そして、サークルの意味、皆が力を合わせ

て1つのことを成し遂げていくということが、

彼らがずっと大切にしてきた、和の心だったと

思うのです。自分たちは和の民です。戦などし

ませんよという。そして、恐らくそのことから、

和という意味が派生していったと思うのです。

つまりそれは、和という言葉が最初にあって、

意味があって、それを日本人たちが選んだので

はなくて、日本人たちが和という名を付けた精

神が大陸のほうに伝わっていった。

中国のほうで、和という文字を使った言葉と

いうのを探していきますと、無数にあるのです。

平和・共和・和木・和睦・柔和・調和・親和・

和む・和(あ)える、これは日本語ですけど。和

音・中和・温和、これ全部、イメージが共通し

てませんか。和というのは本当に皆が手を携え

て、暮らしていく社会っていうものを形づくる

一番要の心なのですね。だからこそ、日本人た

ちは誇りを持って「和の民」であるということ

を言った。中国人は、小さな島国で、そんな大

層なということで、恐らくにんべんに卑しいと

いう文字に変えていった。だけれども、すべて

の日本人の中に、どこかに、和の心が残されて

いる。これが、基本となっていく。

平泉が文化遺産になりました。世界文化遺産

の謎というか、それも解けてくるのです。世界

文化遺産の認定の一番最初の審査というのが4

年前でしたね。その時に、ユネスコの人たちが、

平泉にやってきて視察したわけです。そして、

平泉周辺というのは、いかにも素晴らしいと、

金色堂も大変なものである、と言いながら、そ

のときに、平泉というか岩手県が、あの文化遺

産に値するものとして、平泉の国をつくった、

藤原清衡という人間が中尊寺を建立したときの

供養願文を大きな理由として挙げたのです。

その供養願文の中には、平泉の周辺で、戦に

よって多くの人の尊い命が奪われた。これは国

家鎮護のためにも二度と繰り返してはいけな

い。平泉は、鳥も獣も人も魚も全部平等の国と

なるように祈願して、新たな国づくりとしたい

っていうのが中尊寺の供養願文。それは本当に

見事な意思表示であって、素晴らしい理想です。

それで岩手県は、これこそが平泉だということ

で、世界文化遺産の一番最初にその浄土思想に

よる現世極楽を目指した、清衡の思想を掲げた

のです。誰にでも分かりますよね。人間平等と

か、愛、命の重さは地球より重いとか。そうい

うふうにずっと教育されてきてますから。この

清衡の言ったことが少しも、逆に言うと新しく

なく、ごく当たり前のことなのですね。だから、

恐らく岩手県あるいは文化庁も、こういうこと

がすんなり、理解してもらえるに違いないと思

ってユネスコに提出したら、ユネスコは猛反発

してきたわけです。つまり、そんな中世の時代

に、人間が平等ということを標榜して、しかも

君主国家であったということが信じられない

と。君主国家っていうのは、トップがいてピラ
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ミッド型をしてるわけです。既にその君主国家

そのものが平等じゃないのです。ましてやトッ

プにいる人間が、下の人間を同等のものとして

見なしているとは、キリスト教世界では思想と

してはあるのですが、現実に、キリスト教世界

で、そういう国家が建設されたことは一度もな

いのです。例えば宗教の都といって、京都のこ

とを、国が、例えば朝廷が認めてその宗教一本

に絞ったわけじゃなく、むしろいろいろな思惑

があって、あらゆる宗教仏教を許したわけです。

そうすると京都とか奈良はあれは仏教の見本市

みたいなもので、清衡が目指した一つの思想の

もとに人類人間平等というのとは全然違うので

す。だからユネスコのほうはきちんと証明され

ない限り認めるわけにはいかないと。そういう

国家が、ましてはアジアの果てにそんな理想国

家が千年近くも前にあったということは認めた

くもないわけです。

それで、これを取りなさいと。こういうこと

を外して、別の視点から平泉を我々に伝えてほ

しいと2年間の猶予を与えられたわけです。僕

はそのとき正直言って、伸びても駄目だという

ふうに思っていました。結局、心の問題という

のは、証明のしようがないのです。しかも平泉

というか、東北は何度も朝廷との大戦に負けて

しまって、常に歴史というのは勝者の側にある

わけだから、あらゆる資料というのを抹殺され

てきているのです。だから、平泉の民たちが、

どんな思いでどんな暮らしで、生きていたかと

いうのは全然伝わってないのです。そしてほと

んどの建物が燃えています。その中で1枚の証

文だけで、清衡はこういう国をつくったと言っ

てもそんなことは誰も信じません。

現実的に日本の、その歴史というのを眺めて

いますと、浄土思想による国づくりということ

がそもそも矛盾していたのですね。つまり、浄

土思想というのは、中国で生まれたわけですけ

ど、最初は極楽に阿弥陀様がいて、それで死ん

だ人間たち、あまり悪さをしてない人たちを極

楽に引き上げて、そこで穏やかな暮らしをずっ

と続けていくというのが極楽世界です。

それでは死んでからでないと行けないので、

やっぱり面白くないと思う人たちもいるわけで

す。それで、現世に浄土をつくるという考え方

というのが次に生まれてきまして、弥勒、菩薩

とかが現世におりてくる。ただ、これも先ほど

説明したように、君主がそういうことをするは

ずがないのです。自分だけは極楽に行きたいけ

ど、別に庶民まで一緒に連れて行きたくないの

です。だから、そういうのもすぐに廃れる。ま

してや清衡のあたりになると武士の時代に差し

掛かっている。そうすると、武士は戦では基本

的に人殺しなわけですから。勝って領地をいく

ら広げるという世界に生きてる人たちです。も

ともと殺生してるから極楽に行けない。それで、

清衡の時代に鎌倉仏教というのが派生する直前

で、哲学的になっていまして、極楽は、天上に

もなければ現世にもない、自分の胸の中にある、

みたいなことです。これはもう、すりかえみた

いなものです。そういうふうな哲学を持ち込ん

で、浄土教っていうのが続いた時代なのです。

だから、そこに清衡が本当に浄土教を持ち出

す理由ってないわけです。これは恐らく、あの

清衡が浄土教っていうのを持ち出してきた理由

というのは、別の意図があった。要するに朝廷

との戦いを避けるために、永世中立国のスイス

のようになろうとした。だから、戦わないまで

も同じ軍事力、防衛力としての軍事力を作らな

ければいけないということで、蝦夷（えみし）

のいる東北というのはずっと朝廷側から疑いの

目で見られてるのです。それで宗教を持ち出し

て寺院の建立っていうのを大々的に、声高に言

い始めたわけです。

寺院の建立というのは何かというと、現代で

いう高層ビルの建築です。つまり、寺院建築と

いうのはものすごい技術が必要なのです。そし

て、そこに工芸、螺鈿（らでん）だとかいろい

ろものを持ってくるとなると、とにかくその時

代の国で一番の技術力というのが必要で、それ

を朝廷が認めると、平泉が持っていた砂金でお

おっぴらにやれるわけです。そして、たくさん

の技術者を平泉に招く。もうありとあらゆる技
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術者を招きます。最先端の技術というのは、い

つの時代でも軍事力に転化されるのです。そう

やって、清衡は軍事力の蓄えを考え、そして寺

を建てて経文（きょうもん）を大陸から大量に

輸入した。

それが読みたくて、当時の資料によると、二

千人以上の僧侶たちが都からやって来たという

ふうに書かれてます。二千人の僧侶というのは、

今で言いますと、東大卒業生です。その人たち

が、小さな東北の町に何千人と集まるというこ

とは、知識がものすごく集まることなのです。

要するに、大学を3つも4つも建てるようなもの

です。僧侶というのは同時に軍略家でもあった

のです。そうやって、宗教を隠れ蓑にして、清

衡は防衛のための軍事力を高めていった。

ただ、そのときにふと出た言葉が平等、清衡

の人生まで語り始めるときりがないですけど、

清衡は、あの血筋的に言うと絶対王にはなれな

い立場の人間だったのです。それが、その一族

の内乱が繰り返されて、あれよあれよという間

にトップに立てた非常に稀有(けう)な人間で

す。彼は若い頃は、恐らく江戸時代で言うと、

旗本の次男坊のような部屋住みの身です。結局

出世の望みもなければ、どちらかというと庶民

の側の悲しみとかと近い暮らしをしていた。だ

から、清衡という人物は、大概戦国時代の武者

たちは親譲りの殿様というのが多いですけど、

清衡は本当に庶民に非常に近いところから出て

きて、東北一円の王になった珍しい人物なので

す。

だからこそ、平等という考え方も生まれてき

たのでしょう。その底辺にあったのが、あるい

は浄土思想ではなくて、「和のこころ」だった

のではないか。そういうふうに考えてくと、別

に宗教を持ち出さなくても、「和のこころ」と

いう東北人の中に残る DNA ということでいけ
るかなというふうに僕は思い始めていたので

す。

ただ、実証は難しいなと思っていたところに

3.11の大震災が起きたわけです。世界文化遺産

登録のわずか4カ月前のことです。

大震災が起きて、もちろん僕も盛岡にいて、

大変な目にあって、本当に恐ろしいことだなと

思ってました。しばらくすると、テレビから大

震災の模様を伝える報道がどんどん流れてき

た。そのニュースの中である少年が出てきて、

中学校2年ぐらいだったと思いますけど、その

子が、両親と兄弟とおばあちゃんを亡くしてい

るわけです。そして残っているのは、自分と弟

の2人だけ。それで自分と弟だけの子どもが、

テレビカメラに向かって、「僕よりつらい思い

をしている人がいっぱいいるから、僕は頑張る」

と言ったのです。その子よりつらい人なんてい

ますか。両親、おばあちゃん、おじいちゃん全

部亡くして、弟と中学生の子どもがいきなり2

人きりにさせられて、それでもね、頑張って、

友達みんなのために僕は頑張ろうと思う、と。

そのテレビを見て僕は泣きましたよ。今度は、

避難所で90近いおばあちゃんが出てきて、もう

本当にボロボロ、毛布１枚で。でも、みんな優

しくしてくれてるから、頑張れるんだよって言

って。90近いおばあちゃんですよ。

それが全世界に報道されたのです。そして、

なんて日本人というのは強いんだとかね、なん

と優しいんだって。全世界に発信されて、たく

さんの人たち、世界中から義援のお金が届いた

りしました。それで僕自身も本当に勇気づけら

れました。

恐らく、これは僕の推測でしかないから何と

も言えないですけど、その報道をユネスコの人

たちも見たのですよ。これは、世界の大災害で

すから。そのときに流された、その中学生と、

そのおばあちゃんの話っていうのを見て、恐ら

く同じように泣いたのでしょう。それで、ふと

冷静に考えると福島、宮城、岩手というのは、

藤原清衡が支配していた土地そのものなので

す。それでもちろんユネスコの人たちは、平泉

がどこにあるか分かっている。平泉、清衡がつ

くった国というのは、どの範囲に及んでいたか

分かってるわけです。そこに大地震が起きて、

その3つの県が大壊滅を受けた。なのに、その

壊滅を受けた被災者の人たちがニコニコして前
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に行こうとしたり、ともに手を携えて頑張ろう

としている。「これだな」と思ったと思います

よ。清衡が目指していた、つまりみんなが肩を

寄せ合って平等に生きていくというのを目の当

たりにしたんだと思います。あの大震災の報道

を見て。それで、もしかすると清衡がつくろう

としていた国は、実現していたのかもしれない。

そして、その時の DNA がずっと同じ土地の人

々の中に、その植えつけられていたのかもしれ

ない。それが、大震災になったときに一挙に吹

き出てきた。

3カ月後に満場一致で平泉が世界文化遺産に

なりました。それは、まぎれもなく、僕は「和

のこころ」がユネスコの人を動かしたんだとい

うふうに思っております。
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1 研究目標 少子化時代に対応した私学経営のあり方

2 会 場 ホテルメトロポリタン盛岡 ＮＥＷ ＷＩＮＧ

４階メトロポリタンホール（西）

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 講 講 報 研 研 研 部
会 究 究 究 会

10月12日 開 演 演 昼 食 発 発 発 閉
会 表 表 表 会

付 式 Ⅰ Ⅱ 告 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 岩手中学高等学校 校長 村 井 伸 吾

講 演 Ⅰ 演 題 「明日を築く私学教育と学校経営―国の改革動向を見据えて―」

講 師 東 京 女 子 学 園 中 学 校 高 等 学 校 理事長･校長 實 吉 幹 夫

講 演 Ⅱ 演 題 「厳しい時代だからこそ期待される私学教育」

講 師 学 校 法 人 岩 手 医 科 大 学 理事長･学長 小 川 彰

報 告 テーマ 「岩手の私学振興」

発表者 岩 手 県 総 務 部 法 務 学 事 課 私学・情報公開課長 鈴 木 敦

研究発表Ⅰ テーマ 「教育と経営の一致を求めて」

発表者 (青森)光 星 学 院 高 等 学 校 校 長 橋 場 保 人

研究発表Ⅱ テーマ 「魅力ある学校づくり―本校のこれまでの取り組みと今後の課題―」

発表者 (福島)学 校 法 人 石 川 高 等 学 校 教 頭 国 分 秀 晃

研究発表Ⅲ テーマ 「本校のいままでよりこれから」

発表者 (新潟)帝 京 長 岡 高 等 学 校 教 頭 小 泉 眞 澄

部会閉会式 総 括 岩手中学高等学校 校長 村 井 伸 吾

専門委員長挨拶 東京女子学園中学高等学校 理事長･校長 實 吉 幹 夫

閉会のことば 花巻東高等学校 副校長 大 森 松 司
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5 運営委員

委 員 長 村 井 伸 吾（岩手中学高等学校 校長）

副委員長 大 森 松 司（花巻東高等学校 副校長）

委 員 和 田 健一郎（岩手中学高等学校 副校長）

伊 藤 新 也（花巻東高等学校 教諭）

川 村 國 雄（岩手中学高等学校 教諭）

木 村 司（花巻東高等学校 教諭）

佐々木 康 明（岩手中学高等学校 教諭）

菅 原 善 浩（花巻東高等学校 教諭）

川 村 康 二（岩手中学高等学校 教諭）

6 専門委員

委 員 長 實 吉 幹 夫（東京女子学園中学高等学校 理事長・校長）

副委員長 鈴 木 康 之（水戸女子高等学校 理事長・校長）

委 員 長 塚 篤 夫（順天中学高等学校 校長）

木 内 秀 樹（東京成徳大学中学高等学校 校長）

真 城 義 麿（大谷中学高等学校 前校長）

新 田 光之助（筑陽学園中学高等学校 理事長・高校長）

客員研究員 野 原 明（文化学園大学杉並中学高等学校 特別顧問・名誉校長）
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「明日を築く私学教育と学校経営

―国の改革動向を見据えて―」

東京女子学園中学校高等学校 理事長・校長 實 吉 幹 夫

資料に沿ってお話を進めたいと思います。資

料1-1(次頁)ですが、国の教育に関する施策と

いうのは当然に文科省が中心になってというこ

とでありますが、一応有識者の審議を経て決め

ることになっています。

戦後の教育は大きく変化してきて、46年の46

答申、あるいは46答申の内容が教育界に根付か

ないということで苛立ちをもって中曽根内閣の

時に3年の時限立法で臨教審が設置されたこと

は先生方も重々ご承知でありましょう。そこで

何が語られてきたのかということも十分にご賢

察だと思いますが、その臨教審の一員でありま

した市川昭午先生のお話を色々伺うと、やはり

戦後個ということが突出してしまったというこ

とでしょう。個性の尊重とか個人の重視とかと

言う言葉がキーワードとして出てきましたけれ

ども、この存在と多様化ということがどういう

ふうに結びつくのかということはやはりもう一

回私としては捉え直しをしてみたいと思ってい

る部分もあります。

個人ということがよく言われます。かつては

「私」、あるいは「僕」と言っていた一人称の

言葉がこの「私」という表現になり、このかけ

がえのない「私」という枕詞というのでしょう

か、「私」の上に言葉が付いてきた。このかけ

がえのない「私」というがために個の主張だけ

が先行していくという、多様性を認めるといい

ながら話が矛盾しているかもしれないですが、

この肥大化した個に対して今私どもは大きな戸

惑いをもっています。いじめの問題もそうかも

しれませんし、諸外国ではヘリコプターペアレ

ントというそうですが、日本ではモンスターペ

アレントという言い方があります。そのような

学校の現場で先生方は非常にご苦労されている

のだろうと思っております。中教審にどのよう

な分科会があって、その分科会の内容がどのよ

うになっているのかというのは、この表をご覧

いただきながら国で交わされている議論に対し

て注目をしていただければと思います。

国の教育政策にかかわる審議におきまして

は、私立学校現場の意見も反映されると私ども

は考えています。その意味で中教審あるいは文

科省の有識者会議などに私学団体の代表者が委

員として参画して物言う私学であろうではない

かというのが現会長吉田晋先生のお考えです。

そういう意味でそれぞれの分科会に出ていただ

いている先生方は資料1-2(次々頁)に記載され

ている先生方でございますので、中高連の常任

理事会が月に1回あって、各都道府県の方にそ

の内容について協会から伝達されていると思い
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ますけれども、先生方、もしそれぞれの部会の

内容について新聞報道なりインターネットなり

でご覧になったことで、「少しこれは疑問だ」

ということはぜひ中高連の事務局、あるいは日

私教研のほうにご意見をご寄せいただけると、

こういう先生方がそれぞれに受け取りながら、

中央に向かって発信していくということになる

とご理解をいただければと思っています。
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続きまして、資料1-3(上)でございます。

中教審では中等教育の振興に関する重要事項

あるいは中等教育の基準に関する重要事項につ

きましては、初等中等教育分科会というところ
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で議論されていきます。また就学前教育、いわ

ゆる幼児教育というのでしょうか、ここも今悩

ましいところであります。今日お越しの先生方

の中にも幼稚園を経営されている方もおいでだ

と思いますが、いわゆる幼保一体の考え方が出

てきて、文科省と厚労省との狭間に立ってご苦

労されているということが一方であるのではな

いでしょうか。待機保育児童がいっぱいいると

いうことが東京では施策として非常に重要なこ

とになってきていますけれども、幼児の教育な

のか保育なのかというのは非常に重要な部分で

あるような気がいたします。幼保一体というの

が果たして少子化が進行していることの施策と

して、あるいは児童を預かる側として、一体化

してしまっていいのかというのはやはりもう少

し議論を煮詰める必要があるのではないかと思

います。施策だけ、あるいはある一方の議論だ

けでこういう幼保一体化の議論が出てくるとい

うのはいかがなものかという疑問も私としては

持っています。しかし、施策としては一方で進

んでしまっていますから、幼児教育と保育とい

うものをどう連携して就学前のお子さんにあた

っていくかというのはそれぞれのところでご苦

労をまたおかけすることになるのではないかと

思います。この就学前教育から高等教育、いわ

ゆる大学の教育でありますが、学校教育全体に

かかわる重要事項につきましては特別部会とい

うのが編成されていて、その特別部会で審議が

されるということになっています。そこで、現

在の諸課題の具体的な検討状況を一表にまとめ

てみたのが1-3の資料(前頁)です。一番上に教

育振興基本計画部会というのがありますが、こ

のことについては後ほど触れさせていただくこ

とにいたします。以下様々な部会が編成されて

います。

次に資料2-1(上)。この資料は先般7月31日に、

2020年までの実質成長率2％を目指すというこ

とでその成長戦略を盛り込んだものが「日本再

生戦略」として閣議決定されたものです。特に、

環境、医療、福祉、それから農林漁業が重点分

野とされており、この中で11の分野の成長戦略
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と38の重点施策が策定されています。それぞれ

2020年度の数値目標を立てて2012年度から15年

度までの具体的に実施すべき事項がそこに列挙

されています。
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続きまして資料2-2(前頁)について。教育に

関しましては、わが国の経済社会を支えていま

すのが人材だと言われるとすれば人材育成戦略

として位置づけられたものだと理解できます。

実は私は個の人材という言葉が非常に気に食わ

ないのです。人は材料なのでしょうか。あるい

は昨日の高橋先生のお話を伺うと、私どもは文

字を大事にしなければいけないということをつ

くづく考えさせられました。もし人が財産だと

すれば、本来ならこちらの「財」を人財として

あてるべきではないかというのが実は私の思い

であります。人を大切にするということであれ

ば、あるいは人が財産だというふうに言うので

あれば、人材の「材」はその財産の「財」を使

うべきだろうと思うのですが、日本語としては

材料の材をあてていますから、あえて、同じよ

うに使わせていただきます。人材育成戦略とし

て位置づけられたものです。このうち初等中等

教育にかかわる事項に関しましては小中一貫教

育制度の創設、昨日も話題になりましたが、こ

の話の中で気にかかることはいわゆる小学校か

ら中学校に進む段階で中一ギャップという言葉

が生まれてきて小学校と中学校の連携をどう考

えるかというのが教育界の中では議論になって

います。それでは、今の6・3・3・4制を4・4・

4制にすれば解決するのかというと、これは中

一ギャップがなぜ起こるのかということの分析

が十分出来ていないところで、ただ小・中を付

ければ中一ギャップがなくなるような議論が時

としてされるのは非常に危険な気がいたしま

す。

今日は全国学力テストにつきましては、NHK

「視点・論点」でご意見を述べられた野原先生

にお譲りして、後ほどお話をいただこうと思っ

ていますが、様々なところで疑問を感ずるとこ

ろがあります。

高校教育改革プログラムの策定、教員養成の

修士レベル化の推進、学校評価制度の改善、小

・中・高を通じた英語教育の抜本的な充実・強

化、あるいは国際バカロレア資格取得可能校等

の拡大、大学の秋季入学導入に向けた基本的方

針の整理等が、人材育成戦略にあげられていま

す。後ほどの資料の中にも出てくるかと思いま

すが、昨日話題になりました飛び級については、

教育基本計画、教育振興基本計画の中にいきな

り盛り込まれたものですから、我々は疑問を感

じているのです。諸外国の例として飛び級の話

がよく出て来ますが、それは小学校段階あるい

は中学校段階のことで、いわゆる小学校段階か

ら天才と言われているような子どもがいるわけ

です。こういう子どもたちにこそ飛び級制度を

導入していくということであればありうるのか

もしれません。しかし日本の教育が学齢主義を

採っている以上はその学齢主義を採らないと全

体に申した上で飛び級を認めるということでな

ければおかしいのではないでしょうか。ある特

殊な例だけを取り上げてそれが基本計画の文章

の中に書かれている。これはどうも疑問を感じ

ざるを得ないのであります。大学の秋季入学に

ついて然り、本年、東京の理事長・校長先生に

お集まりいただいた夏の研修会で慶応義塾の清

家先生と明治大学前学長の納谷先生のお二人に

お出ましを願って、大学教育がこれからどのよ

うな方向に進むのか、お話を聞く機会がありま

したが、その時に秋入学の問題の見通しについ

て質問しました。まだなかなか話としては詰ま

っていかないのかなという感じがしています。

しかし、事が始まるとどんどん進んでいってし

まいますから、ある時期に私どもは疑問を投げ

かけておくということは必要だろうと思いま

す。私学全体の校長会を我々は組織として持っ

ていませんから、いわゆる、全国の普通科高校

校長会の団体であるとか、全国の高校校長会と

いうことで公私に亘った形で校長の意見が国に

は出されて行くわけですけれども、それにして

も私学の考え方を述べていく場が中高連にしか

ない、あるいは日本私学教育研究所にしかない

とすれば、この両団体の重要性、責任は重いと

思っています。

この閣議決定に沿った形であるいは則った形

で今後中教審の審議も進むでしょうから、その

動向を注視していく必要があるといえます。
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本日の次第としては第2期教育振興基本計画

についてを表題に、資料3-1を用意しました。

教育振興基本計画はご承知のとおり教育基本法

第17条第1項の規定に基づいて教育行政に関す

る基本的な方向を明らかにし、教育施策の総合

的かつ計画的な推進を図るために政府全体とし

て位置づける教育の目標且つ方針であるわけで

あります。
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昨年6月文科大臣の諮問を受けて教育振興基

本計画部会では第1次教育振興基本計画、これ

は平成20年度から24年度にかけての計画であり

ますが、その実施状況について中間的なフォロ

ーアップ、ならびに第2期教育振興基本計画の

策定を行うことにしました。12月に第2期基本

計画の策定に向けた基本的な考え方というのが

取りまとめられ、さらに具体的な成果目標、あ

るいは今後5年間に実施すべき教育上の方策に

ついて審議がなされて、本年の8月24日に審議

経過報告が出されたところであります。この報

告では教育行政の4つの基本的方向性（ビジョ

ン）が示されました。①社会を生き抜く力の養

成、②未来への飛躍を実現する人材の養成、③

学びのセーフティネットの構築、④絆づくりと

活力あるコミュニティの形成、という4つの項

目立てがされたところであります。基本政策と

しては29のアクションが含まれており、詳細に

ついては資料3-2(前頁)、資料3-3(下)でお示し

のとおりです。

中等教育関係について申し上げれば、基本的

方向性として「社会を生き抜く力の養成」があ

ります。その成果の目標としては生きる力の確

実な育成において、いわゆる OECD を中心と

して行われている PISA 調査で日本の小学校5

年生、中学校3年生がトップレベルの成績を修

めるため、その基本施策として新学習指導要領

を踏まえた言語活動の充実、高等学校教育の改

善・拡充、教員養成の修士レベル化など教員の

資質能力向上があげられていますが、この資質

というのも怪しげな言葉です。資質は向上する

のでしょうか。もともと持って生まれた質を資

質というのであって、質は向上するのかもしれ

ませんが、資質はそう向上するものではないだ

ろうと思います。資質まで変えられてしまって

は困る、迷惑だというのが私の思いであります

が、こういう言葉づかいにもう少し神経を使っ

てほしいと思います。全国学力・学習状況調査

などが、「社会を生き抜く力の養成」ではあげ

られています。

実は東京大学の山内准教授が、「10年後の教

室」というブログを立ち上げられて、いろいろ
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な発信をされており、すでにご覧になっている

先生も多いかと思います。その山内先生のブロ

グの中にデューク大学の研究者がニューヨーク

タイムスに発表した文章が載っています｡｢2011

年度にアメリカの小学校に入った子どもの65％

が今存在していない職業に大学卒業時に就くだ

ろう」という発表があったそうです。これはあ

る意味、私どもがお預かりする児童・生徒・学

生など、慶應義塾の塾長をされた石川先生の言

を借りれば、未来から今の時代に、未来に生き

るために今の時代に留学に来ている子どもたち

なんだ、未来からの留学生だというとらえ方を

しようと。その未来からの留学生たる小学校1

年生が未来の世界を生きていく時にその65％が

今存在しない職種に就くとすると、私どもはど

ういう力を子どもたちにつけておくかというこ

とを本当に真剣に考えないと、子どもたちへの

責任を果たすことにならないと思うのです。確

かに言われてみれば、現在の教育は19世紀末か

ら基本的な構造は変わっていません。大学で専

門家を養成することを頂点として必要な知識や

技能を段階的に小学校から積み上げていくとい

う仕組みのままです。このシステムを微調整し

ながら現在まで進んで、100年以上有効に機能

し続けてきたわけですが、65％が今存在しない

職に就くとすると、私どもはどこに向かって、

あるいは子どもたちにどう伝えていったらいい

のかというのが、実は今私がこの山内先生のブ

ログを見て脅威に感じていることです。先進性

というのは私立学校ならではのものだ、あるい

は私学の独自性ということを強調していこうと

すると、まさに先陣を切って、この部分をどう

開拓して、どう示していくかということがこれ

からの私立学校の役割になるだろうと思いま

す。先ほど岩手県の公立と私立の学校数の話が

ありましたが、もうこれからの時代、公立学校

の補完というような生き方は私立学校はすべき

ではない。「私立学校こそ」「私学の教育こそ」

という概念を明治維新の時代に戻って私立学校

が気概を示していくということが大事になって

きたと思っています。

この振興計画の中で、2番目に「未来への飛

躍を実現する人材の養成」と唱っており、成果

目標としては「社会全体の変化や新たな価値を

主導・創造する人材等の養成」を据え、リーダ

ーの養成を目指す。リーダー養成もよく使われ

る言葉ですが、世の中、リーダーだけあふれて

いいのでしょうか。私は日本の社会のこれだけ

の発展は確かに私どもを引っ張ってくれたリー

ダーがいたからかもしれませんが、私ども国民

がフォロワーとして機能していたがために日本

の社会というのは十分に世界に伍していく国に

なり、経済大国になったのだと思います。先ほ

ど21世紀の話に触れましたが、21世紀に生きる

ために4つのスキルが必要だと言われています。

その4つのスキルのうち、20世紀末にはアメリ

カの企業体の企業のあり方が望ましいのであっ

て、日本企業の終身雇用制や企業形態自体が間

違いだと言われました。しかし、やはり21世紀

の世界で生きていくために、あるいは21世紀の

社会をつくっていく集合体を構成していくため

には、やはりこの協働していく、一緒に仕事を

するという精神が大切です。「私が私が」とい

うことではなくて、どう仲間と共に一緒に仕事

をできる個人を作っていくかということが私ど

もの役割、役目ではないでしょうか。フォロワ

ーの中からどうリーダーが育っていくかという

ことが大事なのであって、最初からリーダーを

育てるような教育をするというのは私は違うで

はないかと思います。どうフォロワーが育って

いくのか、それは教員組織の中でも同じではな

いでしょうか。校長先生が確かにリーダーと言

ったにしても、フォロワーである教員が一緒に

仕事をしてくれない限りその学校はうまく進み

はしない。いくらうちの学校は建学の精神があ

る、こういう教育理念があると言っても、建学

の精神と教育理念だけで飯が食えるはずがあり

ません。それをどう具現化するかということが

大事です。そうすると、やはりこのフォロワー

をどう育てていくかということが非常に大事な

ことではないでしょうか。リーダーを養成する

教育プログラムの増加、英語力の向上、海外留
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学者の増加などを図るために基本施策では高校

段階における早期卒業制度の検討、外国語教育

の強化、秋入学にかかわる環境整備を含む大学

等の国際化に向けた支援などがこの基本計画の

中であげられています。これらについてもこれ

から我々の意見を発信していかなければいけな

い部分ではないかと思います。また4つの基本

的方向性を支える環境整備として、基本施策で

は「私立学校の振興」もあげられていますが、

基盤的経費等の公財政支援その他の施策の充実

・推進を図る、あるいは私立学校施設の防災機

能強化への継続的な支援を進めるというように

記述はされていますけれども、私ども私学団体

がかねてから要望してまいりました私学助成に

かかわる具体的な数値目標は何ら盛り込まれて

いません。こういう数値目標が盛り込まれてい

ない計画というのは何なんだろうと思うので

す。ただお題目だけを並べてこれが計画だから

あとはお前たち勝手に作れと言われても困るだ

けで、もう少し国の機関として責任ある立場と

してこの辺はしっかりと数値目標まで書きこん

でほしいというのが私たちの中教審教育振興基

本計画部会ヒアリングでの意見陳述であり、意

見書として提出したものでもあります。その意

見書は資料3-4(下)としてお示ししています。
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9月24日の同部会ヒアリングでは私に代わり、

中高連事務局長が意見陳述を行いました。ここ

で私どもが主張したことは、この計画は総花的

だ、あるいは重点や焦点が定まっていない、従

って財政的裏付けも含めて計画そのものの実効

性がどうしても危ぶまれてしまう、という私ど

もの考え方です。私学振興については、「私学

助成の拡充について財源問題も含めて具体的な

内容が提示されていないこと」、教育費負担の

あり方については、「公立高校授業料無償化・

私立高校等就学支援金制度は公私立の生徒の間

で経済的負担の格差拡大につながっていること

の認識とその是正策が示されていないこと」、

即ち、「国の施策として出ている以上もう少し

突っ込んで考えたらどうですかということ」、

教育環境整備については、「私立学校施設の耐

震化促進のための具体的措置が明示されていな

いこと」、高等学校教育のあり方については、「高

校早期卒業制度の検討が提起されているが、中

央教育審議会の高等学校教育部会でも十分な審

議がなされていないのになぜここに書きこんだ

のかということ」が私どもの意見書の内容にな

っています。

個性の尊重、個人の重視と言ってきましたけ

れども、飛び級をして大学を中退した時に中卒

の資格しか持たないがために措置をどうするか
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ということで高卒認定の話が始まっているわけ

です。セーフティネットは聞こえのいい言葉で

はありますが、やはり個人が個人として自分の

生き方を選択したのであれば、それは個人とし

て責任を取るべきであって、社会として責任を

取る必要があるという考え方に私はくみできな

いのです。やはり自分が自分に責任をもつとい

う概念、生き様を人として作り上げていくとい

うことが必要ではないでしょうか。「今の若者

は」という代名詞的な言葉をつらつら考えてみ

ると、本当に自分の責任で生きて行こうという

考え方を今の若者がどれだけ持っているのか。

ネット社会が進み、会社訪問しないでネット

だけで企業を選ぼうとしている学生がいるとい

う話を聞くと、「本当に何を考えているのか」

と思います。自分の目で調べ、自分の頭で考え、

そして自分の意見を作っていくというのが人の

基本だとすれば、与えられた情報をただ処理し

て片方の情報をもう片方へと移し替えれば自分

の人生があると安易に考える子どもがもし育っ

ているとすれば、私ども中学高等学校で子ども

たちに関わっている人間として、未来からの留

学生に接している者としていかがなものかとい

うのが、私の自戒の念であります。

年内にこの答申が出て、年度内に第2期教育

振興基本計画の閣議決定がされる予定ですが、

現政権の行方が分からない中で文部科学省は時

の政権に左右されて国の教育政策を作るという

ことはあってはならないはずです。官僚主導と

いうのは嫌な言い回しではありますが、そこは

しっかりと作っていただきたい。

資料4(次頁)としてお示ししたのは「教員の

資質能力向上の方策について」です。

やはり私立学校の教員としてどうあるべきか

ということを私どもは考えていきたい。私ども

教員がすべて有名進学校の先生になれるわけで

はなく、また有名進学校の先生方が私どもの学

校に来て優秀な教員かと言えば恐らくそうでは

なく、私が求める教員像ではないだろうと思い

ます。私立学校の場合はその学校の教員として

必要な素質、資質あるいは熱意をもった先生が

いてくれるということが私立学校の財産である

とすれば、今教員免許状更新講習で色々な大学

に行って確かに新しい知識は得た、今この世の

中はこんなに変化しているのだということがわ

かったと言って教員が帰ってきますけれども、

私の学校の教員として考えた時、迷惑な話であ

るかもしれません。先ほど多様化を認めると言

っていながら、一方で否定するのは矛盾を感じ

る面もありますが、私立学校として必要な教員

は各学校がそれぞれ示していく、あるいは育て

ていくということが大事だろうと思っていま

す。

続きまして資料5(次々頁)になります。ここ

には中教審高大接続部会の諮問文をお示ししま

したが、高大接続の問題について6月19日の中

教審大学分科会で特別に大学と高校の専門家ら

が集まる場所を設定して具体的な議論を始める

ことが合意されたものです。この特別部会には

当研究所理事長でもある吉田中高連会長が委員

として参画しています。

この部会では「高等学校から大学までを通じ

て育成すべき力と育成するための方策」「大学

入学者選抜の在り方」「高等学校教育と大学の

接続・連携の在り方」の3点を見通した高等学

校教育から大学教育にかけての知識・技能の習

得やそれを活用して課題を解決するために必要

な思考力・判断力等の把握とわが国の教育の国

際的通用性の確保について審議を進め、今後一

年間をめどにその方向性が整理されていくと理

解しております。

秋田県の国際教養大学・中嶋先生の話を伺う

と「自分の大学はこうなんだ」と発信されると

ありがたいと思います。秋田県の施策として作

られた大学が立ち行かなくなって新たに作られ

たということですが、秋田空港をつくる抱き合

わせとして大学を誘致したのが当初の真相だっ

たと伺っております。中嶋先生が立派に作られ

た大学では、一年間強制的に留学し、留学先の

単位は当然に卒業単位として認めるということ

です。楽天が社内の会議を英語だけで進める方

向に転換したと聞きましたが、国際教養大学の
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先生方は英語で授業できなければ教員になれな

いわけですから、国際バカロレアと言う前に、

大学自体がそういうひとつの方向性なり理念を

もっていればいい方向に行くのだろうと思いま

す。



- 60 -

【資料５】

24文科高第465号

平成24年8月28日

中央教育審議会

次に掲げる事項について、別紙理由を添えて諮問します。

大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策につ

いて

文部科学大臣 平野 博文

（理由）

グローバル化、情報化、少子高齢化など社会構造が大きく変化し、先を見通すことの難しい時代にあっては、

生涯を通じ不断に主体的に学び考える力、予想外の事態を自らの力で乗り越えることのできる力、グローバル

化に対応し活力ある社会づくりに貢献することのできる力などの育成が特に重要となる。

このような力は、学校教育においては、各学校段階における質の高い教育と相互の有機的な連携を通じて育

むべきものであり、そのために多くの関係者が努力を重ねている。

しかし、特に高等学校教育と大学教育との接続・連携については、大学入学者選抜制度の在り方を含め様々

な課題が指摘されており、国民からの期待に十分には応え切れていないと言わざるを得ない。

高等学校教育、大学入学者選抜、大学教育は相互に密接に関連し合うものであり、そのいずれかに責任を帰

すことによっては問題を解決することはできない。

我が国の将来を担う生徒・学生が、これからの時代に求められる力を確実に身に付け、それぞれの持つ可能

性を最大限に伸ばすためには、高等学校教育、大学入学者選抜、大学教育の在り方を一体としてとらえ、その

円滑な接続と連携のもとに、高等学校教育の質保証、大学入学者選抜の改善、大学教育の質的転換を進めるこ

とが喫緊の課題となっている。

このため、国内外の様々な教育の質保証のための仕組みや構想、高等学校教育及び大学教育に関する課題に

ついての検討状況等を踏まえつつ、特に次の事項について、高等学校及び大学の関係者を含め、早急に議論を

深める必要がある。

・大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策につ

いて

諮問理由説明

平成24年8月28日

グローバル化、情報化、少子高齢化など社会構造が大きく変化し、先を見通すことの難しい時代にあっては、

生涯を通じ不断に主体的に学び考える力、予想外の事態を自らの力で乗り越えることのできる力、グローバル

化に対応し活力ある社会づくりに貢献することのできる力などの育成が特に重要となっております。

それらをより具体的に言えば、豊かな経験・知識と社会や他者への関心・理解に裏付けられた教養と倫理観、

常に学び自らを向上させようとする意欲や姿勢、不測の状況に置かれた時に課題を正しく把握しそれを克服・

解決することのできる判断力・行動力、異なる価値観や思想を持つ多様な他者と良好な関係を結ぶことのでき

る協調性やリーダーシップ、他者や社会のために貢献しようとする公共心や実践力などであると考えます。

このような力は、初等教育、中等教育、高等教育のすべての学校段階を通じ、それらの間における相互の有

機的な連携を通じて育むべきものです。そのために多くの関係者が日々情熱を傾け努力していることは申すま
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でもありません。

しかし、高等学校教育と大学教育との接続・連携については、大学入学者選抜制度の在り方や、それぞれの

教育の質の保証などをめぐり様々な課題が指摘されており、国民からの期待に十分には応え切れていないと言

わざるを得ません。

高等学校教育と大学教育の接点である大学入学者選抜の在り方は、我が国の教育の在り方の全体に関わる大

きな課題であります。従来、過度の受験競争の緩和を図る観点から、入試方法の多様化や評価尺度の多元化、

受験機会の複数化を推進してきており、近年では大学入学者の約半数が推薦入試や AO 入試により入学するな

ど各大学の取組が進んでいます。しかしながら、これらの入試方法においては、外形的・客観的な基準が乏し

く事実上の学力不問となるなど、本来の趣旨と異なった運用がなされているのではないかとの懸念も示されて

おります。一方で、選抜性の強い一部の大学を中心に、教科・科目の知識量を問う学力検査への偏重など必ず

しも入試方法の多様化等が十分に進んでいないという現状もあり、グローバルに活躍する人材や次世代を担う

リーダーを育成する観点から課題を指摘する声もあるところです。

本来、大学入学者選抜も教育の一プロセスであり、児童・生徒・学生がこれからの時代に必要とされる力を

しっかりと身に付けることを後押しするものであるべきです。そのためには、本年6月に文部科学省で取りま

とめた「大学改革実行プラン」でも示しているように、「志願者の意欲・能力・適性等の多面的・総合的な評

価に基づく入試へ」の転換が不可欠であると考えます。

高等学校教育と大学教育との連携・接続に関しては、現在、初等中等教育分科会において、生徒の学力状況

を多面的・客観的に把握する様々な仕組みによる高等学校教育の質保証について御検討いただいています。ま

た大学分科会においては、主体的に学び、考え、行動する力を鍛える大学教育の質的転換について御審議いた

だき、まさに本日、その成果を「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」と題する答申として

おまとめいただいたところです。

この答申でも指摘されているとおり、高等学校教育、大学入学者選抜、大学教育は相互に密接に関連し合う

ものであり、どれか一つだけを取り上げることによっては問題を解決することはできません。

我が国の将来を担う生徒・学生が、これからの時代に求められる力を確実に身に付け、それぞれの持つ可能

性を最大限に伸ばしていくためには、高等学校教育、大学入学者選抜、大学教育の在り方を一体としてとらえ、

その円滑な接続と連携のもとに、高等学校教育の質保証、大学入学者選抜の改善、大学教育の質的転換を進め

ていくことが必要です。

以上のことから、中央教育審議会において、国内外の様々な教育の質保証のための仕組みや構想、また関係

する分科会等における高等学校教育及び大学教育に関する課題についての検討状況等を踏まえつつ、「大学入

学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策について」早

急に御審議いただくようお願いします。

その際、例えば次の点に御留意いただくようお願いします。

（1）大学入試センター試験の在り方を含めた大学入学者選抜の改善方策について

（2）各学校段階での教育を通じこれからの時代に必要とされる力を育む観点から、大学入学者選抜と高等学

校教育の質保証、大学教育の質的転換を一体的に行うための基本的な方向性、高等学校と大学との連携強化の

ための方策について

よろしくお願いいたします。

中央教育審議会 高大接続特別部会の設置について

平成24年8月28日
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中央教育審議会決定

中央教育審議会令（平成12年政令第280号）第6条及び中央教育審議会運営規則（平成23年2月15日中央教育

審議会決定）第4条の規定に基づき、中央教育審議会に下記の部会を設置する。

なお、この部会は、所掌事務に関する審議が終了したときは、廃止する。

○高大接続特別部会

（所掌事務）

大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策につ

いて調査審議すること

次に高校教育の改革についてです。高等教育

と義務教育の間にあって長らく検証が行われて

こなかった高等学校教育については、新たに設

置された高校学校教育部会があります。この部

会には長塚篤夫・中高連常任理事が委員として

出席しています。昨年11月以降教育の質の保証

の観点から、これまでの高校教育の成果と課題、

今後の高等学校教育のあり方についての審議が

行われており、資料6(下)「課題の整理と検討

の視点」として取りまとめられました。野原先

生がかつてのカリキュラム―コアカリキュラム

―で、非常に自分はいい教育を受けたと話して

います。全ての生徒に共通に最低限身に付ける

べきもの、それをコアと称してその検討が必要

だとしています。各学校が修得すべき内容を明

らかにし、その内容を確実に修得するとともに

修得状況を明らかにする様々な質保証の仕組み

を構築することが大事だとしています。修得と

いう言葉が突如出てくるんですね。鷗友学園常

務理事の清水先生は高等学校のカリキュラムが

履修主義に陥っていて、修得主義に何ら言及し

ていないというのは言い過ぎでしょうが、日本

の学校教育の中で履修さえすればいいという考

え方が蔓延っているのではないかということを

非常に心配されています。清水先生が中教審部

会に出ていて、とにかく修得主義を日本の学校

教育の中に定着させていかないと、子どもたち

の学力というのはつかないはずだと、1年半お

話をしてくださったと思います。そうするとこ

のように言葉として出てくるのです。今までこ

の修得主義ということを、我々は余りまじめに

議論してこなかったところがあるのではないで

しょうか。修得してることが大事です。学校っ

て何なんだ、ということをもう一度考え直すこ

とが必要でしょう。先述の飛び級の話も含めて、

学力だけを追うのだったら学校なんか来る必要

ないでしょう。今、インターネットが発達して、

私教育と言われている塾があれだけ学力を伸ば

すということに専念しているとすれば、学校に

来る目的というのは何なんだ、という話になる

と思うのです。この修得という言葉が出てきた

のは、ある意味必要だ、我々にとっては喜ぶべ

きことと思います。さらには ICT の活用によ

る対話型グループワークを取り入れた学びの機

会の充実、普通科における義務教育段階の学び

直しのためのより柔軟な教育課程編成の容認、

あるいは高大連携の推進、厳格な成績評価を前

提とした高等学校早期卒業制度の創設などをあ

げているのですが、この部分は、今後、疑問を

投げかけていく部分だろうと思っています。

【資料６】

※高等学校教育部会（第11回）（H24.8.10）時点

「課題の整理と検討の視点」

＜概要＞

1．高等学校教育の現状

・中学校卒業後の生徒が98％が進学しており、生徒の興味・関心、能力・適性、進路等が極めて多様。例えば、
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学力面については、極めて高い学力を有している者がいる反面、小学校や中学校における学習を十分修得し

ていない生徒も少なからず見られる状態。

・平成3年以降、総合学科の創設や学校外学修の単位認定制度の拡充、全日制課程における学年制によらない

単位制高等学校の拡充等の施策が着実に推進。各都道府県では、地域の実情に応じた独自の取組が行われ、

特色ある改革が推進。

・教育内容や学習形態が多様化したことにより、生徒の多様な学習ニーズに応えることが可能となったが、高

等学校教育として共通に求められるものは何かという視点が弱くなっているとの指摘。

2．高等学校教育の課題

・将来の進路等との関連を意識して学びに取り組む態度や、社会の一員として求められる意識・態度の育成、

学習時間の減少に指摘される学習意欲の減退が課題。

・進学率の向上と多様化の進展により、「高等学校」として一括りに現状を分析したり課題を捉えることが困

難に。

3．高等学校教育に期待されるもの

・今後の高等学校教育は、どの学校においても、生徒の自立に向けて、全ての生徒に最低限必要な能力を身に

付けさせるとともに、生徒の適性や進路等に応じて必要となる資質・能力を身に付けさせることが期待され

る。特に生徒の適性や進路等に応じた課題を踏まえた教育を行うにあたっては、これからの時代が将来予測

困難になっていることを見据えて、各学校が地域の実情や生徒の希望実態等を踏まえ、目標とする人間像を

明確にした上で、それぞれの生徒の個性や能力を伸長させる教育を行うことが期待される。

4．今後の施策の方向性

・全ての意志ある生徒が、その能力・適性、進路等に応じた教育を安心して受けられ、学びを通じて、その

能力・可能性を伸張させることができるよう、高等学校教育を含む後期中等教育段階の学びの機会を与えら

れるようにすることが必要。ただし、このことは、いわゆる「義務教育化」を目指すものではない。

①全ての生徒に共通に最低限身に付けさせるべきもの（＝コア）について検討が必要。

②各学校ごとに、地域の実情や生徒の実態を踏まえた目標とする人間像及びそのために生徒が修得すべき内容

を明らかにし、その内容を確実に修得させるとともに、修得状況を明らかにする様々な質保証の仕組みを構

築することが必要。

・そのための施策の実施にあたっては、高等学校として共通に基盤となる教育条件や教育環境を整備した上で、

各学校が目標とする人間像に応じて、それぞれをより効果的に実現できるよう支援する観点から、国や地方

公共団体が施策を講じることがより効果的。

5．高等学校教育の質保証

・本来求められている高等学校教育の質の保証に関する機能を十分に果たしていないため、結果として、生徒

が高等学校の学習において何をどの程度修得したのかが見えにくくなっており、中には、高等学校の学習成

果として期待される資質や能力、態度を身に付けないまま卒業しているケースも見受けられる。

・今後の高等学校教育の質の保証を検討するにあたっては、以下のような点について議論することが必要。

①高等学校においてどのような能力を身に付けさせるか。

②生徒の修得の到達目標を誰がどのように設定するか。

③到達目標に対する達成度をどのように把握するか。

④上記の点を踏まえた質を保証する仕組みをどのように構築するか。

6．各種の振興方策（検討事項例）

（1）高等学校教育全体の振興方策

・近い将来主権者となる全ての生徒に共通に最低限修得させるべき内容（＝コア）に関する指導の充実
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・修得すべき内容の明確化と修得の状況を明らかにする仕組みの構築

・ICT 等の活用による対話型・グループワークを取り入れた学びの機会の充実、地域の人材を活用した授業

の改善 等

（2）各学校の目標とする人間像に応じた振興方策

●社会経済活動の基盤を担うために必要な資質・能力の育成

・普通科における義務教育段階の学び直しや職業教育の充実のため、より柔軟な教育課程の編成を認める

等

●専門的職業人に必要な資質・能力の育成

・社会のニーズと専門教科・科目のミスマッチを解消するための取組の実施

・地域・産業界等との連携・交流を通じた実践的な学習活動等による職業教育の充実 等

●社会においてリーダーシップを発揮し、また、グローバル社会において国際的に活躍するために必要な資

質・能力の育成

・大学等の協力により高度な内容の授業を受ける機会の提供等の高大連携の推進

・厳格な成績評価を前提とした早期卒業を認める制度の創設等

●自立して社会生活・職業生活を営むための基礎的な資質・能力の育成

・発達障害に関する教職員に対する研修の充実

・特別支援教育支援員等の専門スタッフの充実

・スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等の専門スタッフの充実 等

7．高等学校と大学との接続

・高等学校における授業の改善も含めた高等学校と大学との接続の観点からも、高等学校における質保証に係

る検討と併せて、大学進学者の意欲や能力、適性等の多面的、総合的な評価に基づく大学入試の在り方につ

いて、別途高等学校及び大学関係者による検討が必要。

資料7-1、資料7-2(次頁)は、小中連携、一貫

教育についての話です。小中一貫については、

中身をもう少し精査していく必要があるという

判断に我々は立っていきたいと思っているとこ

ろです。小中一貫で特例を認めるのであるなら

ば、なぜ中高段階で中高一貫教育のカリキュラ

ムの弾力性を認めないのかという話になるので

す。平成11年、学校教育法が改正され、いきな

り学校教育法の中に中高一貫教育がうたわれる

ようになりました。かつて、私立学校は、まさ

に私立学校こそ、中高一貫教育を施していくと

いうことを、声高に言って生徒募集していたの

が、学校教育法に盛り込まれた途端に、私は自

分の学校の説明会で、中高一貫教育の利点を言

えなくなってしまいました。なぜかというと、

法に従って学校運営している立場とすれば、私

どもの学校は、中高一貫教育校と認められてい

ないからです。しかし、内実としては、当然に

子どもたちの成長の度合いを見ながら、各学校

が、教育の内容ですから、段階的に進めるとい

うことも必要でしょうが、やはり、スパイラル

ということが大事ですから、繰り返し、繰り返

し、子どもたちは、短期記憶と長期記憶の2つ

を駆使しながら、大学受験に向かうわけであり

ますが、明らかに、学期ごとのテストは短期記

憶で済むわけです。短期記憶で良い成績がとれ

ているからその子は優秀かというと、長期記憶

を問い直した時に、実力テストを行うと点が取

れないということがよくあります。ですから、

短期記憶をどう長期記憶に変えていくのかとい

うのは、教育の手法、教科教育法の手法なのか

もしれませんが、そのようなものも含めて、小

中で教育課程の編成の特例を認めるなら、中高

はもっと認めていいはずだという思いでありま

す。
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【資料７－１】

小中連携、一貫教育に関する主な意見等の整理【概要】

Ⅰ 小・中学校間の連携・接続に関する現状、課題認識

「小中連携」…小・中学校が互いに情報交換、交流することを通じ、小学校教育から中学校教育への円滑な接

続を目指す様々な教育

「小中一貫教育」…小中連携のうち、小・中学校が９年間を通じた教育課程を編成し、それに基づき行う系統

的な教育

Ⅱ 小中連携、一貫教育の推進について

１．目的、効果

（１）目的

・小・中学校教職員が義務教育９年間の教育活動を理解することで、９年間の系統性を確保し、教育基本法、

学校教育法に新たに規定された、義務教育の目的、目標に掲げる資質、能力、態度等をよりよく養える

ようにしていくことは、すべての小中連携、一貫教育に共通する基本的な目的

（２）効果

・現行の取組における中学生の不登校出現率の減少、学力調査における平均正答率の上昇、児童生徒や教職

員の意識面の変化等の成果を普及していく観点から、小中連携、一貫教育の効果検証の在り方、評価指

標について国において検討することが必要

２．教育課程

（１）教育課程の編成

・小・中学校の教育課程の系統性確保のため教職員が互いの教育課程を理解することが必要

（２）教育課程上の区分

・「４・３・２」等の学年区分については、児童生徒の実態に合わせた柔軟な教育課程の在り方を工夫する

観点から今後も多様な取組が進められ、その成果が蓄積されることが期待

（３）学習指導要領の範囲を超えた教育課程の基準の特例の必要性

・新学習指導要領は校種間の円滑な接続・連携の観点が特に重視され改善が図られており、この趣旨を十分

に踏まえつつ小・中学校は９年間を見通した教育課程を編成することが必要

・教育課程特例校制度等を活用した取組について、国、学校、市町村等が内容や成果を対外的に周知するこ

とにより多様な取組が蓄積されることが期待

・学校、市町村において積極的に小中一貫教育を推進できるよう、設置者の判断に基づき、一定の教育課程

の基準の特例を活用できるようにすべき。

制度化に当たっては、義務教育の全国的な教育の機会均等や教育水準の担保、転入学児童生徒への配慮、

中学校進学に当たっての継続性の確保、小・中学校入学に当たっての選択性が十分にないこと等を勘案

するとともに、義務教育、小・中学校教育の目的・目標が確実に達成することができるよう、学習指導

要領に規定する各学校・学年の各教科等の内容等を適切に取り扱い、学習指導要領で定める目標を確実

に達成することが必要

・具体的制度としては、小・中学校が９年間を通じた特色ある教育を実現できるよう、小・中学校の教育課

程の基準の特例として、一定の範囲内で、各学年の各教科等の授業時数を減じ、その内容を代替できる

内容の学校設定教科の授業時数に充てることができるようにするのが望ましい。また、設置者の判断で

小・中学校における指導内容に関する学校間又は学年間での入替えや移行を可能とすることについては、
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義務教育における全国的な教育の機会均等等の観点から十分な検討を経て取り組むこととするのが望ま

しい

・中高一貫教育制度との関係について、小中一貫教育を実施する小・中学校の設置者と中高一貫教育校の設

置者が互いに連携し、双方の趣旨・目的も踏まえた上で地域において児童生徒の育ちを一貫して支援す

るような教育の在り方を検討することが必要

３．指導方法

（１）乗り入れ指導の実施

・小・中学校教育の変化に円滑に対応できるよう、小・中学校教職員間で指導の在り方についてよく相談し、

認識を共有しておくことが重要

・乗り入れ指導は児童生徒の不安感の軽減、それによる中１ギャップの解消、教員の他校種に対する理解増

進等を図る仕組みとして、導入を積極的に図ることが期待

・乗り入れ指導や小・中学校教職員合同研修等実施の際、ＩＣＴの活用による、校舎間の移動距離・時間の

短縮

・都道府県や市町村における指導技術ごとの研修の開講

（２）複数学年での合同授業や活動の実施

・複数学年の合同授業や活動の実施により学習への動機付けの明確化等の教育的効果が期待

４．推進体制

（１）校内体制

・小中連携の主担当や小中一貫教育の教育課程編成の主担当の校務分掌としての位置付け

・小・中学校間の連絡調整機能をコーディネーターとして小・中学校の校務分掌として位置付け

（２）学校間の連携・協力体制

・小・中学校教職員が互いに授業を見合ったり、合同研修を実施したりすることにより９年間の教育課程及

び指導方法の理解に資することが第一歩、それに加え、適切な情報交換・交流が重要

・スクールカウンセラーや学校支援ボランティア等多様な関係者の関わりが期待

・校長が兼務する場合には、迅速な意思決定が可能となる等の良い面がある一方で、校長の事務量の増加等

の課題も生じることから、兼務せずに両校長の連携強化による体制整備も考えられる

・校務の効率化等により、教職員の過度な負担を解消することが必要

（３）市町村教育委員会の関与

・小中一貫教育推進担当の指導主事の配置

・指導主事がコーディネーターの役割を担い、小・中学校間の連絡調整を実施

・兼務発令された教職員の後補充の講師等の配置

・公開フォーラム、調査研究事業、モデル事業の実施等

（４）都道府県教育委員会の関与

・小・中学校の両免許取得の推奨

・人事異動方針として小・中学校教職員の交流促進を位置付け

・教職員の兼務発令

・小学校における専科指導に対する教職員定数の加配措置の十分な活用等

５．地域との連携等

（１）「地域とともにある学校」づくりとの関係

・小中連携、一貫教育と地域連携に併せて取り組むことで大きな効果が期待、その際学校運営協議会制度や

学校支援地域本部等の仕組みの導入も考えられる



- 67 -

・「学園」等の呼称を設けることは、地域の協力を得る観点から効果的

・小・中学校の統合に併せて小中一貫教育を導入する場合には、各地域の歴史、自負、誇りへの配慮ととも

に、統合後の小・中学校における教育理念や教育課程の充実への配慮が必要

（２）通学区域等

・市町村内に多様な通学区域がある中で小中一貫教育を実施する場合は、連携する小・中学校ごとに教育課

程の在り方を共通化することによる９年間の系統的な教育活動の展開が考えられる

・市町村教育委員会は児童生徒の通学手段に配慮しながら通学区域の設定の仕方について工夫することが期

待

６．教員人事、教員免許

（１）教員人事

・新規採用教員や経験年数が長い教員の、他校種の教員との人事交流の促進

・小学校等の専科担任制度の更なる活用のため、都道府県や市町村における小学校児童に対する指導に関す

る研修等の実施

（２）教員免許

・現職教員の隣接校種免許状取得を更に促進するため、既に都道府県教育委員会等が開設している免許法認

定講習を免許状更新講習としても位置付け

・「義務教育免許状」については、要修得単位数の増加の課題等もあり、中長期的な検討課題とされている

が、複数免許状を取得する場合の最低修得単位数の設定の在り方について検討することが期待

・専科担任制度について、道徳及び特別活動については学校種を問わず指導を可能とすることについて検討

することが必要

７．校地・校舎等

・小中連携、一貫教育の効果的な実施に資する学校施設の在り方について国として検討することが必要

・校舎や屋内運動場の一体化に当たり小・中学校を改築する場合、小学校同士又は中学校同士と同等程度の

補助を行うことや共用部分の在り方について国として検討することが必要

Ⅲ 義務教育学校制度（仮称）創設の是非について

１．義務教育学校制度（仮称）に関するこれまでの指摘等

・『新しい時代の義務教育を創造する』（平成17 年10 月26 日中央教育審議会答申）等において義務教育学

校制度（仮称）創設の可能性等について検討する必要性が指摘

２．諸外国の義務教育制度等

・アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国、フィンランド、シンガポールにおいては、一般的に初等

教育段階から学校制度を複線化している国はなく、初等教育段階と中等教育段階では学校種が異なるの

が一般的

３．義務教育学校制度（仮称）創設の是非

・義務教育学校制度（仮称）の創設には慎重な検討が必要

・義務教育学校制度（仮称）に期待されていることとして、義務教育の継続性の確保、教育課程に関する柔

軟な対応、教員の他校種の児童生徒に対する指導力向上、校地・校舎の一体的運用等があり得るが、こ

れらは現行制度において対応可能な面が多い

・教育課程について設置者の判断で一定の教育課程の基準の特例を活用できるようにすること、校舎や屋内

運動場の一体化に当たっての国庫補助率の引上げ等により、義務教育学校制度（仮称）に期待されてい

るが現行制度で十分対応できていない点について、一定の改善が図られるものと考えられる。よって設

置者の判断で一定の教育課程の基準の特例を活用できるようにし、校舎や屋内運動場の一体化に当たり
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小学校同士又は中学校同士の統合と同等程度の補助を行うこと等について検討することが望ましい。

・当該措置の実施により、小中一貫教育の豊富な実践が蓄積され、将来的に義務教育学校制度（仮称）の創

設について検討する場合には、教育課程の基準の特例を活用した学校、設置者の取組、ニーズ等を把握

し、初等教育段階から複線化することに対する考え方等について十分な検討を進めることが必要

Ⅳ まとめ

・国、都道府県、市町村においては、本意見等の整理において提案した事項も念頭に置きつつ、小・中学校

への支援に努める必要があり、それにより、今後より多くの小・中学校において、小中連携、一貫教育

が導入されることが期待

【資料７－２】

資料8-1(次頁)は、平成25年度の全国学力・

学習状況調査の問題です。先ほどご紹介しまし

た野原先生が NHK の「視点・論点」でご意見

を述べられておりますので、ここで解説をお願

いします。

・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

野原 明 教育制度専門委員会客員研究員

實吉先生のお話を中断するのは大変申し訳な

いのですが、ご指名ですから、少し全国学力・

学習状況調査についてお話します。

この調査は、皆様がよくご存知の通り、教育

政策なりあるいは教育改革の資料を得るため

に、2007年から小学校6年生と中学校3年生、最

初は悉皆調査で始められました。私立学校は、

あまり入っていなかったと思いますが、国公立

は全部ということで始まったわけです。民主党

政権になって仕分けがございまして、3割に減

らされて、続いているわけです。去年は、東日

本大震災の関係で中止されました。今年は、5

回目ということになったわけです。

実はこのテストは、實吉先生のお話にありま

すように、本当の学力ということが問題になっ

て、特に OECD の PISA の内容を見ると日本

の子どもたちは、計算問題とか、学校で教わる
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ような問題は、非常に良い成績をとるのですが、

学校で教わっていない、つまり、自分で考えな

ければ解けないという問題になると途端にでき

ない、という非常に明白な傾向を示していると

いうこともありまして、学力テストを始めた時

から、国語と算数・数学で、Ａ問題とＢ問題と

いう2種類を作った。これも皆さんご存知の通

りであります。Ａ問題とは学校で教わった教科

書に出ているような問題、Ｂ問題とは、学校で

教わらない、自分で考えて解かなければいけな

いという問題を出してきた。その結果どうなっ

たかといえば、資料8-2(下)に、小学校6年の国

語、中学3年の数学を例示していますが、要す

るに、このＡの点数とＢの平均点数の間の格差

が非常に広いのです。国語、小学校の国語で言

いますと、最初が18.7差がポイントあって、20

10年の5.5ポイント差は良くなったように見え

ますが、実は、少し細工があったのです。なか

なか、この格差が縮まらないというので難しい

問題を省いた。だからこのように縮まったので

す。けれども、元に戻したら、今年は25.9ポイ

ントと最大の開きになったのです。

【資料８－１】

【資料８－２】

中学の場合も同じで、なかなかこの差が縮ま らない、むしろ広がっている状況にある。とこ
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ろが、この結果の報告が8月に行われた時に、

この問題には文部科学省は触れていない。マス

コミもこれについてはほとんど書いていなかっ

たのです。教育学者の先生方もこの問題につい

てはお触れになってない。私は8月の「視点・

論点」でこの問題を取り上げて、ここに問題が

あるじゃないか、つまりＢ問題ができないとい

うのはどういうことだ、ということを考える必

要があるのではないか。なぜできないかと言え

ば、5年たっても格差がなくならず、むしろ広

がるということは、学校教育において、そうい

う自ら考える力をつけてない、ということの証

明ではないのか、ということを申し上げたわけ

であります。

これについては、中教審でただ1人、カリキ

ュラムの専門家の先生がいらっしゃいます。そ

の先生とよく連絡を取り合っていますが、「野

原さんの指摘はその通りだ。今まで、あまりそ

れを誰も言ってなかった、その通りだ。大変重

要な指摘だから、これからの中教審の審議であ

なたの考え方を紹介していきたい」と、こうい

う話でございます。どうなるか期待をしている

ところであります。

とにかく、このＢ問題ができないという問題

をどう考えるかということであります。私が放

送の中で申し上げたのは、せめて文部科学省は

このＢ問題の成績が良かった学校の実例を挙げ

て、そこではこういう指導をしているからここ

ができたんだ、というような説明があっても良

かったのではないのか。さらに言えば、教育政

策研究所でこのＢ問題について、どういう指導

をしていくのがよいか、何か参考の意見をつけ

ておかれるべきではなかったのかということを

申し上げたのですが、全くそういうことについ

ては、触れておられない。しかし、先ほどから

の實吉先生のご報告にあるように、思考力、あ

るいは判断力、表現力というものを伸ばさなく

てはいけない。国際的に競争していくためにも、

それは必要なんだということをしきりにおっし

ゃっている。そう言いながら、具体的に調査を

してもその結果を生かそうという姿勢が全くな

い。これでは私は話にならんと思っているので

す。従いまして、私ども私学としては、やはり、

こういう問題をよく考えて、我々の授業の中で、

あるいはカリキュラムを編成する中で、こうい

うＢ問題にも取り組めるような、自ら考えられ

る力をどうつけるかということをそれぞれに工

夫していかなければいけないのではないかとい

うことを考えておりますので、少しお時間をい

ただいてお話を申し上げました。ありがとうご

ざいました。

(實吉先生)野原先生ありがとうございました。

・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・

学校法人会計基準のあり方に関する検討会」

から文科省高等教育局長の決定として8月7日に

発せられた、資料9-1(下)を用意しました。

【資料９－１】

学校法人会計基準の在り方に関する検討会について

平成24年8月7日

高等教育局長決定

学校法人会計基準の在り方に関する検討会について

１．目的

学校法人をとりまく経営環境が大きく変化する中、公教育を担う学校法人の経営状況に関して、社会に対す

る説明責任が一層求められている。また、近年、世界的な会計の動向から、諸会計基準において様々な見直し

が行われているところである。

このような状況に鑑み、私立学校の特性を踏まえ私立学校の振興に資するよう、一般に分かりやすく、かつ

経営者の適切な経営判断に資する計算書類とすることを目的に、学校法人会計基準の在り方について有識者に

よる検討を行う。
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２．実施時期

この検討会の時期は平成24年8月から平成24年12月までとする。

３．庶務

この検討会に関する庶務は、高等教育局私学部参事官において行う。

【資料９－２】

資料9-2（前頁)のとおり、学校法人、国立大

学法人、公益法人、そして一般企業では、会計

の基準がそれぞれ異なるわけで、今後どうして

いくかということになるのでしょう。学校法人

会計基準は、私学助成を受ける学校法人が適正

な会計処理を行うための統一的な基準として昭

和46年に制定された省令であるということは先

生方もご承知だと思いますが、補助金算定の基

礎となる計算書類によって構成されています。

学校法人の財政および経営の状況を表す計算書

類の作成基準として、日本では学校法人の会計

実務に深く定着してまいりましたが、学校法人

会計は広く社会に学校法人制度と財政について

理解を深めることに役立てるために大きな役割
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を果たしてきたと理解されています。一般社会

に対する説明責任が、学校側にも当然、今後求

められていくことになると思います。そういう

意味では、諸会計基準の見直しが必要なのでは

ないか。実は、このことに関しては、吉田会長

も会計士にどこまで学校法人のことが分かるの

かということを言われていて、企業会計を基礎

として学校法人の会計基準を作っていくという

のはいかがなものかという疑問を我々は持って

います。先生方は学校の経営者として今後、こ

の問題については各学校でも、会計監査があり

ますから、公認会計士の先生方にいろいろなお

話を伺う機会を作っていただければと思います

し、会計士は会計士で協会や仲間を作っていま

すから、そこに先生方の思いやいろいろな情報

を発信していくことも必要ではないでしょう

か。「学校法人会計基準の諸課題に関する検討」

というとりまとめで課題と整理が指摘されてい

ます。そこでは、①会計方針の統一化や注記情

報の一層の充実、②基本金を含む計算構造の在

り方、あるいは③外部報告目的とする財務会計

上の書類としての在り方、そして④法人の4番

目として法人の内部統制のための管理会計上の

書類としての在り方、⑤補助金交付上の要請に

対応する書類の在り方などが挙げられていま

す。年内に取りまとめをして、年度末に省令を

改正して、その後少なくとも1年程度の準備期

間をおいて政令が施行されていくことになろう

かと思います。先生方に参考として紹介した次

第です。

今日の演題から「これからの私学経営」につ

いてお話をいたします。公立学校の私学化とい

うことが言われております。我々は公立学校と

対峙するのではなく、私立学校としての精神性

をどうつくっていくのかが課題になるというこ

とを話してきました。私も、校長に就任し、あ

るいは理事長に就任し、学校の中で「改革」と

いう言葉は随分使いました。しかし今、思い返

してみると学校で「改革」というのは、言葉と

してふさわしくないということが私の反省であ

ります。「進化」という言葉を私はこれから使

っていきたいと思うのです。どう「進化」して

いくかということです。学校の経営が苦しくな

ったことを理由として、共学化が進行したよう

に思えます。実は、長崎大会の時もお話を少し

入れさせていただいたのですが、アメリカのレ

ナード・サックス氏の著書「男の子の脳、女の

子の脳」には、脳科学が進歩して、成長過程に

おける男の子の接し方と女の子の接し方がどう

も違うようであることが書かれています。

今日ご参加の東京の嘉悦先生の学校は女子校

でしたが、校舎を新しくされて、共学化し、来

年度から男女別学にされると表明しています。

「先生、説明会に沢山来るんだよ。」とほくほ

く顔をされているので、男女別学というのは、

世間では魅力的なのかもしれません。東京では

國學院大学久我山、神奈川県では桐蔭学園が、

学校自体としては、共学校ですが、教育の内容

としては男女別学です。こうお感じになります

先生は多いと思いますが、ステレオタイプ的に

女の子は理数に向かないという言い方をされま

すが、それは、最初の学びの一歩を間違ったか

らだろうと私は思います。女の子が理数に興味

を持ってくれるような取り組み方をしてこなか

った。男の子を基準として理数を考えてきたか

ら、女の子が理数を苦手としているのではない

かと思います。

有名私立中学校で数学の先生だった方が、今、

某社で添削事業をされているのですが、以前自

分が教えていた内容で、女の子に添削で教えて

いたら全く通じないと言っていました。それは、

有名私立中学校の子どもの学力との差ではな

い。とらえ方の問題だと言うのです。男の子は

私どもと接する時に恐らく、「こいつについて

いって、俺の未来があるのかな」という選択を

教員に求めていると思います。「この先生が尊

敬に値する人間だろうか」というのが、男の子

が選ぶ教員の選考の第1の基準になるのではな

いでしょうか。女の子はそうではなく、「この

先生、私のこと大事にしてくれる先生だろうか」

ということが基準となります。ですから、中学

に入って来た時に、「これからしたい事は何？」
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と私の学校の子どもに聞くと、自分の成長より

も「友達ができるかな。」と答える。私は、「学

校で親しい友達をつくるなよ。そういう親友は

作るなよ。」「誠の友達をつくりなさい。それが、

本当の真友だよ。」と言っています。真実の真

ですね。女の子たちはどうしても、辞書にある

親友を作りたがります。本来であれば、こうい

う友達関係を作るというのが一番いいと思いま

すが、やはり、親しみを持つということが女の

子の1番の興味の対象じゃないでしょうか。例

えば、課題を出した時に女の子は絶対、回収し

て見てあげて、「あなたのは見たよ」という判

を押して返してあげないと納得しない。男の子

は、「うるせーよ。宿題？俺、やってあるから

大丈夫。」て言って済ましていても大丈夫だと

思います。「お前、宿題早く出せ。出せ。」と催

促、「うるせーな。」というのは男の子ではない

でしょうか。女の子はそうはいかないです。放

っておいたら「私のこと、あの先生放っておい

た。」と言われるわけです。注意する時もそう

です。男の子は面と向かって、「バカヤロー、

バカヤロー。」と言っても、先生の話に耳傾け

る気持ちがあるでしょうが、女の子は面と向か

って話をするよりも、隣に座って「本当はこう

いうことじゃないの？」と親しみを持って話を

かけてあげると、心の中に染みていくというこ

とが十分にあるように思えます。

それは、学びの世界でも、恐らくそうだろう

と思います。男の子は、空間認知能力が高く、

女の子は言語能力が高い。私どもの学校の教頭

は女性ですが、彼女といつもケンカすることの

一つは、私が、「あなたが英語の先生になれた

のは、女性だからなんだよね」と言うと、「な

ぜ？」。「だってあなた、今まで生きてきた中で

恥とかメンツとか一度も考えたことないでし

ょ。」と。英語の発音をするにしても、こんな

発音してしまっていいのかなというのは、男の

子の方で、男の英語の発音の能力は、あきれる

ほど低いです。女の子は、皆の前で発表したり、

ガチャガチャやるのが好きですから、発音もき

れいになっていくのではないでしょうか。文章

を読む時、女の子は恐らく行と行の間にどうい

う感情が流れているかということを読み取れる

はずです。しかし、男の子はもともとそういう

神経を持っていませんから、行間を読むという

ことが苦手なのは、男の子ではないでしょうか。

真実しか見ないと言ったら怒られるかもしれま

せんが。数学と社会、社会の世界でも同様です。

歴史の授業で、男の子は民族の移動や、国がど

うなったということに、非常に興味を持って歴

史を勉強するのではないでしょうか。女の子は

民族移動なんて全く分からないですよね。だっ

て、どこかを訪ねるという時、女の人に道を尋

ねられて、今、太陽がこの方向にあります。こ

ちらが南です。したがって、今立っているとこ

ろから東の方向に500ｍ行ってください。角に

いったら、今度は北の方向に自分の体を変えて

200ｍ進んでくださいという説明をして道順を

教えても、その女の子はその通り動けるでしょ

うか。「話を聞かない男、地図が読めない女」

という本がベストセラーになりましたけど、女

性は、ここからまっすぐ200ｍ行くとコンビニ

エンスストアがありますから、その角を右のほ

うに曲がってください。そこから300ｍほど行

くと、何何がありますから、そこの3軒先があ

なたの行きたいところです。というふうに言う

と、女の人はその通り動けます。これから、私

立学校が経営の問題だけで、共学化していくと

いうのは私は危険だと思うのです。実は、私ど

もの学校も生徒募集面でいえば共学化したいの

です。しかし、共学化するにしても男女別学で

あればやってみたい。男女別学となると、都心

にある学校ですからグラウンドがありません。

サッカーはできない、野球はできない。それで

男の子が募集できるかというのが悩みの種で、

なかなか男の子を受け入れることはできませ

ん。しかし、もし共学化をお考えの場合、男女

別学での共学化は、これからの私立学校の有り

様としてあるのではないかと思います。公立で

は某県の女子校が共学化しようとしたら猛反対

にあっています。

共学は、アメリカの教育の研究材料にされた
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と思うのです。戦後、学制改革の時に、東京か

ら西の公立学校は全部共学になりました。東京

から北の学校は男女別学が多く残っていたので

はないでしょうか。これは、恐らくアメリカの

日本の教育の研究材料の1つだったのではない

かというのが私のうがった見方です。アメリカ

・ニューヨークのあの荒れた地域では子どもの

学力を伸ばすために、公立で別学にすることを

認めました。義務教育段階での共学は法律で決

まっているわけです。ニューヨークで男女別学

の成果が上がっているという報告を聞くと、本

当は小学校段階からのことかもしれませんが、

少なくとも中学校段階、高等学校の前期段階は、

男女別学で、知識と技能を習得していくという

ことは1つの方法なのだろうと思います。最近

はそんな思いもしています。それから、苅谷剛

彦氏が、2008年に朝日新聞出版から出された「学

力と階層」という本が8月に朝日文庫から文庫

化されました。4年たって少し情勢が変わって

いるということで加筆されています。この本を

ご父兄の方にお読みになっていただきたいとい

う話をしています。子どもへの接し方、家庭で

のかかわりあい方というのが読み取れるのでは

ないかと思っています。

これで、お話を終わらせていただきます。こ

れからも先生方のご支援、ご鞭撻、よろしくお

願いを申し上げます。どうもありがとうござい

ました。
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「厳しい時代だからこそ期待される私学教育」

学校法人岩手医科大学 理事長・学長 小 川 彰

本日は、第60回という大変長い歴史を持つ、

全国私学教育研究集会にお招きをいただきまし

て、お話をさせていただく機会を得ましたこと

を、本当に光栄に存じております。また、村井

校長先生から過分なご紹介をいただき、ありが

とうございます。

ここに掲げておりますのは、岩手県の誇る先

人でございます。

今日のお話の概略を申し上げますと、少しだ

け本学の紹介をさせていただきます。私学の建

厳しい時代だからこそ

期待される私学教育

岩手医科大学
理事長・学長

小川 彰

12年10月12日 第60回全国私学教育研究集会

1

学の精神というものの重要性、少子化問題、学

力問題、教育施設の問題、入学者選抜のあり方、

学習の仕方、消費税というようなことについて

お話をさせていただきたいと思います。

本学、岩手医科大学は、明治30年に私立岩手

病院医学講習所というところから始まってお

り、115年の歴史がございます。その後、いろ

いろございまして、戦後、岩手医科大学、新制

岩手医科大学となって現在に至っているという

ことでございます。

これが明治の頃の岩手病院医学講習所でござ

いますが、創設者の三田俊二郎先生、運営統轄

委員長の澤野桂子先生のおじいさまでございま

す。そういう意味では本学と岩手県内の私立の

高等学校、中学校とは、さまざまな縁がござい

ます。

戦後になり、昭和40年に歯学部を発足させ、

平成19年に薬学部を発足させて現在、医歯薬3

学部体制でございます。115年の歴史の中で、

不撓不屈、誠の人間、厚生済民というところを
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学是として進んで来たわけでございます。

建学の精神ということでございますが、本学

の学則の第一条に、医者をつくるのではない、

歯科医師をつくるだけではない、薬剤師をつく

るのではないと。その前に、誠の人間を育成す

るという言葉がございます。このような、学是

といいますか、建学の精神ですね。実は、私立、

公立の高等学校の学則にこういうものがあるか

どうか分かりませんが、私は立場上、さまざま

な大学に呼ばれ、講演をする機会がございます

ので、そのときに必ず見ていくのが、その大学

の学則でございます。実は国立大学の学則は全

部モノトーンでございます。高等学校はどうな

ってるか分かりませんけども、そういう意味で

は学則の中に建学の精神だとか、大学の理念と

いうのは盛り込まれていないわけです。

私立学校の建学の精神というのは、私は極め

て重要なポイントではないかなと思っておりま

す。

大変重要な、少子化の問題に進まさせていた

だきます。教育を巡る諸問題の中で、最大の問

題はやはり少子化でございます。これはもう避

けては通れない問題といっていいでしょう。

これ(上)は文部科学省が出しております白書

から取ったものすが、高等学校の一学校あたり

の生徒数の推移でございます。平成4年を境に

減少が続いているわけでございます。

問題はもう一つございまして、私立の高等学

校と公立の高等学校の差がだんだん狭まって来

ているということであります。

これは高等学校無償化も影響していると思い

ます。そういう意味では、この問題からは避け

て通れないものです。

同じようなグラフ(上)ですが、私立高等学校

の生徒数と国公立高等学校の生徒数です。これ

も同じく、だんだん差が縮まっております。そ

れからもう一つ重要なことは、昭和53年ごろか

ら高等学校の進学率はほぼ100％です。ですか

ら、そういう意味では、高等学校に進学する学

生の中に今まで進学してなかった学生を入れる

ということはもうありえない。ですから、その

人口は埋まってしまっているということであり

ます。したがって、この減少は、人口動態の減

少と共に高等学校入学の学生が、生徒の人口に

よってもうほとんど決まってしまうということ

だろうと思います。

これ(上)は1960年の段階での人口ピラミッド

です。男性と女性、ほとんど左右対称でござい

ますから、右側にもありますが、片側だけです。

この当時、10歳、15歳くらいの年齢の方々が1

学年にどのぐらいいたかと言いますと、一番ピ

ークになっているのが私の学年でございます
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が、1学年の人口が240万人いました。第一次ベ

ビーブームの時代ということです。2010年にな

りますと、第一次ベビーブームのこの世代は、

50数歳になって、この方々の子どもさんたちが

30数歳になっている。それが、さらに2030年に

なりますと、第一次ベビーブームの方々が70数

歳になって、第二次ベビーブームの方々がここ

に上がって来て、という状態になります。この

下はどんどん下がっていくということでありま

すから、1960年には250万人いた1学年の人口が

現在120万になっていて、高等学校の進学率は

ほぼ100％です。したがって、この120万人のほ

とんどが高等学校に進学をしていく。したがっ

て、これを増やすということは不可能なわけで

す。それが2030年には80万人に減るといわれて

おりますから、こういう意味では、極めて厳し

い状況にあると言っても過言ではありません。

さて、これ(上)は大学進学率であります。私

は日本は先進国だと思っておりました。先進国

の日本は、大学の進学率も高いだろうと予測を

していたわけですが、文部科学白書によれば、

日本全体の大学進学率から見ますと、大学に入

学をしているのは半分にも満たない。先進国は

もとより、発展途上国にも数は負けているわけ

です。タイ、ここにありますのは、アジア、オ

セアニアだけとっても、タイのほうが大学進学

率は高い、韓国のほうが高い、ニュージーラン

ドのほうが高い、そして台湾が87.7%です。こ

れがトップクラスにあるとういうことですか

ら、そういう意味では非常に問題ではないかな

と、私は思っております。

日本の教育の問題のもう一つは、高校進学率

はほぼ100％であるのに対しまして、大学進学

率は世界標準を下回って、発展途上国にも負け

ているという状況であります。なかなかこの辺

の問題に関しましては厳しいものがあろうかと

思います。

さて、次に学力の問題を少しお話をさせてい

ただきたいと思います。

日本の学力は大丈夫なのでしょうか？

これ(上)は OECD の PISA 調査、プログラ

ム・フォー・インターナショナル・スチューデ

ント・アセスメントといいますが、毎年のよう

に調査をされております。これは読解力、読解

力における成績上位者の割合でありまして、日

本は世界で三番手です。プラス(＋)とあります

のは、これは2000年と2009年の比較でございま

すから、2000年よりも優位に読解力が上がって

いるという結果で、世界3位です。

そして、数学のリテラシーに関しましては、

優位差はないんですけども、5番目で、2000年

に比べて落ちている。それから、科学において
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はほとんど2000年と同じで、世界で第3位にあ

ります。さまざまなデータが出ておりますが、

このデータの元は、先ほど申し上げました、

OECD の PISA 調査というもので、きっちり

とした冊子として出ております。この成績が本

当なのだろうか。本当にこんなにちゃんとして

いるんだろうか、ということを少し申し上げた

いと思います。

実はこれ(上)は、医学部の入学定員ですが、

ずっと抑制をされておりました。医者が増える

と医療費が増えるという、医者需要は医療費増

という誤った考え方が認知されており、全国平

均7625人まで減らされて来たわけです。ちなみ

に1960年代は、全国の医学部の定員は3500名で

ありました。平成20年から医師不足ということ

が大きく社会問題になり、医師確保対策という

のが行われて、毎年どんどん増やして来たわけ

です。1360人の増というのは、1大学あたり、

平均で言うと、1学年。医学部の定員というの

はだいたい90名ですから、この数年間で1366人

ということは、15大学が新設されたのと同じ効

果を生み出したわけでございます。

これに対して、全国医学部長病院院長会議で

調べたものですが、駿台予備校の模擬試験偏差

値が、平成19年は入学定員が増になる前で、入

学定員が増になるとともに偏差値が下がって来

たということが、ここで言えるわけです。この

先のデータはありませんが、この先もさらに増

えているわけで、この先を調べれば、さらに偏

差値は下がっているのではないかと思います。

上の表の段階では、入学定員増の学生は3年

生、4年生、5年生、6年生にはおりませんでし

た。医学部は6学年、6年制なりますから、3年

生から6年生の留年率はずっと変わっておりま

せん。

ところが、1年生はと言いますと、最近5年間

の1年生の留年率は、定員増になった途端に、

数が増えて来ている。入学者に対する留年者の

比率は、3.178、1学年の学生に3人強が留年を

する。今もっとひどい状況になっており、某大

学では100人のうち10人ぐらいが留年をすると
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いうような状況にもなっていると聞いておりま

す。その背景に何があるかと言いますと、1つ

は2006年問題があります。これは、ゆとり教育

生徒の大学入学年です。

それから、2007年問題というのがあります。

これは大学の入学定員と高等学校を卒業する生

徒の数がイコールになった年です。したがいま

して、あの学部、あの大学に行きたいとか言わ

なければ、すべての高等学校卒業生が大学に入

学できる数になったという時代であります。結

局、大学はどういうふうになっているかと言い

ますと、大学も皆様方と同じく18歳人口の激減

がございまして、大学全入時代、ゆとり教育に

よる学力低下、ゆとり世代の入学、そうすると、

何が起こっているかと言うと、大学に入ったの

はいいが、確かに入学試験の成績も悪くなかっ

たけれども、スタディー・スキルがないのです。

要するにどうやって、勉強をしたらいいかが分

からない。大学には教員がいますから、教員は

研究室にいますので、行って聞けばいいのです

が、何を聞いたらいいか分からない。どうやっ

て、どういうふうに勉強したらいいか分からな

い、という学生が非常に増えて来ているわけで

あります。

それから、もう一つ問題なのが、最近非常に

社会問題化しておりますが、これは先生方の高

等学校でもそうかもしれませんけれども、精神

的、社会的に未熟な学生がいる。それで、精神

病になって、大学の学習についていけないとい

う学生が増えているということであります。精

神病というのは、だいたい100人に1人はいると

いわれておりますから、医学部ですと、医学部

1学年100人ですから、うち1名は精神病。そう

いう方々をできる限りなくすために、例えば本

学では1人20分かけて、面接を数人の教員が一

緒になってやるのですが、それでも、精神病を

発病する年齢が、ちょうど大学生の時代も多い

ということもあり、入学者選抜でそこをクリア

して来たが、在学中に発症する。これも精神的

未熟さによるものが非常に大きいと思っており

ます。

そのようなことから、先ほど OECD のデー

タで PISAの調査の結果において日本の国語、

数学、理科のリテラシーは、世界的なレベルと

しては高いレベルにあるというデータが出てい

るのですが、本当にそうだろうか、というのが

大学側から見た感想です。

この国の教育システムについてお話をさせて

いただきたいと思います。

これは OECD が毎年発表している、エデュ

ケーション・アット・ア・グランスというもの

で、OECD インジケーターで、最新版が2011

年版でございます。このように OECD の、一

般政府支出に占める公財政教育支出の割合とい

うことで、1095年、2000年、2008年とあるわけ

ですが、日本はほとんど変わっておりません。

要するに OECD先進30カ国の中で下から2番目

ということでございます。これしかお金を出し

ていないわけであります。三角とか丸が下にあ

るものは、現在増えて来ているということを意

味しているわけです。

教育システム、私費負担割合ということで言
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いますと、これは高等教育、大学教育でありま

すが、大学教育では、実に70％近いお金を私費

で支払っている。国は出していないということ

です。それに対して、日本のところ見ますと、

グレーのところが、初等、中等、高等教育以外

の中等後の教育。中等後教育というのは、高等

学校です。中等後教育で私費負担が日本で少な

いのは、私学に対する就学支援金制度、あるい

は、公立高校に対する授業料無償化の影響が大

きいと思います。こういう状況でございます。

これを就学前教育、高等学校教育、そして大

学教育と3つに分けてみますと、就学前教育、

それから大学教育では私費負担が極めて大きい

というのが、OECD の平均から見ても読みと

れるわけです。個人の、お父さん、お母さん、

ご父兄にものすごく教育に対する負担を強いて

いるというのが、就学前教育と高等教育です。

やっと OECD の平均とイコールなのが高等学

校の教育費であります。これも別に褒められた

ものではなく、OECD の平均と変わっていな

いだけです。ただ、OECD の世界平均ぐらい

に国は出しているというだけの話です。

これ(次段上)は、教育者に対する支出の対

GDP 費ですが、これも初等、中等、高等教育

以外の中等後教育、高等学校だけじゃないので

す。日本は OECD の平均より下の方にあるわ

けです。発展途上国の方が多く出しています。

私費負担は少なくて、黒いところが私費になる

わけですけど、保護者の負担は軽減されたとは

言え、高等教育の支出は国際的に低く、発展途

上国以下です。これでは、高等学校の先生方、

あるいは高等学校を経営する方々は、大変なも

のがあります。

要するに、少ないお金の中で、先生方のご努

力で OECD の学力も維持されているのかもし

れません。

これに対して、高等教育機関への公財政支出

への対 GDP 費となりますと、これがもうその

かわいそうな状況で、OECD の各国の平均が1

％。ということは GDP の1％は、高等教育に

お金を出しているということです。日本は

OECD の平均の半分しか出していない。これ

で一体、日本の教育はやっていけるのかという

ことです。1％が OECDの平均、先進30カ国の

平均です。日本は0.5％ですから、半分しか出

していない。これをどこで公表してるかと言い

ますと、OECD のエデュケーション・アット

・ア・グランスという、先ほど申し上げたもの

が、そのデータソースになっているのですが、

実は文部科学省が文部科学白書の中で、このグ

ラフを使って言っているのです。文部科学白書
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の中に、毎年毎年、こういうデータを出してい

ながら、何の改善も見られないというのが、日

本の国であります。

恐ろしいのは、実は高等教育、高等教育の公

財政支出の国際比較を1960年の水準を100とし

た場合に、どういうふうに変化をしてきたかと

いうことを示したグラフでございます。

韓国は1960年に比べて、高等教育、大学教育

への公費負担を6倍にしました。ですから、サ

ムスンが勝つのです。ヒュンダイが勝つのです。

当たり前です。フランスがだいたい3倍です。

そして日本はと言いますと、1.39倍ですから、

39％しか増えていない。これで日本の経済が持

つわけがありません。こういう教育では。その

中で山中先生は、よくノーベル生理学賞を取っ

ていただいたと思っています。少ない研究費予

算の中であれだけの仕事をしたのですから、素

晴らしいと私は思っています。

これ(次段上)は2000年をベースにした各国の

科学技術公費の状況ですが、すごいのは中国で

す。中国が6倍、日本は9％しか増えていない。

EU ですら2倍です。米国でも約2倍になってい

る。韓国で3倍になっている。ですから、科学

技術に対して、お金を出していない中で、よく

山中先生は、ノーベル賞をおとりになるような

お仕事をされたと、大変素晴らしいと思ってお

ります。しかしながら、こういう状況でありま

すから、結局、いろんな意味で負けていくのは

当然でありまして、これをどうにかしなければ

いけないということだろうと思います。

入学者選抜のあり方について少しお話をさせ

ていただきます。

数学とか理科とか国語、英語、そういう当然、

基礎学力というものも極めて重要ですが、基礎

学力だけではありません。特に医学部において

は、理学部だとか工学部は違うのですが、医学

部においては基礎学力だけではないのです。医

学部は現在一人勝ち状態です。何故医学部が一

人勝ちになってしまうかというと、経済が停滞

をしますと、安定的職業への期待が高まります。

これは歴史的に、医学部の希望者が増えるとい

うことがいわれています。それともう一つ、生

命科学では、薬学部が4年制だったのが6年制に

なってしまった。昔は生命科学をやりたいと言

っているかなりレベルの高い生徒が、6年間大

学に行くのは経済的にも大変だ。それならば、

薬学部に行って研究をしようというような方々

がいたわけです。ところが、薬学部が6年制化

をされて、薬剤師になるためには6年間の教育

が必要だということになりますと、どうせ6年

間行くのであればということで、現在は6年制

の大学というのは医学部、歯学部、獣医学部そ

して6年前に6年制化された薬学部ですが、生命

科学の研究希望者が医学部に集中するというこ

とになって来ました。それと、もう一つござい

ます。薬学部が、これも国の異様なネガティブ

キャンペーンなのですが、歯科医過剰キャンペ

ーンが貼られておりまして、歯学部応募者が減

っている。その分、医学部に回っているという

ことです。ところが、米国で20年前に、今回、

日本で起こったような歯科医過剰キャンペーン
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というのが行われました。そして、米国の歯学

部もどんどん定員を削減されたのです。ところ

が、今どうなっているかと言いますと、5年く

らい前から米国では歯科医不足に陥って、今、

実は、一般のお医者さんよりも歯科医のほうが

ステータスは高く、お給料も高いという状況で

す。ですから、日本も実は、米国のだいたい10

年、20年あとを走っているような感じですから、

これが全く同じことになると、歯学部は狙い目

であり、歯学部は応募者が少ないから入学は楽

となります。ところが、15年後ぐらいになりま

すと、今度は歯科医不足になり、お医者さんは

先ほどのように定員をどんどん増やしてますか

ら、医師過剰の状態になって、これから入学す

る連中がアクティブに働く15年、20年後ぐらい

には、医者よりも歯科医師のほうがステータス

が高いという状況が来る可能性もあります。そ

ういう意味では、歯学部は狙い目、入学は楽。

医学部は入学は大変。だけど、20年後は医師過

剰状態で、あまりいい生活は待っていないかも

しれないというようなことが言えるわけです。

それで、医学部で学んでいただきたいのは、

病める方々を、思いやる気持ちです。モチベー

ション、興味、そしてこの病める方々を思いや

る気持ちがあるということが極めて重要であり

ます。私は、高等学校で一番の生徒が、医学部

に入る必要は全くないと思います。ですから、

そういう意味では、教育、徳育、思いやりの心、

チーム医療（社会性）です。

先生方の大学進学へのご指導の中で、一つ考

えていただきたいのは、安易に成績がいいから

医学部、二番手だから工学部だとか、三番手だ

から理学部とか。そういうような分け方がされ

ているように思えるのです。実は私は、本当は、

日本の国のためであれば、一番成績のいい人は

理学部に行っていただきたい。二番目に成績の

いい人は工学部に行っていただきたい。三番手

ぐらいにつけている人で、そして、患者さんを

思いやる気持ちがある、こういう気持ちがある

人が医学部に入ってきてくれるのが、最高だと

思っています。入学試験の成績が反映する、要

するに高等学校の試験が反映するのは、1年生

の成績だけです。医学部は6年制ですが、本学

は、この数年、一般入試でだいたい30倍です。

30倍の難関をトップ10で入ってこられるとです

ね、もう東北大学の医学部には入るし、北海道

大学の医学部にも入るし、東京医科歯科大学の

医学部にも入るし、それから新潟大学の医学部

にも入る、そういう方々が抜けていかれること

は、非常に頭に来るのですね。それとトップ10

で、例えば残ってくれた生徒、学生が、1年生

のときには、100人の学生の中で5番でした。2

年生になったら、80番になった。3年生になっ

たら留年をして、終わり。トップ10で入学して

来た学生が、たった3年で退学をしました。で

すから、入学時の成績ではないのです。そうす

ると、入学試験の成績が反映するのはなぜかと

言うと、1学年では、英語とか数学、理科等々

の高等学校の延長といいますか、そういう科目

も入っています。したがって、その余力がこの

まま続くので、1年生の成績は入試の成績と非

常にパラレルになる。ところが、専門課程が入

ってきますと、学生が誰も今までやったことな

い、例えば解剖だとか、生化学だとかいうよう

なことが、横並びでスタートをするわけですか

ら、新たな学習が始まるわけです。そうすると、

こういう専門に対して興味があるかということ

で、ある学生はどんどん伸びていく。ところが、

入学試験のときに、高等学校のときの成績はト

ップ10、先生方の学校の中で一番の成績を取っ

た学生でも、全然医学に興味のないような人が

入ってきますと、2年生、3年生で興味がないか

らどんどん学力が落ちてきてしまう。結局モチ

ベーションがあれば、自主的に勉強するのです。

そして最終的に最低限、スタディー・スキルが

あることが条件であります。勉強で最も重要な

のは、知識の習得も大事ですが、考え方です。

これは私が特別講義で、高校、中学校に行った

ときによく言うのですが、考え方。「なぜ、ど

うしてって。暗記をするな」と。「『なぜ、どう

して』ということをキーワードにして勉強しな

さい、論理的に考えなさい」と。記憶に頼るの
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は愚の骨頂だと。暗記していたらきりがないし、

膨大な暗記をしなければならないので、とても

暗記ではついていけないということでありま

す。

そういう意味で、教育において最も重要なの

は、本人にとっては、やる気、興味があるかど

うか。それから、先生方にとっては学生、生徒

に、そういうやる気を起こさせる、興味を持た

せることができるかどうか。ここにかかってい

るわけです。学生が興味を持ちさえすれば、何

をするかというと、到達目標だけ与えてあげれ

ば、別に講義をしなくても、勝手に勉強します。

ですから、授業などしなくても、出て来なくて

も、とても良い点数を取るのです。ですから、

興味があるかどうかなのです。

少し横道にそれます。これは、遊びでござい

ますが、「そんなこと言っても暗記も必要だよ

な」というのが、中学生や高等学校の学生さん

とかに特別講義をしますと、この話が一番うけ

るので、少し先生方にもお話をさせていただき

ます。暗記をしますと、単純な暗記は忘れる。

だから、また暗記をする。また暗記をするけど、

暗記をしてる暗記だから忘れる。それで、一生

懸命グルグルやるわけです。ですから、暗記勉、

勉強の悪循環というのはこれで、忘れるからま

た暗記をする、また忘れる、また暗記をする、

また忘れる、また暗記をするといってるうちに、

どんどん、その範囲が増えていく。勉強してる

つもりだけど、結果が出ないというのはそれで

す。私も一応、もともとは脳外科医だったので、

脳の科学者のはしくれだったので、少し記憶の

メカニズムからお話をさせていただきますと、

記憶には短期記憶というのと、中期記憶という

のと、長期記憶というのがあります。皆さん、

幼稚園のころ、あるいは小学校の低学年のころ、

楽しかったことは今でも覚えてると思います。

だけど、苦しかったことはもう覚えてない。つ

らかったことは忘れるように、ちゃんと人間の

頭というのはできてるいるのです。それで、短

期記憶というのは、例えば携帯に電話かかって

きた、あと10分したら何番に電話してねという

ことを、電話でいただいたときに、別にメモし

なくても、1回だけは覚えています。でも、10

分後に電話したらもう忘れます。もう覚えてい

ない。特に彼女から電話がかかってきて何番に、

何分後に電話してね、なんて言われれば、絶対

覚えていますから。ただ、1回だけです。これ

が短期記憶です。それに対して中期記憶と長期

記憶というのがあって、楽しかったことの記憶

は、ずっと、いつまでも覚えている。アルツハ

イマーのおばあちゃんですら、若かりしころの

記憶、楽しかった記憶はずっと覚えています。

記憶には3つの極意があります。まず、脳を

休ませる。1時間勉強に10分の休み。実は90分

授業ってのは、根拠がないのです。本当は1時

間ぐらいです。記憶を定着させなければならな

い。記憶というのは、論理的な勉強は昼間やれ

と。どうしても暗記をしなければならないのは、

夜寝る前にやりなさいと。これは定着です。記

憶が必要な勉強のあとはすぐ寝る。このあとに

ですね、みんな何をやるかっていうと、こんな

に勉強したんだから、テレビ見ようとか、こん

なに勉強したんだから腹減ったからラーメン食

べようとか。ラーメンを食べてごらんなさい。

1回、ズズってすすった途端に、ポロポロっと。

テレビを見れば、今までせっかく暗記の勉強を

したのに、アハハって笑って、ボロボロという

ようなことです。勉強のあとのテレビ、飲食は

愚の骨頂であります。だから、飲食やテレビを

見るのであれば、記憶が必要な勉強の前にやれ

と。そして、暗記が必要な勉強を最後にして、

そして、すぐ寝ろ。寝るのが定着です。ところ

が、皆さん、もう一つあるのです。再生ができ

なければ意味がないのです。再生というのは、

記憶の再生です。ですから、試験勉強やってる

ときに、これどこかでやったよなあと、思い出

すけれども出てこない。これは、再生の訓練が

できていないのです。要するに、引き出しのど

こにしまってしまったか分からない。脳の引き

出しにはしまわれている。しまわれている引き

出しが分からない。だから、肝心の試験のとき

にその記憶というか、その知識を表に出すこと
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ができない。この訓練は簡単です。せっかくの

記憶も再生できなければ意味がない。次の日の

朝に、学校に来るときに、電車で来る人もいる

でしょう、歩いて来る人もいるでしょう、自転

車で来る人もいるでしょう、そのとき、学校の

隣で1分という人はいないのだから、10分ぐら

いはかかるわけで、その10分間の間に、「昨日

何やったっけ？」と思い出すのが、実は記憶の

再生の訓練です。ですから、この3つをやれば、

1時間に10分。これは脳の効率的な事情。勉強

のあとはすぐ寝る。これは記憶の定着、ちゃん

と、引き出しにしまう。そして3番目、次の日

の朝、前の日の勉強内容を思い出す。これは記

憶再生の訓練。これが3つの極意です。少し横

道にそれました。

消費増税が、この間の国会で、8％、数年後

には10％に上がることになりました。消費税の

仕組みをご存知でしょうか。例えば、卸業者が

生産者から何か買うときに、消費税を払います。

その消費税は、今度、小売業者に売るときに小

売業者からいただくわけですから、卸業者も消

費税は、別に負担をしているわけではありませ

ん。結局、最終的には消費者。ですから、コン

ビニに行った、あるいはデパートに行った、ど

こかに買い物に行ったというときに、必ず消費

税という項目があると思います。別に小売業者

も卸業者も生産者も、それから、原料作るとこ

ろの方々も、消費税は負担をしていません。消

費者のところに全部来るわけです。ですから、

この方々は別に、消費税が増税されても、消費

税が増税されると経済が冷え込んで買ってもら

えなくなるというデメリットはありますが、あ

まり関係ない。ところが、では、福祉医療、こ

れは病院ですが、それから、先生方の学校では

どうかと言いますと、学生がいて、そして、先

生方の学校の校舎もある。校舎も古くなれば新

しくしなければなりません。それから、良い教

育のためには教育用品が必要です。医療のため

には医薬品も必要です。ここには消費税がかか

っています。ですから、病院も学校も消費税を

業者に払っています。だから、先生方の高等学

校が建物を改築するといったら、建築業者に消

費税を払うわけです。そして、例えば、理科の

実験がある。その実験、実習のための材料が必

要でそれを買わなければいけない。そのときに

消費税を学校は払っています。ところが、患者

さんからも、学生さんからも、これは取れませ

ん。学生の学納金の項目に消費税ってあります

か。もちろん、学納金というか、授業料を消費

税分だけ上げればそれは可能です。ですから、

これは三角になる。実は福祉の部分はこれは×

なのです。全く取れません。これはなぜかとい

うと、保険診療になっている。これは公定価格

になっておりますから。皆さんが病院に行った

ときに、自費でお金を払っているところの項目

の中に消費税というのはありません。これは公

定価格です。ですから、こういう普通の業者と

違って、医療とそれから教育の分野に関しては、

消費税は大学、高等学校、そして病院が支払わ

なければならない。なかなか学生から取ること

はできない。学生から無理やり取ろうとすれば、

そうすれば授業料を上げるしかない。これは病

院の話ですが、300床以下、300、500、700床以

上と、こうなりますと、消費税率が変わってき

ます。大学の付属病院は大きな病院ですが、何

故そうなるかというと、高度医療を提供すると

いうことになりますと、ものすごくいろいろな

薬にしても高い薬を買わなければいけない。そ

して、医療機器に関しても高い医療機器を買わ

なければいけないので、当然これが増えて来ま

す。小さな病院ほど少なくて済んでいるという

ことであります。もう一つ矛盾の一例を。先生

方にあまり関係はないかもしれませんが、経営

合理化のためにアウトソーシングをしますと、

これは学校でもやってると思います。アウトソ

ーシング。ところが、業務委託金には消費税が

課税されるのです。医療機関は合理化の努力を

すればするほど、税負担が増えるようになって

いる。国は病院に経営合理化を一生懸命に強い

ていながら、合理化を阻害しているというのが、

この構図になっているのであります。この辺を

十分、ご認識をいただきたいと思います。
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最後でございますが、米国では、良い学校の

ほとんどが私立学校です。これは幼稚園もそう

です。小学校もそうです。中学校も高校も大学

もすべてそうです。良い学校というのは公立学

校ではなくて私立学校。なぜそうなっているの

か、なぜでしょう。実は寄付のシステムが全く

違うのです。ブッシュさんが、父と子で大統領

をやりましたけれども、あの方々が、学校に成

績で入っているわけではありません。「寄付し

ますから、どうぞ入れてください。20億円の研

究所を作ってさし上げましょう。そのかわり、

自分の息子を入れてください。」「どうぞどうぞ」

それで、そのときにちゃんと契約書があるので

す。「入学はさせますけども、卒業までは面倒

見ませんよ」と。「それはご本人の努力次第で

すから、もしかしたら途中で退学になるかもし

れないけれども、それでもいいですね」といっ

て。10億円、20億円の研究所を建ててもらって、

そして、ご子弟を入れてあげる。そういうシス

テムです。岩手医科大学の付属病院は、岩手医

科大学付属病院です。アメリカの、例えば、ハ

ーバード大学の付属病院は、ハーバード大学付

属病院ではありません。べス・イスラエルホス

ピタル。それは100年前にべス・イスラエルさ

んが、ハーバード大学に寄付した病院です。そ

れだけではありません。今度、病院の中、ある

いは学校の中を歩きますと、どういうふうにな

ってるかというと、病棟一つ一つにパネルが付

いています。この病棟は、誰々さんと誰々さん

のご寄付によるものです。エレベーターが1つ

あります。このエレベーターは、誰々さんと誰

々さんのご寄付によるものです。エレベーター

にちゃんと貼ってあるのです。

ハーバード大学というのは、全米で一番の大

学だといわれています。ボストンにあり、総合

大学です。医学部も歯学部も薬学部もその他文

科系の学部もある大学です。立派な図書館もあ

ります。その図書館はと言いますと寄付です。

誰から寄付されたかというと、イギリス人です。

イギリス人のご子弟がタイタニック号に乗っ

て、英国に帰郷し、帰ってくる時に、タイタニ

ック号に乗って帰ってきた。そしたらその一等

船室だったが、いったん救命ボートに乗ったの

に、忘れ物したって言って戻って、帰らぬ人と

なった。それを嘆いてイギリスの大富豪が、図

書館を寄付してくれた。それには条件が3つあ

る。1つ、私の息子の書斎を作ってくれること。

それからもう1つ、書斎に毎日花を手向けても

らうこと。3つ、うちの息子は泳げなかったか

ら、タイタニックで死んだ。あれが泳げていた

ら生きていたかもしれない。だからハーバード

大学の卒業の条件に最低50メートル泳げること

という条件を付けてほしい。10年前まで本当に

そうでした。もう今はなくなりましたが。10年

前まで全くその通りです。

ですから寄付のシステムが違うのです。米国

では、私学の資金は潤沢です。したがって、寄

付によってたくさんの研究所を作って、そして

寄付によって人を雇って、良い教育ができるか

ら、公的病院よりも良くなっていく。日本はと

いうと、わずかなお金しか出さない。補助金を

少し出して、寄付は入学の条件にしてはいけな

いとか。そういうふうに日本とアメリカはそう

いう意味では違うわけであります。

それからもう一つ、米国で一番の大学がハー

バードだとすると、二番手の大学がイエール大

学。イエール大学の医学部というのはどうやっ

てできたかというと、お子さんがボストンで交

通事故で亡くなってイエール大学に医学部がな

かったからだということで、ある老夫婦がイエ

ール大学の学長のところに行って、「医学部を

作ってください。私の子どもが死んだのは、そ

の、ボストンにあったからだ。イエール大学に

医学部があればこういうことにならなかったは

ずだ。」びっくりして「医学部作るのにいくら

かかるかご存知ですか。1,000億円、2,000億円

のレベルですよ。」と言ったら、「そのくらいで

すか。じゃ、どうぞ。」ということで、イエー

ル大学に医学部ができたわけであります。です

から、ブッシュにしてもケネディ一族にしても、

皆さんいろいろな意味で、アメリカの大学に行

きますと、例えば、ブッシュメディカルなんと



- 86 -

かという、名前のついた建物があります。自分

のお子さんを入れてもらうために、ご寄付をし

たものであります。そういう寄付の文化という

のがアメリカに根付いていて、それに対して日

本は、国がものすごくそういうところに対して

口を出してくるので、なかなかうまく行かない

ということであります。

日本は資源がありません。したがって、人が、

資源です。人を育てるのが教育で、教育にも人、

物、金が必要ですから、国全体で教育を支える

必要があるし、人をつくることが日本の将来を

支えるわけです。ですから、中国にいいかげん

なことを言わせたり、あるいは韓国に大きな顔

をされたり、あるいはサムソン電気が世界一に

なったり、現代自動車があれだけ大きくなった

りするのも、日本の教育システムがふがいない

からだと私は思っています。

そういう意味では、教育政策を見直していた

だいて、教育体制全体の改革がどうしても必要

であります。

最後でございますが、教育と医療が滅びれば、

壊れれば、国は滅びるのです。その中で特に教

育は将来の日本を作る基礎になります。医療は

平時の安全保障でもあります。そういう意味で

は、日本の将来が明るい未来になるかならない

か。今その選択の方向を誤れば取り返しがつか

なくなる。ぜひ、皆様からも声を上げていただ

きたいと思いますし、さまざまな分野から声を

上げて、教育を守っていかなければならないの

ではないかと思っています。どうもご静聴あり

がとうございます。
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「岩手の私学振興」

岩手県総務部法務学事課 私学・情報公開課長 鈴 木 敦

○岩手の私学の現状

平成24年5月現在 私立高校6783名

中学2校 高校13校 特別支援1校

進学率99.3％（平成23年）

700名が被災者 被災者には県として補助を

行なっている。

岩手県内の私学の生徒数・中学卒業者数とも

減少傾向。

全国の減少率よりもハイペースで進んでいる

平成14年から平成24年で私立高校35.1％減少

（中卒生23.3％減少）

全国では12.5％減少

○私学振興の課題

特色ある教育の推進

生徒急減期の対応

東日本大震災からの復興（被災児童、生徒、

学校への対応）

○平成23年度からの取り組み（震災以降）

①岩手県民計画第2期アクションプラン（平成2

3年度～平成26年度）

私立学校の特色ある教育活動の推進

・児童生徒の学力向上―生徒一人ひとりの

進路が実現できる学力、能力の向上

・豊かな心を育む教育の推進―心の教育、

学校不適応対策等の推進

②東日本大震災津波復興計画復興実施計画（第

１期）（平成23年度～平成25年度）

きめ細かな学校教育の実践と教育環境の整

備充実

・学校運営の基盤である施設の復旧整備、

経営支援

・被災児童生徒に対する就学支援

③岩手県私立高等学校新中期計画（平成23年

～平成27年）

私立高等学校の今後の私学教育の基本的方

向となる計画

・私立学校の役割と現状

・東日本大震災復興計画

・今後の高等学校教育の基本的方向

・各学校の経営基本方針、教育内容等

○まとめ

三つの計画に基づき、次代を担う人材の育成

に向けて

・生徒一人ひとりがそれぞれの目標に向かい
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自己実現を果たしていけるよう支援してい

く。

・私学それぞれが、建学の精神のもと、特色

ある教育を実践していく

質疑

Ｑ 他県との情報共有はあるのか？

Ａ 全国や各県の情報については、共有に努め

ていきたい。
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「教育と経営の一致を求めて」

（青森）光星学院高等学校 校 長 橋 場 保 人

○教育施設

法人には、八戸大学、八戸大学総合研究所、

八戸短期大学、光星学院高等学校、光星学院高

等学校専攻科(高校卒業後2年)、光星学院野辺

地西高等学校、八戸短期大学附属幼稚園、聖ア

ンナ幼稚園、第二しののめ幼稚園、びわの幼稚

園があり、地方の学校法人としては、高校だけ

ではなく、大学から幼稚園まで設置している法

人である。

○校舎について

校舎は平成20年に新築し、八戸市の景観賞を

受賞。中庭は「スチューデントプラザ」と呼び、

様々な催し物を行う。

○沿革

昭和31年学校法人白菊学園により設立(昭和

34年学校法人光星学院により設立)。普通科か

ら始まり、時代の要請に応じて、商業科、自

動車科などを編成してきた。昭和61年、大韓

民国ソウル特別市東北高校と姉妹校を締結。

平成5年、米国フィラデルフィア市ディケータ

高校と姉妹校を締結。平成7年にカナダ・リッ

チモンド市インターナショナルハイスクール、

平成22年にカンボジア・カムリエン高校姉妹

校締結。時代のニーズに応じて学科を編成し、

現在は4科9コース。

○光星学院高等学校について

1.教育方針：カトリック精神に則る道徳教育

を施し、高尚なる人格の完成を目指し、平

和的民主主義社会の優位な人材を育成する。

2.校訓：正義 賢明 剛毅

3.学科・コース：4科9コース。普通科(特別進

学・医療看護進学・進学・総合学習)、保育

福祉科(保育・福祉)、ビジネス科(ビジネス)、

工業技術科(自動車整備・工業技術)。

4.在籍数：1067名（普通：435、保育福祉：346、

ビジネス：85、工業技術：201）。
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5.教職員数85名

6.本校の沿革と現状：開校から今日に到るまで

時代の変化やその時々の社会のニーズに対応

してきた。

○１５歳人口の減少

全国の15歳人口は、平成12年には146万人で

あったが、平成17年に120台に下がり、現在は

120万人と減少の一途をたどっている。

全国よりも青森県の減少率は大きい。今後

も生徒の確保に厳しい時代となっていく。

八戸市の場合は少子高齢化の傾向が顕著で

あり、八戸市内および近郊には公立高校15校、

私立高校6校で、生徒人口は少ないが学校数は

多い。

光星学院高校は、平成23・24年度は15歳人

口減少に関わらず、志願者・入学者数は増加。

○法人の将来ビジョンと光星学院高校

大学等併設しているため、高校が感じるより

も前に法人は少子化に対する危機感があった。

(1)平成13年 新理事長による改革発表

少子化対策と財務体質改善にむけて教育主体

の法人運営から経営の安定化へ。

危機感の共有と活性化のため全教職員に情報

開示と共有（公認会計士による法人財政の説明）

を行い、一体感を持つ。

(2)法人における13項目の改革と決断

理事長自ら、「改革にタブーはない」として、

改革を宣言。11施設の見直し、総在籍数に対す

る教職員適正化の徹底、法人内人事交流・早期

退職者勧奨実施による活性化、給与体系の見直

し、生徒減少の歯止めと施設リニューアル、ス

クールバス運営維持費の負担軽減策を行う。

(3)法人改革と運営

生徒増を目指した法人と一体型のスピードの

ある運営ということで副理事長が校長に就任

し、法人の意向が末端まで行き渡るようになっ

た。さらに人事の刷新と魅力のある教育の展開

ということで若手の起用を行い、幹部教員平均

年齢48.6歳という組織作りを行った。組合闘争

はあったが、労働闘争は法人で、労働と教育は

別とし、教育に関しては校長も組合員も心を1

つにしようということで話し合い、現在は組合

員の方も協力的になり、学校運営を進めている。

(4)学費軽減

経済的に厳しい状況下で生徒を獲得しなけれ

ばならないため、学納金見直しを行う。また普

通科のみの特待生制度を全科で行った。結果、

生徒確保につながる。

(5)入試制度一新

推薦入試を導入し、入試会場を八戸のみから

三沢、十和田市の2会場を増設した。

(6)女子教育の充実

総合的な学習の時間に茶道、華道、作法の授

業の導入した。外部から講師を招いて行う。

(7)自動車科5か年教育

自動車科3年に専攻科2年を合わせ実施した。

(8)普通科に医療看護コース新設

八戸短期大学に看護科が新設され進学希望者

が増加した為、より専門性の高いコースを新設。

(9)制服モデルチェンジ

男子生徒の制服をモデルチェンジした。

(10)系列上級学校と一体化の生徒募集

系列の八戸大学、八戸短期大学へ進学する際、

入学金を免除した。法人一体となり、厳しい経

済情勢の中でこの地域の子ども達を育てる。

(11)パブリシティの強化

次のような名刺サイズの広告を教員に持た

せ、配った。
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○教育の実践と展開

(1)学校教育の基本は一人ひとりの生徒の関わ

り。

会社などもそうであるが、職員はトップ(校

長)を気にする。そうではなく、生徒を気にか

けていただきたい。

改革には校長の他、副校長の存在が大きな役

割を果たす。

(2)教師が変われば学校が変わる。

教師との4つの約束「生徒に親われ」「親に敬

われ」「同僚に愛され」「校長に信ぜられ」、こ

の4つを心に留め、日々を送っていただきたい

と言っている。

(3)部活教育には豊富な教育的価値がある。

部活動には生徒と先生が共通の夢を持って懸

命に行う。そこに教育的な価値があると考える。

(4)国際貢献から交流へ

光星学院がカンボジアに井戸を掘り、カムリ

光星学院高等学校が変わります

①入試制度を一新！
１）推薦入試を導入しました

２）入試会場を増設しました

②学費軽減！
１）毎月の授業料が大幅減額になります

２）全科に奨学制度が出来ました

３）系列上級学校への入学金が免除されます

③男子制服モデルチェンジ！
TＥＬ : 0178-33-4151     Fax: 0178-35-2859 
e-mail: ko-nyushi@kh.hachinohe-u.ac.jp

アクティブスクール 学習編
７月３０日（木）八戸地区
７月３１日（金）八戸地区以外

アクティブスクール 部活動編
８月２９日（土）

オープンスクール ９月１５日（火）
光星祭 １０月１７日（土）、１８日（日）
三八岩手地区学校説明会 ９月２４日（木）
十和田会場学校説明会 １０月 ８日（木）
三沢会場学校説明会 １０月 ９日（金）

エン高校に贈られ、その縁で留学生が1人カン

ボジアから来て、3年生になり、大学進学を希

望している。

(5)生徒個々の面倒見の評価と教員の面倒見は

誰が？

生徒の面倒は教員が見るが、教員の面倒は誰

が見るかということは、管理職に問われている

問題である。

○生徒増の検証

「11の改革と教員の志向」、「法人との一体化」

は不可欠である。

教育の理念と具現化、個性の尊重を忘れるな

ということである。

地域連携し、法人とビジョンを共にし、全教

職員が一つの方向に向かっていく。

これが必要だと思っている。

質疑

Ｑ ニーズに合わせての学科やコースを新設す

るときの見極めといったものはどのような

ものであるか？

Ａ 国からの要請が1つと、もう1つは、そのコ

ースの生徒が少なくなるということは、当

然、私達の未熟な部分もあるが、時代が要

求していないということであり、そのよう

なことを鑑みてコースの再編成を行ってい

る。



- 92 -

「魅力ある学校づくり

―本校のこれまでの取り組みと今後の課題―」

（福島）学校法人石川高等学校 教 頭 国 分 秀 晃

○学校概要

石川町は人口17,000人で、交通が非常に不

便なところに位置する。なぜこの地に学校を

建てたかというと、今から120年前に開校した

が、当時は郡山、会津、磐城に3つの旧制中学

校しかなく、この地の子ども達は学ぶ場所が

なかった。そのために初代の森嘉種が前身で

ある石川義塾を創設した。

設立当時、人口4000人の地で、120年間、学

校が存続しているのは、素晴らしい教育を行

ったからであると考えている。

森嘉種は、「人間いくら学問ができでも、人

格が備わっていなければならない。学問と行

動とを分離せず、学んだことは実行されなけ

ればならない」と常に言っておられ、それが

建学の精神「行学一如」となって、120年後の

今も受け継がれている。

現在の4代目校長森涼は、グローカルリーダ

ーを育てようということで、10年前から、ド

リエモプランを立ち上げた。ドリエモという

のはドリーム(夢)とエモーション(感動)を組

み合わせたもので、すなわち感動教育という

ことである。

5年前からは中高一貫教育を目指して、中学

部を立ち上げ、「学習力向上」、「人間力向上」、

「国際人教育」を掲げている。

本校の学級数・生徒数は、高校は1学年7学

級で21クラス、中学校は1学年1学級で3クラス、

全部で24クラスで、生徒数は中高合わせて849

名となっている。

また、クラブ活動も盛んで、全国大会等で

好成績を残している。

卒業生の進路状況は、大学・短大47％、専

門学校24％、就職29％であり、就職内定率は

毎年100％である。

○本校を取り巻く概況

学校に隣接する石川郡、東白川郡、西白河郡

の高校進学者数は、平成21年は石川郡526人、

東白川郡407人で、10年後には150人前後減少す

る見込みとなっている。西白河郡は今後も1000

人以上の進学者が見込まれ、この地区からの生

徒獲得が課題となる。3地区の本校への入学率

であるが、近年、石川郡と東白川郡は減少して

いるが、西白河郡は増加している。原因として

は、本校の教育方針も考えられるが、白河地区

からスクールバスを2本出したことが大きな要

因と考えられる。入学者数は、わずかであるが
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減少傾向であり、少子化の問題もあり、生徒獲

得に悩んでいる。そのため魅力ある学校作りを

目指し、様々な取り組みを行っている。

○具体的な取り組み

(1)地域に密着した私学経営の方策

設立当時より、地域で学校を大事にしていこ

うという機運があったとみられる。地域の方々

が3代、4代にわたって本校に入学・卒業して、

地域との関係を深いものにしている。

(2)特色ある私学の取り組み

①ドリエモプラン

感動させようという教育。

②中高一貫課程および特別進学課程の独自性の

あるカリキュラム

2年前にコースを再編成し、1・2年生が改革

をして作ったコースとなる。Ⅰコース(進学)、

Ⅱコース(進学)、Ⅲコース(普通)に分けて行っ

ている。中高一貫課程は先取りカリキュラムを

行い、特進は、分割授業を多く入れ、ニーズに

合う大学に進学する為のカリキュラムを取り入

れている。

③進学教育の強化

中高一貫課程、特別進学課程を充実させるた

め、様々な取り組みを行っている。特に、毎週

土曜日には大手予備校の講師を招いて授業を実

施している。また、東大受験専門塾を WEB 授

業で参加している。（参加資格あり）

④部活動の振興

部活動を奨励し、生徒の加入率は70％以上。

(3)家庭との連携

保護者会は各学年ごとに年1回開催している。

出席率は高く、欠席者は後日面談する。三者面

談も年に3回程度行う。

(4)地域との連携

地域の声を聞くために地区ごとに懇談会を開

いている。また、地域奉仕活動として、年に1

回、土曜日に地元の地区でボランティア活動を

行う。さらに、保護委員会を保護者と教師で組

織し、列車指導やパトロールを行う。

(5)各部の保護者会の開催

部活では保護者会総会を開き、顧問・管理職

が参加し、保護者と密接な連携をとる。

(6)生徒募集活動

負担軽減のため、本校独自の特待生制度を設

けている。S 特待(授業料等全額)、A 特待(授

業料等半額)を学業、スポーツで行っている。

また、併願者(特進のみ)には入学金分納制を行

っている。

入試はＡ(特進・推薦)・Ｂ(全課程・推薦)・

Ｃ(全課程・一般入試)の3日程で行う。

また、近郊中学校に4・7・10月に訪問しＰＲ

や入試説明等を行う。その他、部活動顧問の中

学校訪問、中学生体験入学を実施している。

(7)教員の資質向上

Ａ．研修

教員の質を上げることは学校発展の大きな要

因であるということで、校内研修は、全教職員

が年2回行う。外部研修は50歳までの教職員は

年に1回必ず行っている。初任研、10年経験者

研修は日私教研で行っている。また、中堅教員

研修を1年に3人程度、㈱ヒューマンリンクとい

うところで行っている。

Ｂ．校内研究授業

主要5教科の授業を予備校の先生を招いて参

観してもらっている。

また授業アンケートを実施している。

○今後の課題

(1)少子化社会での定員の確保。特に特別進学

課程と中学校の定員の確保をどうするか。

(2)来年、中高一貫教育課程の卒業生を出すの

で、その出口の保障。

○今後の取り組み

今後の取り組みとしては、①文武両道をベー

スにした実績作り、②中高一貫課程と特別進学

課程の充実、③広報活動（中高）の充実（中学

校では小学校への広報活動をどうするか、高校

では成績優秀な生徒の勧誘をどのようにするか

が課題）、④入試選抜方法の見直し、などがあ

げられる。
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「本校のいままでよりこれから」

（新潟）帝京長岡高等学校 教 頭 小 泉 眞 澄

○学校紹介

本校は新潟県中越地区にあり、明治41年に

長岡女子技芸講習所として創立された。その

後数回の校名変更や男女共学化を経て、平成3

年から帝京大学グループに入り、帝京長岡高

等学校と改称された。平成11年に中学校を併

設したが、現在は募集を停止している。

帝京グループは大学から幼稚園まで、全部

で39校あり、その中の海外キャンパスの一つ

がロンドンにあるが、今年から語学研修で行

くことになっている。また、大学、短大、専

門学校は高校時代の成績によって入学ができ

る無試験入学制度がある。

本校の建学の精神は、「努力をすべての基と

し、偏見を排し、幅広い知識を身につけ、国

際的視野に立って判断のできる日本国民を育

成する。」ということであるが、この「努力」

がキーワードとなっていて、今回のテーマで

ある「いままでよりこれから」につながるも

のと思っている。

設置コースはすべて普通科で、その中に普

通・進学・特進コースを設けている。

現在の生徒数は、1年392名、2年291名、3年

254名の937名が在籍している。定員は360名で、

1年のみ定員を超えている。

普通コースは、進学と就職に対応。進学コ

ースは系列大学を含めた進学に向けたコース。

特進コースは国立大・難関私大を目指すコー

スである。

平成23年度の進路状況は、24％が大学進学、

50％が短大・専門学校、26％が就職等である。

大学への進学は系列大学が3分の2、その他の

大学が3分の1である。

入学者数は、平成6年をピークに、年々減少

し、最近は横ばい状態である。充足率(入学者

数／定員)は平成6年までは100％を超えていた

が、それ以来100％にはなかなか到達できず、

平成24年度にようやく定員を超えることがで

きた。

○新しい試み

現在の校長が平成19年に就任し、次々に新

しい試みを始めた。

まず、①カバン、ベルト、通学靴を指定し

た。②万引きは原則退学とした。③学習目的

を明確にするため成績基準を明確化した。④

制服を改定した。⑤新入生オリエンテーショ

ンを始めた。これは入学式の翌日から2泊3日

で実施。高校生活を知り、本校を知り、仲間

を知る。時間厳守、基本的生活習慣を身に付
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けることを目的としている。職員に対しても

互いに話し合いの場となり好評である。今年

度より⑥英国語学研修を行うことになってお

り、36名が参加する。語学の勉強とイギリス

の文化に触れることを目標にする。

○校長の姿勢

①「やりたいことはどんどんやれ。ほとんどの

ことは反対しない」

教員が尻込みをしてしまうほどであったが、

最近はいろいろなことを積極的にやらせていた

だいている。

②「事前の報告は必ずせよ」

知らなかったことは責任は取らないから必ず

事前に報告せよと言われている。

③「ダメなことはダメなんだ」

万引きは退学といったように、「素行が悪い、

品行が悪い、成績が悪い」と言われないように

せよと言われている。

④「心は熱く、頭はクールに」

情熱を持って、かつ冷静な判断をせよという

ことであるが、教職員と生徒に常に言っている。

⑤「1×100日の生活」

1日に一つでもいいから何かをやろうという

ことで、それを積み重ねることが努力であり、

「0×100日の生活を送らない」ようにと言って

いる。

⑥生徒が良いことをすると、褒める。

生徒が良いことをすると、全校集会などで、

小さいことでも必ず褒める。生徒にとっては自

信がつく。

⑦生徒を常に思いやる。

毎朝、校門に立って、生徒と挨拶等をするこ

とを楽しんで行っており、生徒にも伝わってい

る。校長室のドアは常に開いており、入室は自

由である。

⑧「教員が楽しい学校でなくて、生徒が楽しい

わけがない。」

職員にも楽しくやって欲しいと常々話してい

る。

以上のように、非常に開放的で、明るく、積

極的な考えでやってきて、その考えが徐々に職

員にも受け取られ、教育改革ができているおか

げで現在の本校があると考えられる。

○本校の現在

現在は大半の生徒が「学校が楽しい」と言っ

ている。また、挨拶の励行が浸透し、学外の方

からほめられることが多い。遅刻についても以

前は100名近くいたが、平成24年度は0.7％とほ

とんどいない。

オープンスクールに参加する中学生も年々増

加している。以前は、一度も学校を訪問しない

で入学してくる生徒が多くいたが、現在は、オ

ープンスクールで見学して、志願してくる生徒

も多くなった。

○今後の課題

本校はイメージチェンジがやっと浸透して

きたところであり、まだまだこれからといっ

た段階である。地域からの支持を継続してい

き、さらに進学実績を上げていかなければな

らない、ということが今の課題となっている。

しかし、冒頭からのキャッチフレーズ「い

ままでよりこれから」の精神で校長と共に職

員一丸となって挑戦していきたいと考えてい

る。
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岩手中学高等学校 校 長 村 井 伸 吾

第60回全国私学教育

研究集会岩手大会・私

学経営部会は「少子化

時代に対応した私学経

営のあり方」を研究テ

ーマに据えました。岩

手では、少子化に加え、

就学支援金制度によっ

て私学に在籍する生徒

の保護者の経済的負担

が軽減されたものの、公立高校の授業料無償化に

よって公私間格差は依然として存在しており、経

済的理由による「私学離れ」も懸念されています。

このような社会情勢の中で、各学校は「建学の精

神」の根幹を損なうことなく、魅力ある学校に進

化・発展し、生徒、保護者、地域のニーズに応え

ていくためによりいっそう経営努力を続けていか

なければなりません。

最初は、東京女子学園中学高等学校理事長・校

長の實吉幹夫先生からの「明日を築く私学教育と

学校経営―国の改革動向を見据えて―」という演

題による講演となりました。国の教育に関する施

策について、中央教育審議会等への対応など詳細

にわたるお話がありました。教育における「人材

育成」について、全体会での作家高橋克彦氏によ

る記念講演「和のこころ」と関連づけて、「もし

人が財産だとすれば人材ではなく人財とするべき

ではないか」との思いを述べられました。實吉先

生がいかに日ごろから、人を大切に思っておられ

るかということが伝わってきます。また、全国学

力学習状況調査については、文化学園大学名誉教

授の野原明先生から、調査結果の分析により自ら

考えられる力をつけることが重要であるというお

話をいただき、我々の授業の中でもＢ問題にも取

り組むことのできるような工夫と、思考力・表現

力を伸ばすことの必要性を感じました。

次に学校法人岩手医科大学理事長・学長の小川

彰先生によります講演「厳しい時代だからこそ期

待される私学教育」では、大学の紹介、私学の建

学の精神の重要性、少子化問題や学習の仕方、消

費税などについて、大学・病院の経営という立場

から貴重なお話をいただきました。特に、少子化

は避けて通ることのできない問題であることはも

ちろん、ゆとり教育や大学全入時代を背景とした、

studyskills の未成熟や精神的・社会的未熟な学

生の増加という問題も、そのまま私たちの抱える

共通の課題であるのではないかと実感しました。

また、国の教育支出などについて他国と比較して

決して満足のいくものではなく、教育体制全体の

改革が必要不可欠であるとの強い主張、「日本に

は資源がない。人が資源である。人をつくること

が日本の将来を支える。」「教育と医療が滅びれば、

国は滅びる。教育は将来の日本をつくる基盤。医

療は平時の安全保障。」という小川先生の力強い

発言は、今でも忘れることのできないものでした。

つづきまして、本県総務部法務学事課私学・情

報公開課長、鈴木敦氏より「岩手の私学振興」と

いうテーマで、岩手の私学の現状、私学振興の課

題、今後の取り組みについて報告がありました。

その後、光星学院高等学校校長の橋場保人、学

校法人石川高等学校教頭の国分秀晃、帝京長岡高

等学校教頭の小泉眞澄の各先生から、研究発表が

ありました。それぞれの学校がもっている教育方

針、建学の精神を大切にしながら、少子化対策と

して、さまざまな新しい試みが紹介され、これま

で他校との交流が少ない私たちにとって、大変貴

重な場となりました。

最後に、長時間にわたる研修会ではありました

が、部会に参加いただきました先生方、講演・発

表をいただいた先生方と関係各位に感謝申し上げ

るとともに、本大会で得た情報を各学校に持ち帰

り、学校改革の一助となることを祈念いたしまし

て総括とさせていただきます。ありがとうござい

ました。
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1 研究目標 新学習指導要領と私学がつくる魅力ある教育課程

2 会 場 ホテルメトロポリタン盛岡 ＮＥＷ ＷＩＮＧ

４階メトロポリタンホール（東）

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 講 報 研 研 研 部
会 究 究 究 会

10月12日 開 昼 食 発 発 発 閉
会 表 表 表 会

付 式 演 告 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 水沢第一高等学校 校 長 滝 澤 昭 弘

講 演 Ⅰ 演 題 「新しい時代の魅力的な学校を創るためのカリキュラムの開発」

講 師 早稲田大学教育・総合科学学術院教育学研究科

特 任 教 授 水 原 克 敏

報 告 テーマ 「中央情勢報告

―最近の教育改革の動向および私学団体の活動について―」

報告者 一般財団法人日本私学教育研究所 所 長 中 川 武 夫

研究発表Ⅰ テーマ 「多様な生徒に対応した魅力ある新教育課程の編成」

発表者 (宮城)東北生活文化大学高等学校 教 頭 吉 田 実

研究発表Ⅱ テーマ 「学校の特色を活かす教育課程づくり」

発表者 (山形)山 形 学 院 高 等 学 校 教 諭 佐 藤 圭 一

研究発表Ⅲ テーマ 「建学の精神を具現化する新教育課程づくり」

発表者 (福島)郡山女子大学附属高等学校 教 諭 平 文 敏

部会閉会式 総 括 岩手中学高等学校 校 長 村 井 伸 吾

専門委員長挨拶 学校法人鷗友学園 常務理事 清 水 哲 雄

閉会のことば 花岩手女子高等学校 校 長 佐 藤 章
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5 運営委員

委 員 長 滝 澤 昭 弘（水沢第一高等学校 校長）

副委員長 佐 藤 章（岩手女子高等学校 校長）

委 員 浅 見 剛 文（岩手女子高等学校 副校長）

藤 沢 美 穂（水沢第一高等学校 教頭）

藤 村 潔 子（岩手女子高等学校 教諭）

熊 谷 忍（水沢第一高等学校 教諭）

民部田 里 美（岩手女子高等学校 教諭）

櫻 井 敬（水沢第一高等学校 教諭）

千 葉 翔（岩手女子高等学校 教諭）

小 野 明 希（水沢第一高等学校 教諭）

6 専門委員

委 員 長 清 水 哲 雄（学校法人鷗友学園 常務理事）

委 員 助 川 幸 彦（芝中学高等学校 前校長）

山 本 与志春（青山学院中等部 部長）

大多和 聡 宏（開星中学高等学校 理事長・校長）



- 99 -

「新しい時代の魅力的な学校を創るための

カリキュラムの開発」

早稲田大学教育・総合科学学術院教育学研究科 特任教授 水 原 克 敏

講師紹介

水原克敏先生は宮城教育大学、東北大学大学

院で学ばれ、教育課程、教授法、教育学のオー

ソリティーであります。東北大学では、教育内

容講座教授を皮きりに、いくつかの講座におけ

る教授を歴任なさっております。学内では、大

学評議委員、総長特任補佐、教育学研究科副研

究課長等々、歴任なされ、各種の学会でご活躍

であります。日本学術振興会等々、行政の各種

委員を務め、教育学をリードなさっている先生

であります。現職は早稲田大学、教育総合科学

学術委員、教育学研究科特任教授であられます。

早稲田大学の水原と申します。よろしくお願

いいたします。

資料のほうは、全体の話をしていくパワーポ

イントが1部と、それからあと、国公立中心の

もので恐縮ですが、カリキュラム改革が、先端

的なところでどのように行われているか、8枚

ほど裏表で刷って参りましたので、ご覧いただ

ければと思っております。

昨年まで私は東北大学におりまして、ご覧の

ように、地震でだいぶやられました。私の研究

室には、部屋の両側にきれいに本が並び、真ん

中にテーブルがあったのですが、私はこのテー

ブルの下に居ました。本に埋もれてました。た

だ、真ん中にちょうどテーブルがありましたの

で、そのテーブルの下に、隠れて、何とか事無

きを得ましたが、そのテーブルがつぶれたら、

首の骨が危ないかなというような感じで、もし

かしたら、ここで命を失うのかな、まさかそん

なことは、と思いながら、揺られていましたが。

とにかく、コピー機の高さまで本がいっぱいに

なって、その下に自分が居るというふうな状況

で、手足は動けないで、逃げようがないという

感じでした。家のほうもやられましたので、防

災教育を何とかしなければと本当に思います。

終わったあとが大変でした。やはり水。水が欲

しいという、1人2リットルという配給がありま

したが、それだって、3日ぐらいしてようやく

自衛隊とかいろいろ動いて、ようやく3日目あ

たりから配給になりました。まず、水をもらい

に行く容器がないということが大変です。もら

いに行っても、その水を5人分なら5人分の水を

手に持って帰って来る。これが大変で、マンシ

ョンなどで暮らしてる人で、高い階に暮らして

る人は大変だと思います。水がとにかく欲しい。

それから、雨が降ったときに雨どいを壊して、

その雨どいの水をためて、お風呂にぶち込んだ

というようなことをしました。今にしてみると、
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そのお風呂に入れた水は、恐らく原発の、汚れ

た水だったのではないかと思っています。仙台

と福島のちょうど真ん中あたりに住んでいるも

のですから、約70キロくらいの距離です。留学

生は80キロ圏内逃げろというような通知が出

て、もう逃げてしまってる。私は70キロ圏内に

いるけれども、どうしたものかなと。政府のほ

うはそのような通知は出してないけど、留学生

はもうみんな逃げてる。そのような状況で、た

だ事じゃないなと感じました。

でも、地震になったときに、これはどこの地

震かなと最初は考えました。「どこって、自分

が受けてるだろっ」と思うかもしれませんが、

もしかしたら関東大震災で、その果てで、私は

宮城県でやられているのか、それとも、私たち

宮城県だけがやられてるのかなと思いました。

もしも、東京が生き残ったら、きっと助けに来

るだろう。でも、東京が壊滅してるならば、大

変なことになるなと。一体、今どこで起きてる

地震なのかなと考えました。そのあと停電です

から、事情が全然分かりません。ほとんど、情

報入らない。まして、津波が来てるということ

も分からない。ということで、情報が入らない

まま、確か20日間ぐらい電気も来ませんでした。

電気が来ないということは、すべてが動かない

のです。例えば、ガソリンが手に入らない。道

路もきれいにできないし、車も通れない。何も

かもがそこで止まってしまうということで、と

にかく、水が欲しい。それから、何か手に入っ

たら、それは何とか口に入れて食べるというよ

うな、お菓子だろうが、何だろうが食べるとい

うような、私は宮城県の田舎に住んでますから、

物置を開ければ、玉ねぎ、きゅうり、トマトな

どが転がっているのですが、これが都会だった

ら、大変だなと思っています。今、早稲田に通

っていますので、東京でやられたらどうしよう。

どこを開けても何一つ余分な物はない。田舎な

ら余分な物が何か転がっているのですが、それ

がないので大変だなと思っています。とにかく、

水を何とかしなければなりません。

今後のためには防災計画、あるいは防災カリ

キュラムを入れなければいけないと痛切に感じ

ています。可能ならば、本当は子どもと親を一

緒にキャンプさせる。最初は、学校のグラウン

ドでよいので、そこに、みんな1泊、あるいは3

泊、1週間というようにして、できれば、電気

も水道も止めて、そこに家族で宿泊合宿をする

という練習があったらいいなと思います。最初

は学校の、慣れていなければ学校の体育館、次

は外へ出す。その次は、またさらに野山に出す、

海辺に出すとかいうようにして、徐々に広げて

いけばいいのですが、そう簡単じゃないですよ

ね。子どもたちを泊めようとするといろいろな

症状が出て来て、救急車を呼ぶというようなこ

とが、たぶん起きるでしょうから、面倒くさい

ですね。学校としては関わりたくない、おたく

の勝手にしてくれということであるかもしれま

せん。学校の中にいかにして、そういうカリキ

ュラムを入れたらいいかということが課題かな

と思います。

ところで私のやっている実践の紹介ですけれ

ども、東北大学でやっていた実践で、数年前に

呼ばれた時も少し紹介していますけれども、こ

れはオウム教の事件が起きて、子どもたち、学

生たちが自分づくりに苦しんでいるなというこ

とを直感したものですから、私は「自分」とい

う授業を大学1年生を対象に行いました。大学1

年生の時に、自分を語り合う授業。やはり、何

か自分について、あるいは人生について語り合

う深さが足りないなというのが、私の直感した

ことでした。だから、いかがわしい宗教に引っ

張られていく。本当は、青年を預かっている私

たち教員に、いろいろな相談なり話し合いをし

てほしいのですけれども、そこには来ないで、

いかがわしい宗教に引っ張られるというのは、

反省も含めて問題があると思いました。何か、

それに応える実践をしなければと思ったわけで

すが、それで考えたのが、何か学問そのものよ

りも、人生について深く語り合う、そういう機

会を持つことが大事なのではないかと思い、「自

分」という授業を行いました。これは少し怖く

てですね、教えるものは何もない。何もないの
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ですけれども、学生たちと語りたいということ

で、学生たちを講師にする。学生にこの4年間、

どう過ごしたかを話してもらう。あるいは、教

員に青年時代どんな挫折と苦しみと克服があっ

たのかを話してもらう。あるいは事務官に話し

てもらう、あるいは卒業生に話してもらう、あ

るいは、社会で活動してる人に話してもらう、

可能ならば、なるべく普通の人を呼んで、普通

に青春時代がどのように過ぎていったのかとい

うことを話してもらう、という仕方でやりまし

た。結構な人気で、最初20人ぐらいの席でした

が、最後は300人ぐらいになっていました。そ

の授業記録は本にして、「自分」という東北大

の出版会から出しました。授業記録そのものを

出版しております。学生たちの感想文も入れて

いるものですから、むしろ、講演者の話よりも、

それを聞いた学生たちの感想のほうが面白いか

もしれません。人生いかに挫折し、いかに克服

して、いかに自分を組み立てていったのか、し

かも、その4年間をどう見通したらいいのかと

いうことを、ぜひ聞かせたいなと思いました。

ただ、大変だったことは、毎回毎回、その講師

になる人を呼んで話をするわけですが、そのと

き、どこまでその人が本音を話すか。話さない

場合にこちらで切り込んでいって、引き出すこ

とが課題です。それは、人生対人生の対決みた

いなところもあります。これが本当に難しい。

相手が話したときに、「それ、嘘だろう、そん

なことないだろう、そんなわけないじゃないか」

というようなことを追及しなければならないわ

けですから、それは私の人生観でもって相手と

闘うということになりますので、もしかしたら、

こちらが間違ってるかもしれない。そのような

ことを恐れながら話していました。

学校に偉い人を呼んで講演を聞かせて、これ

が子どもたちの感想文ですといって、見せても

らうことがありますが、本物の感想文じゃない。

要するに偉い人の話をそのまま聞かせて、儀礼

的な感想文があるだけです。立ち会った教員は、

その話した人の内容を砕いて、みんなが食べら

れるようにしなければならない。だから、話が

おかしければ分からない。その話、おかしいじ

ゃないかということで、みんなが、食えるよう

にしなければならない。それをしないで、立派

な話を聞いて、ノーベル賞の話を聞いて、そし

てノーベル賞はありがたいという、挨拶をする

ような司会進行ではダメで、それはどういうわ

けなんだというようなことを追及しなければい

けない。

そういうことを毎週、呼んだ人の人生につい

て、どうなんだというようなことをやらなけれ

ばいけないというところが大変です。もしかし

たら、自分の人生観そのものが、間違っている

かもしれないという恐れを抱きながら、問いを

発してる場合があります。しかも、課題提供者

はみんなの前に向かったときに、前の晩までは

話そうと思っていたのに、会場に来ると怯んで

しまって、「悲しかったです」、「楽しかったで

す」という一般的な話になってしまいがちです。

そこをまた引っぺ返して、本当はどうなんだと

いうようにしなければいけない、そこが難しい。

しかも、プライバシーのギリギリまで迫る。話

せないものは話せないで仕方が無いのですが、

本当は何なんだという問題は出さないといけな

い。そういう仕方で、毎週苦労して作る。その

中身が良ければ、学生は次の週も来る。悪くな

ると次の週から来なくなる。だから、前の週の

成否が学生の集まりを決めていますので、毎回

真剣勝負をしなければいけない。しかも、失礼

にならないような質問で、かつ相手に切り込ま

なければいけない。そこが、難しいことでした。

人生とは何かということ、本当は何なのかとい

うやり方をいたしました。これはこれで、それ

なりに面白かったなと思っていますが、結構、

やるほうとしては苦しかったです。

その授業の一環で、5人ずつのグループで話

をさせるようなことを行いました。この5人ず

つ。200人、300人の5人ずつのテーブルを作る

のも、先生方ならばお分かりの通りで、何人グ

ループがいいのかというようなことで、やはり、

5人だと話が分かれない、6人だと、話が2つ3つ

に分かれてしまう。1つでみんなが話をするに



- 102 -

はどうするかということを考えると、5人グル

ープ。しかも、今まで聞いた話を聞いてどう思

ったかを話してもらうというような仕方です。

学生たちは1時間半程度話をして、「先生、こん

なに人生について話したことは本当にありませ

んでした」というようなこと聞いて、ちょっと

吃驚するといいますか、1時間半といっても、

正味1時間くらいしかないわけですから、その

程度でそんなに話をした気になっているという

のは、常々、それほど話をしていないんだなと

実感しております。

携帯やメールとかで自分が傷つかないような

仕方で話をして、通り一遍の、自分をごまかし

て話をしてるという現状にあるので、どうして

も面と向かって話をさせなければいけない。で

も、全国から集まった学生たちですから、お互

いを知らない分だけ話ができる。ですから、親

しい友達同士の集団にならないように、くじ引

きをさせるときにも、バラしてするように工夫

して配るというふうなこともいたしました。

オウム教の問題もありましたが、東北大学に

来る人は、他を落ちて、陸奥に島流しになった

と思う人も少なからずいます。私は宮城県の田

舎者ですから、東北大学は素晴らしいと思って

いますし、私の田舎町では4年に1人入るか入ら

ないかぐらいの難しいところです。でも、全国

レベルから見ると、東京大学や京都大学を落ち

たから仕方なく、陸奥に流されてきました。と

いうようなことで、6割くらいの人が第二志望

で入ってくるようです。普通の中高生から見た

ら、何をばかばかしいことを考えているのか、

せっかく頭がいいのに、人生を捨てているみた

いと思われます。そういう学生が結構多い。そ

れは、恐らくどのような大学に行っても、上が

あるから必ずコンプレックスを持っているので

す。本当は行きたかったのに、仕方なくここに

来た。それは東京大学に入った人でも同じで、

希望の医学部ではなかったとか、上を目指した

果てに破れて下に来てしまったと考えていま

す。本当は入ったところでどうするのかという

ことが、このあとの人生にとって大きいのです。

高校入試の15歳試験も大きい。15歳試験で人生

がかなり大きく分かれます。それも、すごく大

きいと思っていますが、18歳試験でまた分けら

れる。その中で自分をどうつくるのかというこ

とが本当の課題です。子どもたちが兄弟も少な

く、友達も少なく、本当の遊びも少ない中、本

当の接触が少ないというようなことで自分を見

つめさせる実践が大学でも必要なのですね。そ

れで、この自分づくりをどうするかということ

を課題として、大学で実践したということです。

それから、もう一つ、私の自慢話です。

カリフォルニア大学のバークレー校を見に行

ったときに、感心して、東北大学にも導入し、

ささやかなことを始めました。「スチューデン

ト・ラーニング・アドバイザー・システム」と

いうものです。学生が学生を教育するシステム

を始めました。授業でつまずいた、分からない

という学生がいると、質問を受け付ける学生た

ちがいて、勉強を支援するというシステムを取

りました。バークレー校では常時、300人ぐら

い集まっているらしいです。そこに50人ぐらい

のチューターを雇っている。学生の空き時間で

空いてる人をチューターに雇って設置してお

き、そこに分からない学生が、物理、化学、数

学等を勉強しに来る。東北大学でも物理、化学、

数学が分からなくて退学する人が多いのです。

高等学校は今、選択科目ですから科目によって

は履修してきていない。履修してきていない人

を入れたら、本当はそういう学生をきちんと面

倒見るのが大学のカリキュラムであるべきです

が、なかなかそうはいかない。大学教員は結局、

自分の思い通りの授業をするだけということに

なりますと、学生はテストが怖いというような

感じです。中学校時代の日本史、中学校時代の

物理、化学、数学、それを前提に大学に来て急

に学ぶといっても、そうは簡単にいきません。

ですから、辞める人が多い。それでどうするか

と考え、この方式がいいのではないかと思いま

した。大学教員が補習授業をしてくれるわけが

ない。まして、学生の実態に合うように授業を

変える気もあるとは思えない。それでは何がい
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いのかというと、学生による学生の教育がいい

のではないか。これに関しては、教員から疑問

も出ました。学生が本当に教えられるのか、間

違ったことを教えないかと。でも、多くの感想

文は「先生方よりも分かりやすい、本当によく

分かりました」と書いています。このようなこ

とで、物理、化学、数学等々中心に、今、展開

しています。約20から30人の学生、大学院生を

雇って、チューターとして設置してそこに1年

生が質問に来る仕方です。

そこには、暗い人や落ちこぼれの人が来るの

ではなく、大学に入って分からないことは素晴

らしいし、面白い。それは次のことをやって行

くきっかけになる。分からない人がいっぱい来

て、討論とか話し合いをして欲しいと考えてい

ます。ですから、なるべくゼミもおこそうとし

て、自主ゼミもおこそうと考えました。最近の

学生たちは自主ゼミをしません。ほとんど存在

しません。自主ゼミというのは、大学の授業の

ほかに、学生たちが自分たちで集まってやる読

書会のようなものです。自分たちで読書会のよ

うなことをやるサークルがいっぱいあるので

す。結局、学生が身につくというのは自学自習

をどこまでするかということです。自学自習し

ないものは身につかない。自学自習をどうやっ

て身につけさせるかということです。だから、

学生同士が話し合うとか、あるいは学生がみん

なで勉強会をしあうという、そういうものを作

れないかと考えました。なんとなくコソコソと

来て、「退学しようか相談したい」とか、あそ

こに行くともう終わりだとかというような場所

ではなく、そこに行ったら、分からないことは

面白いことだと感じさせる場にしたいのです。

ただし、宿題の解答を教えることをここでやっ

てもらうと困るので、そこは考え抜いてやって

います。そのようなシステム、スチューデント

・ラーニング・アドバイザー・システムを行っ

たということです。

このシステムを、カリフォルニア大学のバー

クレー校で見たときに、これを東北大学でもで

きるのではないかと思い導入しました。

このシステムでは棚にいろいろなもの、連絡

事項等を入れたりし、学生は予約を取って、そ

のチューターと会うというシステムです。そこ

で、学校で学んだことを教えてもらう。学生か

らすれば、1年、2年、3年の時にどうやって自

分の苦難を乗り越えたのか、その方法を教えて

くれれば、次の若い人も超えられるわけです。

それは、本当のことを教えなくても、取りあえ

ずテストにパスする仕方を教えてもらってもい

いわけです。そういう仕方でもいいから、とに

かく助けてあげて、自信が持てるということに

なればいいと思いました。

バークレー校では、大学に入ったばかりの1

年生たちがサークルを作って、研究成果を廊下

に貼り出しています。「この研究は素晴らしい

から奨学金をあげましょう」とか。そのグルー

プにお金を出して、もっと研究させようとして

います。だから、学生たちが自分たちでサーク

ルを作って、自分たちでなんか勉強会をする。

そして、そこで何かを研究して発表する。それ

を褒めてあげるというシステム。このようなこ

とが、アメリカで行われていて、日本にも導入

しなければというようなことで、自分の大学に

導入した経緯があります。

これは、一定のエリート校の実践で、なかな

かそう簡単にいかないということもあります。

今の学生たちにどうやってコミュニケーショ

ン能力をつけて、そして自分を語り合って、か

つ自分たちで勉強するようになることが本当に

課題です。受験の偏差値だけにとらわれて、自

分をダメにしていく学生が多いです。以上が私

の自己紹介であり、自慢話ですが、大学教員も

教育実践報告をしたらいいと思っています。実

践報告を本にして（『自分』）、授業をした通り、

話をした通りを書いています。教員ならば、や

はり自分でこれはいい授業だというのを作った

ら、実践記録を残してほしいと思います。人生

30年、40年かけてようやく作り上げた実践、こ

れを世に問うという仕方で出すのです。我々研

究者はその実践記録を見て、こういうふうにす

るといい実践記録ができるなど、いろいろなタ
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イプの先生方の授業が分類できます。そこには、

優れた実践の原則が盛り込まれています。これ

を研究者は研究するわけです。実践者は、実践

そのものを本気でやる。だから、私も大学教育

の実践者として、大学教育の実践を本気でやる。

誰かがそれを批判的に分析して、ここがおかし

い、あそこがおかしい、あるいはこんな原則が

あるとかないとか、それを対象に研究する人が

やってくれればいいでしょう。とにかく、実践

の事実がつくり出されない限りは研究は進まな

いです。そういう意味で、各学校レベルでここ

までやったという事実、それが欲しいなと思っ

ています。前置きが長いですが、ぜひ参考にし

てもらえたらと思います。

本論に入りましょう。今日は新しい学習指導

要領がどういう構想に基づいているのかという

ようなことをお話します。国公立中心の資料で

恐縮ですが、どのようなカリキュラム開発が今

展開しているのか、その若干の紹介ができたら

と思っています。

私は文科省でカリキュラム開発を審査する委

員をやっておりまして、全国から学習指導要領

の枠を超えて、こんなカリキュラムを作りたい

という提案に対して予算を付けるようなものが

あるのです。そこで審査をしているわけです。

本当に応募する件数が少ないです。高等学校に

関しては、去年は15件くらいしか出てない。ま

だ今年は始まっていません。15件くらいしか出

ないというのは少し驚きです。各県1校ぐらい

は出ると思ったら、1校も出ない県もある。皆

さん、改革疲れで、さらなる改革、もうたくさ

んだというようなところが現実なのかもしれま

せん。この日本の教育、小学校から高等学校ま

での教育について、大学も含めてどうしたらい

いのかということ、これは、次の学習指導要領

はこうすればいいのではないかというような提

案にまでつながるような実践があったらいいな

と思うわけです。空理空論で作るのではなく、

開発校の実践を踏まえながらやっているわけで

すがなかなかうまく出てこない。

学習指導要領の歴史は、だいたい皆さんご存

知かと思いますが、10年に1回進んでいる。昭

和22年、昭和33年、昭和43年、昭和52年、平成

元年、平成10年、平成20年の10年ごとです。こ

れは私に言わせれば、日本の国民を、日本の青

少年を、10年後、20年後にどうしたらいいかと

いう青写真でもって、そこに構想を入れ込んで

いる。青年にあるものをインプットすれば、相

応の資質が出来上がる。それは、10年後によう

やく出来上がって来る。例えば、コンピュータ

ーが必要だ。コンピューター教育が始まったの

は1998年です。平成10年の学習指導要領です。

実際は2003年までに実施です。ごく最近です。

でも、コンピューターが本当に必要になってし

まってから人材づくりをやると、10年後しか出

てこない。本当に日本はコンピューター教育が

遅れています。留学生などはかなり使いこなし

ています。でも、日本の高校生、大学生はすご

く使い方が貧弱です。教育のプログラムが弱い。

本当は10年、20年前に将来を見越して計画すべ

きだった。必要になってしまってから、慌てて

学習指導要領に入れ込んでも、その人材が出て

来るのは10年後、20年後です。だから、学習指

導要領は、このあと10年後、20年後、日本の未

来にとって何が必要なのかという構想の元に、

いろいろなものを入れ込んでいくことが役割で

す。これがうまく当たると、日本丸がうまく離

陸して、すごいスピードで飛べるわけです。こ

れが失敗すると墜落してしまう。そういうこと

で、10年ごとに改訂しているわけです。

今回、2008年と2009年に小中高等学校の学習

指導要領が改訂されました。カリキュラムの研

究をしている私から見ると、「ゆとり教育」に

転換したのが1977年。だから、ゆとり教育から

見ると、第4ステージです。1977年に「ゆとり

教育」、そして1989年にゆとりがあるだけでは

なく、そこに「新しい学力観」がなければダメ

なのではないか、「新しい学力」を持ったゆと

りが必要であるということ。さらに新しい学力

を持って、ゆとりを持って、今度は「生きる力」

まで持つにはどうしたらいいかということが平

成10年です。それで「生きる力」を持たせるた
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めにさまざまな試行錯誤をする。その結果、学

力が下がった。総合学習が悪い、学力低下に対

して対応するということで、2003年に「確かな

学力」政策を打ち出してくれといって、学力を

上げる時間数設定など、歯止め規制を削除する

とかいうようにやって来ました。ジャーナル関

係では、この平成15年以降、路線転換して、「ゆ

とり教育」から、学力路線へ転換したというの

が一般的な言い方です。学校でもそういうふう

に受け取られている人が多いかなと思います。

カリキュラム研究をしている者からすると、今

回の2008年、2009年の学習指導要領は「生きる

力」のバージョン2だと考えます。これは学力

が落ちないようにしたが、カリキュラムの構造

は変わってないという意味では、「生きる力」

のバージョン2、その熟成版というふうに私は

とらえています。ただし、一般的なとらえ方は、

今言ったように、平成15年から学力路線で、も

う総合学習は野垂れ死にというようにとらえら

れています。私は、文科省の構想自体は変わっ

ていないと見ています。

これは、英数国社理について、小学校の時間

数を見たわけですが、やはり1977年からだんだ

ん下がっている。つまり、高度経済成長するま

で、1970年台が高度経済成長の最高点ですけれ

ども、高度経済成長するまでは詰め込みで頑張

って一生懸命勉強時間も多くしました。私は詰

め込み時代の青年ですが、四当五落と言われて、

睡眠時間4時間なら合格。5時間眠ったら落ちる

ということで一生懸命、寝ないで勉強して、朝

起きると鼻血が顔に付いているくらい勉強をや

りましたが。それを授業で話すと、韓国人は

「今、韓国では三当四落だ」と言います。睡眠

時間は3時間です。

そのような時代に、日本の青年は世界一難し

いことを勉強しているんだ、勉強時間も世界一

だ、質も世界一高いのだと自慢していました。

これから日本はアメリカを抜いて世界一になる

んだ、だから頑張ろうというふうなことでやっ

ていた時代です。経済成長が終わりを迎えると、

そんなに学力と点数だけが人生の目的ではない

のではないか。豊かな人生こそ大事なのではな

いかというふうに変わって来て、「ゆとりある

充実した学校生活」を営むようにカリキュラム

を変えようと方針転換したのが1977年です。そ

のころはすごく評判は良かった。青白い青年、

精神的におかしくなった青年が出始めたので、

それを変える路線は素晴らしいと、これが1977

年の転換です。

1977年以来、中学校も英数国を見ると、上が

ったり下がったりしながら、徐々に下がって来

て、今回の改訂で英数国社理に関してかなり時

間を上げて来ました。何故、英数国社理なのか

と思いますが、世界の PISAテスト、世界の学

力調査などを見ると、やはり英数国中心です。

あるいは自然科学中心の学力を見るので、どう

しても、この5教科中心の体制になっています。

大学にいても、英数国の悪い人は能力の低い人

ですという感じの認識が一般的です。理科と社

会に関してはもう暗記中心の科目という認識に

なっている。大学に来てみると本当は理科社会

こそ科学の王様です。理科は自然科学ですし、

社会はその人文科学、社会科学でこれが大学の

ほとんどの実体です。英数国というのは道具の

教科です。でも、小中高までは、道具の教科の

時間がものすごく多くて、そこに膨大な時間を

かけて、毎日毎日、予習復習をして来ました。

他方、理科社会に関しては暗記科目で、時間さ

えかければパッと点数が上がる。本当はおかし

いのです。理科社会は安っぽい科目に身を落と

しています。本当は深い科学の教科です。だか

ら、そういう教科書と、そういう試験問題であ



- 106 -

るべきなのに、その試験問題が安っぽいです。

やはり、2、3日一生懸命やると、パッと点数が

上がる。英数国はいくら勉強しても、なかなか

上がらない。問題の洗練度が高い。それはどう

にもおかしな構造にある。本当は、科学の実体、

社会の実体は理科と社会です。あるいは技能4

教科もそうですね。他方、道具の教科は、あん

なに数学を勉強したのに、大学に入ってから1

回も使わないです。あの数学は、この頭のどこ

にあるのだろう。ものすごく時間をかけて、頭

に詰め込んで、どこかに固まってあるに違いな

い。もったいなかったという感じがします。も

っと有効な時間に使えなかったのか。だから、

このあとの将来を考えたときに、決められた時

間を何に使わせたら、いい青年ができるのか。

この課題を考えてほしいなと思います。私が大

学に入って最後に習った数学は順列組み合わせ

です。それで終わりです。別のことを聞きたか

ったです。今まで習った数学は何だったのか説

明してほしいのです。数学を専門にやってる人

からすると、あの小中高までの数学は本当の数

学じゃないんだと言います。であれば本当の数

学とは何だったのか教えてほしいなと思いま

す。私たちが何を勉強して来たのか教えてほし

い。意味を教えてほしい。意味も分からないま

ま、とにかく試験に出るのだから頑張れという

ようなことでやらされて来ましたが、意味も分

からないままやるのはもうたくさんだというよ

うな感じがします。私たちも含め、子どもたち

も含めて、こういうようなことをだんだんと強

く感じてきている。貧しいときは我慢できまし

たが、子どもたちも含めて裕福になって来ると、

意味が分からない勉強はしたくないというふう

になって来た。

そのようなことで、カリキュラムをどうする

かということになるわけですが、現在の子ども

たちの状況を考えると、まず、幼稚園段階から

かかわり合う力をつけようということです。今

の青少年も含めて、かかわり合う力がすごく落

ちているので、幼稚園段階からかかわり合う力

をつけよう。かかわり合う力は、まず、自分自

身とかかわり合う力。自分で自分をつくる、あ

るいは、自分の生活習慣をつくる。そういう自

分とかかわり合う。あるいは、自然や事物とか

かわり合う力。自然、事物を対象にです。

ただ、今の子どもたちはかわいそうです。私

の小さい頃ですと、本当に、毎日学校が終わっ

たら、川や田んぼや山に遊びに行くのです。毎

日、集団で遊びに行って何かをする。魚を捕る

とか、カエルを捕るとか、ウサギとかを追いか

けるとか、そういうことを毎日毎日やっていま

した。魚を捕るためにいろいろな工夫をする。

そういうことがない中で、バーチャルの世界だ

けで、本当にかわいそうだなって思います。そ

ういう自然や事物から学べる力、他人とかかわ

り合う力、他人から学べる力、そして、社会と

かかわり合う力、このかかわり合う力をどうや

ってつけるかということです。

幼稚園段階では、時間の関係で詳しく話がで

きませんが、上越幼稚園とか、神戸大学付属幼

稚園です。かかわり合う力というものを、資質

を何分割かして、そこにさまざまなサブ項目を

設けて、それに関してどのように成長したかを

一人一人のカルテを作りながら、先生が、伸び

るようにいろいろ環境づくりをしつつ、実践を

しています。幼稚園などは遊ばせているのかな

と思ったら、そうではなくて、やはり、きちっ

と子どもたちの資質、能力を分析して、その子

どもたちに幼稚園の段階でいろいろな芽生えが

起きるのです。研究であるから、芽生えという

ときに、認識等を何領域にも分けて、そしてサ

ブ項目がいくつもあって、20数項目、あるいは

30項目にもなるかもしれませんが、その項目に

ついて一人一人どういう発言をした、どういう

行動をした、というのをチェックしながら、ど

うやったらいいのかを考える。神戸大付属幼稚

園のそのかかわり合う力の実践見ると、彼らの

分析から言うと、4歳から5歳が切れ目で、5歳、

6歳に関してはつながっている。4歳と5歳の切

れ目が見えてきます。いろいろな芽生えが出て

来て、かかわり合う力が伸びているのであるが、

それが4歳から5歳になるときに、ずいぶん違っ
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てくる。認識が発達するならば、小学校は5歳

からが良いのかもしれません。5、6、7、8、そ

れで4年間で小学校という仕方があり得ますが、

子どもたちをきちんと精査すると何年生で分け

たらいいのかということが課題となって来ま

す。そのようにして、幼稚園段階では、かかわ

り合う力をつくって、さらに、幼少接続期にど

ういうプログラムを入れたら、子どもたちが小

学校にスムーズに行くかということで、接続期

の発達に関して分析する仕方。そういう仕方が

開発学校で見られます。

小学校に行くとき、そのまま丸ごとの幼稚園

から、今度は分化された各教科を学ぶわけです

が、そのまま行くのではなくて、生活科という

ものを通して、生活的な学びを通して、そこか

ら発展して、生活の側から英数国社理に発展性

をつなげていく。なぜ、そうなっているのかと

いう問いを生活の側から持たせて、各教科に入

っていく。生活科を導入することに関していろ

いろな議論がありました。ただ、子どもたちの

生活が細ってしまっていると考えると、学校で

入れ込む仕方を取らないと、学びの意味が確認

できない。そういう意味で必要です。言葉だけ

でいくら説明してもやはりダメです。生活的な

体験、細くなった生活体験。これと学習をつな

ぐ、それをどうするかということが課題です。

学校に入ったら基礎学力をつけるということ

は、もちろん当然ですが、自ら学び考える力を

つける、これが課題設定能力、解決能力。これ

がすごく衰えて来ているので、これをどうする

かということで、総合的な学習を入れて来た。

学校というところは文化を次の時代の人に伝え

る場所ですが、文化を伝えるときに、学校では、

どうしても算数のシステム、国語のシステム、

理科のシステムっていうようにして、知のシス

テム化されたものしか伝えようがない。文化全

体のモヤモヤしたものは、伝えることが難しい。

結局、縦割り教科で子どもたちに伝えていく。

では、それをどうやって総合的にするのかとい

うことが弱いです。試験が終わったら、バラバ

ラと剥げ落ちて崩れていきますので、その結び

方が難しい。道徳とか特別活動とかいうもので

結び方を教えてはいるのですが、先生方も子ど

もたちも、道徳なんか聞きたくないというよう

なことで、あまり学ばない。特別活動も、一生

懸命やっていますが、各教科とは分離している。

それから、各教科で学習した縦割りの知識がど

うやって子どもたちの中に総合化されるか、主

体的なものに転換して、生きたものになってい

くか、これをさせないとそのあと発展がない。

試験には受かったけど、あとはやる気はないと

いうようなことで、やる気を起こす、勉強して

いく、そういう力をどうやってつけたらいいの

かということで総合的な学習を入れて来たとい

う例があります。

総合的な学習は小学校3年から高校3年までと

いうことで、その場合に、第一に、学ぶことの

意味、これを確認してもらう契機にしたい。英

数国社理などの教科は、簡単なことを言うと、

国の都合で作った教科です。国がこのあと20年

後、30年後を見たときに、青少年をきちんとし

た労働者にしなければいけない。そのために必

要な資質を教科書にぶち込んで、先生方に将来

の労働者としての資質をきちっと作ってもら

う。そこで遅刻とかしないで、規則を守れる人

は立派な労働者になれるというようなことで会

社のほうも採用する、というシステムの中に入

ってるわけです。だから、そこでの学びは自分

にとってどれほど意味あるかというと、それは、

うまくいった人は、自分の出世につながるから

面白いけれども、3分の1以下の人はもうダメだ

となったら、つまらない。何のために勉強して

いるのか分からないというようになって来るわ

けです。そうすると、本当は成績のいい人も含

めて、そもそも何で勉強するのか、どういう意

味なのかということを確認できる契機が欲し

い。だから、総合学習で、自分で調べたいな、

おかしいなと思うことを入り口にしながら、社

会、あるいは自然の本質的な問題まで行きつい

てほしい。しかしそう簡単にはいかない。本質

的な問題まで行きつかないが、入り口から入っ

て、今まで習ったことを全教科を総合化しなが
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ら考えるということで何かをつかんでほしい。

そういうものとして、学ぶことの意味をまず第

一の意義に考えている。

それから、内容の意味、知識。調べたものが

全内容に対してどうなっているのか。例えば、

議会に関して関心がある。民主主義でなく、議

会制とか調べていくうちに、民主主義とか何と

か、本質的な問題があるわけです。警察署とか、

市役所とかいうものは、そういう中の一環であ

る。なぜそれは存在して、どういう意味なのか。

それと制度のシステムがある。そこまで全体系

を自分で確認する。そういうことで知の意味も

分かって来る。

それから、もう一つ大事なのは、問題解決の

方法、技術。何かを調べる、探求するスキルが

身につかなければいけない。これはよく批判さ

れる「這い回る経験主義」です。いろいろ調べ

回って、ドタバタした揚げ句に何の知識もつか

ない。スキルが身につかなければいけないので

す。調べる、発表する、討論する。その調べ方

に関しても、いろいろな調べ方がある。卒業論

文を書いたことがある方ならばお分かりかと思

いますが、ある種の調べ方を、きちっとやって

行く。そういうことをさせていかないと、ただ、

這い回っているだけになります。そのスキルの

体系をどう作るか。これが学校でない場合は、

何か調べろとか、やって来いと言っても、終わ

ったけど終わりっぱなしになる。子どもたちに

どういうスキルがきちんと身についたのかとい

うことを点検して、そして、どんなことでも、

どんな課題でも、調査、研究、発表、討論がで

きるという手練、手札が身につくといいますか、

そういうスキルを身に付けることが課されてい

るわけです。これがやはり、やってる学校とや

ってない学校とでは大違いです。やってる学校

は本当に大学のゼミ以上に、すごいです。ここ

まで調査、研究して討論して、本質的な問題を

追及するのかと驚きです。逆に、ここは総合学

習なんか止めたほうがいい学校だなと思うこと

もあります。そんなことよりも、各教科をちゃ

んとやったほうがいいなと。

それは先生方一人一人の力といいますか、少

し違っているのかもしれませんが、あまり教科

の基本的な力のない人が、総合学習に凝ったり、

あるいは本当に力のある人がやることができな

かったり、本当に力のある人こそ総合学習に取

り組んでほしいと思います。まだ未熟な人は、

やはり、基礎基本の教科教授の仕方をきちっと

型を身につけてほしいと思います。なかなか学

校の中でこれが根付かない。とにかく何か子ど

もたちが学んだことを活用して調べる、発表す

る、そういう仕方をできる能力があると大学に

入って来てからずいぶん違います。入って来て

学生がぼやくのは、「大学でこんな勉強をする

なら、小中高での勉強の仕方を変えるんだった」

とか、「あれは何だったのか分からない」とい

うことがあるわけです。つまりは、暗記暗唱を

する勉強法です。小中高までの勉強の仕方は、

ここで話したことを聞いていると、この話で何

が試験に出るかなと考えてしまいます。どう覚

えるかなど、すぐ暗記しようします。重要項目

を全部筆記して、それを全部項目で覚えようと

します。でも、私が狙ってるのは、そうではな

くて、私の話を聞いて、カリキュラムについて

考える力を持つことです。どうしたらいいだろ

うと。このようにしたい、あのようにしたいと

なることが大事な力であって、私の話したこと

を覚えてもらう必要はないわけです。どのよう

な構造を組めば、学生、生徒たちが考えて、突

っ込んで、本質的な問題を考えるようになるの

か、かつ、基礎学力も上がることが大事です。

そういうことで、新しい学びをさせようとい

うことで、文科省としては、そういう提案をし

た経緯があったわけです。

そして、ごく最近いわれてるのが、活用能力

をつけようということです。学んだことをその

まま覚えるのではなくて、いかに活用するか。

学校で、教科書で習ったことをいかにして学校

外でも活用できるようにするのか、そのことが、

学びの確認になるわけです。それができないと

学ぶ気がしない。だから、それをどうやって入

れたらいいか。教科書の架空の知識を架空のま
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ま暗記暗唱して、試験が終わったら忘れるとい

うことではやる気がなくなる。だから、架空で

ない知識にしなければいけない。これを最近の

流行りの言葉で言うと、真正の知識でなければ

いけないということです。

学力テストも最近はずいぶん変わって来て、

A型、B型が出て来ているのは、要するに、教

科書の暗記型の学力と、それを活用した学力と

の2種類、Aと Bに分けてやっているわけです。

OECD が21世紀の青年にとって必要な資質は

何だろうかということを、賢人委員会が検討し

て、結局この3つだと結論して、ここから PISA

テストが出て来ました。PISA の国際学力調査

は、この理念に基づいてテストが作られるとい

うことで、大変重要視されています。OECD

が出してきた、21世紀の青少年が持つべき力と

して、1つは「技術的に活動する力」。自己管理

能力があり、自分の生活や人生に責任を持って、

管理運営する力。2つ目が「道具を相互作用的

に用いる力」情報とか技術、スキルを自由に使

いこなす力。それから、3つ目が「異質な集団

で交流する力」。さまざまな質の違う、言葉も

価値観も違う人たちと交流できる力。これが

OECD が出して来た3つの力。キー・コンピテ

ィンシーです。コンピティンシーは、能力とい

うことですが、キーとなるコンピティンシー。

そして、自己管理する能力。それから道具を相

互作用的に用いる力。それから、異質な人と交

流できる力、この3つが21世紀の青少年に必要

な力だというのが OECD の出してきた力で、

これに合わせて PISA テストが作られていま

す。PISA テストは、学校教育の基礎基本を超

えた活用能力を問う試験で、日常生活で直面す

る課題に対する知識の活用の仕方を対象とす

る。これをリテラシーという名前を付けて、科

学的リテラシー、読解リテラシー、数学的リテ

ラシーとしています。もともとリテラシーとい

うのはそういう概念ではなかったと思います

が、全く単純な、基礎基本的な、3Ｒ的なもの

で使っていたと思います。

我々が学校で勉強するとき、学校に行ったら、

ものを考えないようにしようと決めています。

学校に行ってものを考えると、勉強が頭に入ら

ない。先生から習うことは本当は質問したいこ

とはたくさんある。聞きたいことがたくさんあ

る。疑問というのは、自分の生活から見て、あ

れはどうですか、これはどうですかと、いろい

ろ聞きたいことである。しかし、だんだん学校

に行くにしたがって、その質問をあきらめる。

学校に行ったら、教科書の頭になって、その教

科書を覚えるだけです。「何故」、「それでいい

のですか」と聞いてはいけない。そういう頭に

なると成績上がります。いちいち、こうじゃな

いか、ああじゃないか、それはおかしいなどと

思っていると、ずっと頭が別のほうに行ってし

まいます。「なにをボヤっとしているのだ」と

か注意されます。そんなことを考えないで、ど

んどん先生が言ったことを能率よくメモを取っ

て覚える。そうすると成績が上がる。そこに決

心が着くまで、結構時間がかかる。最初は自分

の実生活と学校生活との区分ができないから、

そのままの延長でずっと学校に通って、そのつ

もりで質問して、そのつもりでしゃべったりす

ると通じない。だんだん分かって来ると、それ

は本当はおかしい。つまらないことですけど、

私の個人的な意見で言うと、30㎝のリボンがあ

ります。それを7つに切ったら、1つ何㎝になり

ますかという問題を、大切なリボンを切ってい

いのかな、やる前に、お母さんに本当にやって

いいかどうか聞いてみなければいけないという

ことになる。架空の話なので、その前提で問題

を解けばいいのであるが、子どものほうはすぐ

生活のほうに引きずられて、「そんなことをし

ていいのかな」といふうになって来る。あるい

は、地球は丸かったというのも、あとでずいぶ

ん分かって、鉄腕アトムが出て来て、地球から

飛び立って、地球は丸いってそういうことだっ

たのかって、初めて分かったのです。僕は地球

は丸いって、当たり前だって思っていましたが、

まさか地球の上に僕らが立っているとは思わな

かったのです。そして、あれが逆さになって、

グルグル回っていて、ものすごいスピードで回
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ってる。その上に住んでいるなら、それは大変

なことだな、ふっ飛ばされるのではないかとか、

逆さになったら落ちないのかとか。落ちないの

は引力とか重力があるから。それはものすごい

力である。では何故歩けるのか。そのように、

いろいろ先生に質問してみたいことがいっぱい

あるわけです。そんなのは本当に無知だからそ

ういう質問になるわけですが、今でも科学者に

聞いたら、重力って今でも分からないそうです。

ただ、存在するから、その存在を前提に方程式

ができているようです。

授業を聞くと、一つ一つ疑問あります。自分

の疑問でいっぱい確認したいことがあります。

それはおかしいな、三権分立、何で三権だと良

いのか。教育委員会法を作るときには、四権分

立が構想でした。教育も独立して、三権分立で

はなく四権分立にすべきだ。教育は中立的な、

政治、経済、社会から独立して真理を教えるべ

きだから、四権分立にすべきだと。だから、地

方に教育委員会、中央に中央教育委員会を作っ

て、政権から分離して教育委員会を作る。これ

は四権分立の構想です。だから、何権分立が良

いのか。三権分立、四権分立、五権分立。では

警察権も独立させるかとか。でも、教えてもら

う時には三権分立だと決まっている。あとは、

「先生どうしてですか」、「何故ですか」と、そ

んなのうるさい疑問だと言われます。いちいち

やっていたら授業が進まない。先生はページを

進まなせなければいけない。だから、学校に行

ったら、そういうくどくどしたことを考えては

いけない。

でも、この PISA テストは違います。PISA

テストはそういうことを聞いているのです。ゴ

ミ問題に関する、あるいは落書問題に関する、

いろいろな感想を読んで、あなたはどう考えま

すかと。あなたは、この議論をどう整理して、

どうしたいと思いますというように。日本の青

少年は、読解リテラシーがすごく弱いというこ

とで、読解をどうするかということが課題にな

っています。従来は文章を解析する。それで、

そこに合理的な説明をするということでした

が、どうすればいいかという議論の整理をして、

こうやると良いという主張を立てることがなか

ったのです。この読解の勉強の仕方はどうすれ

ばいいのか。

我々はどうしても暗記暗唱で、ほかの国と勉

強の仕方が違う、例えばアメリカと比較すると、

太文字を暗記暗唱しようとしないです。中学生、

高校生の勉強を見たら、彼らは、歴史の授業で

も、中国をどうするかという観点から歴史を勉

強していました。つまり、中国に関する資料を

たくさん集めて、その観点から歴史にさかのぼ

ったりしながら、あの中国にどうしたらいいだ

ろうかという観点で勉強しています。我々は、

そういう勉強はしないです。むしろ、殷周秦漢

隋唐宋元明清の政治年月日、王様の名前を覚え

たりして漢字の書き取りを練習したほうがい

い。中国をどうするか。そんなことは、学校で

やることじゃないというようなことでやらな

い。何のために勉強するのかということが、意

味不明です。「これは試験に出るぞ、いいか重

要だぞ」「このプリント重要だぞ、丸付けとけ」

と。その意味で重要さは伝えられますが、何故

その教科は存在するのか、何故今教える科目は

大事なのか、その内容が何故重要なのかはあま

り伝えられない。先生方は本当は子どもたちに

教えようとしている内容がどれほどの普遍的意

味があるのか、どれほどの価値があるのかとい

うことを個人的に漏らすべきです。何故学ばな

ければいけないか。

話を戻しますが、新しい学習指導要領では、

各教科の基礎知識から総合的な学習に進むこと

を想定していますが、その場合に各教科の基礎

知識がいくらついても、いくら成績が良くても、

環境的な学習、総合的な学習につながらない。

これをどうするか。知識の活用を図ること、そ

の時間と内容を新たに入れて来たというのが今

回の改訂です。基礎基本を教えつつ、かつ、そ

の活用を図る。思考力、判断力、表現力、それ

がつくような活用能力を各教科でつけてほし

い。各教科でそれをつけるために、各教科で言

語活動を重視しよう。つまり、数学でも社会科
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でも答を言うときに、それを論理的にみんなの

前で説明してみせる。それに対して反論をする、

それに対して証明するとかという仕方を、美術

だろうが音楽だろうが体育だろうが、全教科で

言語活動できっちり証明する、説明するという

仕方を各教科でつけようということです。

21世紀は知識基盤社会だから、この知識基盤

社会を進むためには、知識の活用能力がなけれ

ばいけない。従来は、その基礎基本の知識、技

能、理解だけで試験していました。基礎基本の

知識があるか、技能、水泳ができるか。理解、

説明文が1、2行書けるかというところでテスト

をしてきました。しかし何かを探求するという、

探求的態度まではそこからはいかない。それを

どうやってやるかというと、その活用能力をつ

ける仕方で対処しようというわけで、そこに時

間を設定しました。

今回は三層構造で学力をとらえて、そこを重

視しようというのです。そうすれば、探求的態

度までいくのではないか。でも、どうしても試

験のほうは、基礎基本の知識、技能、理解とい

うレベルで行ってしまう。そこで、これをどう

変えるか。これを変えないと、新しい時代、21

世紀、日本が次の時代を担おうとすると、それ

はできないのではないか。国際的水準のリテラ

シーと、コミュニケーション能力の重視という

のが基本的な路線です。「生きる力」の路線を

継承したのは、OECD と PISA テストの影響

が大きい。本格的な TIMSS、および PISA な

ど国際的な学力調査に対応する学力づくり、外

国語教育が重視されたカリキュラム。世界の学

力テストで TIMSS というのは、穴埋めです。

日本の子どもたちは穴埋めのテストはすごく点

数がいいです。しかし PISAテストは点数が悪

い。点数が悪いといっても、世界で6番とか10

番で悪いというのでしょうか。すごく優秀だと

思います。オリンピックの入賞というのは、6

位とか7位でいいのではないでしょうか。1番で

ないとダメでしょうか。1番になろうとしたら、

すごく無理がかかって、心も体も歪んでしまう

と思います。リッチな国になったら、そのくら

いが当たり前だよというか、実際は、先進国で

は日本が1番ではないですか。欧米の国々で日

本を抜いて学力が高い国はないではないです。

抜かれているのは、台湾とかシンガポールとか

上海とか韓国です。本当に伸び盛りの小さな範

囲でやってるところは点数がいいです。一国全

体でそのくらいの学力の高さというのはすごい

なと思っています。社会の世論は学力が落ちる

と過剰に批判する。しかし、日本の学校は世界

的に優れた成績を上げてよくやったなと思いま

す。

次のステージでは違ったシステムを作らなけ

ればいけないということが課題です。要するに

国際的水準のリテラシー。先ほど言ったような、

追究する力を含めたリテラシー、活用能力を含

めたリテラシーとコミュニケーション能力。異

質な人とコミュニケーションをできる力。これ

も、島国の悲しさで弱いです。外国に留学させ

ようとしてもなかなか留学しない。これは、東

北大学でもそうですし、早稲田大学でもそうで

す。お金あげるから行ってくれ。10日間の交流

とか2週間の交流で、8万円出しますとか10万円

出しますとか言ってもなかなか学生は応募して

こない。もう、国内のほうが気持ちがいいとい

うようなことなのでしょう。なかなか応募して

きません。それから、留学生はいっぱいいます

が、留学生を日本は活用していません。留学生

たちに日本人たちと一緒のゼミに参加したらお

金を出すという条件にしたらいいと思います。

国内、学内での留学生との交流が弱い。留学生

はいるが、極めて個人的に存在して、個人的に

どこかに所属しているだけであって、全体の教

育プログラムの中にうまく活用されてないとい

う実態にある。やはり、国内での国際化があっ

て初めて、国外に行くということなので、そこ

をなんとかしなければいけないと思っていま

す。

コミュニケーション能力がすごく弱いという

ことはやむを得ないっていうか、今、なんとか

変えなければいけないということです。成績は

いいけれども、本当にコミュニケーションが下
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手。どうしてこんなに話ができないんだろうと

思うくらい下手です。書かせると本当にいい文

章を書きます。成績の良い学生たちは本当に書

かせるといいものを書く。でも、討論とか自分

の意見を表明することが本当に下手です。

それから、新しく出てきた方策は、教育課程

全体の道徳化。道徳はどうしたらいいですか。

本当に困ったなあと思っています。この次の時

代の道徳。政策としては、各教科でも道徳をや

れといいますが、これはかなり難しいのではな

いかと思います。どうやって算数、国語、音楽、

等々でやっていくのだろうと思います。関係し

ないことはないですが、とにかく、何らかの道

徳的資質を上げなければいけないということで

す。どうでしょうか。不満が出ますが、校則管

理主義でもって道徳ができますか。限界にきて

るのかなという感じがしているのですが、これ

を言うとすぐ、批判も出るし、いろいろ、大議

論になる問題ですが、従来型の社会とかけ離れ

た校則で生徒を縛ることでやる仕方というのが

本当にいいのか。社会のルールが学校のルール

だという仕方にして、もっと開けた形、あるい

は、国際的にさまざまな宗教、国々の人たちが

入っても可能なシステム、そのように開いてい

かないと、日本の青年自体が閉じられた資質の

中にいってしまうのではないかということが心

配です。新しい時代の新しい道徳気質とういう

のはどうやって作ったらいいのか。下手にやる

とみんな崩れてくる。もう崩れてしまっていま

すが、そこをどうしたらいいのか。まして、3

分の1くらいの青年が必要な人材で、3分の2は

不要な青年たち、就職もできない、ぼろきれの

ように使われて捨てられるというようなことが

おきると、恐らくものすごいモラルハザードが

起きてきて、夜間に歩けない日本になるかもし

れない。そういうことに向けた新たな人づくり

を考えないと危ないのではないかと考えていま

す。難しい局面に来ています。従来型の道徳教

育でいいのか、もう、先生方は道徳教育をやる

気もないし、子どもたちも聞く気もないという

ようなところで、どういう仕方がいいのだろう

か。それは、展望が見えないのですが、従来型

でいいのかというのは本当に疑問に感じていま

す。このような仕方でうまくいっているという

ご意見があればぜひお願いします。

寄宿舎みたいな形が、金がかかるけれどもそ

ういう仕方がいいのか、あるいは、先ほど言っ

た防災訓練のようにみんなで助け合う。苦しみ

を与えて助け合ってようやく何かを乗り越え

る、そういう仕方がいいのか。同時に学校の中

だけでの道徳ではもう駄目で、プライドの持て

そうにないさまざまな貧困な状況にある庶民が

どうやって生きてるのか、その中でも生きてい

くんだという力をどうやってつけるのか。そう

いう人たちや、社会との交友の中で、自然に学

び取るという人間の意地みたいなものを教えて

いく、そういうことが必要なのか。何かそのよ

うなことを考えさせられますが、ご意見があっ

たらぜひお聞かせください。

それから、中学校段階の改訂では、選択科目

を止めたことが大きいです。従来は、選択中心

でした。中学、高校も青年教育なんだから青年

期として選択的に生きていく。中学校段階から

選択科目をどんどん取りながら、生きていく仕

方を取ろうということで、中学校に選択教科の

時間数をかなり設定し、高校も設定するという

ことをやってきましたが、今回は、選択科目な

しということで、中学校はなくなって、高等学

校だけは選択科目を従来通り残してる。ただ、

高等学校に関しても、分からないのは、この前、

文科省に呼ばれて高校に関して何か意見がある

かと言われたのですが、必修科目の位置づけが

分からない。必修科目をずっと著書に書いてき

て、必修科目の歴史もずっと書いていますが、

必修科目がなぜ必修なのか。あの必修科目で日

本の青年あるいは世界の青年として共通教養は

いかにあるべきなのか。日本の青年はどういう

能力を持つべきなのか、必修としてこういうも

のを位置づけたのだという説明が欲しいのです

が、どうも説明が見えない。なぜ、あの科目を

必修にして日本の青年を共通に作ろうとしてい

るのか、それはどういう構想が盛られているの
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かどこにも書かれていない。

例えば、リベラルアーツとか、あるいは、5

つのコンピテンシーが必要だとか、何かそうい

う説明の元に、だから必修として、どんな道に

行こうとも共通の教養、共通の能力が必要だと

いうような話があって設定されるといいのです

が、それがない。少なくとも学校においてはそ

ういうことを掲げて、そのためのカリキュラム

の軸を作るべきです。そして、軸を作ってやっ

た以上は、その目的が達成されたかどうかをち

ゃんと評価をするということもやらなければい

けない。その場合は、何で評価するかというこ

とも初めから検討しなくてはいけない。何かそ

ういう高等学校の必修教科の位置づけが今ひと

つ見えない。

そして、他方、世界を見るとバカロレアと

WASK の戦いがある。バカロレアはヨーロッ

パの高等学校修了、大学進学試験、進学資格、

取得です。それから、アメリカ系は WASK が

ある。世界は今、バカロレアと WASK が戦っ

ている。なぜならば、世界の優秀な青年をヨー

ロッパに引っ張りたい、あるいは、アメリカに

引っ張りたいということで欧米とアメリカがそ

の優秀な人材の引っ張り合いをしている。自分

のところに人材を集めようとしている。とりわ

け、ヨーロッパのほうは、EC を作ったので、

大学を共通化する。共通した大学に優秀な人材

を世界から集めなければいけない。だから、バ

カロレアによるカリキュラムとか、試験をする

ことによって優先的にヨーロッパに入れ込むと

いう仕方を取る。アメリカはアメリカでアメリ

カに入れようとする。

だけど、日本の高等学校の必修教科をやって、

世界の有力大学に進学できますか。できません。

世界に通用しない。中国の留学生が日本のエリ

ート校と中国のエリート校を比較してどれくら

い違うのかを見たら、日本のエリート校は東大

一直線ですね。東大に何人入ったか。世界の有

力大学に入ってない。でも、日本以外のアジア

の近隣の国々は、皆、世界の有力大学に入って

いる。ハーバード、オックスフォード、ケンブ

リッジ、そこに何人入ったということで競って

看板にしてやっています。だから、世界に通用

する学力を作るということで、このごろ東京大

学も焦って国際化しようということで、9月入

学など半年の期間をおいて国際化させよとして

いますが、もう、国内向けだけの学力、そして

高等学校もそのつもりでやってるという仕方

で、だんだん世界に通用しない高校、大学にな

り始めている。やはり、高校が終わったら世界

の大学に行く、世界に進学するということが、

まさに今、世界的には展開してて、世界は人材

の奪い合いをしてる。でも、日本だけは日本で

完結するというやり方を行っているのです。そ

このところが大変問題ではないかと思います。

高等学校に関して、現在、共通性と多様性の

選択システムのバランスを取るようにしようい

うことが言われています。それから、週30単位

時間を越えて授業をしよう。これは多くの学校

がすでに行っている。今、74単位が法律上の修

了であって、毎日5時間授業をやれば75単位に

なる。でも、なるべく30単位を超えて授業をし

たほうがいいというようなことを出している。

すき間がある分だけ高等学校で味付けのあるカ

リキュラムができるということです。それから、

義務教育段階の確実な定着。これが、小学校レ

ベル、中学校レベルの子どもたちが入ってきて

いる現状において、どうやって身につけるかと

ういうことで、設定しなければいけない。高等

学校に関しては、ご存知のようにその学校で自

由に作っていい学校設定教科、学校設定科目は

74単位のうち20単位までです。学習指導要領に

ない科目、教科を作っていいですよというよう

に言われております。先程、私が話した「自分」

という授業のようなものとか、学校の課題に合

うような教科を開発してやっていいですと言う

のですが、なかなか進まないです。10年前に比

べるとだいぶ増えてはきましたけれども、学校

選定教科20単位までその学校に合うようにした

らいいと言われているので、それをやりながら、

義務教育段階の確実な定着というようなことが

求められていると思います。
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それから、言語活動。言語活動をどの教科で

も、とにかく言葉にして、論理化して確認しよ

うということで、論理能力を高める、あるいは

深い洞察力、深くものを考える力をつけるとい

うことで、言語活動が流行して、どの教科でも

言語活動を重視しようということです。

外国語教育も既に騒がれていますのでお分か

りかと思いますが、英語による英語の授業。こ

れでどれほど英語で話されたものを子どもたち

が本当に英語で理解できるのか。それに向けて

努力していくことで、徐々にその力がつくのか

なと思いますが、ようやく始まった。でもなか

なか難しいです。本当は、大学を卒業した連中

が、外国語を自由に使えるようになればいいの

だと思います。全国民となるとすごく難しいし、

無駄がつきまとうのではないかと思いますの

で、本当は大学生がそうなるべきなのに、大学

は本当に恥ずかしい。大学の教員として言うの

は恥ずかしいですが、大学に入ってきた時が一

番、英語力と数学力があって、卒業する時は、

すっかり英語力も数学力もなくなって卒業する

というような現状です。大学の英語教育を変え

ないといけない。でも、大学の英語科の教員は

トレーナーをやりたくない。英文学を教えたい

と言う。結局、高校までで習った語学力で読め

るから予習をする必要がないというような仕方

で徐々に落ちるという状況にある。既にある力

で、中学校レベルなら中学校レベルでいいので、

それを自由に使えればいいと思います。中学校

レベルでも会話はいろいろできるので、そのト

レーナーの役割ができないのかと思いますが、

難しいことを教えるという安易な方法の結果、

結局、皆、英語が嫌になってしまう。学校とい

うところは行けば行くほど自分がいかに無能か

ということを味合わされるので、「本当に学校

は嫌だ。」学校に行って、「お前はすごい。」と

褒められて、「もっとこういうことをしよう。」

という気にならない。学校に行けば、行くほど、

もう絶望感を味わう。いかに、自分が駄目で馬

鹿かということを確認させられる。そういう場

になっています。さらに、大学に来て何故そん

なことが必要なのか分からないようなことを学

ばされる。使えなくなるわけです。

北京大学とカリフォルニア大学そのほかの有

力大学を調査したのですが、やはり語学教育が

きっちりしていました。1年生から4年生まで、

きっちり必修コースにして、卒業段階でその大

学特有の何級証明書という証明書を出す。さら

に、大学院生も含めて、ずっと英語教育のカリ

キュラムがある、というような仕方でやってい

て、大学1年とか2年で少しやって、語学教育は

終わりというのは駄目で、せっかく小・中・高

でやってきたものがそのままつながらない。だ

から、外国語教育の本当の課題は大学教育なの

ではないかと思っています。差し当たり、すそ

野を広くするという意味で、高等学校でもその

ようなことが求められてきている。

それから、伝統文化、道徳教育、食育、部活

や「はどめ規定」削除。私立学校等では「はど

め」無しにいろいろやっておられます。ようや

く、これも新しいです。学力が下がったといわ

れた時、文部省が慌てて、学習指導要領は最低

基準だという言い方をしましたが、その前まで

は枠から出るな、ということを一生懸命取り締

まってきた。つまり対共産主義国家との関係の

中で枠の中に入れなければいけないという問題

があったので、取り締まってきた経緯がありま

した。それがなくなってくると最低基準以上に

やることはいいことだというふうに変わってき

ました。その中で「はどめ規定」削除というこ

とが出されてきた経緯があります。

以上、学習指導要領の総括をするとこのよう

にまとめられるかなと思っています。今回の学

習指導要領改訂では、21世紀の知識基盤社会の

将来を展望して新しい日本人の資質形成が基本

とされた。基礎基本の知識、技能、理解ととも

に課題解決のための思考力、判断力、表現力な

どの活用能力、そして探究的な態度という3層

構造の学力育成が狙いで、総合的な学習は継続

する。そこに見られる日本人は国際的水準のリ

テラシーとコミュニケーション能力を有し、道

徳的資質も高く、生きる力に満ちた人間像が構
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想されている。逆に言うと、国際的水準のリテ

ラシーが弱い、コミュニケーション能力が低い、

道徳的資質も弱いということです。ということ

でその打開策を図ろうとして、そういう政策を

出してきた。高等学校の段階では、そういう段

階で基礎学力の確実な定着、できれば週30時間

以上やっていこうということを出してきていま

すが、いずれの場合も言語活動を中心にものを

深く考える力をつけようということでやられて

おります。

だいたいそのようなことで出されています

が、その裏側です。

例えば、広島大学、福山中学、福山高等学校。

広島大学ではクリティカルシンキング、批判的

思考力を育成するための中等教育課程を開発し

ようということで、実験開発を行っています。

広島大学付属福山高等学校は、クリティカル

シンキングを育成する中等教育開発の実験で、

相手を批判するという意味ではなくて、適切な

基準や根拠に基づき、論理的に偏りのない思考

をするという意味で、よりよい解決に向けて複

眼的に思考し、より深く考えること、というテ

ーマです。それで、新教科として「現代の視座」

という時間を中学校で作り、さらに高等学校に

も「現代の視座」という時間があります。その

内容として、自然科学入門、社会科学入門、現

代評論Ａ、現代評論Ｂ、数理情報というのが出

されています。中学校段階では、総合的学習の

時間で、新教科「現代の視座」を行っている。

6年にわたって、このカリキュラムを作って、

中学校2年では、環境を中心に勉強し、中学校3

年では地球科学と資源、エネルギーを勉強し、

高校1年なったら、自然科学入門、社会科学入

門、現代評論、数理情報、現代評論というよう

に時代をとらえる。

現代というものをどうとらえるかという観点

からですが、その場合に、どのようになってい

るか、何故か、何か、本当か、他にないか等の

観点です。

どのようになっているか（記述、解釈、問題

発見、情報収集、整理、解釈、問題発見）、な

ぜか、何か（説明、理解、読解、観察、実験、

機能、演繹、必要条件提示、概念、統合。本当

か（仮説的思考、記述、解釈、問題発見、説明、

理解）。他にないか（複眼的思考）。このように

中学校の2年の段階から高校3年まで訓練してい

くという仕方でやっていくと、かなり、相手の

話を聞いたり、批判したり、討論したり、調べ

たりする力がつく、というようなことをやって

いる実験が見られます。

それから、大分県の安心院高等学校ですが、

これは、地域全体が絡んだものです。小中高一

貫でやっているわけですが、安心院高等学校の

カリキュラム表では学校設定教科ということで

「未来探求科」という科目が設置されています。

これは、小学校段階からずっとつないでいて、

小学校段階では、「言葉の不思議科」というの

を4年生まで行い、「不思議探求科」というのを

5、6年生で行う。さらに中学校に行くと、「不

思議探求科」というのをまた行う。公立校です

から連携した形でやっていると思います。そし

て、それを受けて、高等学校で「未来探求科」

というようにしてずっとつながるような構造で

行っている。これは読解力を基礎としたリテラ

シー獲得を目指している。ですから、どちらか

というと、言葉、あるいは人文社会的な資料、

そういうものを素材にしながら、未来を構想す

るそのために調査研究を発表するというような

ことを小・中・高で組んでいくという仕方で

す。

それから、新潟市立新津第二中学校。こちら

は特別支援教育ですが、特別支援教育に限定し

ないで、すべての生徒に学習について困り感が

ある生徒を募るという仕方で、Ａタイプ、Ｂタ

イプ、Ｃタイプに分けて、進学できそうな人、

あるいは、養護学校に行きたい人、あるいは、

普通に勉強に困ってる人を募って、一人ひとり、

個人向けのカリキュラムを作り、それで支援す

る。いろいろ勉強で困っている人は来てくださ

いと言って、そこで、特別支援学級も含めてＡ、

Ｂ、Ｃに分けながら、一人ひとりにあったカリ

キュラムを設定してやっている。
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それから、高槻市立第四中学校ですが、新設

領域で小中一貫に向けたカリキュラムで、小学

校と中学校で連携してやっている。今、研究し

ているのは4・3・2です。小学校4年までと小5

・小6・中１、そして中2・中3。4・3・2体制で

9年間を構想するというような仕方。だいたい、

4・3・2に落ち着いてきたかなという感じがし

ます。いろいろな研究がありましたが、4・3・

2に落ち着いてきている。新領域で「実生活の

時間」というものを使って、異学年合同学習、

あるいは、交流授業。それから小学校6年生に

よる中学校3年生の体験聞き取り学習とか、あ

るいは中学校への1日入学体験、小学校への一

部教科担任制。中学校と小学校が教科担任制を

入れるというのが、最近の流行した形で、学力

を重視しようとするとやはり教科をずっと、そ

のことを研究している先生が小学校5年生、6年

生を扱うという仕方で、学力を伸ばす、かつ、

人間的交流も深めるというふうなことでやって

いる。

それから、上越教育大学付属中学校。活用能

力をつけるために総合教科というもの作ってい

ます。教科には国語、社会、数学、理科があり

ますが、その他に総合教科という科目があって

国語科に国語表現科、社会科に市民科、数学に

探求数学科、理科に研究理科、想像音楽科、想

像美術科等々がありますが、各教科の基礎、基

本を習ったあとに、今度は活用能力を膨らませ

るような勉強をするという仕方です。総合学習

につながるような仕方で各教科を勉強しようと

いうようなことです。。

最後にお茶の水女子大学附属中学校。自主研

究という時間を作っています。その他に総合学

習を作っている。発表する時に立ち会ったもの

ですから、聞いていると、要するに、国語、社

会、数学等々の教科を教えたあとに、各教科の

先生方が責任を持つ仕方で自主研究を設置して

いる。つまり、個人個人、いろいろ自分で自主

研究してくださいと言いながら、実際は教科単

位です。総合学習を発表会等に使っている。各

教科の先生方が独立して自分のところで卒論を

書かせる。自分のところで、卒業論文、卒業研

究をさせるという。そして、その発表会が総合

というような仕方をやっている。

総合というのは、中学・高校に行くと難しい

です。ですから、各教科が独立して、自分の教

科で関心がある人は、その自分の教科で卒業研

究をするという仕方で対応している。このほう

が定着するのかなと思いながら、本題の課題に

ある全体を学んだ総合科というのは、どういう

ふうにして可能なのか。それは、皆で集まって

討論会をすれば総合学習だということもありう

るかと思いますが、問題を感じます。

各学校の生徒の実態、教員の実態、あるいは、

協力体制に応じて、新しいカリキュラムの組み

方、そこではどういう能力を伸ばそうとするの

かが大事で、そのためにはどういう仕掛けをす

るのかということで、さまざまな対応が見られ

る。本来ならば、私立で何をしてるかを分析す

べきところなのですが、是非こういうものでも

参考にしていただけたらと思っています。

以上、学習指導要領の改訂動向と、それから

文科省が出している開発学校で申請している先

端的な研究がどのように進んでいるのかという

ようなことをご紹介いたしました。以上でござ

います。

質問：最初の先生の話に、「30センチのリボン

を7つに切ったらいくつになるでしょう。」と、

ありましたが、「そのリボン、本当に切ってい

いんですか。」と思うことが日常の感覚だとい

うふうなことをおっしゃっられたような気がし

ますが、私なんか捻くれているので、縦に切っ

たら全部30センチと思ってしまうのですが、そ

の時に、先生は今回の PISAの目標にも日常生

活まで直面する課題に対する知識が求められて

いるというようにおっしゃっていたのですが、

現在の高等学校の状況において、生徒たちが日

常ということを考えた時に、一番大きいのは、

やっぱり大学に合格することというのが日常に

なっている。香港のように東京大学や国公立大

学医学部に行くということを専ら目標にしてる
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子が多いのですが、日常といっても、やはり、

いかに現役で東大や国公立医学部に行くか、と

いうのが日常にある。本校はあまり導入してい

ませんが、先生がおっしゃった学校設定科目、

この間、ちょうど県のキャンペーンを回ったの

ですが、かなり多くのところが学校設定科目と

いう枠を使っている。キャリアデザインとか実

践に応じるものが多くある。そうなると、先生

の言われた、例えば中国はどうするかのような

ものは、現在の高等学校の現場でなかなか難し

いということが考えられる。さらに、PISA の

結果が6位でもいいんのではないかという話で、

結構、がんばってるというような状況下にあっ

た時に、今後の21世紀の知識、基盤社会といわ

れている中で、入試で合格することが日常にな

っている現状については、どのようにお考えで

しょうか。

水原氏

実態は、私もいろいろ経験してきてよく分か

っているわけですが、ただ、入ってきた学生た

ちを見ると、例えば、医学部の学生などは、先

ほど話した「自分」のような授業をした時に、

発表した人の話をきちんと受け止める力がない

というか、人の苦労とか悲しみとかの時に、そ

の人の不合理性を突いて、「こいつはばかだ」

みたいなことを2、3行書くのですが、文学部の

学生は、割りと深くその人の人間性を理解して

良い文章を書く。教育学部生はなんというか、

ボヤッとした人のいい文章を書くというような

ことはあるのですが、人の話をきちんと受け止

める力、また、自分で何かそのあと一生懸命や

っていこうとする力というのが、入ってきた学

生たちを見ると、やはり問題のように思います。

だから医学部の先生が相談に来て、「どうやっ

たら、人格を変えられますか。」「とても病院に

出せない生徒がいる」と言います。ですから、

試験さえ良ければいいということで、やたら無

理して勉強して精神の面でもすべて歪めて、突

っ込んで行く。その結果、半分ノイローゼみた

いな状況ではいってくる。そういうことで自分

の足場、立場のないまま、幽霊みたいな、顔な

し君みたいな話し方ではいってくる。そういう

ふうに追いやられてるのが日常です。顔なし君

みたいになっても受かることが日常であること

は分かりますが、そういう仕方では、そのあと

やっていけないのではないかと思います。やは

り、もっと地について、本質的な問いが持てて、

本質的な答えを解こうとする資質、これを作ら

ないといけない。でも、試験そのもののシステ

ムはあまり本質を考えてはいけないシステムに

なっているものだから、どうしてもその日常の

中で、答えられるものを答える方法を身につけ

た人が合格するというようになっている。そこ

の乖離した状況があることは分かっているので

すが、このままで良いとは思えない。文科省も

実際は入試も変えられない、学校を支えている

全体的な教育も変えられないから、どうしても

上滑りになってしまうのです。しかし、変えて

いくべき方向というのは、私が申し上げた方向

で全体が動いていかないといけないのではない

かというふうに思い、提案しているわけです。

だから現実との兼ね合いが大きいことは分かる

のですが、では、今まで通りの青少年育成の方

法で、そのあと我々の国がやっていけるのかと

考えると、かなり変えなければいけないという

思いです。変えられるところから変えていく。

非人間的な日常性に対面している中で、どうや

って人間的でしかも本質的な問いと答えを追求

していく人ができるのか、そのカリキュラム開

発が期待されているのではないか。その困難な

状況は分かりますが、何かひとつ開発してもら

えないか。医学部の先生が相談に来た時は、私、

「それではいっそのこと、医者の判断で殺され

た息子の母親役と医者役と何役とかいろいろな

ロールプレーイングをさせて、そこで、人の悲

しみというものを深く感じさせる。そういうこ

とを学習させれば、もっと人の話を聞く医学部

生になるのではありませんか」というような助

言を申し上げたことがありました。自分たちが

抱えている生徒たちがどういう問題状況にある

のか。対面する課題がそうだからそこに追い込
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まれていくのですが、でも、それではいけない

とすれば、どういうプログラムを入れ込んだら

いいのかということで、何らかの努力が欲しい

と思います。そう簡単ではないとおっしゃいま

すが、そこをなんとか、今の話に関してどこか

で何かやっているに違いない。結局、私も頭で

は作るわけにはいかないのでいろいろな学校の

いろいろな実践を探して歩いて、「この学校に

その可能性がある。あの学校にこの可能性があ

る。」というものを探しています。是非、今の

ような話に関して本校はこんなことをやってる

ぞとか、こういうことを始めているということ

があれば、早稲田大学教育学部の水原宛に、報

告書なり、あるいは、カリキュラムの構想なり

を送っていただき参考にさせてもらい、あるい

は見せてもらいたいです。そこからなるほどそ

ういうようにして、次の時代を突破していくカ

リキュラムを作ればいいのかというようなこと

を考えたいと思います。

どうもありがとうございました。先生の今勤

務されている早稲田大学とか、前任校の東北大

学、また大学入試センターとかの入試問題にそ

のような改革の方向というのを反映されると、

現場としては大変対応しやすいのですが、残念

ながら入試というのはあまり変わってないとい

うところですね。

水原氏

すいません。私も文科省で提案した時に、入

学試験に教科書の持込みを可能にしたらどうか

と提案しました。そして、その教科書には何を

書き込んでもいいと。そのような方法でとにか

く教科書を使えるという試験にしたらどうか。

我々の社会はカンニングノートを作れる人が有

能な人で、有能な人はファイルがパッと作れる、

パッと見て仕事ができる。だからファイル持参

が、その人の本当の能力を見る上でいいのでは

ないかと思い、そのような提案もここ一カ月前、

新たにしてきた経緯がありますが、「どうぞ、

お宅の大学でやってください。」というような

形で切り返されました。でも、私はやはり高校

も大学も試験のあり方、最終的には入試のあり

方を変えない限りは、結局は一生懸命やった学

校が損をするということなので、入試に連結し

ないカリキュラム改革は難しいというのが、私

の提案だったのです。おっしゃる通りで、入試

を変えなければいけない。だけど、大学の教員

たちは英数国の駄目な人は能力が低い人だと思

っていて、従来通りの試験をしなければ信用で

きないという感覚が強い。それもそれなりにあ

る種の合理性はあるのですが。

先ほど申し上げた通り、理科・社会が妙に見

落とりした内容になってしまっていることが問

題で、本当は社会や理科が科学の王様で、そこ

は、もっと深い内容があっていいのにと思って

います。大学人として大学入試を変えるという

ことに努力をしなければいけない、そのことは

本当だと思っています。

質問

私が6年位前に、先生に本校に来ていただい

て、その後、本校でもいろいろと改革を始めた

のですが、今日、先生の話の中で少し不明な点

があったので、お聞きしたい。総合学習の話に

なった時に、本当は優秀な生徒たちほど、もっ

と総合的な学習をやったほうが良くて、どちら

かというと底辺にあたる生徒たちは、もっと、

学習の方法を身につけるような型をつけるよう

なことをやったほうがいいのではないかという

話があったかと思うのですが、もしそれが先生

の本音だったとすると、恐らく、底辺校といい

ますか、底辺を指導して底辺の学力の生徒を指

導している学校では、容易に総合学習をあきら

めてしまう傾向がもっと出てしまいますし、工

夫しなくなってしまうのではないでしょうか。

ですので、今日例に出ていた学校も、どちらか

というと公立の中で優秀といわれている学校が

ほとんどです。ですから、先生の本音といいま

すか、それでいいとしたら、このあとまずい状

態になるのではないかと思ってお聞きしまし

た。
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水原氏

すいません。それは、生徒のことではなく、

教員のことを申し上げました。できの悪い教員

ほど総合学習にとびついてしまって、それでし

っかりした教員こそ、本当に教科の力がある方

こそ、総合学習まで取り組んでほしいけれども

という趣旨で、その教員の問題を申し上げまし

た。力のない人が、妙に、総合のほうに走って

行く、本当はその人は教科をちゃんとやるとこ

ろから始めたらいいという意味だったのです

が。もう一つ、成績の良くない生徒の云々とい

うことで、私は総合学習の利用の方法を、各教

科の果てに花や実をむすぶ教科・学習にする

か、それとも教科の入り口に使うか。つまり生

活科的に使うという方法もあるかと思っていま

す。各教科を勉強するのも嫌だ、アルファベッ

トも覚えたくない、何も覚えたくないという時

に、まず総合学習から入って、生活科を先にや

って、そこから教科につながげていくような方

法もあるかなと思います。ですが、それは生徒

の実態に応じてそのカリキュラムを組まなけれ

ばいけない。しかも学校全体として様々な生徒

がいるとすると、単一のカリキュラムでいかな

いかもしれないというふうに思っています。
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「中央情勢報告―最近の教育改革の動向および

私学団体の活動について―」

一般財団法人日本私学教育研究所 所 長 中 川 武 夫

教務の先生には、幅広く世界の情勢を理解し、

教育ニーズを把握し、校内で指導力を発揮する

ことが求められる。どういう授業が展開されて

いるのかを戦略的な方向性で、理事長・校長に

進言する立場にある。進化しているな、活性化

しているなという学校には、教務の積極的な姿

勢が見られる。

教育界を取り巻く環境は、現在は政治がしぼ

んで影響力が出ないという状況だ。以前は、政

治力が教育界に及ぼす影響が大きかった。教育

再生会議と称してマスコミとともに、教員免許

更新制度のように文科省を飛び越えた改革をし

た。現在は、文科省の官僚の力が大きくなって

いる。そうなると、官僚の方には、さらに現場

を知ってほしいと考える。官僚の方に現場の話

をすると、詳細を聞きたくて身を乗り出してく

る方もいる。また、産業界からの発言が強くて、

文科省への圧力のかけ方は大きな問題である。

日本再生戦略＝人材育成戦略は、官僚がどうい

うふうに展開するかにかかっていると思う。

留学生については、生徒より大人の方が、理

事長や校長が生徒募集の上で、内向きになった

のではないか。日本人学生30万人の海外交流は、

若者志向になっている。

第2期教育振興基本計画＝4つの基本的方向性

のなかでも「社会を生き抜く力の養成」「未来

への飛躍を支える人材の養成」は、注目すると

ころで、英語は英語だけで授業すること等、学

校への影響が大きい。

学校段階間の接続だが、一貫型小学校中学校

の義務教育学校はおかしいのではないか、小中

接続はうまくいかないと考えている。教員免許

状が違うし、教員の考え方が全く違う。小学校

の場合、授業は担任によるもので細かく指導す

る。中学校は教科担任制で、そんなに細かいこ

とは必要ない。小中一貫で、小学校を卒業する

と私立に逃げるという例もある。また、中高の

接続も持ち時間や待遇の面でうまくいかない。

生徒指導に関しても中学はきめこまかいが、高

校は違うというように摩擦が生じやすい。

小中一貫校における教育課程の特例は、一貫

型小学校・中学校を設置できるとなっている。

減単という考え方も話し合われるのだが、今後

詳細について検討する、と歯止めをかけようと

している。

一貫型小学校・中学校の目的は、あくまで「学

習面での接続・過疎地の問題」と文科省は言っ

ているが、実際はどうであろう。教育は平等な
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のに、エリート校を設置することにより、結果

としてお受験の囲い込み、受験年齢の低年齢化

になりかねない。高等学校教育部会は、小中学

校の延長線上にある。

高等学校教育の質の保証だと高校卒業認定テ

スト（統一テスト）を模索しているとしている

が、個人的に聞くのだが、何を以て一定の学力

水準に達したものとして卒業と認めるのか。

私学は建学の精神に則る教育で、3年間で卒

業させるものである。統一テストで、3年間高

校で何を学んだかと測るのは危険な考え方だ。

階層別にと文科省はいうのだが、実現は難しい

だろう。

高校への観点別評価だが、絶対評価では学習

意欲が重視される。絶対評価では、形成的な評

価をしなければならなくなった。小学校の場合、

学習能力があっても、手を挙げた回数が何回か

とか、忘れもので点数が下がることになる。神

奈川県の公立高校では、すでに導入されている。

小中学校では、観点別評価は形成的評価とあっ

ていない。統一テストに向けて、大学の調査書

も煩雑になる。担当の私立高校では観点別に反

対、現場は大変だよということで、見送りにな

っている。

高校の早期卒業は、経済産業省が押している

ものである。文科省は公立中高一貫校をその制

度に導入することで、税金、親の教育費の節約

になる。受験業界は、営利を目的とする学校宣

伝であるから、私立にはなじまない。

国際バカロレア（IB）認定校の増加により、

グローバル人材が育成されている。どう受け止

めるのかについては、私立学校専門研修会国際

教育研究部会を玉川学園で開催した。玉川学園

では、グローバル人材育成教育プログラムを取

り入れて実施している。シンガポール在住の民

間教育では、世界の各学校へ入学している。と

ころが日本人は、現実味がない。今、経済の最

前線はアジア・中東アフリカだ。しかし、日本

の社員は対応できていないのが現状である。家

電の例をあげる。日本では、家電を後進国に持

っていけば喜ぶはずだと考える。しかしバング

ラディッシュでは、停電が日常だ。家電製品に

は発電機がついているものか、あるいは発電機

につなぐ端子が必要となる。対応がうまいのは、

韓国や中国である。彼らは留学経験をいかして、

グローバル人材が育っている。世界中に友人が

いてネットワークでつながり、現地の情報をす

べて掌握しリサーチすることで商品開発に役立

てている。普通の授業料だと太刀打ちできない

ので、普通の学校ではできない。制度を導入す

るのは、真似することではなく世界中どこでも

行ける人、働ける人、食べられる人という発想

が必要だ。国際教育の進んでいる国は、生徒を

育てるために何をしたらよいのかという発想の

転換がある。カナダのブリティッシュコロンビ

アでは、二ヶ国語を話す教育プログラムがある。

科学的思考力の育成、新学習指導要領の主旨

の徹底のために授業スタイルの革新、理科好き

の子供のすそ野の拡大のために環境の整備が求

められる。

健常者と一緒に障害者が学ぶ、インクルーシ

ブ教育システム構築のために、合理的配慮があ

るべきだ。私学の場合、コーディネーターは、

雇えない。特別支援教育に理解がないと言われ

るが、合理的に判断して、条件を考えると受け

入れが思うようにできない。

教務主導の新学習指導要領への対応が、必要

だ。ベテラン教員こそ一番あぶないので、初心

に返って学ぶ必要がある。教科書増量に対して

はカリキュラムを組み立て直すべきだ。地元の

教育委員会は、公立であり私立にそのまま適応

するものではない。文科省への問い合わせは、

危険である。学校名を伏せて、一般的な例とし

てなら良い。学校の実例を挙げると「そんなこ

ともわからないのか」となる。私学教育に関す

ることは、日本私学教育研究所までお問い合わ

せいただきたい。
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「多様な生徒に対応した魅力ある教育課程の編成」

（宮城）東北生活文化大学高等学校 教 頭 吉 田 実

○本校の概要

仙台市の北部に位置する。約108000㎡（東京

ドーム4個分）あり、その中に大学、短期大学

部、高等学校が入っている。離れた場所に幼稚

園、保育園を設置している。大学は家政学科（服

飾文化専攻―被服関係、健康栄養学専攻―管理

栄養士養成)と生活美術学科（県内の中学校の

美術科教員は同学科出身者が多い）の2学科。

短期大学部は基本は家政であるが、生活学専攻

と子ども生活専攻の2つに分かれる。

過去に「つぶれそうな学校№1」として雑誌

に掲載される。2003年（平成15年）に東北生活

文化大学高等学校に改称し、男女共学制を導入

する。以来、過去5年に渡り定員オーバーの状

態である。

○近年の特徴

①地域に密着した学校作り

生徒達や教員が町内会等の催事に参加協力を

行ったり、震災復興・鎮魂イベントを行う。

全校生徒による校外清掃活動を年2回行って

いる。

②学力向上対策

■本校主催の対外的イベント

勉強部活「生文塾」の立ち上げをし、クラブ

活動として勉強を行っている。

特別課外講習と7時間授業の導入。

③校内の活性化と諸種のイベント実施

SEIBUN アートコンペティション（本大学

生活美術科と共催）や中学生イラストコンクー

ル WEB版、読書クイズ王決定戦（小中高生対

象）、中学校選抜女子ソフトボール大会等を実

施。

■本校が取り組む異色イベント

仙台七夕吹き流し制作…本年度は銅賞受賞

（他の高校になし）、仙台光のページェント期

間における外壁装飾、文学部生徒による周辺保

育所での読み聞かせ活動、周辺介護施設へのク

リスマス慰問コンサートを実施。

④専門学校との業務提携、高専連携の強化

関東の大手専門学校と連携し、年数回講習会

等を実施している。

○新教育課程の編成の特徴

平成25年度の新学習指導要領の全面的な実施

に対応し、男女共学制の定着に伴う理系進学希

望者（特に男子）に対応した新たな教育課程の

編成が本校の急務の課題。本校の伝統的特徴を

活かしつつ、より一層の高大連携と本校生徒の

実態と時代に対応したコース設定と教育課程の

編成に取り組む。
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「学校の特色を活かす教育課程づくり」

（山形）山形学院高等学校 教 諭 佐 藤 圭 一

Ⅰ 本校における改革の歩み

1908年（明治41年）、森谷たま女史により、

裁縫伝習所として創立。1932年（昭和7年）に、

精華女学校、1948年（昭和23年）山形精華高等

学校、1970年（昭和45年）山形女子学院高等学

校、1973年（昭和48年）より現在の校名「山形

学院高等学校」となり、翌年に男女共学となる。

福音主義キリスト教の信仰を基にしている。多

様な進路希望に応じて、「総合普通科」「情報創

造科」「食物調理科」の三科を設置している。

過去4年間の進路状況は、三科合わせて、進

学54％、就職46％。

Ⅱ 新たな改変に向けて

本校は総合普通科、情報創造科、食物調理科

の三科を有する高校のため、普通教育と専門教

育を行っている学校である。三科の共通性と差

異性を受け止め、横断的な教育課程での学力向

上を追求しつつ、各科の個別学習指導目的を持

って卒業後の進路選択への準備ができるよう、

追求する。

Ⅲ 具体的な取り組みと展望

1年次＝基礎課程

本校の多くは国数英の三教科の基礎学力が不

十分。多くの生徒が数学、英語を苦手としてい

る。このことを認識し基礎学力をしっかりつけ、

進路選択を意識し勉学への動機づけや意欲アッ

プをはかり、また、資格取得のための基礎力を

しっかりつける。

２～３年次=発展・応用課程

1年次による学力アップ、意欲向上を受けて2

年次から卒業後の進路選択・進学・就職いずれ

にせよ、大学受験合格力、就職試験突破力、上

級資格取得を目的に2～3年次と継続的な学習へ

の取り組みをしていく。

Ⅳ 各科の特色を活かした教育課程を目指して

総合普通科～「5学系列」→『4分野』編成に

変える。

情報創造科～基礎的な実務能力（簿記、情報

処理）、ＩＴ技能を習得し、さらに高いレベル

の資格取得を目指す科目構成にする。

食物調理科～今回は改訂するものはないが、

より高いレベルの調理技術の習得が図れるよう

な科を確立していく。
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「建学の精神を具現化する新教育課程づくり」

（福島）郡山女子大学附属高等学校 教 諭 平 文 敏

１．はじめに

本校は関口富佐名誉学園長が昭和22年に創設

し、「尊敬・責任・自由」を建学の精神として

教育を行っている。

２．新教育課程編成作業の経過

新教育課程を創るにあたって、不易と流行の

整合性をどのように図るか。まずは、現行の教

育課程を検証することから始めた。教育課程を

編成するにあたって長年本校のよりどころとし

てきた、以下3点の基準に則して話し合った。

①「建学の精神」及び「本校教育三目標」の

具現化

②全人教育を基軸として、バランスのとれた

教育課程

③本大学・短大と連携した5カ年間、7カ年教

育が可能な一貫教育

こうした話し合いの結果、以下の5点からな

る新教育課程の基本方針が示された。

①女子教育を継続する。

②「建学の精神」及び「高校三目標」の具現

化をはかる。

③大学教育を受けるに足る「学力の向上」を

図る。

④生徒の特性・進路に応じたきめ細やかな指

導を行う。

⑤4学科制を維持する

３．新教育課程の特徴

女子の全人教育という伝統を堅持しながら

も、「知識基盤社会」における「学力」重視と

いう時代のニーズに応えた教育課程になってい

る。この方向性は、以前の本校のあり方から一

歩進んだものになっている。

４．今後の課題

（１）教員の授業力向上と、生徒の学力向上に

向けた補習体制の構築

（２）高大連携授業

（３）校内学力試験

（４）総合的な学習の時間

（５）特別教育活動（含ＬＨＲ）

（６）シラバス

５．おわりに

本校の新教育課程は、従来の教育方針（不易）

と新しい方向性（流行）を融合し形づくったが、

入学生の質を求めた結果、新入生の数は減とな

った。新教育課程に向かって本校の教育内容を

刷新し、毎日の授業を充実させることを中心と

して、現在学んでいる生徒をしっかりと教育す

ることにより、本校教育の新しい可能性が開け

てくることを確信している。
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水沢第一高等学校 校 長 滝 澤 昭 弘

記念すべき

第60回全国私

学教育研究集

会が岩手の地

で開催されま

したことを大

変嬉しく思い

ます。また、ご参加頂いた方々、講演、発表を

頂いた先生方、この大会開催に際しましてご支

援頂きました関係各位に感謝申し上げます。

本教育課程部会は、学校教育の根幹をなす分

野であり、それぞれの私立学校の特色ある教育

を示すものであります。

今回は、学務ご多忙の中、早稲田大学教育・

総合科学学術院教育学研究科特任教授の水原克

敏様から、「新しい時代の魅力的な学校を創る

ためのカリキュラムの開発」と題してご講演を

いただきました。更に、日本私学教育研究所の

中川武夫所長には、「中央情勢報告―最近の教

育改革の動向および私学団体の活動について」

と題した貴重なお話を伺い、心から御礼申し上

げます。

60回の節目を迎えた今大会は、平成21年3月

に高等学校新学習指導要領が告示され、平成25

年度から全面実施となる前年という、大変重要

な年の開催となりました。

研究発表として、東北生活文化大学高等学校

教頭 吉田実先生から、「多様な生徒に対応し

た魅力ある新教育課程の編成」と題してご報告

を頂きました。特色あるコース制を工夫して地

域と連携して学んでいる学校像が印象に残って

おります。山形学院高等学校教諭 佐藤圭一先

生からは「学校の特色を活かす教育課程づくり」

としてご報告を頂き、「キリスト教教育に立脚

した」特色ある教育で教育課程を編成。特に1

年次の「基礎課程」を大事にし、2～3年では「基

礎課程をもとに、進路に対応できる学力と専門

性を身に付けさせる」ことを重点とした実践を

承りました。3番目の発表は、郡山女子大学附

属高等学校教務部長 平 文敏先生の「建学の

精神を具現化する新教育課程づくり」と題して

発表頂きました。25年度からの新教育課程は「従

来の教育方針（不易）と時代に応じた新しい方

向性（流行）を融合させて形づくってきた。」

との内容でした。

いずれの発表からも、それぞれの学校の「建

学の精神」にそった、時代に即応した教育活動

の重要性を参加者一同、改めて確かめ合った部

会となりました。

さて、ご存知のように、東日本大震災では岩

手の三陸沿岸は壊滅的な被害を被りました。災

害から1年半が経過しましたが、いまだ復旧・

復興の最中にあります。全国の皆様から頂きま

した御支援に、この場をお借りいたしまして心

から御礼を申し上げます。ありがとう御座いま

した。

幸いにして、本県の私立小・中・高等学校は

内陸部に存在し、巨大地震による被害は少なか

らずありましたが、津波の被害からは免れ、本

大会をお世話する事が出来ました。本部会の研

修が参加された皆様の学校の更なる発展の一助

になれば幸いと存じます。改めまして関係各位

に感謝を申し上げ、本部会の総括とさせて頂き

ます。
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1 研究目標 学校が抱えるリスク ―そのときのために・・・―

2 会 場 ホテルメトロポリタン盛岡 ＮＥＷ ＷＩＮＧ

３階 星雲（東）

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 基 講 講 分 部
会 調 会

10月12日 開 演 昼 食 演 科 閉
会 講 会

付 式 演 Ⅰ Ⅱ 会 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 一関修紅高等学校 校長 菊 池 慧

基 調 講 演 演 題 「震災からの復興」

講 師 さいとう製菓株式会社 代表取締役社長 齊 藤 俊 明

講 演 Ⅰ 演 題 「東日本大震災を経験して～津波襲来から学校再開まで～」

講 師 岩 手 県 立 花 泉 高 等 学 校 事 務 長

前 岩 手 県 立 高 田 高 等 学 校 主 任 主 査 鈴 木 典 子

講 演 Ⅱ 演 題 「学校のリスクマネージメントと実践対応について」

講 師 株式会社日本リスクマネージメント 代表取締役社長 酒 井 悦 嗣

分 科 会 Ａ．テーマ 「防災対策」

司 会 ① 聖 光 学 院 中 学 高 等 学 校 理事長･校長 工 藤 誠 一

② 学 校 法 人 鹿 児 島 学 園 理 事 長 正 村 幸 雄

Ｂ．テーマ 「苦情対策～教員と事務職員の連携」

司 会 ③ 高崎商科大学附属高等学校 理事長･校長 森 本 純 生

④ 富 本 教 育 研 究 所 所 長 富 本 道 宣

部会閉会式 総 括 一関修紅高等学校 校長 菊 池 慧

専門委員長挨拶 聖光学院中学高等学校 理事長・校長 工 藤 誠 一

閉会のことば 盛岡白百合学園中学高等学校 校長 荻 原 子
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5 運営委員（順不同）

委 員 長 菊 池 慧（一関修紅高等学校 校長）

副委員長 荻 原 子（盛岡白百合学園中学高等学校 校長）

委 員 藤 村 順 二（盛岡白百合学園中学高等学校 教頭）

伊 藤 英 輝（一関修紅高等学校 教頭）

安 倍 冨士男（盛岡白百合学園中学高等学校 教諭）

岩 渕 喜一郎（一関修紅高等学校 事務長）

高 橋 千 明（盛岡白百合学園中学高等学校 教諭）

小 岩 広 明（一関修紅高等学校 主任）

遠 山 恵 美（盛岡白百合学園中学高等学校 教諭）

堀 川 学（一関修紅高等学校 教諭）

6 専門委員

委 員 長 工 藤 誠 一（聖光学院中学高等学校 理事長・校長）

委 員 森 本 純 生（高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長）

正 村 幸 雄（学校法人鹿児島学園 理事長）

富 本 道 宣（富本教育研究所 所長）
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「震災からの復興」

さいとう製菓株式会社 代表取締役社長 齊 藤 俊 明

講師紹介

一関修紅高等学校 校長 菊 池 慧

齊藤さんは昭和16年大船渡市にお生まれでご

ざいます。さいとう製菓株式会社代表取締役社

長、同じく株式会社鴎の玉子代表取締役社長で

いらっしゃいます。地元の盛高等学校、現在の

大船渡高等学校を卒業後、齊藤菓子店に入店さ

れました。現在、十指に余る役職をお持ちでご

ざいますが、大船渡商工会議所会頭、岩手県菓

子工業組合理事長、全国菓子工業組合副理事長、

等々のご要職にあられます。また、地元を盛り

上げる、地元を振興する、というようなことか

ら三陸大船渡夏祭り実行委員会委員長をなさっ

ております。

大船渡市は三陸海岸の風光明媚な地にあり、

岩手県沿岸の南のほうでございますが、昨年の

大震災で壊滅的な被害を受けている地でもござ

います。そこに本社がございました。そのよう

な経験を本日はお話しいただき、私たちの今後

の防災に大いに役立つものと期待して、紹介と

代えるところでございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

大船渡の齊藤と申します。本日は「震災から

の復興」ということでお話しをさせていただき

ます。

実は、人生の中で津波は2回ほどございまし

たが、実際に津波は一度もかぶっておりません。

いずれも盛岡にいて、水難の相がなかったなと

いうようには思いますが、元気で後片付けしな

さいというふうなことではないかなというふう

に思います。消防団活動も24年間やってまいり

ました。そういうことで先生方の子どもを災害

から守ろうという危機管理の勉強というふうに

思いますので、そういう点でもお話をさせてい

ただきます。

3.11の東日本大震災には盛岡の川徳デパート

の5階で遭いました。妻と一緒に入院中の叔父

の見舞いに行っておりまして、その帰りであり

ます。5階は陶器売り場で器などの売り場でご

ざいました。2時45分、強烈な地震に襲われた

わけでございます。かつてない、地震の揺れだ

ったなと思います。妻には「怖いっ」と言って、

握りつぶされるくらい抱きつかれました。その

くらい強烈な地震だった。そのとき、川徳デパ

ートの店員さんは非常に訓練が行き渡っており

ました。「立たないで、しゃがみなさい。伏せ

なさい！」それで、歩いてるお客さんにはボロ

クソに怒ります。徹底させられます。「しゃが

みなさい！」叫ぶように指導しておりました。
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当然、大きな地震ですので、ガラスはどんど

んどんどん棚から落ちておりました。もう売り

場が破片でいっぱいになりました。非常に長か

ったから、絶対に津波が来るなと思いました。

だいたい大船渡の私の店は海から100メートル

も離れておりません。常に津波の脅威にさらさ

れている場所であります。年にだいたい2回か3

回注意報・警報が出ます。だいたいが来ないで

今まで済んでいました。常に様子見です。でも、

今回の地震だけは体験をしたことがない強烈な

ものだった。大船渡の方、社員の方、みんな津

波が来るというふうに感じたようであります。

「様子見をしないで、すぐ避難！逃げろ！」こ

ういうふうにして全員無事だった。犠牲者は誰

もいません。

川徳デパートのほうですが、地震がおさまっ

て、店員さんはどう行動したかと言いますと、

非常口から全員を誘導して、地上まで案内して

くれました。普通の階段とかは使いません、非

常階段。外に出て、やはりきちっと指導されま

した。それは建物から離れなさい、上からガラ

スから何から落ちて来ますから、危険ですので

「離れなさい！」。道路は消防車だとかパトカ

ーでもう騒然としてる。そういう状況で、川徳

デパートは、非常時の場合の訓練は徹底されて

るなというふうに感じました。それから、車は

デパートの地下に置きましたので、「帰りたい

からいいか？」というと、「どうぞ、すぐ出て

ください」ということで、地下まで行って、車

に乗りましたが、余震がすごくて、あのくらい

肝を冷やしたことはなかったと思います。地下

で地震があるとつぶされるのではないか、これ

で終わりだなと、脂汗が何回も出ました。

それで、デパートの人からあとで聞いた話で

すが、「地下は一番丈夫で大丈夫だ、心配ない

んだ。怖いのは上のほうだ。上のほうは崩れる。

地下は絶対つぶれない。それだけ丈夫にできて

るから」。なるほどと思いました。だけど出入

り口が崩れるとふさがれるから閉じ込められる

という心配がある。だけど、いずれ、必ず出し

てくれるから、つぶされなければ大丈夫なのか

なと思いました。ただ、道路が渋滞で、切れ目

なく車が走り、なかなか出られない。その辺は

川徳デパートさんも誘導はしてくれませんでし

た。割り込んで無理に出ましたが、どこに行っ

ても信号がストップし渋滞で大船渡に帰れな

い。

それで高速道路に乗ろうとして走りました。

着いたらクローズです。高速道路は必ずストッ

プになるようです。当然です。道路が歪んだり、

地割れ、その検査が終わらないうちは通さない。

逆戻りしてますます渋滞が激しい。車のテレビ

で津波の状況は最初からだいたい出ておりまし

た。ほとんど宮古海岸の映像でありました。宮

古にはテレビカメラがあちこちに設置されてお

り、大津波を映像ではっきりと見ましたが、大

船渡はなかなか出ませんでしたが、ようやく出

たころは、引き潮になって、45号線の十字路、

山手にあるのですが、その立ち木の上にいっぱ

いゴミが引っかかっているからとんでもない津

波だったんだなと思いました。あの辺りで立ち

木の高さのところにゴミが引っかかってるとい

うことは、ほとんどの家が屋根以上の水位だっ

たと思います。

渋滞を抜け出して、大船渡まで3時間半かか

りました。普段はだいたい2時間くらいで着き

ます。1時間半も盛岡で渋滞しました。幸い途

中には地割れ、がけ崩れはありませんでしたの

で割とスムーズに帰ることができました。

そのようなことで、川徳デパートさんの有事

の場合のお客さまの誘導が徹底されていると非

常に感心させられました。また、岩手の道路が

地震にも強くて助けられたなと思います。大船

渡に着いてすぐ家族と社員の安否確認。元病院

の坂道に車を止めました。目の前に自宅があり

ましたから。午後6時半でしたので、もう暗く

なっておりました。屋根がぼんやりと見えまし

た。隣は教育長の家です。どちらも残っていま

したが辺りは何もない。2軒だけ残っていまし

た。友達が来て、「あなたの家は大丈夫だ。流

れなかったよ。だけど、商店街通りとか、全部

一切流れて何にもない」。自分の家に行くにも
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瓦礫があり、ふさがってどうにもならない。家

族は全員大丈夫という話は聞いてる。社員は分

からない。

そういうことで、家族はどこへ行ったのか、

社員の安否確認はどうか。避難所、小学校、病

院、それから市民会館、全部回りました。もう

人、人、人です。真っ暗で誰だか全く分からな

い。それで、寒い。探しようがない。もちろん

携帯電話も通じない。それで、鴎の玉子という

会社は販売会社です。車にこの玉子を積んで得

意先に販売してる会社です。専務の自宅が高台

にあり、ひとまずそこへ行き、専務に聞くと、

携帯が通じないので、まだ安否確認ができない

社員が1人いるということでした。宮古釜石に

行った人が連絡が取れないので分からない。そ

れから大槌に住んでいる産休に入っていた店員

がいました。大槌も壊滅しておりますが、この

2人に連絡が取れなく分からないということで

した。あとは全員無事だということでした。

その専務の家で一晩を過ごしましたが、電気

もない、もちろん暖房もなかったのですごく寒

い思いしながら着の身着のままで寝たわけで

す。そういう体験をしました。

実は3月9日、やはりマグニチュード7.4の地

震ありました。大船渡はそのときは震度3。宮

城県の北部で4弱でした。それで、60㎝の津波

が9日にも来ていた。陸上には上がりませんで

したが。地震は9日の午前11時45分でした。水

曜日は基本的には会社は休みです。水曜日と日

曜日が休みです。たまたま和菓子工場は全員出

ていると聞いておりました。それで、これは少

し大きいと思いましたので、自宅からすぐに会

社に行きました。そうすると、和菓子工場の粉、

砂糖などの原料を店の2階の会議室へどんどん

上げておりました。避難です。店はシャッター

を降ろしていました。

消防車が避難勧告をしていました。2,000所

帯避難勧告、5,555人という人数です。ポンプ

車あるいはパトカーが避難を呼びかけておりま

したが、避難をしないのです。必死になって原

料を2階に上げたりして。それが終わると今度

はテレビで情報を見ながら様子見です。これは、

いつものパターンです。毎年毎年そういう注意

報・警報が出ます。ほとんどの方は避難をしな

い、慣れっこになっています。「またか、来な

い、来ない。解除だ、やっぱりな」と。こうい

うパターンがずっと続いてる。

ただ、11日は強烈な地震だったから、みんな

逃げました。しかし、あとで考えれば地震の強

弱で津波が来る来ないを判断するのは間違いで

す。弱くても津波は来ます。現に9日も来てい

ます。

津波ですが、漁業の養殖施設は全滅です。そ

の1年前の平成22年2月28日。地球の裏側のチリ

で地震がありましたが、その時も津波が来てい

ます。高田も大船渡も三陸も宮古も養殖の施設

が全滅しました。しかも、大船渡は防波堤があ

りました。それでも、施設が全滅です。勧告が

出ても、避難しないというのは、今回の3.11ま

で、昭和35年も来なかったから来ないんだと。

必死になって「逃げなさい、逃げなさい」と

叫んでも、「そんなこと言っても、ここまで来

ない」と。ほとんどの人がそういうことで亡く

なった。どういう人かというと高齢者。60歳以

上の人が70％亡くなっている。ほとんど60歳以

上です。過去の経験がそうさせたのです。だか

ら経験は何の役にも立たない。仇になったとい

う話です。

社員も私もテレビの情報を見て行動しましょ

うということで見ていました。それも全く間違

いです。避難しなさいといわれたら、きちっと

避難場所にいかなければいけない。今までは怠

っている。なめていた。頭から来ないからとい

うことです。確かな情報を出してもらわないと

困りますが、やはりそういう警報にはすぐ従う。

常に避難経路と避難場所を決めておく。会社で

は決まっていますが。そして、様子を見ている

のですが、例えば避難してもだいたいが来ない

と自己判断して帰る人がいる。また今回も社員

たちはやることがないからうちに帰りたい、帰

してください。店員さんも和菓子工場の人たち

も帰しました。これも間違いです。本当に来た
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ら、途中で津波に襲われて犠牲になる。そうい

う人が11日はすごく多かった。全く警報を無視

していたのです。

そういうことで、今までやってきたことが全

くでたらめでした。消防団活動を24年間やって

おりましたが、毎年5月24日の早朝に訓練をや

ります。始めてから5年から6年は市民の方々も、

一緒になって訓練してくれました。ほとんどの

方が参加してくれました。だんだん時間がたつ

と、10人から20人となり、関係者だけの避難訓

練です。一般市民の方はほとんど参加しない。

そのように恐怖も時間がたつにつれ、風化して

しまって忘れ去られてる。

今回は340名の犠牲者、81名の行方不明。全

部で421名。慣れというのは恐ろしいと思いま

す。風化させないためにはどうしたらいいか。

大きな問題です。今はビデオとかすごくいいも

のができております。末代まで地震、津波の恐

ろしさ、自然の驚異を常に伝承していくことは

我々の義務と責任ではないかとつくづくそう思

っている次第です。

店の近くに大船渡北小学校があります。昭和

50年代にできたと思います。人口が増えて、大

船渡町に小学校が2つあります。今どんどんど

んどん生徒さんたちが少なくなって、1校でも

いいのかなというくらい減っていますが、ほと

んどの人がそこへ避難しました。学校の講堂か

公民館。避難所があります。そのときの校長先

生は女性の方だったそうですが、講堂に入って

は困るということで断ったそうです。それで、

何だかんだと避難民といざこざがあったようで

すが、最後には講堂も避難所として使わせてい

ただいたということになります。本来ならば白

百合の校長先生に聞けば、校庭は避難所になっ

ていたが、校舎とか講堂は避難所にされていな

いという話で、恐らく大船渡北小学校の校長も

そういう考えだったのかなと先ほど分かったわ

けですが。

それから教育委員会と連絡を取って開放しな

さいということで、各地の学校の講堂、公民館

が避難所になったということであります。

11日は私は盛岡に来たのですが、毎朝、各部

署で朝礼あるいは終礼やっております。偶然に

11日に、事務所でもし津波が来たら、持ち出す

物をそれぞれ担当者を決めたそうです。結果的

には誰一人何も持たない、着の身着のままでし

た。事務所に全員いたわけではありません。用

事あって出掛けた人もいます。事務所にいた人

もいます。最低でも非常持ち出し袋、七つ道具

が入っていますから、避難所では必要です。頭

ではなく体で覚えてほしい。これは訓練しかな

い。地震だ、避難だって言うから、すぐぱっと

背負って逃げる。避難所は食べ物もない、水も

ない、電気もない、電話は通じない、ガソリン

はない、布団もない。3月で寒かった。恐怖と

寒さで震えている。家族の安否確認もできない。

心配です。

そういうことで、社員は何一つ持たずに逃げ

た。ただ高田店の店員さんだけはレジスターを

開けて売り上げ金を全部持って逃げたそうで

す。たった一人だけお金を持って逃げた。高田

店は非常に山には遠いところです。非常に距離

があります。一番心配しておりましたが、全員

うまく逃げた、あっぱれだなというふうに思い

ました。一人だけでしたが、現金をすぐ持ちな

さいと私どもは言っていないのですが。とにか

く逃げなさいということが最優先でした。でき

れば、非常食品とか懐中電灯とか、あるいは毛

布とか。そういうものは絶対必要であると思い

ます。

今回の地震はマグニチュード9で、世界で第4

位。日本では一番大きかった。それから震源の

深さは10㎞ということでありますが、なんと海

上を500㎞/h のスピードで来たそうです。深い

ほど津波というのは速いそうです。最高で800

㎞/h、旅客機と同じ速さです。今回の津波は陸

上に上がって、時速30㎞、100m を10秒で走る

人は時速で36㎞/h です。だから、時速30㎞で

陸上を襲ったということは100m を12～13秒で

走る人の早さです。だから、ほとんどの人が追

い付かれます。防潮堤で海が見られなかった、

分からなかった、だから、犠牲になったとテレ
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ビで言ってました。それも間違いだと思います。

波を見てから逃げたのでは遅いという話です。

必ず犠牲になる。だから、避難しなさいといわ

れたら、波が見えようが見えまいが関係なく、

素直にさっと逃げなければいけないと思いま

す。

大船渡は震度6弱。地震は大きかったが、あ

まり地震の被害はなかったのではないかと思い

ます。倒壊した家もありましたが、かさ上げし

たところに建てた家が大体崩壊している。だか

ら、相当地盤を吟味してやらないと崩壊すると

いうことであります。比較的、地震で倒壊した

家は少なかったのではないかと思います。三陸、

大船渡は地盤がいいといわれておりますので、

地震には強いのではないかなと思います。

3.11東日本大震災映像視聴

当日の映像でございましたが、この映像を見

る度にすごく悲しい思いをし、涙が出るところ

であります。

残ってる建物というのは、鉄筋コンクリート

の建物はほとんど残りました。木造はほとんど、

浮かんで流れてしまう。津波に強いのは、鉄筋

コンクリート、鉄骨です。避難の場合は遠くじ

ゃなく、より高いところです。建物の場合はや

はり3階以上になるのでしょうか。私のところ

は3階でも床上30㎝くらい浸水しております。3

階は梱包材、包装関係の紙類が多かったのでほ

とんどぬれてしまいました。避難所は4階以上

が安心ではないかなと思っております。

大船渡も今は更地です。雑草がぼうぼうと生

えております。また、大型の鉄筋コンクリート

の建物も解体が始まっております。ますます更

地が増えてきておりますが、復興には長い時間

がかかると思います。まず、地盤沈下が激しい。

平均で80㎝で、大船渡線が南北に走っておりま

すが、山側が5m かさ上げされたそうです。こ

れも大変な事業になります。まだまだ建物が建

つまでには相当時間がかかるのではないかなと

思っております。

大船渡の被害は死者・行方不明者を合わせて

421名です。物的損害1,077億円、被害を受けた

建物は5,387戸です。仮設は1,800戸です。それ

でも足りないそうです。どんどん家を建てたり、

あるいは別な家に移ったりということで空くの

かなと思うと、そうではなく、親戚にお世話に

なってというふうな方が最初はよかったが、だ

んだん人間関係がギクシャクして、何とか仮設

に入りたい、そういう人が増えているそうです。

それで足りない、ということであります。

仮設に入っている方々は今後どうしたらいい

か分からない。こういう人が半分。生活設計が

立てられないのです。もちろん家を建てること

もできない。公営のアパートをいち早く建てて

やらないと公園それから学校の校庭はほとんど

仮設で埋まっています。そういうことで、子ど

もには非常に不便をかけていて非常にかわいそ

うな思いさせているわけです。

チリ地震・津波と比べると、死者・行方不明

は、あの時は53名ですから今回は8倍強です。

それから、亡くなった方は、先ほども言ったよ

うに70歳以上が60％ということで、年配者が多

い。これは過去の経験が災いしてる。過去の経

験で逃げたり逃げなかったり、そういうことで

はなく、やはり、避難しなさいといわれたら素

直に避難する。それしかない。逃げるしかない。

より高いところ、そういうことではないでしょ

うか。貨幣価値が違いますが、物的損害は35年

は42億。今回は25倍です。浸水・被災エリアは、

今回は10倍。ということは非常に大きな津波だ

ったということです。やはり1,000年に一度か

なと。

11名の社員の方々が、26名の家族を失ってお

ります。お父さん、お母さん、おじいさん、お

ばあさん、子どもさん。社員の建物の被害状況

は、57名の社員が建物被害に遭っています。流

出13件、全壊は6件。私の家も全壊です。そこ

までは来ないはずだというところに建っていた

のですが、道路からかさ上げ1m、その上に家

を建てております。2階の床上1m くらい上が

ったでしょうか。道路から7m は水位があるは
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ずです。店の方は8.4m。だから店は2階建です

が、完全に屋根まで水没しました。倉庫は3階

にありますので床上1m くらい上がったと思い

ます。それから店が5店舗全壊です。店の2階に

ありました事務所、それから店の裏にありまし

た和菓子工場、これも全壊です。合わせて損害

額3億800万という損害額です。復旧するには3

倍から4倍かかるのだろうと思っていました。

和菓子工場は4億3,000万円かかりました。店の

方は4店舗で4,430万円、締めて4億7000万円か

けて再開したとこです。

大津波で何もかも飲み込まれました。本当に

地獄の惨状で、絶体絶命の危機であったという

ふうに思います。もう地球最後の日だと、もう

世の中は終わりなんだと、一時そう思いました。

着の身着のままでほとんどの方が逃げておりま

す。食べ物もない、水もない、電気もない、灯

油・ガソリンがない、通信手段がない。ないな

いずくしの耐乏生活です。あたり前の生活がい

かに幸せであったのかと思ったものです。水1

つとっても、顔を洗うことができない。ペット

ボトルの水で洗うと、ふんだんに使うわけでは

ありません。湿らしてタオルで拭くくらいです。

飲み水はもちろん、困るのはトイレです。今は

ほとんど文化的になって水洗が多いです。全く

使い物にならない。大船渡北小学校の避難所は

バケツが20も30にもなる。それを持ってトイレ

に入って行く。この水はどこからというと、プ

ールです。プールは常に満水にしておかなけれ

ばならない。ただ水難事故があるから、人が入

らないようにしておかなければならない。プー

ルの水で助かったようです。

娘の家に10日くらい世話になっておりまし

た。娘の家は新しく建てたばかり、引っ越しし

たばっかりですぐ震災を受けております。まだ

落ち着かないうちにころがりこんだわけです

が、オール電化住宅。何の役にも立たない。煮

炊きもできない。困ったものです。カセットの

ガスコンロを買いに行くにもホームセンターも

開いてない。開いてもすぐなくなる。物流がス

トップしてるからそれで終わり。売り切れご免。

ほとんどの店は閉まっておりましたが、灯りが

ない、ローソクでの生活でありました。いかに

優雅な生活をしていたのか、文化生活をしてい

たのかをないないづくしの耐乏生活でよくよく

皆さん分かったのではないでしょうか。

トイレですが、私は大船渡病院に通いました

が遠いから車で行きました。車で行くといって

もガソリンのメーターを見ながらです。たった

20ℓ買うのに、2時間も3時間も並びます。もう

行列です。そういうわけで大変な目に遭ったわ

けです。際限の無い物欲の戒めであったのでは

ないかなと思います。足るを知るということも

非常に今回教えられたのではないでしょうか。

それから備えあれば憂いなし、まさにこのこと

が大切だなと、皆さん品切れで本当に苦労した

と思います。食べ物がないのも大変ですが、食

べることを我慢することはできますが出す方は

我慢できない。

そういうことで、皆さん大変な目にあったわ

けです。ですからオール電化の家には、自家発

電機を持つべきだなと思いますが、高価なもの

です。のど元過ぎればなんとかといって、もっ

たいないので買わない人が多いのではないかな

と思いますが、いざという時はすごく役に立つ

のではないかなと思います。

それから井戸。井戸を作っている人がいまし

た。行列です。昔ながら井戸を外に設置してい

るのは非常に珍しいと思います。まさか地震と

か津波を予知したわけではないでしょうけが。

お金のかからない水を使いましょうということ

で、庭にまくとかそういうことで作ったのでは

ないかと思います。本当に行列を成しておりま

した。その後、自衛隊の給水車とか、各町から

どんどん水を持って来てくれる人があったから

不自由しなくなりましたが、3、4日は大変でご

ざいました。それで井戸は絶対必要だと思いま

す。それから発電機、即席の釜戸、ご飯を炊い

たりして急場をしのぐということであります。

交通機関が空も海も陸も全部ストップして、

町の様子はというと廃虚、地獄の惨状です。も

う仕事なんかやれるはずもないし、やったから
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といって、誰が買うのか、買う人もいない。全

く別の世界というように感じておりました。

3月14日に、工場が心配だから、夫婦で行き

ました。主力工場というのはかもめの玉子の工

場です。山にあります。絶対津波の来ないとこ

ろです。これは津波を避けるために建てたわけ

ではなく、大船渡温泉という別な事業を、玉川

温泉のお湯を持ってきて湯治旅館をやるという

ことでつくった施設です。それが反対とかいろ

いろあって失敗してやめたあとに菓子工場に転

用したわけです。先見の明がありましたなと皆

さんに言われますがそんなことはない。塞翁（さ

いおう）が馬。当初はとんでもないところに工

場作ったなと、山ですから。そういうふうに思

っておりましたが、今回は全く津波の被害がな

く、「さすがですね」と言われました。そうい

う工場でありましたが、どうなっているのかと

行ってみました。かもめの玉子の販売会社の今

は専務ですが、鈴木という方が毎日来て、「誰

が来るか分からないから来ておりました」と言

っておりました。その日にたまたま8名も来ま

した。3月は年間で3番目に忙しい月です。1日

だいたい20万個から25万個生産しています。フ

ル操業に近い。その在庫が山と重なってあるわ

けです。これをなんとかしなければならない。

それで、何回も避難所を出たり入ったりしてお

りました。食べ物がない、水がない、電灯がな

い、電話がない。そういう状況下に暮らしてい

る。炊き出しのおにぎり1個あるかないかです。

2万人の避難民の炊き出しをやるといったらと

んでもない数であります。食べ物がなくて本当

に苦しんでいました。それに心配と恐怖。この

お菓子を全部避難所に配ろうということで、保

冷車2台とワゴン車2台、計4台に満載。もう必

死になって積みました。燃料がないので、自社

の車両から、全部かき集めてその4台に入れ替

えて、8人で近い避難所から順次、もう必死に

なって歩きました。ダンボール、邪魔になるか

なと思いながらそのまま置いてきましたが、こ

のダンボールも、間仕切りに使ったとか、下に

敷いたとか、あとかもめの玉子のパッケージは

食べ物の皿代わりに使ったとか、みんな役に立

ったようです。

道路も瓦礫で交通不能で山道、ほとんど通っ

たことがない。高田に行ったり、三陸町に行っ

たり必死になって配って歩きました。それを3

回に分けて配って歩きました。当然皆さんに喜

ばれました。地獄で仏に会ったようだというふ

うに涙を流しながら喜ばれました。仙台、それ

からこちらの盛岡のほうの在庫もありましたの

で、それも全部回収して、老人ホーム、介護ホ

ーム等の施設のすべてに配って歩いたわけで

す。だいたいお金にして3,000万円くらいでし

ょうか。どうせ損するなら、とことん損しまし

ょうという考えは全くありません。そういった

意識はなかった。これを皆さんに食べてもらう、

役に立つしかないかなと。ただそれだけです。

損得は一切頭にありませんでした。そういう損

得考えるような状況下ではなかった。道路でも

の売る人もだいぶ増えてきましたが、うちでは

そんなことは一切しないで全部無料で配って歩

きました。

それで宮古釜石のルートの社員が、ひょっこ

り帰ってきました。道路が瓦礫で動きがとれな

いから釜石の避難所に避難して泊まってきたと

言っていました。それで車に積んでいた「かも

めの玉子」はどうしたのと言うと、「みんな避

難民にご馳走しました。」「みんなに本当に喜ん

でもらいました」と。食べた方から礼状も届き

ました。「助けられました」と。後に、東京の

椿山荘で、私も行きましたが、釜石市長と達増

知事と震災のことでお話しする機会あってこの

ことをお話ししました。そうすると1,000人の

人の前で、3回ほど、釜石市長がかもめの玉子

を避難の方々にご馳走になってみんな助けられ

たと語っていただきました。そういうことで釜

石市長に何回も褒められました。彼には年明け

て正月ですか、金一封と表彰をしてやりました。

もう一人の女性の方が金沢の親戚の家に世話に

なっているという連絡が入りましたので、全員

が無事だったということであります。

そういうふうに地獄の惨状で、この世の終わ
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りだと、地球最後の日だと、絶体絶命の危機で

す。商売なんかやれるはずがない。3月23日に

全員集合をかけました。6割か7割くらいしか集

まれなかったと思います。亡くなった家族の方

にはお悔やみを申し上げ、被災した方には丁寧

にお見舞いの言葉をいたしまして、今後どうす

るかということで、まず主力工場の整備をしよ

うということになりました。天井が落ちた、ひ

び割れをした、機械が地震で動き回りあっちこ

っち向いたと、それを正規に直す。メーカーと

一緒に必死になって直しました。3月中には整

備は終わりました。あとは被災した5店舗の後

片付け、また私の自宅も一緒に片付けていただ

きました。そういう作業をして、それからどう

するかということで商売を再開しても得意先が

10％近く、72件の得意先が全壊。また社会の機

能、基盤も破壊された、商売なんかできない。

再開しても半分以下だろうというふうな話をし

ておりました。来ても仕事がない、という事態

になる。一時解雇や休職を断腸の思いでせざる

を得ないのではないかという話をしておりまし

た。結果的には工場の人は一時解雇。20数名、

トータルで休職者43名でした。それでも工場の

人は6月30日ですべて復帰しております。だか

ら休んだのはほんのわずかです。一時解雇でも

当然退職金も払いました。休職は主に販売関係

の人たちです。店が再開、順次復帰しておりま

す。9月いっぱいまでにはすべての店関係の人

も復帰しております。休職扱いの人は満額給料

は出たと思います。休職手当て8割、会社で2割

負担しました。ま、そういうことで絶体絶命の

危機を乗り切ったわけではあります。あのよう

な危機的な状態では将来に心配と不安がない人

はいません。これはどの人も同じで共有できる

のです。そういう怖さで全部心が一つになれる。

だから後片付けにしても仕事にしても必死で

す。このくらい組織がまとまることはないなと

いうふうに思います。やるしかない。やれば不

安も心配もどんどん払拭していく。誰しもそう

思います。だからまさに一枚岩。一丸となる。

あんなにまとまったことはどこの企業でもない

のではないでしょうか。その間に全国のお客さ

まから毎日30から50通のお見舞い、あるいは、

励ましのお手紙をいただきました。なんとお客

さんというのは本当にありがたいとつくづく思

いました。お客さんって神様だなと。昔ありま

したね、お客さまは神様ですって。まさに神様

です。買ってくれる人にこんなに見舞いされて、

励まされて、しかも見舞金を送ってきた人もあ

ります。掲載紙も送ってくれた人もあります。

（さいとう製菓の）見舞金を送ってきた人には

お返しをしました。かえって逆に怒られて、こ

ういう大変な時にお返しつけるのはおかしいん

じゃないのと。今度は謝りのお手紙出したりし

ました。気持ちですのでやりました、もらいっ

ぱなしで良かったのかなとは思いますが。お客

さんです。こういうことは好意で、善意で応え

なきゃならないということです。

時間がないから１通だけ読ませてもらいま

す。これは、姫路市の中学１年生の女の方です。

「私は幼いころ茶道を習っていました。その時

に一番好きだったお菓子はかもめの玉子です。

でもここ2年ほどあまり買いに行くことができ

ず、やっと最近見かけて注文したのですが、震

災の影響で届きませんでした。がっかりしたの

と同時に震災の大変さも分かりました。私はか

もめの玉子でたくさんの人が幸せになれると思

います。今は大変だと思いますが、がんばって

ください。私も必ず買います。」中学1年生の方

の手紙です。こういう手紙がたくさん来て、今

は2カ月に1回くらいかな。当時は毎日50通前後、

全部に返事を出しております。私が自筆で書い

て返事を出すこともあります。本当にお客さま

に励まされて、こういうお客さまにお応えする

には、仕事を再開することだ、早くかもめの玉

子を作ることだ、安心してもらうことだ。こう

いうことをすごく感じたものであります。

主力工場の再開ですが。4月6日です。3月中

に体制を整えてもできなかったのは、物流スト

ップで原料が入らなかった。一番入らなかった

のは生卵、鶏卵。今は本当にオートメーション

です。鶏卵工場も電気がないと機械が全部スト
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ップ、自動給水、自動給餌。そして主流工場が

全部津波を受けてしまって完全に壊滅してスト

ップです。石巻と八戸にありますが、操業がで

きない。あるだけの餌で餓死しないように飼っ

ていたそうです。全国の養鶏場から軽油を集め

て発電機を回し、なんとか操業できたのは4月5

日です。東京で売ってる玉子で初めてやりまし

た。この日にマスコミ、テレビ局、新聞社が全

局集まりました。びっくりしました。一番先に

来たのは NHK さん。3日前から来ておりまし

た。NHK、フジテレビ、日本テレビ、朝日テ

レビ、TBS、新聞社は読売、毎日、日経、共

同通信、時事通信等、ワッと来ました。だから

午前中はテレビ局、午後は新聞社と順番を決め

て、来た順序に応対しました。工場にも入って

いただいて、みんな撮っていただきました。一

番積極的なのはフジテレビの女の方。なんと生

意気な女の子だなと思っておりましたが、結果

的には一番内容の良い映像を出してくれたので

す。何でも積極性が勝つんだなと思いました。

コマーシャル、何百億円、北海道から沖縄まで

ニュースですから。そういうことでうちの会社

が再開したということで全国に放映になったわ

けです。

7日夜の11時35分大きな余震がありました。

この時、停電になりました。停電が一番怖い。

工場はもちろん全部ストップ。冷凍庫、冷蔵庫

がストップ。せっかく手にいれた卵が全部パー

です。ホワイトチョコレート、全部24時間365

日、ヒーターが入って溶解していますが、電気

が止まるとみんな固まってしまう。パイプライ

ンで全部機械に供給になっていますが、全部固

まってしまう。それを溶解するのに2日も3日も

かかる。だから再開したのは4日後です。停電

は恐ろしい。そのようにいろいろ余震に難儀さ

せられました。自宅で寝ていて停電になった。

夫婦で大騒ぎ。あのくらい痛い目にあったのに

まだ分からないのと、備えあれば憂いなし、全

然分かってない。夜中に電気がないと真っ暗闇。

何も見えない。電灯を探す、マッチがあるか、

ローソクは、手探りです。それからは電灯を3

つも4つも枕元に準備して寝ています。

津波ですが、3.11の津波は昼間でしたが、夜

中だったら3倍も4倍も犠牲者が出たのではない

でしょうか。停電になるから夜の津波には停電

になっても明かりが灯るように蓄電の LED だ

とかにしなければならない。あとは誘導。避難

通路に全部つけるべきだなと思うし、信号も停

電になっても動くようなバッテリーとか太陽光

で動くとかそういうものに全部変えていかない

と犠牲者が増えていくんだなということです。

これは行政あるいは国の仕事だと思いますが、

訴えなければできていかないのではないかなと

思います。

仮設の総本店ですが、どちらさんも物件が欲

しくて、最後に競いあったのはお医者さん。お

医者さんと競いあってどんどん家賃が高くな

り、うちのほうに決定した。決定した途端に、

高いと思いましたが、4月29日にオープンしま

した。高田町は8月24日にオープンしましたが、

本当に建設現場の事務所みたいな店舗でありま

す。高田町は店やお菓子やさんがほとんど全滅

しました。すごく業績を伸ばしました。5月に

入ってからなのですが、売れないと思っていた

のが売れたのでびっくりした。2倍か3倍売れま

した。どういうことかというと、自衛官や警察

官が支援のためにどんどん入ってきました。そ

れからボランティアの方達がどんどん入ってき

た。１週間交代で入れ替わるから、そのたびに

お土産を買ってくれるのです。それで予期しな

いことが起きました。工場もフル操業です。2

割から3割。昨年同月比でそれぐらいです。店

は3倍から5倍。通販も5倍くらい。大手企業か

らもロットの大きい注文がいっぱい入ってきま

した。そういうことでボーナスも払いました、

年間で3.5払うことができたということであり

ます。

和菓子工場も流出しましたが、結果的には4

億3,000万で完成しました。安全安心を第一に

ハセップ対応の工場で衛生管理の一つの手法で

一番優れているということです。そういうこと

で安全で安心しておいしいお菓子を供給しまし
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ょうということでかもめの玉子の工場周辺に建

てました。工場はすべて山手高台に配置になっ

たということで、これで津波の心配は全く心配

ないということです。

震災と業績ということで、昨年の3・4月は、

本当にグラフの底をなめるようでした。当然で

す、営業しておりません、休業です。それでこ

の状態が続くと思っておりましたら、Ｖ字回復。

5月から先程話したように支援の人たちがいっ

ぱい入ってくれました。だから復興特需。通販

などは全くそうです。それで一番売れるのは12

月。次は8月、3月となりますが、一番売れる時

が下回っております。これくらい売れると工場

が対応できません。それで仕事の平準化です。

前もってストックしておく。5、6、7月、ここ

でピーク時の対応できない分をストックして作

りましょう。ところが去年はそれができなかっ

た。ずっと忙しい。こんなに忙しいとストック

する時間がない。だから、フル操業です。12月

も同じことです。ピークには昨年を下回った。

この復興特需も5月までで終わり。本当は3年4

年続いてほしいと思いましたが、東京の人はも

う既に被災地は復興しているという人がほとん

どですが、全然復興しておりません。言葉ばか

りです。それで復興特需が終わりを告げたなと

いうことです。それでも7月ごろまでは22年の

同月比に対して10％前後くらいはオーバーして

います。多少はあるという意味です。ボランテ

ィアの方もまだ来ております。いずれはどんど

ん少なくなっていきます。人口流出です。当時

は大船渡4万2,000人台ですが、今は3万8,000人

台。高田は2万人を切っております。まだまだ

高田の場合は減っていくのではないかなという

ことです。人がいなければ復興はありえない。

商売も成り立たない。これからが正念場、これ

からが本当の戦いになります。

復旧復興の先導役。250名の人を雇ってる事

業所としては一番先に立ち上がりました。再開

しました。これはお客さんの励ましがあったり、

なんとしても社員を守らなければならないとい

うことでした。それと、早く立ち上がることに

よって、被災した企業の皆さんが悩み苦しみ、

どうしようと苦しんでいる中、いち早く再開し

たよ、ということで鼓舞し、奮い立って再開し

てほしい。産業経済の再生なくして地域の復興

はありえない。やはり先になって、会社の立場

でもありますし、なにがなんでも、いの一番に

立ち上がるんだということで立ち上がったわけ

です。企業は社会貢献です。お菓子を通して社

会貢献もやるが、そのほかにもいろいろやらな

ければいけないことがたくさんあります。

工場祭りというものがありますが、本来なら

9月の第4の土日ですが、今年は10月15、16日と

やりました。やる、やらないで議論をしました

が、子どもたちが可哀そうだ、遊ぶところがな

い、運動場がない。とにかく工場祭りをやりま

しょうということでいろいろなことをやりまし

た。お菓子教室、もちつき、金魚・人形すくい、

似顔絵教室、いろいろ楽しいことをいっぱいや

りました。ゲームもありました。子どもたちは

目を輝かして遊んでいました。子どもたちは津

波と地震の恐怖におびえている。それで、遊ぶ

ところも運動するところもない。こういうふう

に安心感を与えようということで無理矢理やり

ました。子どもはやはり地域の宝、国の宝だと

思います。今年もやりました。3,700名集まっ

てくれました。

最後になりますが、復興にはまだまだ相当長

い時間がかかるだろうと思います。生活再建は

もとより、先ほど申したように産業経済が再生

しなければならない。そうしないと地域の復興

はありえません。あとは人口流出の歯止め。働

くところないからみんながよそへ行ってしま

う。だから企業に早く立ち上がってもらわなけ

ればならない。そして新しいまちづくり。もう

区画整理事業をスタートしております。土地の

所有者との個別交渉まで入っております。復興

まちづくり。これもプランは提案されておりま

す。いずれにしても、街ができると思いますが、

大船渡らしい町並みにしなければならない。今

まではいつかはゴーストタウンになるのだろう

なと心配している中での大津波を受けました。
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もう疲弊している。建物も何も作っていただい

て、これで家賃を払って入れてもらうというふ

うなことも訴えております。何よりも人口が少

なくなって買う人がいない。経営が成り立つは

ずがない。どうする、交流人口、流動人口。文

化、スポーツ、あらゆる施設、商店だけではな

く、そういう施設で人を呼べる、そういうこと

を徹底していかないと、交流客がないと成り立

っていかないのではないかというふうに心配し

ております。いずれも確かな希望に向かってま

っすぐに見て、皆さんと築いた絆を大切にしな

がら、困難は山積しておりますが、不撓不屈の

精神でそれを乗り越えながら、なんとしてもや

っていかなければいけない。

安全で安心なまちづくり、これが最優先され

るだろうと思います。防波堤、防潮堤の計画も

成されておりますが、まだまだ心配なところが

あります。それから三陸は自然が豊かでありま

す。この豊かな自然を大切にしながら、融和し

ながら、そして健康で快適な生活が送れて、初

めて復興ではないでしょうか。災い転じて福と

成す。そういう考えで創造的な復興がなんとし

ても大切だなと思います。

今こそすべてが生まれ変わるチャンスです。

災いを本当に転換して、幸せ作りに持って行か

なければならない思っております。今後とも皆

さまのご協力を切にお願い申し上げまして終わ

らせていただきます。

ご静聴ありがとうございます。
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「東日本大震災を経験して

～津波襲来から学校再開まで～」

岩手県立花泉高等学校 事務長／前岩手県立高田高等学校 主任主査 鈴 木 典 子

講師紹介

一関修紅高等学校 校長 菊 池 慧

鈴木さんは昭和52年4月、県内の教育関係機

関に勤務されたのを皮切りに、平成18年、岩手

県の沿岸の陸前高田の高田高校に勤務されまし

た。主任主査として勤められておりました。平

成23年3月11日に東日本大震災に遭遇されてお

ります。本日は、先ほどは会社企業での立場で

の講演でございましたが、この講演では、学校

が被災した時に担当されていた鈴木さんに講演

をしていただくということになりました。現在

は花泉高等学校、ここは宮城県境にあり、岩手

県としては一番南の地でございますが、花泉高

等学校の事務長としてご勤務されております。

どうぞよろしくお願いいたします。

皆様、お早うございます。ただいま紹介いた

だきました岩手県立花泉高等学校事務長の鈴木

典子でございます。今年4月の人事異動で現在

の職に就いておりますが、半年前の3月31日ま

では岩手県立高田高等学校に勤務しておりまし

た。それで昨年3月11日は高田高等学校で災害

に遭いました。災害を体験した者はそのことを

伝えていくことも使命なのかなと考えておりま

したので、このような機会をいただきまして本

当に有り難うございます。そして、本日司会を

されている岩渕喜一郎様には、岩手県立学校の

事務長をなさっている時、そして岩手県公立高

等学校事務職員協会会長の要職に就かれていた

時に大変お世話になっておりました。講演の話

をいただいた時に、お世話になっておりました

のでお断りすることもできなくて、それで、今

日お話をするということになりました。どうぞ

よろしくお願いいたします。これから1時間と

いうところで震災について、そして防災につい

て一緒に考えていただければと思います。

震災以来、全国多方面から多大なるご支援を

いただきまして、本当にありがとうございます。

この場をお借りして感謝申し上げます。

それでは「東日本大震災を経験して 津波襲

来から学校再開まで」。大きなくくりで4項目に

ついて話をさせていただきます。「1.地震発生

時・避難・避難所について」「2.防災を考える」

「3.学校再開に向けて」「4.マネジメントの視

点からの気付き」です。

勤務しておりました高田高校ですが、東北地

方、そして岩手県。岩手県でも東の海岸に面し

ておりまして、宮城県境にありました。陸前高

田市はいろいろなマスコミの報道で皆さんご存

知のことと思います。この陸前高田市の唯一の
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高校が高田高校です。所在地は陸前高田市高田

町長砂というところであります。湾に面してお

り、湾から中のほうに1㎞くらい入ったところ

に校舎が建っておりました。若干、高田高校の

紹介をさせていただきたいと思います。昭和5

年に創立され、昭和46年には女子バレーボール

部が全国大会で優勝しております。また昭和63

年には野球部が甲子園に出場しております。文

武両道をモットーにしております。昭和20年に

県立広田水産高等学校と統合になり、家政科が

設置されましたが、家政科は隣の市にある大船

渡東高等学校に学校が移りました。高田高校に

は海洋システム科が設置されました。昭和22年

10月、震災の半年前には創立80周年の記念式典

が挙行されています。発災時は普通科1学年4ク

ラス。海洋システム科が1学年1クラス。3学年

合わせると15クラスで生徒数は537人でした。

高田高校の校歌にもありますように、「水と空

との 連なれる、高田の海の 八重のしお」と

ても風光明媚なところに建っておりました。市

の中心部に位置し、近くには陸前高田市役所、

それから市民会館、体育館の施設もあります。

では、「1.地震発生時・避難・避難所につい

て」です。震災がどのような状況から始まった

かです。3月1日に卒業式を行いました。3月9日

入学者選抜学力検査が行われています。4校時

の確か社会科の試験の時でした。少し大きな地

震がありましたが、すぐおさまりましたので試

験はそのまま実施しております。それで小会議

室では学力検査の資料作成をしておりました。

そして3月11日、1、2年生が出校日で午前授業

でした。多くの生徒が部活動をしておりました。

校外で部活動をしていたクラブもあります。サ

ッカー部は松原サッカー場、ソフトテニス部は

市民体育館、水泳部は B&G 海洋センターにい

ました。卒業した3年生は4月からの進路に向け

て自宅等で準備などをしていたと思います。14

時46分体験したこともない大きな地震、そして

同時に停電、ほとんどの職員がいったん机の下

に体を入れ、揺れが少しおさまった時にグラウ

ンドに避難しました。職員室が1階にありまし

たので、当初は職員が避難しました。学校長の

指示により、私は事務室に戻り、避難放送をし

ました。蓄電池式の非常放送設備があり、これ

が停電時でも放送ができるということが分か

り、スイッチを入れてみましたら、大丈夫でし

た。それで放送しました。そして生徒も避難し

てきました。中には大きな揺れに驚いて身動き

ができなくなっていた生徒もいたと聞いており

ます。校舎前第一グラウンドに避難しまして、

ここで部活動ごとの点呼をとっております。そ

の後ですが職員が車のラジオから釜石で十数m

の津波だそうだという情報を受けまして、学校

長の判断で校舎裏のグラウンドに避難させたほ

うがいいということになり、校舎裏のグラウン

ドへの避難を、また戻って放送しました。手前

に高田高校の校舎があって、少し高台に第二グ

ラウンドがあります。今になって思い起こすこ

とですが、地震で揺れている最中でも非常放送

ができたということ、それから非常放送は蓄電

池式だったということを判断できたのは訓練の

おかげと思います。春秋の防災訓練の時は、毎

回放送担当でした。その後、職員は手分けして

校舎内に残っている生徒がいないかを確認しま

した。この校舎内を確認したことが後々、安否

不明の生徒がいる状況の中で少なくとも校舎内

には取り残された生徒はいないという確信を持

つことができました。私と事務長は、耐火金庫

のある事務室、学力検査の資料作成をしていた

小会議室等を施錠しました。耐火金庫の中です

が、耐火金庫も倒れてしまって、水没したので

すが、卒業生台帳、学校沿革史、校印、出納員

の印、会計システムの操作カードは少しぬれま

したが、保全されました。用務員は、大型バス

（これは海洋システム科が広田校舎に実習に行

く時に使っていたバス）、スクーター、乗用重

油草刈り機、非常用ラジオ付き電灯などを移動

させました。そして校外で活動していたクラブ

の生徒たちも第二グラウンドに避難してきまし

た。避難者は生徒が260名弱。職員が45名くら

い。地域住民が100名程度になっています。そ

して地震後40分程で津波が襲来しました。
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高田の町は何もなくなって、もう水没してい

る状態です。高田高校ももちろんその波の下に

入ったわけです。

上の写真は高田高校の校舎周辺です。建物が

少し見えますが、水が引いてきた時の写真です。

この建物は水泳部が部活動を始めようとしてい

た B&G海洋センターというところです。

ここにいた水泳部は第二グラウンドにいませ

んでした。ここの職員と一緒に市の避難指定場

所である市民会館に避難したようです。

下の写真が水が引いた後の学校です。ちょう

どこの後ろに山があったこともあって、町で流

されたものがここに止まってしまったという状

況です。

一番初めに避難したグラウンドです。左側が

テニスコート４面。

避難した第二グラウンドの野球用室内練習場

で夜を明かすことになりました。道路が寸断し

孤立状態です。唯一残った建物である研修会館

には3トンぐらいの水タンク、食器類、50人分

くらいのフトンがありました。それをみんなで

運びました。ほとんど生徒が中心になって運び

ました。雑木林から薪を拾い集めてキャンプフ

ァイヤーのように燃やして、暖をとりました。

職員は2、3時間交代で仮眠をしました。大型バ

スが、老人や体調不良者、津波をかぶって全身

ずぶぬれになって低体温になった避難者の救護

に役立ちました。翌日からは職員のミーティン

グをする場所にもなりました。

これが室内練習場です。

下は土です。そこにブルーシートを敷いて、

そして研修会館から運んだ布団を敷いて、一枚

に一人はとても無理なので、何人も身体を寄せ

あって布団をかけていたという状況です。

高田高校の工藤校長が支援をしていただいた

方々へのお礼をホームページに掲載されまし

た。その中の一部をご紹介します。

「震災から1カ月以上経ちましたが、あの時の

津波の恐ろしさは今でも脳裏に焼きついていま

す。今回の震災で我々は地震直後本校第二グラ

ウンドに避難し、津波が高田の町を覆いつくし

家が流されるのを目撃しましたが、とても現実

のものとは思えませんでした。その後第二グラ

ウンドの野球用雨天練習場で1週間避難生活を

送りました。ここでの生徒の行動、態度には驚

かされました。地震の直後、第二グラウンドに

避難指示を出しましたが、生徒たちは本校体育

館に避難してきた住民の方々の両脇を抱えて第

二グラウンドまで誘導したり、雨天練習場に布

団を運ぶなど、避難してきた人たちのために行

動してくれました。本来であれば家族の安否や

家が流されていないかと泣き叫びたいほどの不
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安があるはずなのに、どの生徒も慌てず冷静な

行動をとってくれました。我々はそんな高田高

校生を誇りに思います。」

というように、記載しています。このように、

生徒のことを取り上げていますが、本当に生徒

たちは私の目から見てもよくやっていると思い

ました。夜中に体調が急激に変化した避難者を

リヤカーに乗せて、グラウンドの一番近くの畳

のある避難所に移送させた生徒もいました。ま

た、自分が着ていた運動着やウィンドブレーカ

を脱いで、「俺は若いから大丈夫」と言って衣

服がずぶぬれになった老人に貸していた生徒も

います。そんな姿を見ていると私たちも生徒の

ために頑張らなくてはという気持ちに自然とな

っていったのだと思います。

3月12日です。翌日初めて救援物資が届きま

した。みんなで救援物資だと言って喜びました。

どんなものが来たのかなと思いましたら、乾パ

ン。実際に分けようと思いましたら、一人に乾

パン1個づつです。私に届いたのは小指の爪ほ

どの氷砂糖1個でした。交通も遮断されて、ど

うなることやらと思っておりましたが、ここに

集まった地域の方々が、獣道のような道路をブ

ルドーザーを調達してきて、車が一台通れるよ

うに拡幅してくれました。朝、チェーンソーの

音が聞こえていたのですが、それは山の木を道

路が通れるように切ってくれていたそうです。

それでなんとか、外とつながるようになりまし

た。

それでも電気も水道もガスも灯油もないとこ

ろで、1週間を過ごすことになりました。また

職員の役割分担をして、避難所組織を作りまし

た。避難所組織は食事の賄い係、生徒確認係、

宿泊係、救護係、そして市対策本部に衛星電話

がありましたので、そことの連絡の係等です。

マスコミ対応とか外部の対応もありましたが、

それはすべて学校長、学校長がいない時は副校

長が担ってくださいました。私は食事の賄い係

を仰せつかりまして、リーダーになりました。

最初は、本当に食料も少なく、夕方5時くらい

にはもう暗くなります。ですから夕飯を食べさ

せるのは4時とか4時半です。それから片付けて

寝る準備をする、真っ暗になるので、寝るとこ

ろを確保しておかなければいけない状態です。

ミーティングの時に「避難所では食事が2回と

いうところもあるそうですが、どうしましょう

か」と先生方に問いかけました。そうしました

ら、運動部の監督から、「どんなに少なくても、

どんなものでもいいから、3回は出してほしい。

成長盛りの子どもたちだから、ここで成長を止

めるわけにはいかない」ということを話されま

した。「じゃ、分かりました。3回にしましょう。」

ということにしました。

救援物資が届くようになってきました。先程

のさいとう製菓さんのかもめの玉子、私もかも

めの玉子いただきました。どういうことでかも

めの玉子が届いたかは今日初めて分かりまし

た。それから大船渡に鶏肉加工場の会社があり、

そこから例えばハンバーグが10箱とか、30㎏袋

の鶏肉が5袋くらい届きました。冷蔵庫もない

わけで、陸上部の部室に保管しました。すみや

かに食べなければいけないということで、鶏肉

を朝も昼も夜も出した時もあります。生徒の体

調もだんだん心配になりますし、一般の地域の

住民の方々には高齢の方もおりました。それで、

「このように出しますけど、必ず自分の体に聞

いて食べてください。残してもいいですから、

自分の体に聞いて食べれる量だけ食べてくださ

い」というような状態でした。幸いなことに集

団感染とか体調不良者ということは私の耳には

入ってきませんでした。

3月13日、職員も一時帰宅して、自宅や家族

の様子を確認することにしました。内陸に自宅

のある職員は食料とか衛生用品、歯ブラシ、タ

オル、下着などを購入してまた避難所に戻って

きました。水をポリタンクで持ってきてくれた

職員もいます。

3月18日になり、スポーツドームのほうに避

難所を移しました。学校施設を避難所にしてい

ると避難所運営や管理の主体が学校となって、

生徒の安否確認や学校再開の準備ができないこ

とも理由にありました。また約7割の職員の住
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宅が流されていました。そういう中で、避難所

を運営しながら学校再開というのは厳しいもの

がありました。また、生徒の安否確認もまだで

きていない状況でありました。この時点で安否

不明生徒は74名おりました。

停電、電話線の崩壊で通常の電話はもちろん、

携帯電話も中継する基地局の機能が失われてい

るため通話もメールもできませんでした。また

ガソリン事情も悪いところですが、生徒課職員

が中心となり手分けして、市内に百数十カ所あ

る避難所、そして遺体安置所にも出掛けました。

ご遺体が、実は私も遺体安置所に行きました、

百体くらい並んでいるのです。それを職員が一

体、一体確認するのです。もちろんご遺体の状

況が紙面で出ているわけなのですが、普通にお

亡くなりになっている状態ではないので、若い

人でも高齢に見えたり、高齢の人でも若く見え

たりということがあります。生徒課の職員の話

では「僕たちこうして確認して、これが生徒だ

って分かっても何もすることができないんです

よ。あとは、家族にその情報をつなぐだけなん

です。」という話をしておりました。

また、連絡網も情報もなく、避難所がどこに

あるのか分からない中で職員が手分けして出掛

けましたが、地域のコミュニティがしっかりし

ている地区は確認がスムーズにできました。地

区民とともに避難所生活をするにあたっても、

常日頃から各居住地域のコミュニティに参加さ

せておく必要性を語っている職員もいます。

高田高校の災害状況です。建物のほとんどが

流出、全壊しました。それから職員住宅は高田

地区に9棟あり22戸、広田に6棟あり14戸が全壊

しております。流出した設備は備品台帳価格で

2億6,900万円程度です。生徒数は537名おりま

して、亡くなったり行方不明の方は職員が1名、

この職員は水泳部の顧問でありまして、水泳部

の生徒の確認に行った一人です。生徒が22名。

この中には実は私の姪も含まれております。そ

れから住宅が流出した職員が37名。転校生徒数

が15名。被災生徒数は276名です。住居の全壊、

半壊それから保護者などの死亡です。

転校した生徒の中には自宅も全壊して流され

てしまってそれからお父さんもお母さんも亡く

されてしまって、兄弟二人だけになり、親戚に

身を寄せるために転校した生徒もおります。

こういう状況だったのですが、このあと、震

災直後に高田高校の職員に対してアンケートを

実施しています。その時のことで、少し防災に

ついてを考えていただければと思います。

「震災当初、あれは良かったと思うもの」は、

第二グラウンドの避難とか屋内練習場があった

こと、バスを第二グラウンドへ移動させたこと、

生徒の点呼、校舎前グラウンドに避難した際に

車のラジオで津波情報を聞いたこと、生徒教師

を問わず助け合って行こうという意識が高まっ

たこと、生徒が先生と対応し避難生活に耐えら

れたこと、一般避難者への援助や介護、それか

ら学校長のリーダーシップのもと先生方の連携

も良かったこと、迅速な組織図の作成、役割分

担、学校の心臓部である職員室が早く回復した

こと等が挙げられています。それから「今後の

防災に生かしたいこと」としては、校外活動に

対する防災マニュアルの作成、リアルな避難訓

練、学校以外での避難場所の確認、学校とコミ

ュニティとの連携、電話が使えない場合の通信

手段の構築、生徒名簿・生徒個票・USB・PC

の持ち出しです。

「避難当初あれば良かったと思ったもの、日

頃から備えておいたほうが良いと思われるも

の」ということで、通信機器、無線機器等、情

報収集の手段、200人以上の避難生活へ対応で

きる備えと備蓄品（非常食・衛星電話・ラジオ

・発電機・ガソリン・カイロ・毛布・マット・

シート・懐中電灯・ろうそく・大きな鍋・サラ

ンラップ・ビニール袋・医薬品・消毒スプレー

・ウェットテッシュ・マスク・タオル・軍手・

PC データーの内陸でのバックアップ外部メモ

リの保存・重要書類運搬ボックス等）をあげて

います。

震災後、岩手県教育委員会では全校に発電機

を配備しました。また、学校では飲料水や長期

保存できる食糧の備蓄を行ったところがありま
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す。通信手段では停電、携帯電話等の基地局が

壊れたため、衛星電話がとても有効でした。こ

の大震災の約1週間後に衛星電話が通信手段復

旧までの間、学校に配置されました。それまで

は陸前高田市災害対策本部の衛星電話に頼って

おりました。また、岩手県教育委員会では危機

管理マニュアルを全面的に見直し、平成24年3

月27日に改定版のマニュアルが作成されまし

た。このマニュアルを基に、本校花泉高校では

危機管理マニュアルを見直して作っておりま

す。

ここからは、「3.学校再開に向けて」どのよ

うなことをしたかについて話したいと思いま

す。

3月22日、教職員は大船渡東高校研修会館に

移動しました。高田高校から約20㎞のところで

す。住宅が流出した37名の職員のうち20名程度

がここで寝泊まりして研修室が臨時職員室兼事

務室兼校長室となりました。いよいよ学校再開

に向けて準備が始まりました。

会議用テーブルを2つ合わせて分掌ごとの席

としました。大船渡東高校からコピー機や印刷

機、パソコンなども借りてきました。数日後か

らは大船渡東高等学校の本校舎の進路指導室を

事務処理専用室として使用させていただきまし

た。このほかに、被災した高田高校の校舎の水

が引いて乾燥してきた時期に、職員で高田校舎

に書類等を探しに行きました。耐火書庫以外の

書類はほとんど使用できる状態ではありません

でした。職員室の中にはまとまった書類はあり

ませんでした。不思議と油絵とかはきれいに修

復することができました。吹奏楽部の楽器も数

点回収することができ、修理を依頼しました。

そのことがマスコミで報道され、全国から楽器

をいただくことにもなりました。同じころスポ

ーツドームでは卒業した3年生の集会を行いま

した。不明生徒の安否情報の提供や呼びかけ、

それから進路状況の確認が主でした。先程のさ

いとう製菓さんはそのまま従業員を雇用したと

いうことですが、そうでない企業もありました。

それから保護者等が亡くなったり行方不明にな

って、進学しようと思っていたけれども不安が

ある等、そういう生徒の相談に乗っております。

3月29日、大船渡東高校の萱中校舎、統合さ

れた学校で、統合前、大船渡農業高校といいま

して、そこが空き校舎になっていたのです。そ

れでここを仮校舎にするということが県教育委

員会から通知がきました。私たち事務職員を含

め教職員はこの校舎に行って施設修繕の要望を

取りまとめることになりました。ここの校舎は

ホームルーム教室が9室だったのですが、それ

を15クラスに対応しなければなりませんでし

た。壁とかに亀裂が多数ありました。それで生

徒の心理面からも補修してほしいこと。特別教

室を間仕切りして、普通教室にするという案を

作成して営繕担当に送りました。また、授業再

開にあたっての最低限必要な設備品の必要数を

まとめ、県教育委員会の施設整備係に送付して

おります。この校舎の修繕要望、設備品の要望

においても電話をいただいてから1日とか2日で

状況を把握して必要数等を取りまとめて報告す

るという、常にスピードを求められていました。

メールも使用できない状態でしたので近くの公

所に行ってデータを受け取って送付するという

状況でした。

4月3日には仮校舎設備の納入計画、清掃用品、

保健医薬品、事務用品の発注事務等を始めまし

た。各部署に納入希望品とか消耗品とかの調査

をしました。住宅が被災した職員の住宅確保も

必要でありましたし、それから、被害にあった

職員は今後のことについても不安がありました

ので共済組合の見舞金の説明もしております。

4月4日、新3年生の登校日を陸前高田市立第

一中学校を会場にして行っております。ここで

は仮校舎について、始業式入学式の日程、当面

の部活動について、そして新3年生については、

各地に行って面談をしますよということを連絡

しています。ここでは生徒の動向確認です。教

科書はあるか、副教材はどうか、弁当は持って

来れるのか、避難所にいる生徒は弁当を持参で

きないことになります。そのような確認をして

おります。
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そして4月22日の夜ですが、大船渡高校の会

場を借りまして、保護者説明会を実施していま

す。県教育委員会から仮校舎、通学用バス、昼

食についての説明をいただきました。高田高校

からは始業式入学式の日程、今後の行事予定、

それから制服、部活動について、そして教育相

談、心のケアについて等を話しております。

いよいよ4月27、28日仮校舎の設備品が納入

になりました。県内12校より譲られた設備品等

が1,090点、県教委の緊急購入が800点ほど。大

型トラック20台分。そのほかに納入業者契約で

やはり大型トラック10台ほどです。この時は県

教育委事務局の方々、事務職員組合の方々が、

公立学校共済組合の保養施設のバスで支援に来

てくださいました。

そして5月2日、1カ月遅れの始業式をしてお

ります。ただし、校舎には自衛隊が駐留してい

まして、本校舎のみが使用できる状態だったの

で、全校集会できる場所がなく、始業式は放送

で行っております。

5月10日、入学式は大船渡東高校体育館で行

いました。入学式を迎えましても、いろいろと

工事等がありました。もう使用していない校舎

でしたので、いざ教育活動となるといろいろ不

具合が出てきました。それから設備品ですが、

学校再開後も設備の購入などが実施され、寄贈、

支援品の受け入れもされました。

それから、教科書や副教材、体育着、運動靴

の購入が約2,000万円程ありました。被災した

時1、2年生は副教材や教科書を学校に置いたま

まという生徒が多数いました。それから運動靴

もそうです。体育着も。自宅に持って帰ったと

いう生徒も自宅が流されたりしておりましたの

で、2、3年生についてはこれまで配布していた

副教材で継続して使うもの、教科書、体育着、

運動靴については全員に配布しております。さ

らに再開にあたって、取り組んだ主なことは、

スクールバスの運行、部活動用バスの配置、交

通網が遮断されていましたので元の校舎から20

㎞程離れた仮校舎への通学の確保のため、スク

ールバスが運行されました。これは教育委員会

のほうで手配していただきました。学校ではカ

リキュラムに応じて、何時発とか、何時までに

学校に来るためにはどこの場所を何時に出発さ

せるかとか、それから行事によってバスの運行

時間を変更するとか、様々な調整がありました。

それから部活動用バスの配置。これは、自衛隊

が駐留していたためにグラウンドも体育館も使

用できず、近隣の施設に行って部活動を行うと

いうことです。野球部は3時50分に昇降口を出

て、40分くらいかけて隣町の住田町の町営グラ

ウンドを借りてクラブをして戻ってくるという

ような状況でした。バス運転手も非常勤で3名

配置されています。それから朝食や夕食支援も

ありました。図書館の再開、教育相談、全国か

らの支援物資等の対応、海洋システム科の実習

の確保です。海洋システム科は船での実習とか、

缶詰、（さばの缶詰とか、さんまの缶詰）を作

るという実習もしているのですが、実習ができ

ないために秋田県立男鹿海洋高等学校で実習を

引き受けていただきました。8月上旬から10月

中旬にかけて3日間の実習を3年生が2回、2年生

が2回、1年生が1回の計5回実施することができ

ました。予算は委託料で生徒の交通費・宿泊費

を支出しています。

徐々に、普通科目の授業、ホームルームでの

授業はできるようになりまして、3月1日に仮校

舎の体育館で卒業式を行っております。亡くな

ったり行方不明になった生徒は、遺影を友達に

抱いていただいております。

ここで1年間なんとか過ごしたわけなんです

が、ここからちょっと私なりの気付きを紹介し

ます。

この１年を通して、みんなでできたこと、職

員が一丸になってできたことは、どんなことが、

良かったのかなって思って書いたものです。

「4.マネジメントの視点からの気づき」。

まず、①連帯感、信頼関係です。着の身着の

ままで避難し孤立した状態を教職員全員が経験

し、寝食を共にすることにより連帯感、信頼感

が深まりました。②工夫、アイデアの創出です。

先ほど話しましたが、食するにも寝るにも、そ
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して排せつにも、実はトイレは使わえないわけ

で、そういうことにも工夫が必要でありました。

③共感です。お互い、つらい悲しい思いもして

いる。生徒を亡くしたり同僚の職員を亡くした

り、それから家族を亡くした職員もおりました。

④ビジョンの共有と部門ごとの問題解決です。

やはり学校を再開するというビジョンというか

使命感を共有しまして、それぞれの担当におい

てどのように実現するか、経験のない課題に職

員がそれぞれアイデアを出し合い協力実行した

ことだと思います。⑤情報の共有です。教職員

が1つの部屋で仕事をしました。それから1枚の

ホワイトボードに懸案事項を記入していくとい

うことも行いました。それから分掌ごとのテー

ブルで、いつでも課題を話し合うことができま

した。⑥リーダーが方向性を示す。避難場所の

移動、学校再開等、適時に学校長から方向性が

示されました。⑦ニーズの把握、環境の把握で

す。生徒集会、個別面談で生徒がどんな状況に

あるのかということを把握しております。⑧情

報公開です。仮校舎での授業再開の前に集会を

行っております。この時は県教育委員会からも

多数おいでになりまして、現状とこれからの見

通しについて説明をいただいております。⑨連

絡調整です。県教育委員会としての対策を随時

示していただき、それに対する調整が頻繁に行

われました。教育長さんや教育委員長さんもた

びたび足を運んでくださいました。⑩資源の活

用です。県内高校からの設備品の調達、購入備

品・搬入の支援、近隣高校との協力と資源の活

用が図られたと思います。⑪達成感です。困難

な中で学校再開までこぎつけて生徒を迎えたと

いうことが感慨深いことでした。誰一人口には

出しませんでした。⑫熱意です。その後も生徒

のためにできることがないかという熱意が続い

ていたと思います。

高田高校ですが、新校舎の建設が予定されて

おります。避難生活した第二グラウンドのさら

に上です。海抜40mの高台に建設されることに

なっております。現在敷地造成が行われていま

す。避難生活をした室内練習場の裏手です。高

台でこんもりした山があったのですが、その山

を切り崩して校舎を建設することになっており

ます。そして第二体育館には災害用備蓄スペー

スやシャワー、トイレなどを備えた防災施設も

できると聞いています。この校舎は平成26年度

内完成を予定しているところです。

最後になりましたが、私たちは尊い命の犠牲

や甚大な被害、そして震災の教訓を次につなげ

ていかなければならないと思っております。自

然災害の多い日本、これまで受けた災害の状況、

万が一かもしれませんが、予想される災害の状

況は、全国その地域によって様々だと思います。

本日ご出席の方々も全国各地からお越しいただ

いていると思います。それぞれの学校の地理的

要因。例えば海岸付近にある学校とか、市街地

にある学校、河川に近い学校、山を背に校舎が

建てられている学校など様々な要因があるので

はないかと思います。地域によって災害に対す

る備えも一律ではないとは思います。先ほどの

齊藤様の基調講演、そしてこの後の株式会社日

本リスクマネジメント様の講演と合わせて、災

害を予想する、それから災害に対する備え、万

が一災害が起きた時どのように対応したら良い

かをそれぞれのお立場で考えていただける機会

になりましたら幸いです。本当に最後になりま

したが、全国からいただいておりますご支援に、

今一度感謝を申し上げましてつたない私の講演

を終わらせていただきたいと思います。ご静聴

いただきましてありがとうございました。

質問

本当に貴重なお話ありがとうございました。

避難所生活の時に、女子生徒に対して、もう

少しこういうことをやってあげたら良かったな

ということがありましたら、教えていただけれ

ばありがたいです。よろしくお願いします。

回答

避難所に避難した時は何もなかったのです。

生理用品とか、体を拭いたりするにも個室がな

かったわけです。それで、途中からはビニール

シートをシャワー室のようにかけて、交代でタ
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オルで体を拭くということになりましたが、そ

ういうことに早く気付いてあげれば良かったな

と思っています。それから、職員が内陸の自宅

を確認するために帰った時に、下着類等を買っ

てきました。生徒の需要に応じて購入できたら

良かったのかなと思います。

最後に、鈴木先生から次のメッセージをいた

だきました。

「どんな状況においても、できる限り相手を尊

重すること、人間としての尊厳を守ること」を

忘れてはいけないと思っております。
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「学校のリスクマネージメントと

実践対応について

株式会社日本リスクマネージメント 代表取締役社長 酒 井 悦 嗣

講師紹介

盛岡白百合学園中学高等学校校長 荻原禮子

酒井悦嗣様は、1973年に AIU 保険会社に入

社され、そして、1993年にジェイアイ傷害火災

保険株式会社リスクソリューションセンター担

当部長としてご活躍されました。2010年に定年

のご退職をお迎えになりましたが、この現職中

に、さまざまな学校法人が抱える問題、賠償責

任保険、海外旅行の保険、事故対策費用保険な

ど、さまざまな事故対応にあたるお仕事をなさ

ってこられました。そのような中から、現場の

私ども教職員の環境が、少しずつ変化してきて

いるということも見てこられていらっしゃいま

す。さまざまなところでのご対応の経験から、

今日たくさんのお話をちょうだいできると思っ

ております。今、社会で問題になっております、

いじめの問題等に関しても、触れていただけけ

るかもしれません。どうぞ、最後までご清聴く

ださいますよう、お願い申し上げます。

本講演は、諸事情によりホームページへ

の掲載を控えさせていただきますのでご了

承ください。
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Ａ「防災対策」

Ｂ「苦情対策～教員と事務職員の連携」

法人管理運営部会では、分科会としてＡグル

ープ「防災対策」と、Ｂグループ「苦情対策～

教員と事務職員の連携」という2つのグループ

に分け、さらにそのグループを10数名の2グル

ープに分けての懇談を行った。

各分科会の司会進行は、

Ａ①グループ

聖光学院中学高等学校 理事長・校長

工 藤 誠 一

Ａ②グループ

学校法人鹿児島学園龍桜高等学校 理事長

正 村 幸 雄

Ｂ③グループ

高崎商科大学附属高等学校 理事長・校長

森 本 純 生

Ｂ④グループ

富本教育研究所 所長

富 本 道 宣

が担当した。分科会の時間が短時間しか確保で

きなかったため、当日の昼食を分科会ごとにと

ることとし、その際に各分科会での自己紹介を

行った。

なお、本報告は自由な発言を促す意味で、発

言者の都道府県名、学校名、氏名に関しては公

表しないこととし、協議内容の一部を紹介する

という形とした。

Ａ「防災対策」

東日本大震災後、あるいは阪神大震災後を含

めて、学校を主体としての職員意識改革やマニ

ュアル作成等具体策など、各学校の状況を発表

していただいたが、各都道府県、各学校によっ

て対応にも大きな差が見られた。

今回の大震災においても、直接被害を受けた

地域、あるいは被災地に近い都道府県と、西日

本とでは防災に関する関心・意識も大きな隔た

りがある。東南海地震への備え等も含め、全国

的に防災意識の高まっている今、自分のこと、

自県のこととして考えていく必要がある。

以下、各発表内容を分野別にまとめた。

○食糧・防災品の備蓄について

・学校での備蓄はしていない。阪神大震災の教

訓があまり生かされていない。
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・自然災害を受けた経験が少なく、防災への意

識が低い。

・広域避難場所に指定されている学校では、都

道府県からの補助もあり備蓄品は準備されて

いる。

・自動販売機を災害対応版にしてある。

・業者と提携し、災害時に優先的に食料提供を

受ける契約をしている。

・備蓄期限年限があり、期限後の処理が確定し

ていない。

・生徒一人一人から1500円程度徴収し備蓄を

し、卒業時に返還

・寝具はレンタルだけでなく、備蓄品として確

保しておく。

○連絡網について

・保護者向けのメールシステムを完備。個人情

報に配慮しつつ、連絡網を整備

・電話・メールの使用不可状況もあり、安否確

認のための方法確認の必要性。

・震度5弱の場合 校長教頭事務長、震度5強か

ら全員出勤と取り決めている。

○停電・電話の不通への対応

・発電機の購入。最低必要電化製品の稼働を確

保する。

・工事用照明、ＬＥＤバッテリー内臓型照明を

要所要所に設置

・テレビのテロップを使用しての情報提供は大

いに役立つ。

・安否確認に時間がかかった。

・発電機の必要性を感じた。(燃料調達は難し

いが)

○生徒の被災について

・学費面では補助で対応している。学校でも学

費無料として対応している。

・避難訓練・避難経路(校外含む)の確認。

・寮の生徒への対応が大変である。

○ハード面の改善

・耐震診断・耐震補強についても各都道府県で

補助の方法などが異なる。

・耐震補強・建て替えが進んでおり、ハード面

では対応されつつある。

・公用車は休前日に満タンにしておく。

・公用井戸を掘り、飲用・防火用に利用する予

定

・自然エネルギー(太陽光・地熱等)への転換検

討

・避難所としての役割は重要だが、教育機関と

しての早期復旧も目指す。

・最近は防災対策がされていないと、生徒募集

にもかかわる。

Ｂ「苦情対策～教員と事務職員の連携」

この分科会では、各校より「事例」を中心と

した情報提供・情報交換をしていただいた。解

決策や対応策などを知りたいという面もあった

が、時間的に意見交換までを行うことができな

かった。以下各校から出された情報を記載する。

○「各校からの事例」

Ａ校：①運動部所属の生徒の保護者が入学前に

口頭で条件を提示し、入学後にはそれを

権利として行使することを要求してき

た。弁護士を通して話をしている状況。

②教員の健康管理について。体育教員が

ピック病にかかった。それがもとで軽微

な犯罪を犯したが、本人はそれを覚えて

いなかった。職場復帰したいという申し

出を学校側が拒否した結果、裁判となり
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学校側が敗訴する結果となった。

Ｂ校：学校と保護者の間に入っての相談業務が

主な仕事となっている。最近のトラブル

は担任の先生の対応のまずさがあると感

じる。モンスターペアレントは、単純に

子どもを一番に考えているからそうなっ

てしまうのであり、学校側が親とじっく

り話をすることが大事。私立は面倒見の

いい学校という評価を得ているのだか

ら、先生方がいじめや人権保護について

研修をする場が必要。先生方の情報交換

も少なくなってきている。

Ｃ校：①福島からの転校生の保護者の苦情対応

について。授業で原発の話をしたところ

その生徒が早退してしまった。その後両

親から抗議されるが、最終的には生徒と

両親との意識の違いが原因であることが

わかった。

②非通知の電話には対応しないことにし

ているが、特に不都合はない。

Ｄ校：校外からの苦情には組織で対応してい

る。近隣の苦情は事務室が窓口となり対

応し、生徒に関することは教頭も加わり

報連相を徹底させている。

Ｃ校：最近の保護者はすぐに教育委員会や弁護

士に相談する傾向がある。携帯電話は日

中学校で預かることになっているのだ

が、それを守らない生徒がいたので携帯

電話を3日間没収したところ、3日分の基

本料金を請求された。

Ｇ校：家出をした生徒がいた。父子家庭で、父

親は朝3時から夜7時までの仕事をしてい

る。警察は学校でのいじめが原因と考え

ていたが、学校側では子どもの寂しさか

らくる家出ではないかと考えている。

Ｊ校：平成16年に田んぼの真ん中に学校を移

転。その年の米の出来が悪いとの苦情あ

ったが、補償問題には発展しなかった。

Ｂ氏：化学物質過敏症対応も最近は厄介な問題

となってきている。制服はもちろん、ワ

ックスがけも要注意である。親が過敏な

ケースも多いのだが、実際の過敏症の場

合は修学旅行等の対応も大変である。食

事、枕、お布団など。命に係ることもあ

るので要注意。

○「クレームの窓口について」

Ａ校：窓口の中心は、校長・教頭・事務長。生

徒募集に関わることでもあるので、どの

ように学校を守っていくか考えなければ

ならない。セクハラ対応は事務長が対応

し、他全般は教頭が窓口となる。他に、

生徒指導に関わる教員の協力も得てい

る。当然ながら校長は最後に出ることと

している。

また、顧問弁護士をつけているがあまり

活用事例はない。困ったことは、生活安

全課に直接出かけて相談している。

Ｂ校：本校でも大事な件は、弁護士に依頼して

いるが、2～3年に1件あるかないかとい

った程度である。

Ｃ校：本校の苦情窓口は教頭か事務長。報道関

係の対応は事務長。その他職員の電話の

様子で取次担当者を決めている。学校の

入口に事務室があるので、電話だけでは

なく来校者も全て事務室に一番はじめに

来ることとなる。男子校のためちょっと

した行動にも近隣の指摘が厳しく、特に

休日のイベント時の騒音へのクレームが

多い。

Ｂ校：緊急時の学校としての態度決定は管理職

が行い、メール配信を行っている。決定

は管理職が行い、事務職はその決定を受

けて連絡する役目を負うのが妥当だと考

える。

Ｅ校：業者から先生名指しの電話が何度も入

る。要件を聞くと、「要件を聞きたけれ

ば、電話をかけ直せ」など乱暴な言葉遣

いをする。「個人的な要件は受けられな

い」と伝えているが、何度も何度もかけ

てくる。こうした場合、授業中は一切取

り継がないのがよい。「要件を言わなけ
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れば受けられない」でよい。緊急であれ

ば、先方から要件を言うものである。

Ａ校：あるいは、非通知設定するとよい。

Ａ校：本校は、職員室からの外部発信は一切で

きない。外部発信できるのは事務室のみ

となっている。

○「その他」

・教師の言動が直接の原因となってトラブル・

クレームとなる事例も多い。教職員の指導も

徹底したい。

Ａ校：トラブルの内容まで細かく事務職員全体

が知る必要はなく、校長・教頭・事務長

で把握し、該当教員に対するクレームの

電話が来た場合には、誰に取り次ぐか事

務職員に周知して取り次いでもらうよう

にする。また、保護者が来校し面談をす

る場合には、必ず時間設定をする事とし、

問題教員と保護者は直接会わせない。

Ｆ校：本校では電話交換室があり、そのために

事務を通らず直接先生に取り次がれる。

その後、先生から「この電話は取り次が

ないように」と依頼されたら次からは繋

がないようにしている。

Ｇ校：保険の問題に関しては、まだまだ課題の

多い分野だが、スクールプロテクター保

険への加入の必要性を感じることがあ

る。施設賠償保険ではカバーされない事

例が発生した場合に対応に苦慮する。

事例として、借用していた敷地の隣の敷

地に駐車していた車に砂利が跳ねガラス

が破損したが、保障されなかった。

Ｈ校：高野連の保険も、ボールが民家のガラス

を割った場合の保障までしかない。

Ｇ校：今後のリスクマネジメントに関わってく

るので、保険の分野の研究も必要となっ

てきている。
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一関修紅高等学校 校長 菊 池 慧

昨年3月11日、東日

本大震災に見舞われ

ました。岩手県にお

いても未曾有の大被

害にあった学校はそ

の対応に忙殺され、

今なお未来の姿が定

まらずに苦慮してい

る現実があります。

それでも多くの支援を受けて徐々に日常の学校

を取り戻しつつあるのも事実です。心から感謝

申し上げる次第です。私たちは、多くの温かい

支援に応えるためにもこの経験を広く発信する

ことが使命だと考え、当部会の研究の柱の一つ

としました。

また、もう一つの柱を学校のリスクマネージ

メントとしました。学校を取り巻く環境には大

きな変化が見られます。価値観の多様化、度の

過ぎる権利意識、倫理道徳観の喪失などに起因

する種々のトラブル、マスコミの興味本位の取

材報道などは対応次第によって大問題に発展し

かねません。

この二つの柱を軸に、研究目標「学校が抱え

るリスク－そのときのために…－」に迫ろうと

するものです。

基調講演は、『かもめの玉子』で有名な「さ

いとう製菓株式会社」の齊藤俊明代表取締役社

長にお願いしました。同社は、岩手県沿岸南部

の大船渡市にあって昨年3月11日の東日本大震

災の津波によって本社屋が壊滅的な被害を受け

ました。

講演では初めに、社員が避難した高台から撮

ったという津波襲来時の映像が紹介されまし

た。津波に呑まれていく建物などが生々しく映

し出され、撮影者の声と思しき悲鳴が重なりま

す。そのあまりにもリアルで凄惨な記録に一同

声を失ったのでした。

齊藤氏は、その時々の心情を吐露しつつ被災

の状況やその後の対応から会社を再興するまで

の道のりを振り返り、いざ災害というときの心

構えと対応について信念をもって語られまし

た。何もかもが遮断され食料も絶え絶えのとき、

高台にあって難を免れた自社の貯蔵施設から

『かもめの玉子』の在庫の一切を持ち出して避

難所に配ったとのことですが、このことは会社

の経営理念を示すとともに災害時に企業が果た

すべき責務が何かを考えさせるものでした。

講演Ⅰは、岩手県立花泉高等学校の鈴木典子

事務長の「東日本大震災を経験して～津波襲来

から学校再開まで～」と題するものでした。氏

も震災時は岩手県沿岸最南端の陸前高田市の高

校に主任主査として勤務しておりました。ニュ

ースでもご承知のとおり、この町はすべてが無

に帰し、奇跡的に残ったのは一本松だけという

惨憺たるものでした。

発災した時、鈴木さんは事務室にいて放送に

よる緊急避難指示を出すという大役を担ったの

ですが、そのときご自身が果たした役割や学校

が再開するまでの足取りを時系列でたどりつ

つ、そこから得た教訓を「気づき」として示し

てくださいました。

講演Ⅱは、株式会社日本リスクマネージメン

トの酒井悦嗣代表取締役社長の「学校のリスク

マネージメントと実践対応について」と題する

ものでした。豊富な事例を基に専門的な立場か

ら、持ち上がったリスクの本質の捉え方とそれ
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に応じる的確な手法を教わりました。ユーモア

のある巧みな話法はリスクをものともしないぞ

という自信に満ちていて、私たちも意を強くし

てリスクと正対できるほどの知識を得ることが

できたと思います。

私たちは、自然災害や学校を襲うリスクの恐

ろしさを察しながらも、これは非日常の世界だ

と思い込むことによってこれらの怖さを観念的

にしかとらえられず、備えも知識も欠いたまま

過ごしているのが実状です。実に頼りなく危う

い次元の営みと言えましょう。

3つの講演は、巨大な地震津波という自然災

害に襲われた経験および近年とみに多様化し増

大傾向にある学校が抱えるリスクの実際から学

び取った教訓、すなわち経験知を伝える内容で

した。そうした一つ一つの経験知が積み重なり

集積することでより確かな経験則へと発展しま

す。こうした知を多くの人たちや次世代に伝え

ていくことは人間生活の安定と社会の発展を約

束することにつながるものと信じます。こうし

た点からお三方から引き継いだ経験知が、参加

者の経験知ともなって全国に広く伝わることを

願ってやみません。

終わりに、適切なご指導を賜りました専門委

員の先生方、円滑な運営にご尽力いただきまし

た運営委員の皆さまに心から御礼を申し上げま

して総括とします。
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1 研究目標 社会の変化に対応し、一人ひとりに寄り添い 夢をかなえる進路指導の実践

2 会 場 ホテルメトロポリタン盛岡 ＮＥＷ ＷＩＮＧ

１１階ギャラクシー

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 講 研 研 研 部
会 究 究 究 会

10月12日 開 発 昼 食 発 発 閉
会 表 表 表 会

付 式 演 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 専修大学北上高等学校 校長 及 川 和 夫

講 演 演 題 「大学教育の現状と課題

―キャリア・パスの視点から高大接続・高大連携を考える―」

講 師 岩 手 県 立 大 学 総 合 政 策 学 部 教 授 齋 藤 俊 明

研究発表Ⅰ テーマ 「本校の進路指導の取り組みについて」

発表者 (秋田)明 桜 高 等 学 校 教 諭 佐々木 俊 作

研究発表Ⅱ テーマ 「魅進路実現のための工夫～偏差値48から国立大学へ～」

発表者 (宮城)東 北 高 等 学 校 教 頭 那 須 祐 二

研究発表Ⅲ テーマ 「四年制大学への進学に重点をおいた進路指導について」

発表者 (福島)い わ き 秀 英 高 等 学 校 教 頭 赤 澤 豊

部会閉会式 総 括 専修大学北上高等学校 校 長 及 川 和 夫

閉会のことば 盛岡大学附属高等学校 副校長 赤 坂 昌 吉
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5 運営委員

委 員 長 及 川 和 夫（専修大学北上高等学校 校長）

副委員長 赤 坂 昌 吉（盛岡大学附属高等学校 校長）

委 員 小 山 浩 史（盛岡大学附属高等学校 副校長）

高 橋 等（専修大学北上高等学校 副校長）

遠 藤 一 也（専修大学北上高等学校 教頭）

辺 明 進（盛岡大学附属高等学校 教諭）

及 川 広 樹（専修大学北上高等学校 教諭）

吉清水 克 博（盛岡大学附属高等学校 教諭）

藤 原 悟（専修大学北上高等学校 教諭）

佐々木 智 乃（盛岡大学附属高等学校 教諭）
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「大学教育の現状と課題 ―キャリア・パスの

視点から高大接続・高大連携を考える―」

岩手県立大学総合政策学部 教 授 齋 藤 俊 明

講師紹介

盛岡大学附属高等学校 校長 赤 坂 昌 吉

齋藤俊明先生は、1952年に青森県平川市でお

生まれになりました。中央大学大学院法学研究

科政治学専攻博士前期課程を修了され、その後、

東海大学文明研究所、中央大学理工学部、中央

大学法学部非常勤講師等を経られ、1998年4月

から岩手県立大学総合政策学部助教授、2002年

4月から同大学同学部教授および同大学大学院

総合政策研究科教授になられました。

2012年4月より岩手県立大学教育研究支援本

部長に就任されました。現在は、盛岡市自治体

経営推進会議ほか各種委員にご就任になられて

おります。著書は多数でございます。

先生のお話を聞けることを大変楽しみにして

まいりました。よろしくお願いいたします。

おはようございます。

本日は、第60回全国私学教育研究集会岩手大

会にお招きいただきありがとうございます。岩

手県立大学総合政策学部で、主として、「政治

学」を教えております。岩手県立大学は、今年

で15年目、開学15年目にあたります。大学とし

てはまだ若い大学ということになりますけれど

も、その間、10年くらいにわたり、大学の本部

のほうで、入試と高大連携を担当しておりまし

て、本年度から、教育研究支援本部長というこ

とで、その責任者をつとめております。

入試との関連で申しますと、先日、高校訪問

ということで、私も花巻地区、一関地区の高校

を訪問いたしました。岩手県には公立、私立を

合わせて、80を超える高校がありますが、毎年

2回くらいは訪問しております。おかげさまで、

私立高校からも多数の入学者があり、多くの学

生が社会に巣立っております。

本日は、本学における、入試、高大連携のこ

れまでの取り組みを前提にしながら、お話をさ

せていただければと思います。テーマは、「大

学教育の現状と課題」で、副題に「キャリア・

パスの視点から高大接続・連携を考える」とな

っております。

「大学教育の現状と課題」と非常に大きなテ

ーマなのですけれども、実は、大学の現状とい

う点からいたしますと、非常に厳しい状況にあ

ります。といいますのも、あとでもお話しいた

しますが、文部科学省からもそうですが、経済

産業省、経団連といった産業界からも、「出口

における質の保証」というものがでてまいりま

した。そういったこともあり、大学の4年間で

社会人として立派に活躍できる人材を育成しな
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ければいけないということで、非常に細かい指

摘がなされております。

本学も、国公立大学はほぼ全体がそうなので

すが、文部科学省のほうから補助金がでており

まして、就業力育成事業というものをここ2年

くらいやっておりました。就業力育成事業のな

かでどのような項目があげられているかといい

ますと、社会人に必要な能力です。コンピテン

シーというふうにいっていますが、社会人とし

て求められている能力が着実に身についている

かどうか、これを身につけさせ、検証しろとい

うことなのです。私の学部が中心となってその

ためのチャートを作りました。レーダーチャー

トで8項目か10項目くらいあったと思います。

思考力とか、協調性とかいった様々な能力です。

これは、もともとは、企業で作られたものです

が、要するに、企業で必要な能力が大学でどれ

だけ育成されているか、その到達度を見るとい

うことです。これは、大学生が4年間にこのよ

うな能力をどの程度身につけたのかということ

を検証するチャートですが、私のゼミの学生が、

レーダーチャートを作ってみたら、満点だった。

彼らの普段の行動からすると、満点ということ

は到底ありえないわけですが、自分では満点だ

と思っているわけです。実際にはどうなのかと

いうと、思考力、協調性、コミュニケーション

能力、様々な能力がありますが、私だと、10点

満点で3点ぐらいかなというところです。

しかし、大学でこのような能力をどういうか

たちで身につけさせるのか、あるいはできるの

かというように考えると非常に難しいです。一

方で、学問に関する教育をしなければならない。

知識です。もちろん、中学校、高校から蓄積さ

れているものもありますが、基本的には、大学

からはじまるものがほとんどです。

例えば、法律。法律を勉強するにあたって必

要な法律用語をほとんど知らない。憲法につい

ては、高校でも一部習いますが、「民法」とか、

「商法」とかになると、言葉それ自体が非常に

難解です。聞いたこともない用語が次々出てき

ます。これをおぼえなければいけないわけです

が、なかなかおぼえられない。こういうふうな

状況です。

5、6年になりますか。「政治学」の授業を担

当しているのですが、1年生の4月の第1回目の

授業の時に、「政治学の基礎知識」というテス

トをして、データをとっております。私が属し

ている総合政策学部は100人の定員ですけれど

も、大体110人くらい入ってきます。県内が6割、

県外が4割程度です。テストの内容は高校の「政

治・経済」の基礎知識です。センター入試の問

題集を使いながら、50問、毎年同じものをやっ

ています。平均はどれくらいだと思いますか。

平均点は、25点から28点の間を行ったり来たり

です。今年は、25点ぐらいです。最高点はとい

うと、40点以上がほとんどいない。30点台の後

半、時々、42点とか43点までいけばいいほうで

す。45点以上というのは皆無です。聞くと、「政

治・経済は取っていない」と言う。そういうふ

うな返事です。しかし、「政治・経済」の知識、

情報というのは、社会人に必要な知識、情報な

わけですから、そうなると、身についていない

ものをどうやって身につけさせるかということ

になるわけです。非常に厄介なことになってき

ている。

それだけではなく、看護学部の場合、大体ど

こでも、センター入試で「生物」が必修なわけ

です。ところが、「生物」の基礎知識がない。

最近は、「化学」の知識も必要だということで、

入学後に改めて試験をしてみると、結果は、惨

憺たるものであった。

こうした傾向は他の大学にも同じように見ら

れる。そうしますと、当然、大学の入学試験に

合格して入学しているわけですから、中学校が、

高校が、ということではない。大学として一応

試験をやって、それなりの点数をクリアしたと

いうことになりますので、責任は合格させた大

学側にあるということになります。

このような状況ですから、では、どのように

したら、必要な知識や情報と、それから先ほど

申しましたような就業力に必要な様々な能力を

身につけさせることができるのかということが
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非常に大きな課題となってきている。したがい

まして、文部科学省なり、産業界なりが求めて

いる能力、つまり社会人基礎力を大学でどうい

うふうにして身につけさせることができるかと

いう大きな課題があり、それに対して、大学の

元締めである日本学術会議なども文部科学省の

要請にこたえて、各分野で分野ごとのプログラ

ム、あるいはカリキュラムをどうするのかとい

う議論をしております。

そういった中、非常に細かいところまで議論

が進んでいて、例えば、学力の到達度、目標と

いったものに見合うようなプログラムの作り

方、カリキュラムの作り方、あるいはシラバス

の作成の仕方とか、そういったものがどんどん

求められてくるのではないかという感じがして

います。さらに、授業評価もございますので、

そういったところでどれだけ具体的な取り組み

をしているのか、どれだけ成果をあげているの

かということが求められることになっていま

す。「大学教育の現状と課題」という点からし

ますと、これまでの大学教育のあり方を根本か

ら変えていかないとそのような社会的要請にこ

たえることはできないだろうと考えておりま

す。

少し前置きが長くなりましたが、皆さんのお

手元に配布させていただきました資料、概要で

すけれども、内容は少々堅苦しいものになって

おりますので、適宜端折りながら、あるいは付

け加えながらお話をさせていただきたいと思い

ます。（文末に掲載）

本学でも、私が入試担当になってから高大連

携を積極的に進めようということでやってまい

りました。ところが、高大連携なるものがどう

いうふうなものなのか、どうあるべきなのかと

いうのがよく分かっていない。あるいは、高校

側と大学側とのコミュニケーションもあまり取

れていない。これが現実だと思うのです。そう

いったこともありまして、もう一度振り返りな

がら、何が課題なのか、あるいは何がこれから

求められるべき方向性なのかといったことにつ

いてお話をさせていただきたいと思います。

以下では、レジュメにそってお話してまいり

ます。高大連携とも高大接続とも使っています

が、言葉としては別々に使っていますが、同じ

ような意味としてとらえていただければと思い

ます。

最初に、高大連携の現状と課題ということで

すが、「高大連携の推進と展開」で、「文部科学

省の動き」が書いてあります。文部科学省の動

きとしては、1998年に大学審議会の答申があり、

そこから学部教育と高等学校の教育との関係に

ついて述べられています。そして、後期中等教

育、つまり高校教育から大学教育への円滑な移

行と、高校生が大学教育に触れる機会の提供と

いうようなことを指摘しております。内容的に

はこの大学審議会の答申の中身は、まだ高校教

育から大学教育の円滑な移行というようなこと

がでているだけで、それほど具体的な形ででて

いるわけではございません。

移行といった時にどのようなものがでてくる

かといいますと、大学でのいわゆる高校の補習

授業というようなものが最初にでてまいりま

す。ですから、これは、本学ではやっておりま

せんが、国立大学、恐らく、岩手大学でもやっ

ていますが、特に、物理、化学ですが、工学部

で補習授業をしております。補習授業をしてお

りますが、単位になりませんので、春先は志望

者がいるけれども、そのうちにいなくなってし

まう。こういうことがずっと続いているという

話を聞いております。岩手大学の入学試験の結

果を見てもらえば分かると思いますが、特に、

工学部の最低点です。しかも、化学の最低点が

非常に低い。3割か4割取れば、合格する。これ

は、別に、岩手大学だけではなくて、工学部の

入学試験の結果は、高い人はもちろんたくさん

いるわけですが、低い人は非常に低い。そうい

う状況だということです。ですから、当然、こ

ういったところでの補習が必要になってくる。

そういうようなことで、大学では実施してきた

わけです。

補習授業についてはもちろんですが、単位に

ならないものは今の大学生は履修しません。楽
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に単位が取れる科目が一番人気のある科目にな

ります。ですから、岩手大学で「政治学」系の

授業を担当していますが、同じ時間にそういう

人気の科目が入ると途端に減ってしまう。2、3

年前までは、私のところも200人くらいの学生

がいたのですが、制度の変更もありますが、今

年は40から50人しかいない。人気の先生がいて、

そちらのほうが面白い、と。「政治学」がもっ

と面白ければいいのですが、政治のグチャグチ

ャした話をしてもあまり面白みがないわけで

す。結局、愚痴になってしまっている。ですか

ら、そういうふうに、取っ付きのいい科目は人

気があり、当然、単位も取りやすいということ

になりますので、そういった情報が出回ると、

たちまち人数が増えていく。もちろん、大学の

ほうも分かっておりまして、今は、上限を設定

して、定員が大体100名です。岩手大学も、今

は、だいたい100名が定員のようですが、その

ようにして、楽には取らせないという傾向にな

ってきました。しかし、それでもやはり人数が

多くなってきているというのが現状だと思いま

す。

そのようなことで、取りやすいということで

大学の教育が進んでいくとやはりまずいわけで

す。ただし、補習授業については今のところそ

ういうふうな手だてでしか行われておりません

ので、下手すると落ちこぼれていくという、そ

ういう傾向も見られるということです。取り組

み自体は一般的になっているのですが、成果は

あがっているとは思えない。

次ですが、1998年以降様々な答申がでてまい

りまして、高大接続のあり方について検討する

必要があるということがでてきて、連携につい

ての少し細かい取り組みが言及されるようにな

ってきた。ただし、これも、基本的には、円滑

な移行ということです。円滑な移行というとこ

ろがミソです。では、どういう形での移行が可

能なのかということを考えると、非常に厄介な

問題はそのまま残しているわけですが、両者の

教育上の連携を拡大していくということで具体

的にでてきたのが先ほどいいました補習授業の

さらなる進展とか、単位の認定です。科目等履

修生という形で、大学レベルの教育を提供する

というようになっているわけです。これは、高

校生に大学の授業を受けさせるものですが、高

校の単位になるのか、大学に入った時に単位に

なるのかという厄介な問題があります。大抵は、

高校の単位になるということでやっておりま

す。これも、単位を青田買いするという格好に

はなっておりますが、岩手県内では進んでおり

ません。

それから、アドミッション・ポリシーの明示、

進路や職業選択の情報の提供ですが、これにつ

いては、岩手県でもやっておりますが、高校と

大学の間での連携協議会、岩手県では高大連携

推進委員会というのを作っております。私もそ

の委員をやっておりましたが、高大連携推進委

員会で厄介なのは、教育委員会の姿勢があまり

はっきりしないということなのです。高校にと

ってメリットがあるような事業はやりますが、

両者にとってメリットのある事業はあまり展開

されていない。岩手県では、ＳＳＨの事業もや

っていますが、これは、学校との単独の事業で

す。また、年末に、ウインターセッションとい

うものをやっています。これは、県内の公立高

校の生徒さん方に参加してもらって、県内の5

つの大学で、私立大学も入りますけれども、5

大学の連携の下にウインターセッションという

事業をやっています。事務局は教育委員会で、

5、6年やっていると思いますが、高大連携がウ

インターセッションから先に進んでないという

のが現状です。委員会の席で何度か教育委員会

の先生方にお話をしているわけですがなかなか

先に進まない。ウインターセッションだけの事

業ということであれば、出前授業とか、公開授

業といったもので簡単にできますので、それほ

ど大差のない事業をいつまでやってもあまり効

果はないだろうとに思っています。しかし、そ

れを逸するとまた機会がなくなってしまって、

大学間で連携を取りながらやるということはな

かなか難しい。ましてや、私立大学を交えてと

なると非常に難しい。高校の生徒さん方につい
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ては、大学の様々な情報を提供することができ

るということで、各大学、各学部・学科の情報

を提供し、「こんなことが勉強できますよ」と

いうことで情報を提供していますので、その意

味ではそれなりの効果・成果はあるとは思いま

すが、それ以上のものではないと感じています。

そうした中で、様々な提案が文部科学省から

でてまいりました。大学審議会でも、入試の改

善、特に、センター試験の改善というものがで

てまいります。しかし、具体的な方策という点

では、基本的には、入学試験のあり方に終始し

ているわけです。興味深いのは、2000年の審議

会の答申です。「大学教育の充実と卒業時にお

ける資質の確保という点から大学と社会との接

続が強調されている」ということです。「質の

保証」ということで、社会を前提にした、つま

り出口を前提にした接続、社会との接続という

ものを考えなさいということになっている。そ

ういうこともありまして、大学側としては、教

育の最後の出口ですので、その意味で、出口で

どういう質の保証ができるのかという問題を考

えなければならないということになってきた。

しかし、これまで、なぜそういうことが問題に

ならなかったのかということに、私は疑問をも

っています。もちろん、出口ということですか

ら、社会人としてそれなりの教養・素養、基礎

的な能力といったものが必要だということが前

提なわけですが、いまや、そういう状況ではな

い。

このような点において、なぜ大学に矛先が向

けられているかというと、産業界で人材育成が

できなくなったということなのです。あるいは、

それだけのコストが払えない、これが産業界の

現状です。本音です。日本経済が高度成長をと

げていた時には、あるいはバブルの絶頂期であ

れば誰でも採用するということがあったわけで

す。ところが、バブルが弾け、リーマンショッ

クだ、なんだということで、人材を厳選せざる

を得なくなってきた。ところが、東京大学をは

じめ、早稲田大学、慶応大学といった有名大学

でも人材は育っていない。こういう現実が明ら

かになってきたわけです。つまり、産業界が求

めているのは、入社後何年かかけて育てるとい

うことではなく、即戦力を求めはじめたという

ことです。ですから、その即戦力に見合う学生

は実はそれほどいなかったということです。そ

れは、ゆとり教育のせいもあるわけですが、要

は、文部科学省の政策の失敗といいますか、そ

ういったところに恐らく問題があるのだろうと

思います。かつては、産業界が自前で育成でき

たものを今は人材を育成できるだけの資金がな

くてできないから大学でなんとかしろというこ

とです。しかし、そうなってくると、大学教育

は、学問の府としての大学教育ではなく、職業

教育のための機関になってしまうわけです。

もちろん、これは、例えば、理工系であれば

それなりの目標を立ててできますが、人文社会

系だとなかなか難しいです。到達度をどこに設

定するかということが非常に難しい。最近は、

先ほど触れましたコンピテンシーと学問的な基

礎的知識や情報の二つを備えたような教育プロ

グラムを開発するという傾向がでております。

これは、理工系であればそれほど難しくなくで

きる。段階を踏んで育てていくことができます。

しかし、例えば、私が教えている「政治学」の

場合、卒業する時にどれだけの知識や情報が必

要なのかということですが、なくてもいいわけ

です。なくても、社会人になれば、選挙権は得

られますので、選挙では、自分の判断で投票で

きるわけです。

最近、「議員力テスト」というものを実施し

ている先生方がおります。議員のみなさんの議

員力がどれだけあるのかということをテストで

測定するというものです。これを受けて満点取

れるような議員さんは恐らく一人もいないと思

います。むしろ、そういうテストをなぜやるの

だという不満のほうが多いように思います。あ

るいは、自分の政治に関する知識や情報、その

他の様々な能力を試されるのが嫌だ、というこ

とです。どうして嫌なのかというと、そういう

能力がないからです。地方自治法という法律が

ありますが、地方自治法を一回も見たことがな
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い、読んだことがない、という議員もいます。

あるいは、議会には、会議規則というのがあり

ます。膨大な情報が入っているわけですが、こ

れをおぼえていない。それが現実です。議員力

はともかくとして、社会人基礎力テストとかい

うものもありますが、このようなテストで果た

して本当の力がついていくのかどうかという問

題も当然あります。このような取り組みは、文

部科学省が考えているほどにはうまくいくとは

思えない。社会人基礎力、結局は、試験勉強の

結果にすぎない、と考えております。

ここまでの段階であれば、まだそれほど問題

なく、今いったような話もそれほどでてきては

いないのですが、大学のほうはどんどん先に進

んでいきますので、それに見合うような形で高

大連携の取り組みをしなければいけなくなって

きた。そういう環境になってきている。

このような状況を受けて、大学でも、高校と

大学の接続の円滑化のために改善をする。立派

な社会人を育てるために様々な取り組みをして

きたわけですが、なぜこのような取り組みがで

てきたのか。

理由は二つあって、一つは、80年代以降に、

高校側で一連の教育改革があったということ

で、もう一つは、90年代以降に、大学を取り巻

く社会状況が変わったことです。これは、先程

申しましたように、即戦力が求められる状況に

なったということです。ところが、即戦力はな

かなかつかない。そのようななかで、大学側で

も、様々な試みがなされているわけです。

高大連携には、狭義のものと、広義のものが

あります。狭義の意味における連携は、高校に

おける学校外の学習の単位認定、科目等履修生

の制度を利用して大学の単位を取る。広義の意

味では、オープンキャンパスとか、出張講義、

出前授業、あるいはそのための連絡協議会を作

る。先程申しましたように、文部科学省の答申

を受けての取り組みが、その後、どんどん展開

されていったということです。ただし、補習授

業などですと、実際には、そのようにやってき

ていますが、成果があがっていない。

その後も、文部科学省は、報告書を作成して、

どのような取り組みが行われているのかを明ら

かにしていますけれども、そこで注目されるの

が、「大学生の学力が低下しているのではない

かという指摘」です。大学生の学力、当然低下

しているわけですが、「高等学校教育の多様化

に対応して、大学における初年次教育、あるい

はリメディアル教育の重要性を指摘」というの

がでてまいります。初年次教育というのは、特

に、工学部ではじまりました。

先程申しましたように、接続がうまくいかな

い、特に、物理、数学、化学のような科目の力

がついてないということで、大学の1年生の前

期に単位認定をはじめました。入門編みたいな

もの、あるいは高校で習ったものを復習すると

いうかたちでの初年次教育が行われるというこ

とになります。それから、リメディアル教育も

もちろん行われる。ただ、この頃はまだ、専門

教育が前倒しで行われていましたので、専門教

育と初年次教育、リメディアル教育が一緒に進

行するというような現象がでておりました。要

するに、1年生の間に、一方で専門教育が進行

して、他方で高校の復習をしているという状況

です。残念ながら、大学の先生が高校の教育を、

リメディアル教育とか初年次教育はできません

ので、高校の先生、リタイアされた先生を講師

に呼んで行うというケースが主になっておりま

す。

ただ、リメディアル教育と専門教育の両方一

緒に進行しますので、本学でも同じような傾向

なのですが、看護学部では、最初から専門教育

がはじまります。例えば、生化学という科目が

ありますが、この科目には生物と化学の両方の

知識が必要なわけです。ところが、生物は必修

でやっていても、センター試験を受けていても、

それほど力はない。化学は取っていない人もい

る。こういう状況ですので、生化学の授業が受

けられない。受けても試験に落ちる。このよう

な現象がでている。一方で、専門が進行してい

ますので、1年生で生化学の単位が取れなけれ

ば、必修ですから、翌年また履修しなければな
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らない。そうすると、4年間では、卒業できな

い。こういうことになってしまいます。看護学

部にかぎらず、最近は、専門を若干遅らせる。

１年の後期からとか、2年の前期からやってい

るところもある。このようになってくると、今

度は、後が詰まってしまいます。4年間で、か

つてあったような大学教育が十分可能かという

と、そうではないということです。

もう一つ厄介なのは、現在、どこの大学でも、

単位は1年で4単位ではなく、半年で2単位です。

私が大学生のころは、ほとんど4単位です。2単

位科目はなかった。2単位ということは、本来

のセメスター制であれば、2単位を週2回やる、

あるいは続けて2コマ授業をするというのが普

通のタイプです。しかし、日本の大学の場合に

は、2単位を15回しかやらない。4単位であれば、

1年間やりますので、基礎的なところからはじ

めて、どんどん大学のものに慣れさせていくと

いうことは可能でした。

私が教えている「政治学」もそうですが、難

しいものというか、大学で習うようなものは当

然そこからはずさざるを得なくなる。私も、途

中から、4、5年たってから、基礎的なことをま

ずやる。それでも難しいといっています。「政

治過程論」という科目があります。選挙とかそ

ういったものを主にやるわけですが、その分野

は「政治学」から切り離して、3年生でやると

いうことになってしまいました。「行政学」や

「地方自治」といった科目も本当は最初からや

らなければいけないわけですが、こういったも

のもできませんので、2年生、3年生に回してし

まうわけです。そういうカリキュラムを作らざ

るを得なくなってきている。

ところが、2単位ですので、科目を分けて、

基礎編と応用編とを分けておければいいのです

が、そうすると科目数がどんどん増えていきま

すので、選択肢は増えるが、学生は楽なほうに

流れていって、結局、あまり効果はないという

ことになっている。初年次教育、リメディアル

教育というのは、考え方は分かりますが、なか

なかうまくはいってないというのが現状です。

大学にとっての高大連携の意義とは何かと考

えると、社会貢献、地域貢献等々について指摘

してありますが、結局は、受験生の開拓という

ことです。多くの高大連携事業は、そこに集中

している。私立大学であれば、様々な方法を組

み合わせながら高大連携を進めていくことがで

きる。国公立大学ではなかなかそこまで展開は

できない。その点では、大学にとってメリット

はあるわけですが、メリットはあっても、入学

してしまうと先ほどのような問題、厄介な問題

がでてくることになります。

「高大連携の課題」というところで、4つの

課題を述べています。一般的にいわれているも

のを提示しているだけですが、例えば、「多く

の高校生が参加できるような提携プログラムは

少ない」。本県では、ウインターセッションと

いうものを実施しております。県内の5大学が

教育委員会と連携して実施しているものです。

問題は、高校生にどのようなプログラムを提供

するかということです。本学は、看護学部、社

会福祉学部、ソフトウエア情報学部、総合政策

学部の4学部と、盛岡短期大学部、宮古短期大

学部、それに教養教育を担当している共通教育

センターの7チームがそれぞれのプログラムを

提供しています。

ウインターセッションには、主として、高校

の1年生と2年生が参加しておりますので、大学

で学ぶということを中心に、各分野においてど

のようなことを学ぶのかということを中心にプ

ログラムを作成しています。大学教育の入門編

ということで、各分野の教育内容についての情

報提供をしております。受講生には、最初から

看護学部に入りたいと考えている生徒もいれ

ば、漠然と考えている人もいますので、そのよ

うなプログラムを提供しなければならないとい

うことで、プログラムを作成しています。しか

し、そのような視点にたったプログラムを提供

するというのは、実は、なかなか難しい。大学

で教えている授業をそのままやるわけにいきま

せんので、入門の入門をやるということになり

ます。高校生のレベルに合わせてやらざるを得
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ない。その意味では、接続ということを考えな

ければならない。ウインターセッションに参加

された生徒さんのなかに、ＡＯ入試や推薦入試

を受験する方がおります。「あのときに習った

ことを勉強したい」という発言が面接などで聞

かれますので、大学入学の、学部選択のインセ

ンティブにはなっていると思います。高大連携

という意味ではそれなりの成果はでているので

はないかと思います。

それから、高大連携の目的とか位置づけにつ

いての意識が高校側と大学側でどうなのかとい

う問題があります。例えば、出前授業、出張講

義についての意識の違いはどうなのか。私も、

出前授業には何回も行っております。大学がで

きた初期のころには、押しかけ授業、押しかけ

説明会までやっていました。最近では、どこの

大学でもそうですが、本学でも、メニューをホ

ームページで公開して、簡単に申し込むことが

できるようになりました。しかし、これについ

ても、高校側からは不満がでております。大学

の先生というのは、結局、自分のやっている専

門を教えたいのです。ですから、当然、高度な

ものになる。大学の授業になってしまうのです。

このようなことが生じるのには、高校側にも問

題があります。内容について、どちらかという

と、大学側に、あるいは担当の先生に丸投げす

る傾向があります。

このような状況ですから、高校生の評価も当

然二分されてくる。これまでの経験からします

と、出前授業にしろ、模擬講義にしろ、例えば、

1年生に対しては1年生向けの、2年生に対して

は2年生向けの情報を提供するのでなければ、

消化不良になったり、大学教育に興味を失った

りすることになりかねないと考えております。

要するに、将来を見すえ、学年進行にあわせて、

どのような情報を提供すれば成長に見合った効

果をあげることができるのかをきちんと考えた

うえで、情報を提供しなければならない。その

ためには、どの段階でどのような情報を提供す

るかということについて、やはり、高校側と大

学側とでお互いの考えを突き合わせながらプロ

グラムを作成しないと効果はないと思います。

1年生には1年生の、2年生には2年生の、3年生

には3年生のというように、それぞれの学年に

あわせた情報提供が必要ではないかと考えてい

ます。

それから、新たな展開ということで、皆さん

ご承知の情報だと思いますが、ベネッセの提言、

中央大学の商学部の連携プログラムを提示して

あります（後掲）。注目すべき取り組みをして

いる大学もでてきています。しかし、実際には、

大学側にとっては、結局、入学試験を中心とし

た大学側の論理における高校と大学の連携、接

続にとどまっていると考えていいのではないか

と思います。確かに、中央大学の商学部の場合、

高校教育のなかに、高大連携、高大接続、高大

一貫といったプログラムを組み込み、入学準備

教育、大学入試に結びつけるという構成になっ

ています。

同様の試みは、実は、本学でも実施しており

ます。入学前教育ということで、総合政策学部

では、ＡＯ入試の合格者を対象に入学前教育を

やっております。これは、総合政策学部ではど

のような勉強をするのか、またＡＯ入試の合格

者ですので、自分で勉強したいと思うことをど

のようなスケジュールで4年間を勉強するのか、

どのようにして希望を実現させるのか、能力を

伸ばしていくのかといったことについての情報

提供を目的としています。ソフトウエア情報学

部でも、ＡＯ入試、推薦入試の合格者を対象に

入学前教育をはじめました。合格者のなかには、

工業高校や商業高校出身の生徒が多いというこ

とから、普通高校の理数科や、理系だったとい

う生徒に比べると、数学の水準が少々落ちると

いうことから、独自のテキストを開発して、本

格的に入学前教育をやっています。

大学教育に必要な基礎学力という点からしま

すと、入学前教育の必要性は大きな課題となっ

ていますが、前期、後期の一般選抜試験の受験

生ですと時間的余裕がほとんどありません。総

合政策学部、ソフトウエア情報学部における入

学前教育にとどまらず、全学部をあげて取り組
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む必要があることは実感しておりますが、入学

前教育については、一部の合格者にとどまると

いうことからすると、当然、入学後のリメディ

アル教育の問題となり、問題は入学後に持ち越

される。

もちろん、英語教育も非常に大事なものにな

っております。ご承知のように、岩手県の高校

生のセンター入試の成績が全国最下位にあると

いう情報がありますが、いろいろ事情はあるに

しても、やはり英語の力は低いということで、

英語教育をどうしようかという問題がありま

す。本学でも、ＡＯ入試の合格者については、

一部、センター試験の過去問を使いながら通信

教育を行っています。Ｅ・ラーニングへの切り

替えも検討していますが、市販されているもの

ですと高価ですので、安価なものがあれば、Ｅ

・ラーニングによる入学前教育も可能になるの

ではないか考えています。

いずれにせよ、入学前教育には限界がありま

す。本学でも、学部によって求められる基礎学

力に違いはありますが、特に、理系の科目の学

力が十分に身についていないままに入学してく

る学生が年々増えていることは事実です。この

ような状況に対応するためには、入学前教育に

加えて、当然、初年次教育においてどのような

プログラムを作るか、あるいはリメディアル教

育をどうするかという問題に真正面から取り組

まなければならないというのが実態です。基礎

学力が不足しているにもかかわらず、合格者と

して受け入れていることを考えると、大学側と

して、改めて、この問題を引き受け、対応策を

検討しなければならないように思います。

以上のような状況のなかで、中央教育審議会

の答申がでてまいります。この答申は、高大連

携という点では、大学側から見た高大連携とい

うことになります。大学側に対してどのような

連携、接続を求めているかということですが、

注目すべき点は、「教育の質を保証する仕組み」

を作れということです。つまり、出口における

質の保証をどうするのかという問題です。先程

来述べておりますが、大学側における様々な取

り組みはうまくいっていない。うまくいってい

ないところにさらに追い打ちをかけるように、

中央教育審議会はきちんとやれ、といっている

わけです。具体的方策については言及しており

ませんが、質の保証というかたちで、出口の管

理をきちんとやりなさいということです。

これを受け、大学側の改革として、大学教育

の再構築という話がでてまいります。しかも、

質の保証は、実は、高大接続の視点から求めら

れているのではなく、高等教育と初等・中等教

育との接続ということで、初等から中等、高等

までの全体を見回したものになっているという

ことです。要するに、初等教育から高等教育ま

で、小学校から大学までの接続という厄介な問

題が提起されているということです。高等教育

の目的は、より具体的には、産業界の要請に応

えるということです。しかし、大学での4年間

の教育で出口における質を保証することは到底

できない。高校までの積み残しを4年間で補う

ことは不可能です。もちろん、中学校、高校だ

けでも難しい。そうすると、当然、小学校から

という話になっていくわけです。にもかかわら

ず、出口の管理と強化を大学に求めている。そ

して、大学側がそれに応えることになっている。

大学教育の再構築は、学士課程教育の再構築

という視点から、日本学術会議が検討するとい

うことになっています。そこででてきたのが、

3つのポリシー、アドミッション・ポリシー（入

学者受入方針）、ディプロマ・ポリシー（学位

授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育

課程の編成方針）を明確にしろということがで

てきました。本学でも、入学試験において、ど

のような人材を、どのような能力を求めている

のか、どのような人材を育てたいのか、どのよ

うな試験を行うのか、という視点からアドミッ

ション・ポリシーを策定しておりました。ディ

プロマ・ポリシーは、卒業時にどれだけの質を

保証できるのか、その質の保証のうえに立って

学位を授与しなさいということです。この場合、

卒業時に身につけておくべき様々な能力が提示

されることになります。カリキュラム・ポリシ
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ーは、出口における質を保証するためにどのよ

うなカリキュラムを作って、授業を行うのかと

いう方針です。3つの方針は、最終的には、出

口における質の保証を担保するものとして策定

されなければならないのですが、策定すること

はできても質の保証はなかなか難しい。

例えば、卒業時にどれだけの能力、あるいは

学力をつけたのかということを保証しなければ

いけないということは、例えば、達成度に合わ

せて単位認定を厳しくする必要があるというこ

とになります。皆さんも大学で経験があったと

思いますが、「この先生は楽に優を取ることが

できる」ということで授業を受けていなかった

でしょうか。科目によっては、ほとんどが「優」

だということもあります。「優」を乱発する先

生は評判になって、みんな集まる。「優」をあ

まりくれないと、履修者も当然少なくなる。そ

れから、出席を取らないとか、時々出席してれ

ばいいとか、ということで楽に単位が取れそう

な授業には殺到するのです。そういう授業を選

ぶ。

このような状況ですと、出口における質の保

証はかなり難しい。出口における質の保証とい

うのは、出口からまず考えるということですけ

れども、では、出口において、どのような知識、

情報、あるいは能力が求められているのか。こ

れが分からない。もちろん、公務員試験のよう

に知識、情報の蓄積を重視することもできる。

しかし、出口における質の保証というのはその

ようなものではないように思われます。

出口における質の保証というところまではい

っていませんが、私がどのようにやっているか

というと、「政治学」の授業を1年生の必修で、

前期に行っています。通常は、学期末に試験を

行うのですが、私は、筆記試験はしていません。

なぜやらないかということではなく、別のかた

ちの試験を行っています。「政治学」には様々

な分野がありますが、私は、高校の「政治・経

済」で取り上げられているような、あるいは公

務員試験に出題されているような知識、情報に

はこだわっておりません。私が求めているのは、

知識や情報の量や確かさよりも、政治における

様々な現象についてどのように考えるのか、自

分はどう思うのか、そのことについて自分の考

えや意見を述べることができるか、ということ

です。

そのために、論文試験といっていますが、特

定のテーマについて論じた課題文を提示して、

それについて論文を書くという形式を採用して

います。「政治学」の講義内容を4つか5つの大

単元と3つか4つ小単元によって構成していま

す。3回か4回講義をして、1回の論文試験とい

うことになります。例えば、国際政治をテーマ

にして4回授業をやって、国際政治の現状と課

題について論じた論文を課題文として提示し、

国際政治の現状と課題について自分の意見を述

べることを求めます。課題文を提示するときに

は、「小論文の書き方」について20分程度講義

をします。

これを4回繰り返します。権力、国家、民主

主義といったテーマがつづきます。授業でやっ

たことが中心になりますが、足りない部分は課

題文で補い、さらに足りない部分は自分たちで

本を読んだり資料を集めたりして付け加えて論

文を作成するということになります。論文を書

くということは、知識や情報の羅列ではなく、

自分の考えを述べることができるということで

す。

例えば、領土問題がありますが、領土がなぜ

問題になっているのかということを様々な情報

を集めて、再構成してみて、自分なりの意見を

述べるということを求めるのであれば、日本の

立場に立ってもいいし、韓国とか中国の立場に

立ってもいい、あるいは国際法の立場というも

のもありますから、いろいろな立場、視点から

自分の意見を探っていって、自分はこう思うと

いうことを明らかにすることができればいいと

思っています。知識や情報を操作して自分の考

えをまとめることができるという状況を作りだ

せればいいのかなあと思っています。

レスポンスカードは、通常は、授業について

の感想とか、分からなかったことについて質問
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をするためのものですが、これについても授業

のテーマについて自分の意見や考えを明らかに

させるために使っています。書くことによって、

自分はこう考えているのだということを確認さ

せるために行っています。これも、4回から5回

繰り返します。

また、論文は、最初の1回目だけは返却しま

す。返却して、希望者だけですが、私の研究室

に呼んで、口頭添削といっていますが、点数が

なぜそのような点数なのかということを説明す

ると同時に、なぜこれはまずいのか、どういう

ふうな議論をするとワンステップ上がるのかと

いうような話をします。指摘されると改善すべ

きところに気がつきますので、次の時は、いい

論文が書けるようになるということです。そう

いうふうに繰り返していくと、ある程度の意見

はいえるようになるのではないかと思います。

もちろん、「政治学」においても、ある程度は、

知識や情報を詰め込まなければなりません。し

かし、いずれにせよ、論文試験を通して、政治

現象について自分の意見が言えれば、社会人と

しては一人前ではないかと思っております。そ

れでも、なかには、授業評価で、難しかったと

いう評価を付ける学生がいます。

大学側も、このように、カリキュラム・ポリ

シーのもとに目標を定めて授業を行うという状

況になっています。理系であれば、順番を踏ん

で、駄目なところはそこで止まって、リメディ

アル教育をやるということになりますが、「政

治学」の場合には、そういった方法はできませ

ん。科目によってかなりバラつきがあるという

ことです。ですから、目標を立てても、漠然と

した目標でしかない。目標をシラバスに書き込

むということもでてきております。私の場合で

すと、目標は何かというと、例えば、国際政治

の現状と課題ついて自分の考えを述べることが

できるとかということを目標にしていて、その

証拠としてレスポンスカードを書かせているわ

けです。

本当に効果がでているのかどうかは私も分か

りませんが、そのようにやっていかざるを得な

くなっているわけです。最近ですと、ポートフ

ォリオを作るということまででてきておりま

す。ここまで進みますと、カリキュラム・ポリ

シーを作っても、さらに、それに合わせて授業

プログラムをどうやって作っていくかっていう

ような厄介な問題がでてきます。目標の設定、

目標の達成度の評価を徹底的にやるとなると、

とんでもない話になっていきます。

論文を書かせ、口頭添削をして分かるのは、

高校までの間にどのような教育を受けてきたか

ということです。高校で、例えば、「政治・経

済」を履修していたか、「世界史」を履修して

いたか、「日本史」を履修していたかというこ

とになりますが、「世界史」ではここだとか、「日

本史」ではここだとか、「政治・経済」ではこ

こだとかというように、学生がもっていると思

われる知識や情報に反応させなければならない

わけです。私も反応しなければいけないし、反

応してもらわなければいけない、という非常に

厄介なことがでてきます。もちろん、授業中に

問いかけても大半は反応できないというのが現

実です。

ですから、高校までに習ったことのないよう

な「民法」や「刑法」の場合、条文と同時に判

例を勉強しますが、「民法」の判例と「刑法」

の判例ですとどちらかというと、「刑法」の判

例のほうが分かりやすいわけです。財産がどう

だとか相続がどうだとかいうよりも、殺人事件

のほうが分かりやすい。「会社法」などですと、

そもそも会社というものが何なのかが分からな

いということになりますので、非常に説明しづ

らい。基礎的な知識とか情報というものがある

程度ないと、大学の講義は難しい。

文部科学省も日本学術会議も、大学教育を、

出口、真ん中、入り口ということで、出口から

考えていますが、一番厄介なのは入り口のとこ

ろをどうするかということです。これまでも、

例えば、有名大学であれば、入り口のところで

ある程度選別できたわけです。ところが、有名

大学に入る人たちもあまり大差がない。東京大

学にしろ、早稲田大学、慶応大学にしろ、ほと
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んど同じです。難しい大学に一生懸命頑張って

入ったというだけの話です。東京大学の卒業生

が本当に出口でも優秀なのかというとそうでも

ない。就職するときに、高校生までの知識や情

報が残っていればあまり問題にはならなかっ

た。しかし、出口における質の保証ということ

でいうと、理論的には、出口では、東京大学の

卒業生も、早稲田大学の卒業生も、本学の卒業

生も基本的には同じレベルに達していなければ

ならない。もちろん、ある一定の水準というこ

とになりますが、一定の水準に達しなければい

けない。

結局、出口における質の保証を求めて、入り

口に拘泥することになってしまう。入り口のと

ころでどのような学生を求めるかというと、な

るべく手間のかからない学生が欲しいというこ

とになります。手間をかけなくてよく、自分で

勉強するタイプの学生が欲しいということにな

ります。東京大学であればそうかもしれません

が、本学とか地方の大学になるとそういうふう

にはなかなかいきません。結局、手間がかかる

わけです。そうすると、入学前教育だとか、初

年次教育だとか、リメディアル教育をやらざる

を得なくなる。

さらに問題なのは、文部科学省の意向もあっ

て入試形態がどんどん多様化してきて、入り口

のところでの対応がだんだん難しくなってきた

ということです。大学としては、入り口のとこ

ろにどうしても賭けざるを得ないわけですが、

ＡＯ入試、推薦入試では優秀な生徒が確保でき

ないということにどうしてもなってしまう。で

は、一般選抜で入ったのが本当に優秀かという

と、大差はない。本学でも卒業時にデータを取

ってみると、ＡＯ、推薦、一般選抜でどれだけ

の差があるかというと、ほとんど差がない。た

だ、出口、つまり就職という点からみると、こ

れまでは、一般選抜よりもＡＯの方が、はるか

に就職率はよかった。

ＡＯの場合、当初は、出口において優秀な学

生が入ってきていたのですが、最近は、そうい

う学生は少なくなってきた。ＡＯ入試の面談で、

「どういう本読んだことある」と聞くと、最近

の例ですが、「教科書を読みました」と答える。

「小説を読んだことあるか」と聞くと「小説を

読みました、教科書に載っているものを読みま

した」と答える。こうした事例が少なくない。

それだと、やっぱりまずい。

本を読ませること自体が非常に大変です。私

の3年生のゼミでは、1年に大体3冊くらい無理

矢理読ませます。どういうふうなことをしてい

るかというと、「政治学」基本的概念を取りあ

げたものを読ませているのですが、1回あたり、

20頁程度進みますので、該当箇所についてのレ

ジュメを作らせます。要するに、要約を作らせ

るということです。

5人いるのですが、自分のものを残りの4人に

も配布させます。並べてみると、全員が異なる。

私は、同じテキストを読んでいるわけですから、

5人のレジュメの内容は同じでなければならな

いと考えています。要点は決まっていますから、

同じところとらえて、同じレジュメを書かなけ

ればいけないわけです。5人のレジュメを並べ

ておいて、私は、「お前はなぜここを取ってき

たんだ」というように聞きながらやっています。

そうすると、読めていないということが分かる。

別の人にはなぜこっちを取ってきたのかを説明

させるとか、そういうふうにしてやっていかな

いと読めない。4年生になると、ある程度は同

じポイントとらえてくるようになります。そう

いうふうにして訓練すると、本の読み方も少し

はできるようになる。

ただ、無理矢理やらせていますので、自分で

何かを読むというところまではいっていない。

授業だけでは、それはほとんど無理なように思

います。課外での読書教育のようなものもやら

なければならないのではないかと思っておりま

す。本学の学生だけではなく、東京の大学も大

体同じような状況です。岩波新書を1冊読ませ

るのに1年かかるといいます。このような状況

です。岩波新書であれば、私たちの頃は「来週

までに読んでこい」と1冊指定されて、読んで

きた。そういうふうにはいかないのが現状です。
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そのような教育もしなければいけないというこ

とになってくると、出口における質の保証とい

うのは、非常に厄介な仕事ということになりま

す。

時間も少なくなってきましたので、3つのポ

リシーの策定を本学でもやっていますが、アド

ミッション・ポリシーはすでにできていました

が、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポ

リシーを策定しています。出口から考えて、入

り口とその間の教育プログラムを出口に合わせ

てどのように作るかということをやっておりま

す。しかし、出口だけを考えると、職業教育だ

けになってしまいます。特に、社会科学系、人

文科学系ですと、出口とあまり直結していない。

もちろん、企業に勤めるためには、例えば、会

社法のような法律を知らなければならないとい

うようなことがありますが、そのようにして特

化してしまうと、大学教育としてまずい。結局、

教養教育をどのように位置づけるかということ

になります。

ということで、最後になりますが、高大接続

・連携の展望ということになります。中央教育

審議会が2011年に公表したものがありますし、

最近公表したものもありますが、それは、やは

り、出口における質の保証というところに議論

が収斂している。それに対して、大学がどれだ

け出口での質を保証することができるのかとい

うことです。例えば、社会人基礎力テストとい

うようなものがありますが、企業がきちんとし

た試験をやるとかなり違ってくると思います。

私のところの学生もそうですが、多くの学生は

筆記試験がないところを選ぶ。新聞社や放送局

といった大きな企業では試験が何回もありま

す。他方で、学生は、試験が簡単で、面接だけ

で済むものを選ぶ傾向にあります。しかし、企

業では、例えば、銀行であれば、内定をもらっ

てから4月までの間に、一定の検定試験を受け

て合格しないと、営業に行けない。いずれにせ

よ、4月段階で、新入社員はどのような知識や

能力というものを身についていればいいのかと

いうことになって、そこから逆算していくと、

非常に大きな問題がでてくる。

私がいま注目しているのは、『VIEW21』に

掲載されている論文ですが、ここにヒントがあ

るのではないかという気がしております。何か

といいますと、副題にもありますように、キャ

リア・パスを考えるということです。キャリア

・パスというのは、人生設計であると考えてお

ります。ですから、自分の人生を、大学を卒業

して人生を送るにあたって、どのような人生を

送りたいのかということから逆に考えていかな

ければならない。その意味では、人間力をどれ

だけ育てるか、あるいは社会人力をどれだけ育

てるかという観点もなければならない。という

ことで、将来の職業・仕事を媒介とした人生設

計という視点からあらためて人間形成というよ

うなモデルのなかで、教育を考える必要がある

のではないかと思っています。

大学で教えられることは限界があります。社

会、特に産業界が、出口における質の保証をい

くら声高に叫んでも、やはり限界があるわけで

す。限界があるというところを踏まえたうえで、

人生全体を見すえたうえでの教育のあり方を考

えなければならないということです。社会にで

てからのほうが、大学とは違った形で学ぶ機会

が増えていきます。企業だって社員教育が必要

ないということではない。企業では企業なりに

必要であり、生活の場である地域社会で生きて

いくにあたってもそれなりの知識や情報が必要

です。さらには、社会教育といったものだって

あるわけですから、そのような場面でもまた教

育していかなければいけないということになっ

ている。

そうすると、人生設計のなかで、自分の人生

を考えたうえで、そこから様々な知識、情報、

能力といったものを考えていかなければならな

い。言い換えるならば、人間力ということにな

りますが、そのような力をどのようにして身に

つけるかということを考えなければならない。

そうなってくると、それぞれの教育段階でそれ

ぞれにということではなかなか難しい。こうい

う議論はいまにはじまったことではないのです
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が、どちらかというと、それぞれの段階でしか

考えてない。文部科学省も中央教育審議会の議

論も、各論に入ると、それぞれの段階における

教育になってしまっている。接続や連携もそれ

ぞれの段階と段階との接続や連携でしか考えて

ない。つまり、高校と大学であれば、入学試験

のところしか考えていない。

結局、それぞれの段階での到達度ということ

になり、到達度をセンター試験のようなものに

よって測定するということになる。では、その

到達度は果たして大学教育と直結しているのか

どうかということになると、高校教育の選択の

幅では、「政治・経済」を履修しなかったとか、

「化学」を履修しなかったのかという問題がで

てくる。大学で求めているものと、高校で履修

するものとの間には依然として深い溝がある。

このような状況を考えるとき、高校と大学の教

育の間に溝はあるという前提に立って、改めて、

高大接続、高大連携を考える必要がある。もち

ろん、接続教育それ自体について考えるよりは、

まず、溝を超えられるような情報をどのように

提供をしていくかというところから考えていく

ことがまずもって必要ではないかと思っていま

す。例えば、看護学部では、「生物」の知識の

ほかに、最近では、「化学」の知識も必要にな

ってきていますが、看護学部で必要な知識の範

囲と量がどういうものなのかという情報を大学

側が提供しているかというと、提供していない。

提供していないにもかかわらず、そのような知

識や情報を求めている。看護学部で求めている

ものと、高校の授業で得られるものとを細かい

ところまで突き合わせてみるという形での情報

の交換が密に行われないと、結局、大学側には

不満が残る。こうした取り組みがないと、接続

教育、移行教育、あるいは初年次教育は成り立

たないように思います

そのように考えると、小学校から大学までが

一堂に会して、どのようにやれるのかというこ

とをきちんと考えておかなければならないとい

うことになります。しかし、実際には、高校の

先生方は「中学校が」といい、中学校は「小学

校が」ということで、責任を転嫁することにな

ってしまっています。そうではないわけです。

そうではなくて、やはり、キャリア・パス全体

においてどのような人間を育てていくか、ある

いは個人であればどのような人生設計をするか

というところから、それぞれの段階においてそ

れぞれの教育というものを考えていかなければ

ならない。

しかし、そうはいっても、出口のところで大

学教育の果たす役割というのは、社会人基礎力

といいますか、そういったことと密接に結びつ

いていますから、大学がどれだけ引き受けられ

るかというと、全面的に引き受けるということ

は難しい。高校側と様々な形での情報交換を密

にしながら、プログラムやカリキュラムを作っ

ていくということをしないと成果は望めない。

職業教育については様々なプログラムが開発さ

れていてそれほど問題はないのですが、それだ

けですと、大学教育の意味がない。大学は学問

の府ですから、それぞれの学問分野における教

育をどうするかという問題になると、結局、中

学校、高校からの積み上げが非常に大事になっ

てくる。学問分野によっても違いますが、積み

上げがきちんとしていなければならないところ

はそうならざるを得ない。「政治学」のように、

社会人としてそれなりの判断力をもつことを目

指すのであれば、大学ではそれなりの情報提供

があればいいというようになる分野もありま

す。

いずれにせよ、大学に求められている高大連

携、高大接続というのは、出前授業、出張講義、

大学説明会とかいう段階はすでに終わってい

て、そこからさらに踏み込んで、E・ラーニン

グを中心とした入学前教育、初年次教育といっ

たものをどのように組み込んで効果をあげるか

という段階に入っている。しかし、現実はそう

ではない。センター試験があり、様々な選抜形

態があり、しかも、高校と大学の教育内容には

深くて広い溝がある。現状では、深くて広い溝

を超えることは容易ではない。出口における質

の保証ということで大学に責任が転嫁されてい
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るが、実は、日本の教育システムそれ自体に問

題があると思っています。そういう意味でも、

キャリア・パスから教育全体を再考、再構築す

る必要があるように思います。

時間になりましたので、以上で、私の講演は

終わりにしたいと思います。どうもありがとう

ございました。

配付資料

はじめに

１ 高大連携の現状と課題

(1)高大連携の推進と展開

1)文部科学省の動き

文部科学省は、1998年の大学審議会答申「21世紀の

大学像と今後の改革方策について」において、「後期

中等教育から高等教育への円滑な移行」、「高校生が

大学教育に触れる機会の提供」について指摘している。

1998年の大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の

改革方策について」では、「後期中等教育から高等教

育への円滑な移行」、「高校生が大学教育に触れる機

会の提供」という視点から高等学校と大学との接続の

あり方についての検討の必要性に言及しているが、高

大連携の具体策を示してはいない。

文部科学省は、1999年に、大学審議会答申を受け、

中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接

続の改善について」において、高大連携の基本的な考

え方とともに、その具体的な方向性を明らかにした。

高大連携の要点は、高校生の側における「志望大学

の選択」、大学側における「入学者の選抜」からだけ

でなく、「カリキュラムや教育方法などを含め、全体

の接続を考えていくことが必要であり、初等中等教育

から高等教育までそれぞれが果たすべき役割」を踏ま

えたうえで、「学生が高校教育から大学教育へ円滑に

移行できるよう、両者の教育上の連携を拡大する」と

いう視点から考える必要があるということである。

具体的な連携方策として、大学での学習を高校の単

位として認定することや、高校の協力も得て大学で補

習授業を行うことなどを指摘するとともに、入学者受

入方針（アドミッション・ポリシー）の明示をふくめ、

入学者選抜の現状と改善の方向性、入学者選抜の具体

的な改善方策、入学者選抜の改善をうながすための方

策も示している。

大学審議会は、2000年11月に、「大学入試の改善に

ついて」を答申した。答申は、大学入学者選抜の改善、

大学入試センター試験の改善、各大学における入学者

選抜の改善という3つの視点から改善方策を提示する

ものとなっている。

内容的には、入学試験のあり方に終始しているが、

興味深いのは、「大学教育の充実と卒業時における質

の確保」という点から、大学と社会との「接続」が強

調されていることである。

2)高大連携の取り組みの背景

1999年の中央教育審議会の答申を契機として、大学

の講義や公開講座における学修が高校の履修単位とし

て認められるようになり、高校にとっても高大連携の

取り組みが行いやすい環境が整えられ、急速に広がっ

た。

背景は次のようなものであった。第1は、1980年代

後半から進められてきた高校教育における一連の教育

改革の影響である。第2は、1990年代以降、大学を取

り巻く社会的状況が急激に変化してきたことである。

3) 高大連携の取り組み状況

文部科学省が行っている「高等学校教育の改革に関

する推進状況」を概観するとき、調査の対象項目から、

高大連携には、狭義のものと広義のものがあることが

わかる。

狭義の意味では、高校における「学校外の学修の単

位認定」のひとつの形態として位置づけている。広義

の意味では、狭義の意味での取り組みに加えて、オー

プンキャンパスや出張授業、高校と大学の相互理解を

図るための連絡協議会の設置、高校における教科指導

等の充実のための研究会・研修会の開催、大学生を対

象とした基礎学力向上のための補習授業等の実施等の

活動をふくむ。

文部科学省は、「高等学校教育の改革に関する推進

状況」とは別に、2007年に、1998年からの約10年間の

高大連携にかかわる取り組みについて報告書を作成し

ている。

例えば、高大連携の取り組みの推進の必要性につい

ては、「高等学校の生徒に対して大学レベルの教育研

究に触れる機会を与える等、高等学校と大学の連携を

拡大することで個人の持つ多様で特色ある能力や個性

を効果的に伸ばしていくための取組を進めることが強

く求められている」と述べている。

一方で、「高等学校・大学間の接続の場面において

は、昨今、大学生の学力が低下しているのではないか

という指摘や、高等学校教育の多様化に対応し大学に

おける初年次教育あるいはリメディアル教育の重要性

を指摘する声もある」として、初年次教育やリメディ

アル教育の問題を指摘している。

4)高大連携の意義と課題

①高大連携の意義
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高大連携の取り組みは、高校と大学のそれぞれにと

ってどのような意義をもっているのか。高校にとって

の意義は2つある。第1は、高大連携によって、高校の

教育活動を補完し、多様に展開できるという点である。

第2は、高大連携によって、生徒の学習に対する意欲

や目的意識を高め、生徒の適切な進路選択を支援する

ことができる点である。

大学にとっての意義は、社会貢献、地域貢献、教育

・就職支援、受験層開拓、それらを包括した広報効果

など、多様な意義をもっている。また、高校教育の現

場を知り、高校教育の現状に対する理解を深めること

を通じて、大学の教育環境・教育体制を見直し、一層

の充実をはかることができる契機になる。

②高大連携の課題

高大連携には、意義もさることながら、課題もある。

先行事例や調査研究から、高大連携の課題については、

以下のように整理できるであろう。

第1の課題は、多くの高校生が参加でき、個々の学

問分野の特質についての十分な理解が得られるような

高大連携のプログラムが少ないという点である。

第2の課題は、高校と大学の間で高大連携の目的や

位置づけに関する認識に齟齬が生じているという点で

ある。

第3の課題は、高大連携プログラムにかかわる教員

は、高校においても大学においても、一部の教員に負

担が集中しがちであるという点である。大学の教員に

とっては、出張授業等は効果の見えない「余分な仕事」

である。

第4の課題は、出張講義や出前講義は、高校にとっ

ては、進路情報の提供、進学に向けた動機付けのため

に大学の教育資源を活用する取り組みであり、大学に

とっては、入試情報や教育研究情報を提供するという

点で、双方向的であるかに見えて、一方向的な連携の

みにとどまっているという点である。

5)高大連携の新たな展開

ベネッセ教育研究開発センターは、2003年6月号の

『Between』において、高大連携の現状と課題を明ら

かにするとともに、先行事例を紹介し、そのノウハウ

や、新しい取り組みを通じて見えてくる、大学・高校

・高校生それぞれに効果的な「高大連携の新たな展開」

を提言している。

先行事例で特に興味深いのは、中央大学商学部の高

大連携プログラムである。プログラムの特徴は、高大

連携、高大接続、高大一貫という3種類のメニューに

入学準備教育を組み込んだ複合的なシステムになって

いることである。高大連携は、高校から大学への連続

的なキャリア・デザインの形成であるという視点の必

要性についての認識は、この段階では、示唆的である。

しかし、約4年間の高大連携の取り組みを振り返っ

て、編集者は、高大連携は、大学にとっての「進路指

導部の高校教員とのパイプづくり」、「受験生集めの

手段」にすぎないというのが実態であり、「高校生に

とって望ましい教育を実現するにはどのような連携の

あり方が必要なのかという原点から見つめ直し、企画

段階から協力しあいながら進めることが重要だろう」

と述べている。

ベネッセ教育研究開発センターは、その後、2005年

4月号、12月号の『View21[高校生版]』、2008年冬号

の『Between』において、特集を組み、先行事例によ

って新たな高大連携のあり方の方向性を明らかにして

いる。紹介されている取り組みはいずれも先進的なも

のであるが、依然として、入学試験を中心とした、大

学側の論理における高校と大学との接続・連携にとど

まっている。

２ 中央教育審議会の答申

中央教育審議会は、2008年12月には、「学士課程教

育の構築に向けて」という答申を行い、高大連携に言

及している。

高大連携については、入学試験にかかわる問題の一

環として言及されているが、高大連携の取り組み状況

は「いまだ散発的な状態にとどまっている」、「様々

な課題が存在し、必ずしも十分に行われているとは言

えない」と評価している。そして、「システムとして

高等学校と大学との接続の在り方を見直す」とともに、

「出口」における「教育の質を保証する新たな仕組み」

の構築を求めている。

ここで注目すべき点は、「教育の質を保証する新た

な仕組み」における「質の保証」であるが、「出口」

における「質の保証」は、具体的には、大学における

初年次教育の導入・充実、補習・補完教育の充実とい

う点から、学士課程教育全体に位置付けることを求め

ていることである。

中央教育審議会はまた、2011年1月に、「今後の学

校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につい

て」という答申において、「後期中等教育と高等教育

の連携」について、「入学前段階や入学初年次におけ

る、後期中等教育からの円滑な接続や学びへの意欲を

向上するための教育上の配慮」を指摘している。

ポイントは、後期中等教育におけるキャリア教育の

充実を促すため、キャリア教育の観点から、後期中等

教育と高等教育が連携することによって、特に、入学

前段階において、「高等教育機関がその有する教育資

源を活用して、後期中等教育におけるキャリア教育の

充実」に貢献すること求めていることである。

３ 大学教育の再構築
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(1)高等教育の質の保証

中央教育審議会の答申内容を念頭におくとき、さま

ざまな取り組みにもかかわらず、高大連携は非常に多

くの課題を抱えている。しかも、「教育の質を保証す

る新たな仕組みの構築」を求められていることからす

ると、高大連携のありり方をめぐる議論はこれまでと

はまったく異なる次元に及ばざるをえない。

中央教育審議会は、2005年1月に、「我が国の高等

教育の将来像」を答申している。答申は、教育の接続

の重要性について指摘している。注目すべき点は、「接

続」が、高大接続ではなく、「高等教育と初等中等教

育との接続」という形で、初等から高等までの教育全

般にわたっていることである。しかも、教育課程の改

善や「出口管理」の強化を求めている。

(2)学士課程教育の再構築

1)答申と日本学術会議の回答

中央教育審議会は、「学士課程教育の構築に向けて」

（2008年）においては、学士課程教育の構築にあたっ

ての方向性を指示している。具体的には、各大学が、

教学経営において、「学位授与の方針」（ディプロマ

・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」(カリキ

ュラム・ポリシー）、そして「入学者受入れの方針」

（アドミッション・ポリシー）の方針を明確にするこ

とである。

3つの方針の策定は、大学生が、卒業時に、知り、

理解し、行い、実演できることが期待される内容、す

なわち「ラーニング・アウトカムズ（学習成果）」を

明示するという点において、教育カリキュラム編成、

教育改善の手法として定着しつつある。

答申はまた、大学教育の分野別質保証の重要性を指

摘している。そのため、2008年5月に、文部科学省は、

日本学術会議に対して、大学教育の分野別質保証の在

り方について審議を依頼した。日本学術会議は、2010

年7月に、審議結果を「回答 大学教育の分野別質保

証の在り方について」として提出し、内容を公表した。

2)学士課程教育の改革

中央教育審議会の答申、日本学術会議の「回答」を

受け、各大学では、教養教育をふくむ一貫した学士課

程教育の再構築にむけて取り組んでいる。改革は大学

教育全体にわたっているため、ここでは、高大連携に

かかわる点についてのみ取り上げる。

各大学は、教養教育をふくむ一貫した学士課程教育

の再構築にむけて、「学位授与の方針」（ディプロマ

・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」(カリキ

ュラム・ポリシー）、そして「入学者受入れの方針」

（アドミッション・ポリシー）の3つの方針の策定、

見直しという点から学士課程教育の体系化を行ってい

る。

大学・学部の個性・特色は、これまでは、「入学者

受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）におい

てではなく、「教育課程編成・実施の方針」(カリキ

ュラム・ポリシー）、「学位授与の方針」（ディプロマ

・ポリシー）において明らかにされ、学士課程教育体

系のなかに適切に位置付けられてこなかった。

しかし、「学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシ

ー）－「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポ

リシー）－「教育課程編成・実施の方針」(カリキュ

ラム・ポリシー）という形で、「出口」から全体を構

想することによって、高大連携、高大接続は「入口」

と「出口」という形で、学士課程教育体系のなかに位

置付けられることによって、学士課程教育改革の重要

な柱になった。

４ 高大接続・高大連携の現状と課題

多くの大学では、以上のように、「学位授与の方針」

（ディプロマ・ポリシー）、「入学者受入れの方針」（ア

ドミッション・ポリシー）、「教育課程編成・実施の

方針」(カリキュラム・ポリシー）という3つの方針の

もとに、学士課程教育の改革と再構築に取り組んでい

る。

しかし、学士教育課程改革が高大接続を円滑にする

重要な教育改革であるととらえているにもかかわら

ず、現状での高大連携の取り組みは少々物足りない。

新しい高大連携の取り組みも見られるものの、大部分

は、従来型の高大連携といわざるをえない。

何が問題なのかというと、高大連携は、結局、大学

側の視点にたった「高校と大学とが連携して行う教育

活動」にすぎないということである。高大連携の実態

がこのようなものであれば、高大接続を円滑にする改

革は、結局は、大学進学者が大学で円滑に教育を受け

るために必要な学力を明確にし、それを評価するシス

テムを構築することにとどまる。

しかし、問題の原因は、中央委教育審議会の答申「初

等中等教育と高等教育との接続の改善について」その

ものにあるように思われる。

連携と接続の具体的な方策として提起されているも

のを検討すると、改善すべき点は、入学者選抜方法の

改善であり、どのように選抜するのか、何を評価する

のか、その基準は何かであり、「高校教育から大学教

育へ円滑に移行できる」ということは大学進学者が大

学で円滑に教育を受けるために必要な学力を明確に

し、それを評価するシステムを構築することを求めて

いるにすぎない。

このように考えると、各大学における取り組みもお

おむね理解できる。こうした状況を受けて、文部科学

大臣は、2012年8月28日付けで、中央教育審議会に対

して、「大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学
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校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための

方策について」という諮問を行った。

喫緊の課題として「我が国の将来を担う生徒・学生

が、これからの時代に求められる力を確実に身に付け、

それぞれの持つ可能性を最大限に伸ばすためには、高

等学校教育、大学入学者選抜、大学教育の在り方を一

体としてとらえ、その円滑な接続と連携のもとに、高

等学校教育の質保証、大学入学者選抜の改善、大学教

育の質的転換を進めること」があげられている。

中央教育審議会が、今後、諮問にどのような答申を

提出するのか明らかではないが、審議会のこれまでの

議論及び諮問の理由からして、また高大連携にかかわ

る大学の取り組みからして、連携の具体的方策となる

と、成果はあまり期待できない。

なぜなら、「高等学校教育、大学入学者選抜、大学

教育の在り方を一体としてとらえ」と述べているにも

かかわらず、一体としてとらえたうえで、高大連携･

高大接続を構想していないからである。

５ 高大接続・高大連携の展望

中央教育審議会は、2011年（平成23年）1月に公表

した答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教

育の在り方について」において、キャリア教育・職業

教育の基本的方向性を明らかにしている。

キャリア教育・職業教育における高大連携という点

では、高等学校の教員との問題意識の共有、解決策の

検討を指摘しているが、入学前、初年次において、大

学が円滑な接続に配慮することを求めるにとどまり、

高校と大学が一貫したキャリア教育のビジョンをもつ

ことの必要性についての指摘はない。

この点において注目したいのは、2005年12月号の

『View21 [高校生版]』における提言である。提言は、

＜高大連携を考える上で意識したいのは、「今」だけ

の視点で教育を考えるのではなく、「将来から今を見

る」という視点＞と＜おそらく最も重視すべきは、育

成すべき人材要件について、高大が共通の青写真を描

くこと＞の必要性を指摘している。

提言は、さらに、「確かに高校、大学と教育機関は

分かれるが、生徒の人生そのものは一続きであり、そ

こに断絶があるわけではない。大学卒業時に、生徒に

どのような能力を持った人材になっていてほしいの

か、そのためにはどのようなカリキュラムが必要なの

か、生徒の将来から逆算して考える視点を持つべきだ」

と指摘している。

「生徒の将来から逆算して考える視点を持つべきだ」

という考え方は、大学における就業力育成における発

想と同じものであるが、大学における取り組みは、こ

のような形で、高校と大学が一貫したキャリア教育の

ビジョンをもつという発想にたっていない。

その意味でも、この提言は、高大接続・高大連携の

現状と課題をふまえ、キャリアパスの視点から接続・

連携のあり方を考えるにあたって示唆を与えてくれ

る。

キャリアパスというのは、簡単にいうと、職業や仕

事を媒介とした人生設計である。したがって、キャリ

アパスの視点から高大接続・高大連携のあり方を考え

るということは、人生設計のなかに、初等教育－中等

教育－高等教育の流れを位置付け、そのなかで、高大

接続・高大連携のあり方を考えることである。

提言は、人間力形成モデルを提案している。人間力

というのは、「社会を構成し、運営すると共に、自立

した人間として力強く生きていくための総合的な力」

である。人間力の構成要素は、基礎学習能力、対人関

係能力、自己コントロール力である。

大学は学生の就業力の育成を求められているが、キ

ャリアパスという視点からすると、育成されなければ

ならない能力はまさに人間力である。したがって、高

大接続・高大連携は、高校においても大学においても、

人間力の形成という大きな枠組み、つまり人生設計と

いうキャリアパスのなかに位置付けられなければなら

ない。

周知のことではあるが、人間力の育成という点では、

学校教育にとどまらず、社会教育もまた、人生設計と

いう意味でのキャリアパスのなかに位置付けなければ

ならない。言い換えるならば、キャリアパス全体を通

じて、人間力の形成に向けた一体的な取り組みが求め

られるのである。
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○大勝志津穂「学士力保証からみた高大接続教育の取
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2010年6月

○日本学術会議「回答 大学教育の分野別質保証の在

り方について」（2010年7月）

○中央教育審議会等の答申については、文部科学省
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「本校の進路指導の取り組みについて」

（秋田）明桜高等学校 教 諭 佐々木 俊 作

１．学校の概要

（1）建学の精神

真理・調和・実学を建学の精神とする。秋田

人の経世学者佐藤信淵が説く「真理」を仰ぎ、

創設者古田重二良が述べる「調和」をはかり、

そして人間社会に「実学」を生かす学風をつち

かうためである。教学ともに建学の精神をもっ

て、国際的視野に立ち、輝かしい未来に向かっ

て伝統の灯火を掲げていくことを学園存在の理

念とする。

（2）教育方針

「努力が人を作る」「情熱と闘志で最善をつ

くす」の校是のもと、広い視野に立ち、社会の

変化に対応できる心身ともに健全な人間の育成

につとめる。

(3)法人概要

学校法人ノースアジア大学

・ノースアジア大学（経済学部・法学部）

・秋田看護福祉大学（看護福祉学部）

・秋田栄養短期大学（栄養学科）

・明桜高等学校

・ノースアジア大学附属のびのび幼稚園

・ノースアジア大学附属のびのび保育園

・ノースアジア大学附属さくら幼稚園

(4)沿革

・秋田短期大学附属高等学校（1953～1964）

・秋田経済大学附属高等学校（～1983）

・秋田経済法科大学附属高等学校（～2007）

・明桜高等学校（2007年4月～）

２．本校の特色

(1)コース

・総合研究コース

一般教科を選択し基礎を学習

・文理コース

大学進学を目指す。部活動との両立

特別進学コースに準ずる

・特別進学コース（α、β）

8時間授業 βは土曜日も授業あり

(2)校務分掌

平成22年度より校務分掌のひとつとしてキャ

リア教育部がスタートした。進路指導部とは別

にキャリア教育部を設けている高校は県内には

なく、キャリア教育に対する高い意識を有する。

試行錯誤しながら現在の形になった。

①進路指導部について

三年生だけでなく一年生から指導できる進路

指導部を目指す。学園内をはじめとして進学者

を100％にする。学問を通した人間形成を行い、

社会に役立つ人材の育成。
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・主な業務内容

進路指導通信・進路希望調査・進学講話

オープンキャンパス・調査書・進学指導

補習・模擬試験・成績会議・推薦会議 等

②キャリア教育部について

就職希望者全員の内定を目指す

・就職指導の充実

・キャリアアップにつながる指導

生徒のキャリアデザイン能力を養成する

・インターンシップの充実

・校内外で学習する機会を強化

・主な業務内容

就職指導・講習会・座談会・講話

高大連携授業・検定・インターンシップ事業

資格取得・意識高揚キャッチフレーズ

校歌を歌おうキャンペーン・礼法指導 等

３．近年の進路実績

（1）秋田経済法科大学附属高校時代の実績

・普通科・商業科・自動車工学科の3科

・就職希望者が多い

（2）明桜高校の実績

・普通科のみ

・特別進学コースαとβ

・進学希望者が多い

４．今後の課題

・生徒の自主性を育む

・進学に対する意識を高める
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「進路実現のための工夫

～偏差値48から国立大学へ～」

（宮城）東北高等学校 教 頭 那 須 祐 二

１．平成4年度頃の東北高等学校の姿

（1）生徒数は3000名、教科書は家か学校のロ

ッカーに、教科書はもっとも難しい参考書、

そして重い、だから一度も開かない

（2）学力偏差値は32程度の学力底辺校

・問題児7％

・部活中心35％

・勉強したことない生徒75％

（3）硬式野球部は甲子園へ 校名は有名に

２．組織的な進路指導がない中で、学校の評価

を上げるための、知名度に合う誇りを育成

するための対策

（1）学力の底上げを図る

・習得度別授業（到達度授業）

・自主教材作成

・英語・数学から

（2）生活指導分野で新たな指導へ

・丁寧な心に響く指導を展開

・教授スタイルに変化が生じる

・学力を伸ばすことが生活指導に繋がる

（3）選抜方法に「面接重視」を導入

・新基準による厳正なる選抜入試へ

・素直な生徒を増やす努力が始まる

３．効果

（1）グレイドの入れ替えもあり

・生徒のやる気を後押し

・教科通信・クラス通信でやる気を刺激

・家庭学習へ注意が向く

・教材を忘れない意識が出る

（2）親が進路指導に積極的に参加

・教員全員が指導に参加

・生徒への声掛けで距離が縮まる

・学習効果がアップ

・指導内容が理解できる

（3）自主教材を作成し副教材とする

・教材を研究することで研修に役立つ

・できるかもの自己期待が生じる

４．成果 ～Ｈ4年度

（1）東北学院大学に一般入試合格

（2）推薦入試で基礎力試験実施大学に合格

（3）勉強する意識が芽生える

５．具体的指導内容

工夫しないと生徒が見向きもしない

（1）英単語テストを

・グループ対抗で、ゲーム形式で実施

・周りを気にし、少しずつやりだす

・クラス通信で褒めることを徹底

・真剣に取組まないと楽しめないと学ぶ

（2）クラス通信を活用

・毎日のクラス通信で刺激を与える
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・全教員の70％が実施

・教員への親近感を持たせる

・夢を語り希望を育むＨＲを意識

・体験談で生徒が使用できる話をする

・組別ＰＴＡは参加して得する企画

６．学力底辺校が難関大学指導へ挑戦

・生徒の可能性を感じる実践が裏付け

・学校の評価を変えたい職員の思い

・少子化に備える第一歩として

（1）進学系創進コース設立

・難関大学を目指す進学系

・9時間授業

・目的①学力上位層の入学促進

＝学校評価アップ

・目的②イメージの塗り替え

＝スポーツだけの学校でない

・目的③少子化に備え新生徒層を開拓

７．現状 平成6年度～

（1）私学・進学コースは公立の滑り止め

・生徒確保に苦戦

・奨学金の保障がないと公立へ進学

（2）難関大合格も私学は公立の二番手

・東北大学・京都大学合格も

・高校の偏差値はアップせず

（3）塾の評価

・合格させた指導法は評価に値するが

・保護者が入学させたいとは評価しない

８．指導上の問題点

（1）先生への生徒からの信頼は、

・入試問題の分析ができるかどうかで

（2）他の生徒と同じ評価では不安

・偏った価値観に振り回される

（3）9時間授業に対する圧迫感

・勉強だけの生活への怒り

・指導が欲張りな計画に

（4）教員の進路指導力を高める方法の模索

９．進路指導のノウハウを作る

（1）教科の指導計画つくり

・最も効果的に指導できる案

・学年が変わっても同じ視点・方法で

・講師にも分かる統一指導のため

・生徒が安心して学習できる

（2）入試問題年間1000題解答

・頻度・傾向を分析発表する

・生徒の信頼を高める

（3）入試結果資料を基に合格ポイント研究

・偏差値が不足でも合格できる状況把握

・生徒のやる気を持続させる

（4）短期間で合格を勝ち取るための研究

・「東北大学特化講座」

・「大逆転合格講座」など

（5）各大学の入試の分析

・入試事情に精通し、指導に深みを持つ

・生徒の信頼を勝ち取る

（6）合格のポイントを想定する

・生徒の様々な質問に答えることができる

・保護者と生徒からの信頼につながる

（7）リラックスタイムの増設

・責任者を部屋へ招き入れるなど

・特別扱いを受けていると感じさせる

１０．問題点

（1）大学合格実績は評価につながらない

・評価は高校入試のボーダーを上げること

・成績の良い生徒を落とすこと

・生徒募集の実態の矛盾

（2）指導時間が不足している

・生徒の100％は東北大学合格水準にない

・2年半で東北大合格は厳しい

（3）地方の価値観として官尊体制

（4）育成した若手講師が公立へ就職

・新規採用は財政的に困難

・生徒と指導者を同時育成が常に存在

（5）生徒指導の中心は部活動・ＨＲ活動

・進学の指導への批判が大きく

・認知されるまで15年以上必要
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「四年制大学への進学に重点をおいた

進路指導について」

（福島）いわき秀英高等学校 教 諭 赤 澤 豊

１．本校の紹介

大学進学に特化した私立高校である。「立志

尚友 創造」を校訓とし、2001年開校。12年

目となる。

２．進路実績

（1）国立

東京大1、京都大1、東北大18、北海道大2、

東京医科歯科大2、東京外国語大5、筑波大

11、横浜国立大6、千葉大5、岩手大4、宮

城教育大4、秋田大5、福島大27、茨城大11、

埼玉大8、新潟大7

（2）公立

福島県立医科大18、国際教養大1、会津大9

（3）私立

慶應義塾大4、早稲田大25、国際基督教大1、

学習院大8、明治大83、青山学院大36、立

教大29、中央大52、法政大65、東京理科大

59、立命館大21、同志社大14

（4）医学部医学科 平成24 年度

新潟大1、福島県立医科大1、獨協医科大2、

北里大1、日本医科大1、藤田保健衛生大1、

大阪医科大1

３．現役大学進学率

四年制 国公立

平成24年度(9期生) 88% 26%

平成23年度(8期生) 74% 31%

平成22年度(7期生) 81% 16%

平成21年度(6期生) 82% 18%

４．進路指導方針

（１）「現役合格を目指す」

・本校は勉強中心の学校生活

→ 100分授業×4

→ 部活・委員会活動は盛んではない

・浪人しても成績があまり上昇しない

（2）「国公立大学への進学を目指す」

・保護者のニーズ

・東北地方の進学校のステータス

※地域的に東京指向が強い

（3）「就職に有利な学部学科への誘導」

・今春の大卒就職率63.9%

・進学者 13.8% （文科省調べ）

・就職に直結する資格の取れる学部学科

→ 教員免許

・医療系（医師、看護師、検査技師など）

・管理栄養士 など

５．進路指導方針の実現のために

（1）「生活指導」
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①服装、あいさつ、時間厳守

②「教員サイドの指導にのる」生徒の育成

素直な生徒がとても多く、こちら側の

指導に対して従順である。

（2）「授業＋学習指導」

①授業を大事にする ←最も重要

・授業（正課＋課外）を大事にする

・入試に対応できる授業内容、教材の精選

・補習（正課、課外以外）に頼らない（上

位者への補講は例外）

・定期試験で赤点を出させない指導

②自分で勉強の出来る生徒の育成

・課題を「こなす」生徒から、課題を「見

つけられる」生徒へ

・教科間における課題量の調整

・勉強の「やり方」を教える

・（授業時間）＜（自分）で勉強する時間

③習熟度別クラス

・HR クラスは1年4クラス、2・3年は文理

2クラスずつ

・授業クラスは、学力層ごとに2～5分割

・教員との相性や、生徒の志望に応じたク

ラス配当

（3）「進路指導」

①理系への誘導

・医師、看護師、検査技師、管理栄養士な

ど就職につながる資格を取れる学部学科

がある。

・国公立大学に入りやすい

→理系（物理選択）…工学部

②センター試験の全員受験

・全員で受験に向かう

→受験は個人戦でもあり団体戦でもある

・私立大学のセンター利用入試

③防衛大学校、防衛医科大学校の

積極的な受験

・受験料無料

・卒業後、就職活動の必要がない

・合格すれば、私大を受けなくても行き先

がある

・1 次試験の合否で、理系なら国立大、文

系なら旧帝大の合格可能性の予想がつく

④後期まで受験させる

・出願し、受験すれば合格の可能性がある

→追加合格で医学部に合格した生徒もいる

・浪人する場合の3月時点での学力の把握

⑤戦略的な推薦・ＡＯの利用

・3年の夏までは生徒たちに推薦・ＡＯは

意識させない。一般で合格をとらせる指

導をする。

・倍率の低い学部学科を狙う

・部活動や委員会活動で結果を残した生徒

を受けさせる

６．3年間の進路指導の流れ

（1）1年 文理選択

・理系＋物理を選択させる

→工学部へ誘導

・医、国公立・歯、国公立・薬は第2志望の

分野も考えさせる

→最終的に工学部へ流すことを考えて、

物理選択

・教員志望の生徒は主に教育学部を志望する

→中・高なら、文学部や理学部などでも免

許は取れるので誘導

・主要3科目を徹底的にやらせる

（2）2年 国公私の選択、第1希望の決定

・志望する分野の調整

・主要科目を徹底的にやらせる

文系 英数国

理系 英数国＋理

・文系の志望分野の誘導

→文（外国語系を除く）、経済も見させる

・理系の志望分野の誘導

→農（獣医）、医は必ず第2志望、第3志望

も考えさせる

→薬、歯は私大も可能か

・志望がある程度固まってきてから、第2志

望、第3志望で地方へ誘導

→東北地方の国公立へ

・ここまでがうまく行くと、3年次に安易に

推薦・AO に流れたり、国公立から私大に
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流れたりする生徒をある程度防ぐことが出

来る

（3）3年 併願校、受験校の選択、受験

・この他に、進路講演会、OB・OG 講演会、

防大説明会、大学見学・OC 参加

・毎回の模擬試験を本番の入試と見なし、自

分の志望する大学だけでなく今の自分の学

力で A、B判定のとれる大学を書かせる

・推薦、AOの指導は全校でする

→担任は推薦、AO を出願する生徒につき

っきりになると、それ以外の生徒の対応

が後手になる

７．本校の進路指導の課題

（1）英語、化学の成績

（2）1、2年次では模擬試験でよい成績をおさ

めるが、3年次になるとどんどん下がって

いく→メンタル面をどう維持させるか
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専修大学北上高等学校 校 長 及 川 和 夫

今日、世界の情勢は大きく変動しており、方向性

が見えにくくなっております。こうした中で私たち

は、毎年、生徒を受け入れ、送り出していますが、

同じ繰り返しではありません。社会情勢や生徒・保

護者の意識が毎年変化している。特にも高校生に限

らず大学生も含めて雇用状況が厳しいものがあり大

変な時を迎えている。

本部会では、「社会の変化に対応し、一人ひとり

に寄り添い夢をかなえる進路指導の実践」を研究目

標とし、基調講演と3つの研究発表を頂きました。

基調講演では、岩手県立大学総合政策学部教授齋

藤俊明先生より「大学教育の現状と課題－キャリア

パスの視点から高大連続・高大連携を考える－」と

の演題でご講演頂きました。

大学は学生の就業力の育成を求められているが、

キャリアパスという視点からすると、育成されなけ

ればならない能力はまさに人間力である。したがっ

て、高大接続・高大連携は、高校においても大学に

おいても、人間力の形成という大きな枠組み、つま

り人生設計というキャリアパスの中に位置づけられ

なければならない。これからの教育・進路指導の目

標や課題をご提示いただきました。

研究発表Ⅰでは、秋田県明桜高等学校の佐々木俊

作先生から、校務分掌の中に「キャリア教育部」を

つくり、進路指導部とのタイアップにより、進路実

績を上げてきた事例を発表して頂きました。

研究発表Ⅱでは、宮城県東北高校の那須祐二教頭

先生から、学力底辺校から難関大学へ挑戦する個人

的な取り組みから組織的な取り組みへ様々な工夫を

紹介して頂きました。

研究発表Ⅲでは、福島県いわき秀英高等学校の赤

澤豊先生から、大学への進学を目標に開校された学

校で、4年制大学への進学に特化した指導について

のご報告を頂きました。

更に、最後まで残って頂いた、齋藤俊明先生より、

全体の感想を頂きました。

大学の卒業生は社会人力・学力が落ちている状況

で、就職後3年で3割が離職している。社会が求める

人材を考えるとき、それへ逆算して21歳では社会の

要求する人材には足りない人間力をどうやって高め

るか、青写真が必要であり、初等教育まで立ち返る

必要がある。勿論、大学もいろいろな形で交流がで

きているし、利用するところはいくらでも利用して

ほしい。私学は大学合格という成果を求められてい

る。それでも人間力・社会力を育ててほしいという

まとめのお言葉を頂きました。

今年度は昨年度と同様に、研究発表3本が進学指

導と進学実績に特化している。進路指導であるから

には進学と就職と2つの側面がある。

来年度はぜひ、進学指導だけでなく、大変な状況

の雇用問題を抱えている就職指導の部分も共有でき

る研究発表をお願いしたい。

研究発表まで参加頂いた齋藤俊明先生、研究発表

を頂きました3校の先生方、全国からお集まりいた

だいた先生方、裏から部会の運営に携わった先生方

すべての先生方に感謝申し上げます。そして、運営

などのご指導いただきました日本私学教育研究所の

皆様に感謝申し上げ総括といたします。
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1 研究目標 規範意識の低下にどう対応するか

2 会 場 ホテルメトロポリタン盛岡 ＮＥＷ ＷＩＮＧ

４階 メトロポリタンホール（南）

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 講 研 講 研 部
会 究 究 会

10月12日 開 演 発 昼 食 演 発 閉
会 表 表 会

付 式 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 一関学院高等学校 校 長 小野寺 佳代子

講 演 Ⅰ 演 題 「楽しむ力」

講 師 東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科 教授 田 中 範 男

研究発表Ⅰ テーマ 「本校のチケット制指導について」

発表者 (青森)東 奥 学 園 高 等 学 校 教 諭 寺 沢 政 夫

講 演 Ⅱ 演 題 「岩手県教育委員会の取り組み」

講 師 岩 手 県 教 育 委 員 会 学 校 教 育 室

首席指導主事兼生徒指導課長 田 村 忠

研究発表Ⅱ テーマ 「本校の容儀・遅刻指導について」

発表者 (宮城)東 北 学 院 中 学 高 等 学 校 教 諭 竹 中 達 哉

部会閉会式 総 括 一関学院高等学校 校 長 小野寺 佳代子

閉会のことば 盛岡スコーレ高等学校 校 長 横 田 禮 子
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5 運営委員

委 員 長 小野寺 佳代子（一関学院高等学校 校長）

副委員長 横 田 禮 子（盛岡スコーレ高等学校 校長）

委 員 鎌 田 次 彦（盛岡スコーレ高等学校 教頭）

小野寺 啓 一（一関学院高等学校 教頭）

牧 野 芳 浩（盛岡スコーレ高等学校 教諭）

阿 部 泰 存（一関学院高等学校 教諭）

島 眞 弓（盛岡スコーレ高等学校 教諭）

藤 田 一 彦（一関学院高等学校 教諭）

伊 藤 寛 泰（盛岡スコーレ高等学校 教諭）

立 花 孝 之（一関学院高等学校 教諭）
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「楽しむ力」

東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科 教 授 田 中 範 男

講師紹介

盛岡スコーレ高等学校 校長 横田禮子

私たちは普段、喜怒哀楽という言葉をよく使

いますが、喜怒哀楽の「楽」という、この最後

の「楽しむ」ということに関しては、誰かから

何かをしてもらうというよりも、私なら私自身

がそういう意図を持ち、心を持ち、それから知

恵を絞って得るものではないかと思っていま

す。しかも最近は生きる力だとか、信じる力だ

とか、「力」という文字の上に重い言葉を乗せ

たがります。本日の田中先生のお話は「楽しむ

力」ということで、どんなお話が展開されるの

か大変楽しみにしています。

現在、東北芸術工科大学デザイン工学部企画

構想学科で多くの学生さん達、あるいは教授の

皆さんと日々お過ごしですが、この企画構想学

科の狙いの一つとして、どうすれば、どのよう

なことをすれば人々を幸せにできるかというこ

とを大前提にして、デザイン工学などで先生を

中心にお仕事が進んでいるということを見聞き

しております。どうぞ皆様も最後まで楽しみな

がら先生のお話を聞いていただければと思いま

す。

それでは先生、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

皆様、おはようございます。

東北芸術工科大学の田中範男と申します。1

時間半ですが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

今日の話はかなり前にいただきました。生徒

指導部会ということで、規範意識の低下にどう

対応するか、というテーマの講演というお話を

伺って、「えっ」と思いました。どうしようか

なと思いました。実は私はずっとマーケティン

グとか、ブランディングの世界で、実務で広告

の仕事等をやってきました。東北芸術工科大学

に企画構想学科ができてまだ4年目です。私は

教師としてはまだ4年目なのです。ですから、

皆様のほうが大先輩でいらっしゃいます。生徒

指導について私が云々言うことはないと思った

のです。

恐らく、そのようなことを期待されてお願い

されたのではないだろう、生徒指導に関して「こ

うすべきですね」ということではなく、全く違

うことについて期待されていると思いました。

私は企画構想学科ということで、「企画をする

こと」また「人を幸せにする」「そこにアイデ

アがあること」ということが専門です。その視

点で、皆様方がどういうふうに生徒に対して自

分の心構えを持っていったらいいかというこ

と、それから、生徒達がどういう心構えを持っ

ていったらいいかということを企画とアイデア

という視点で、事例等含めてお話をさせていた



- 188 -

だければというふうに思っています。

決して、私も大学でうまくいっているわけで

はありません。

今月から授業が始まり、今週が第2週目でし

た。私は東京から通っていますが、山形の大学

に行って、2年生があまりに不甲斐なくて、少

し怒ったりしたばかりです。全然うまくいって

いないところがいっぱいあります。その原因は、

大学ですので自分で履修する科目を決めるので

すが、今年の2年生は専門科目つまり企画構想

学科として一番取らなければならない専門の科

目、私の科目を半分以上は履修していなかった

のです。どういうことか。企画を勉強しに来た

のに、専門科目の専任の教員である私の授業を

取っていない。人気がないということもあると

思います。それはそれでいいかもしれないです

けれども、そもそもそれを取らないということ

に、非常に腹が立って、いろいろと2コマ使っ

て、みんなでそれを考えてみようというような

ことをやったりもしました。

そのような問題を抱えつつ、私も自戒をして

いるところがあって、その辺の自戒の意を込め

て、今日のお話もさせていただきたいなと思っ

てます。

まず、私も皆様と同じ立場ですが、教員とし

てお仕事を楽しんでいますか。今日のテーマは

「楽しむ力」ということです。教員という仕事

を楽しめているかどうか。私の仕事は、自分の

会社を東京に持っていて、そこでいろいろなマ

ーケティングの仕事をしていたり、あるいは本

を書いたりしています。「ボブ田中」というの

はペンネームです。ボブ田中という名前で本を

書いています。それから大学の教員の仕事をや

っています。この仕事を自分で楽しんでいるか

どうか。

教員として学生と接している中で思うと、最

近の学生は自分の学生時代と随分気質が違うと

思います。そのように思われませんか。彼らは

高度経済成長を知らない世代です。私はもう今

年50歳ですが、高度経済成長で、就職した頃が、

バブルの真っ最中という世代です。ですから、

いわゆる学生時代というのはどんどん経済が上

向いていって、何かをやれば最後はうまくいく。

頑張ればうまくいくという時代でした。

1960年から2010年までの GDP 成長率の推移

のグラフを見ると、1956年から73年の GDP の

成長率の平均は9.1％です。すごいです。ここ

で何が起こったか。オイルショックです。ガー

ンと一度下がって、そこからまた盛り返します。

1974年から1990年の平均が3.8％。ここで日本

経済はバブルを迎えます。私はここで生まれて

育ったわけです。学生時代をここで迎えている。

1990年以降、平均が0.8％です。ほとんど成長

してないということです。今の中高生、1990年

代の後半から生まれた子供達です。1990年の後

半。まさに生まれてからずっと経済は横ばいの

ところで育ってきた世代です。

さらに、日本の半分の世帯は年収が448万円

以下というデータがあります。しかも年々下が

り続けている。平成11年に506万円あったもの

が、平成20年に448万円です。ずっと減ってき

ているのです。このようにデータを見るとびっ

くりします。

日本の人口構成のピラミッドでは、1980年、

今から30年前ですが、土瓶型といいますか、下

のほうに支える人がいっぱいいます。2010年、

今です、グーっと上のほうに持ち上がりました。

10年後、さらに頭が重くなる。これが陶器だっ

たら、水入れるとひっくり返ります。そのよう

な状況になってきているわけです。これがさら

に形が変わっていって、上が重くなっていく。

これが今の日本の現状です。お先真っ暗な感じ

がします。今の学生達に頑張ればいいことがあ

ると言っても通じないわけです。こういうとき

に育ってきているわけです。いくら景気が回復

するといっても、回復するなんて思えないわけ

です。頑張ったっていいことがないわけです。

社会人であれば昇進だ、あるいは昇給というこ

とですが、しません。私は大きな会社にいた時

は、20代の若い世代が何故頑張っているのだろ

う、どこにモチベーションを持って頑張ってい

るのだろうと正直思ったりもしました。私が就
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職した頃は頑張ればいいことがあった。今はな

い。まさにいいことがない時代に頑張っている。

さて、ここで一つ質問です。日本を代表するテ

レビの世界ブランド、何でしょうか。考えてい

ただけますか。日本を代表するテレビです。液

晶テレビですとか、世界ブランド。答えていた

だいてよろしいですか。「東芝」。他にどんなテ

レビがありますか。「シャープ」。では、そちら

の女性の方。「パナソニック」。「日立」。ハッハ

ッハッハ（笑）。何故笑ったかと言いますと、

私が思っていたブランドが出てこなかったので

す。「ソニー」ってブランドじゃないですか。

少なくともシャープのアクオスが出てくるまで

はソニーのテレビというのはブランドとしてダ

ントツでした。日本を支えてきたブランドであ

ったと思います。世界ブランドソニー。日本の

経済成長とともに育ってきたブランドです。こ

のソニーというブランド、これはアメリカにあ

るインターブランドというブランディングのラ

ンキングをする会社があります。ブランドのラ

ンキングをする会社としては世界で一番権威が

ある会社です。そこが今ソニーを世界で35位、

というふうにランキングをしています。これは

いろいろな尺度があるので、その一つの尺度に

よって数字が変わってきますが、この会社が35

位と位置づけている。1位はコカ・コーラです。

コカ・コーラというのはもうブランド価値は素

晴らしいわけです。IBMとかMicrosoft、Google

といった会社が並んでいます。世界35位。サム

スン電子は17位です。昔はソニーはトップの辺

にあったのです。どんどん落ちていって、今や

アメリカに行くとソニーではなくて、圧倒的に

サムスンです。テレビはサムスンです。欲しい

テレビといったらサムスンです。日本のブラン

ドの価値というのもどんどん落ちている。

世界のテレビのシェアを見ると、サムスン、

LG、ソニー、パナソニック、シャープ。日本

勢、韓国勢。韓国勢のほうが多いです。去年の

第3四半期で、日本は韓国に抜かれました。テ

レビもどんどん売れなくなってきている。さら

に3社は、液晶テレビから撤退しようというこ

とを今検討している最中です。

経済協力開発機構が出したより良い暮らし指

標。幸福度でいうと日本は21位です。これもい

ろいろな指標で見るのですが。OECD 諸国の

中で日本の幸福度は21位、後退しつつある。仕

事と生活の調和、生活満足度の評価というのが

低迷している。仕事と生活の調和については34

位という評価。非常に低いです。働きすぎだと

言っているわけです。経済が伸びてないけれど

も、働きすぎだ。

さらに、満足度は27位。生活に満足していな

い。まあ、犯罪は少ないです。教育は2位。こ

れ少しうれしいです。しかし、今の状況を考え

ると2位というのは割と評価が高いと思ったり

もします。

幸福度の1位は2年連続でオーストラリアで

す。2位がノルウェー、3位がアメリカ。僕はこ

う思いました。「えっ、オーストラリア、オー

ストラリアが１位なの。」オーストラリアに住

んでいると世界中で一番幸せってことです。オ

ーストラリア人はどんな人達か。人懐っこい。

家族や友人、そういった環境を大切にして、ス

ポーツが好き。よく食べて、遊ぶ。おおらかな

人です。「オージー」という言葉があります。

オーストラリア人のこと「オージー」といいま

す。こういう人たちだと。日本人と違った気質

の人達です。つまり、ポジティブな人達です。

生き方に非常にポジティブな人達がオージー。

そこが1位になっている。

ここでは「Well-Being」、つまり、よく生き

るということ。楽しく生きるという生き方。そ

の研究が非常に盛んです。アメリカ・イギリス

に次いでポジティブ心理学の世界でも、非常に

活発な活動をしている。そういう国です。気質

だけではなくて、その気質を生かそうというこ

とで、そういう研究をされている。そういう国

だそうです。

ここまで、日本が駄目なデータをいっぱいお

話ししました。こういうの見てると落ち込みま

すよね。もうお先真っ暗、何にもないんじゃな

いかなと。本当に駄目な国だろうか。Adobe
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ってありますよね、Illustratorとか Photoshop

というソフトを作っている世界的なメーカー。

そこが全世界、アメリカ・イギリス・フランス

・ドイツ・日本の５つの国で行った調査です。

日本向けにした調査ではないです。世界で行っ

た調査。「最もクリエイティブな国はどの国か」

と聞いたそうです。その結果は、なんと日本で

す。世界中の人たちが今最もクリエイティブな

国は日本と答えているのです。2番がアメリカ、

3番がドイツ。圧倒的です、36％です。これに

は驚きました。世界中の国が日本をクリエイテ

ィブと考えている。

さらに同じ調査で聞いたことですが、「経済

成長のために創造力が重要か」、つまりクリエ

イティビティは重要かと聞いた。そうすると世

界の80％が「Yes」と答えたのです。クリエイ

ティビティだと。でも、4人に1人しかそれを発

揮できていないと考えている。世の中の人はク

リエイティビティが大切だけれども発揮できて

ないというふうに思っている。国別に、「自分

がクリエイティブだと思っているかどうか」と

聞いた。創造力を選んだ人の割合は、アメリカ、

イギリス、ドイツ、フランス、日本です。日本

は世界で最もクリエイティブだと世界中から見

られているのに、自分ではクリエイティブと見

ていない。そういう国民だということです。そ

れから「自分が何かを創造する人だと思います

か」と聞いたところ、日本人は自分が創造する

人だと思っていないのです。「その障害は何か」

と聞くと、時間がないわけでもない。お金がな

いわけでもない。自信がないわけでもない。プ

ライベートが忙しいわけでも、仕事で多忙なわ

けでもない。年齢だと答えています。年を取っ

てしまったから創造性が発揮できない。日本人

はそう思い込んでしまっているのです。そんな

ことはないわけです。

IBM が行った調査で、60ヵ国、33の業種に

わたって1,500人の CEO に聞いたものです。

「自社の未来で、成功することに重要なものは

何か」。彼らが答えたこと、世界中の一流の CEO

です。厳格な仕事や規律ある経営、さらには政

治性や将来のビジョンではない。今まではこれ

をずっとやりましょうといろいろなことが語ら

れてきました。経営の手法であったり、プロジ

ェクトマネジメントであったり。そうではない。

今は創造性だと言っています。つまり、同じよ

うな商品が並んで、その中で自分の会社が育っ

ていくためには、何よりもクリエイティビティ

が大切だと言っているわけです。

ニューヨークの大学のデザイン建築学部卒業

生がこの5年から6年の間に急増しているという

データがあります。デザイン・アーキテクチャ

の学生。学生は今、クリエイティビティを学ぶ

ことができる学部に集まり始めているというデ

ータです。東北芸術工科大学を私は宣伝しに来

たわけではないので、その裏データを言ったわ

けではないです。クリエイティビティが大事だ

ということ、いわゆるアメリカのニューヨーク

もこういう傾向が出ているという一つのデータ

です。

アメリカのデザイナーが、世界の7つの都市

について、そのイメージを絵にしました。日本

の東京のイメージ、ニューヨーク、ベルリン、

パリとかをイメージして書いたものです。ほか

の都市は割となるほどなという感じですが、東

京だけ不思議な世界です。外人が見た日本の絵

です。外人はこういうふうに思っているのです。

温泉があり、なんかレンジャーが戦っていて、

それで、先進的なハイテクなものがあって、裸

の女性が乗っていて、日本的な家屋があって、

桜があってと。ホンダというブランドがあった

り、丸井があったり、ガチャガチャしている。

ASIMO くんもいます、女性と一緒に踊ってい

ます。東急ハンズもあったり、雑然とした街。

家電量販店があって、健康体操しています。ス

カイツリーもあり、街中、音楽、カラオケがあ

ったりしています。人は整然と歩いていますが、

いろんな文化が混ざっている。そうポップカル

チャーです。これはネガティブではないのです。

いわゆるクリエーティブな国だというところの

ポップカルチャー、日本が新しく作っている文

化というものに外国人が非常に興味を持ってい
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るということです。

非常に言いにくいのですが、「きゃりーぱみ

ゅぱみゅ」、皆さんは言えますか。これはグロ

ーバルの、iTunes Store のエレクトロニック

アルバムの中で、彼女のアルバムが1位なので

す。これはグローバルですよ。日本ではなくて、

彼女のようなポップカルチャーが世界中で評価

されているのです。こんな文化はほかにない。

彼女のファッションというのは原宿系のファッ

ションですよね。ちょっと私には理解できない。

すてきなファッションだと思いますが、いわゆ

る原宿系のファッションです。

これは、アメリカに行かれた方や住んだこと

のある方はお分かりと思いますが、Target と

いう小売店があります。アメリカでは有数の、

3本の指に入る大型スーパーで、全米で展開し

ているところですが、そこが自社ブランドとし

て Harajuku Miniというブランドを出したの

です。テレビ CM を作って、それを展開をし

ている。つまり、アメリカ人にとっても、この

原宿のファッションというのはある意味憧れだ

ったりして、少女達がこれを着てみたいなと思

ってる。

(映像視聴)

これが全米で流れています。アメリカ人が見

た日本の原宿。これがみんな欲しいということ

で、ブランドにしてしまったわけです。

アメリカの大学院 MBA の出している雑誌広

告を比較してみますと、ある大学の MBA を取

ると、将来食べるのはサンドイッチです。でも、

私たちの MBA コースに通うとあなたは将来お

寿司が食べれますと言っています。サンドイッ

チはお金がない人が食べるもの。お寿司は高給

取りで、インテリジェンスがある人が食べるも

のということです。この前提にあるのは日本食

のお寿司というもの。これはいわゆる高給取り

で、インテリジェンスがある人が食べるという

イメージを持っていないと広告はできないわけ

です。今アメリカの中でお寿司というのは非常

にステータスの高い食べ物なのです。知識層ほ

ど食べる食べ物になっている。

先々週ニューヨークに10日ほど行きました。

いろいろと見ていて、Whole Foods という健

康食品だけを扱う、一番アメリカで先端を走っ

ているスーパーです。置いているものが、いわ

ゆるジャンクなものではなく、野菜であれ、肉

であれ、飲み物であれ、必ず健康というフィル

ターを通したものを売っている。そういうスー

パーで、いわゆるニューヨーカーの知識人たち

がいっぱい来て、そこで買い物をしています。

そこのお茶のコーナーを見てみました。全部緑

茶です。ニューヨーカーは今、緑茶を飲みたい

のです。Lipton とか Twinings とか、いわゆ

るソフトドリンクのメーカーがこぞってこの緑

茶を出しているのです。棚の上から下まで全部

緑茶です。ポップカルチャーもありますが、食

の文化に対しても今、非常に高い敬意が払われ

ている。

私はニューヨークにはもう10回以上行ってい

ますが、一番最初に行ったのが30年くらい前、

当時は正直な話、私は日本人であることに自信

を持っていなかったのです。ある意味恥ずかし

いとも思っていました。まだ学生として留学し

たときで、日本人に対していわゆる経済アニマ

ルというような見方があって、日本の文化も理

解をされていませんでしたし、街角で知人に会

ってお辞儀をしたりすると、そのお辞儀を見て

笑っている外国人がいたりしました。「なんだ

畜生」と思いました。まあ僕は背も低くてチン

チクリンで、見た目もこんなものですから。で

も、今回行って初めて思ったのですが、日本人

でよかったなというか、非常にリスペクトされ

ている日本の文化というものは、いろいろなと

ころで見ていて、日本は素晴らしいと思ったの

です。アメリカ人の友達が言うには、いわゆる

お辞儀、「bow」ですね。あれがかっこいい、

クールだって言うのです。変わったものです。

この礼儀正しさ。きっちりとお辞儀をする姿。

昔のハリウッドの映画を見るとバカにしてるシ

ーンばかりです。今そうではないのです。サム

ライ、ブシドーとしてきっちりとお辞儀をする

という、リスペクトできる文化だというふうに
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みんなが言っている。あらゆるところで日本と

いうのが今、文化的には尊敬をされる存在にな

っているということをすごく強く感じました。

捨てたものではないです。

ニューヨークで開かれているアニメフェステ

ィバルには、世界中のアニメが集まってきます

が、ここでも圧倒的に日本です。これは日本を

代表する文化になっています。アメリカ人が何

をやっているか。コスプレをやってるのです。

びっくりします。

マンハッタン5番街の真ん中にユニクロがあ

りました。非常に繊細なデザインで隣に ZARA

があったり、GAP があったり、H&M があり

ますが、少し雰囲気が違います。

日本人の佐藤可士和さんの、クリエイティビ

ティで、そのクリエイティビティを前面に出し

たデザインの店舗を作っていて、非常にアメリ

カ人に受けている。

こういうものを目の当たりにしてきました。

創造性です。ここの分野において、決して捨て

たものではない。日本は今世界でここの部分に

関してはトップにある。日本人は謙遜しすぎで

す。自分たちはそうでもないと思っているのに

周りはみんなそう思ってるわけです。

こういうことにおいて必要なこと、今謙遜し

すぎていると話しましたが、これを作り出して

いくためには、やはりポジティブでないと、こ

の創造性は生まれないわけです。常にネガティ

ブなことを考えていると、新しいものは発想で

きない。皆様が、奥さんあるいは旦那さんとケ

ンカした後に新しいものを生もうとしても無理

です。仕事などできない。楽しい気分のときに

アイデアが生まれる。ポジティブであることで

す。

よくいう話で、コップに半分入った水。コッ

プに水が半分入っているという事実をどういう

ふうにとらえるか。水がもう半分しかないと思

うか、まだ半分も水が残っていると思うか。同

じ事実でもポジティブとネガティブの二つの側

面でとらえることができるわけです。それによ

って、その一番最初のとらえ方で次に進むべき

方向が変わってくる。すべての考え方に否定か

ら入らないことだと思います。

この前、面白いマジックを見つけました。五

円玉の中に木の矢を入れることができるかどう

か。入ると思いますか。実は昨日私のゼミ生に

渡したら、ずっとやっていましたが、入らない

などと言いながら、学生というのは結構粘り強

いです。10分くらいずっとやってました。それ

で、今日一日これを考えようとか言って帰って

いきました。普通入らないです。でも入るので

す。なぜ入るのか。種明かしはこの本論と全然

関係ないですが、わっぱのやり方だそうです。

お湯でずっと煮込むそうです。そうするとフニ

ャフニャになるのです。半日くらい煮込むらし

いですが。それで柔らかくなったものを通して、

そのままにしておく。聞いてしまうと「なんだ

ー」という話です。でも、できるということで

す。不可能に感じるものでも、よく考えてやれ

ば最後に解決策がある。

ではここで皆様に不可能と思われることをや

っていただきたいと思います。皆様が持ってい

る、鉛筆ではなくても構いません。筆記用具で

皆さんの前にある何でも結構です、紙に完璧な

丸を書いてみてください。

(作業中待ち時間)

いい方法を見つけた方はいますか。完璧な丸

を書けたと思える方。どういうふうに書かれま

したか。では聞きにいきます。

(聴講者とのやりとり)

完璧です。今やられたことをそのままちょっ

と見てもらいます。素晴らしい。

(映像による英語での説明)

少し見えにくかったですが、分かりましたよ

ね。ポイントは紙のほうを動かすことです。手

でやって難しいものを、視点を自分で作って紙

が動けば丸ができるということ。素晴らしいで

す。拍手をお願いします。

不可能なことはない。ポジティブに考えれば

できる。できると思えばできるわけです。

去年の震災の直後に出た雑誌ですが、覚えて

いらっしゃいますか。話題になりました。二つ
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の雑誌があまりに対照的だということで話題に

なりました。一つが雑誌Ａで、タイトルが「放

射能が来る」。マスクをした男性が前面に出て

いました。同じ時期に出た雑誌Ｂは「日本を信

じよう」というタイトルです。今何を考え、ど

う行動すべきか。この二つの雑誌。つまり、ネ

ガティブとポジティブです。起きた事象。震災

という事象に対して、それをどういうふうにと

らえたか。編集の方針の違いです。ネット上で

はかなり批判が出ました。この時期に編集がこ

ういうことを出すものかということです。それ

で、ずっと連載をされていた方が連載を降りま

した。私はずっと楽しみで見ていたのですが、

少し残念でした。今はそういうこともないです

し、別に私はそこの編集に対して、この雑誌を

買うなというつもりも全くなく、ただこういう

事象があったということです。また、この事象

をどうとらえるかどうかも皆さんのポジティブ

とネガティブの思考です。ただ、一つの事象に

対してどうとらえるかでこれだけ変わってくる

ということです。まず、肯定から始めるという

ことがすごく重要ではないかと思いました。日

本はすごくいい国で、いろいろ良いことがたく

さんあって、皆様も仕事をされていて、良いこ

とがたくさんある。しかし、どうしてもネガテ

ィブなところから入ってしまうということがあ

る。そこを一度ポジティブにとらえてみません

かというお話です。

アラスカに住むエスキモーの方達、アラスカ

は寒いです。非常に寒いところです。アラスカ

州には、寒いところなので、冷蔵庫がありませ

んでした。誰もアラスカで冷蔵庫が売れるとは

考えていなかったわけです。そうですよね、外

に出しておけば冷えるわけです。そのようなと

ころでわざわざ高いお金を出して、ものを冷や

す必要があるのかという発想に普通であればな

りませんか。そこで冷蔵庫を売ろうということ

を家電メーカーはずっと考えてこなかったわけ

です。こういう言い方もありました。「エスキ

モーに冷蔵庫を売るようなものだ。」これは、

それは絶対にできないよというときの言い回し

です。こういうものさえあるぐらい無理だとい

うふうに思われていたのです。ところが今、全

米で冷蔵庫の保持率が一番高いのは、驚くなか

れアラスカ州です。最も売れている州です。そ

れはあるセールスマンがそこに売りに行こうと

思ったからです。そうするとこういう状況にな

ったのです。バカ売れです。次から次へとアラ

スカのエスキモーが冷蔵庫を買いに行ったので

す。何故だと思いますか。アラスカ州は寒すぎ

るということです。寒すぎるから外に出してお

くと野菜とか肉とか魚がカチンカチンに凍って

しまうのです。逆に冷やしすぎないように、凍

らないようにしなければいけない。そういう保

存庫が必要だったのです。彼らのニーズはそこ

にあったのです。だから冬の寒い間はそういう

保存庫にものを入れるということをしたいと思

っていた。そこに冷蔵庫が出てきて、これはい

いといって飛びついたのです。冷やすものでは

なかったわけです。今アラスカ州では一家に複

数台の冷蔵庫があるので保持率が一番高い州に

なったのです。そのニーズをつかむのはポジテ

ィブであったからだと思うのです。ネガティブ

に考えていたら、これはできなかった。

私の懇意にさせていただいているお酒屋さん

が宮城県仙台にあります。40代前半だった頃に

フランスに行って、レストランのプロデュース

をするような、非常に変わった経歴を持たれて

いる社長さんで、今は50歳です。ご自身で二代

目としてこのお酒屋さんをやっています。フラ

ンスに行って思ったそうです。自分のところで

造っている日本酒は高くても数千円だ。フラン

スに行くとワインが何万円、下手すると何十万

円で売られている。何故だろう。日本酒だって、

高いお酒があってもいいのではないかと思った

そうです。よしと思って、帰って来られて、3

万円の日本酒を造られた。3万円です。こんな

もの売れないとみんなは思っていた。日本酒は

数千円が高値止まりだと思っていたが、3万円

で造ったものが大ヒットしたのです。今、ANA

の飛行機に乗ると、機内でしか買えない日本酒

も勝山館さんは造られている。非常にやり手な
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社長さんです。今度はフランス料理に合う日本

酒という本を出すそうです。熱い出来立てのピ

ザの上に日本酒をタラッって垂らすそうです。

そうすると日本酒の香りとチーズの香りがプワ

ーって匂ってきて、これは素晴らしい。和と洋

の折衷になってうまいというようなことをずっ

と喋っています。でも、その日本酒とフランス

料理を組み合わせるっていうの、ポジティブな

発想です。従来は考え付かないようなことをま

ずはやってみようという考えが彼の中にはあっ

て、それがヒットを生み出している。

そういうのを見ていると、無意識に否定をし

ていて、自分の中あるいは学生達の大きな可能

性をもしかしたら僕はつぶしているのではない

だろうかと思うのです。すごく反省をすること

があります。私の大学がある山形市には霞城公

園という公園があります。山形から来られてい

る先生はご存知かと思いますが、山形駅の西側

にある、お城の跡の大きな公園です。大手門と

いうものが名所になっていて、春になるときれ

いな桜がいっぱい咲きます。それで人がいっぱ

い集まってくる。そういうところです。山形県

で一番きれいな桜が見られるところです。私は

大学で企画構想学科というところなものですか

ら、企画構想学科は学問だけではなくて、企画

を作って、それを実際に実現させる。しかもそ

れは自分たちが勝手に作る企画ではなくて、企

業と一緒にやって、それを実現させていくとい

うプロジェクトを何本もやっています。今、私

の中だけでも10本以上あります。それを各教員

がみんなやっている。ある山形県の日本酒の蔵

元から、新しい日本酒を造って欲しいという話

がありました。それで、そのお酒を造りました。

まずその一番目の最初のプロモーション。話題

作りのためにどこでやったらいいかという話し

合いを学生と行ったのです。学生が「お酒とい

えばお花見でしょう」。「お花見をする場所でこ

れをたくさんの人に飲んでもらう。そうすれば

おいしさが分かってもらえて、話題になります

よ」と言ったのです。それで僕は、「霞城公園

は公のものです。公園でお酒を振る舞うという

行為というのはできないよ。みんながプライベ

ートでお酒を持って来て飲んでいるという行為

はあるけれども、そこに蔵元が一つのメーカー

として出向いて、そこでお酒を振る舞うという

行為は公の場所ではできない行為だ。売店もあ

るし、お酒を売ってるところもあるから、そう

いうところの妨害にもなる。そこの許可を取ら

ないとできない行為で、僕の経験(過去に私も

公園でイベントやったことあるので)で、それ

は不可能だ」と言ったのです。「無理だからや

めたほうがよい」と。そうすると学生達が勝手

に動き出したのです。そんなことはないと。こ

の霞城公園を管理している市役所に自分達で電

話をしたのです。「こういうことできませんか」

と。そうすると市役所のほうで、観桜会という

ところに、話を回してくれて、観桜会が「そう

ですね、前向きに考えましょう」と言ったので

す。「試飲会をやってみましょうか」。私は恥ず

かしくて、学生に「ごめん、僕の経験からこれ

は絶対にできないと思ったけれども、やってみ

るものだね」と。だから、僕はつぶそうとして

いたわけですよ、彼らが考えたアイデアみたい

なものを。やればできること。

あるいは、GLOBAL WORK というブラン

ドがあります。GLOBAL WORKというのは、

20歳前後の女性・男性、それからファミリーも

含めて、ファッションのブランドで、よく大き

なアウトレットとか、ファッションモールに入

ってます。そのショップが展開しているサイト

で、オトフウケイ（音風景）ということで日本

中のきれいな音を録って流すサイトなのです。

例えば三陸鉄道というのがあります。三陸鉄道

であれば、三陸鉄道の画が出ていて、その画に

合わせてクリックをすると三陸鉄道の走る音を

聞くことができる。音の風景で日本も美しいと

いうことを紹介しているサイトです。このファ

ッションブランドはその音の出るＴシャツを作

って毎年売っているのです。QR コードが首の

ところにあるのです。タグのところに。そこの

QR コードに携帯電話を近づけて、それを読み

取ると音が出る。三陸鉄道であれば、三陸鉄道
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のロゴマークがあるわけです。その売り上げの

収益金の一部が復興のために回されるという。

そういうチャリティーのＴシャツを毎年作られ

ていて、それを今年芸工大の、私のところのゼ

ミでやってほしいと言われたのです。新しく、

今までのオトフウケイではつまらないので、ち

ょっと変わった、皆さんの視点で東北の復興の

ためにつながるような、そういう皆さんが元気

になる、そういう企画を考えてくださいと言わ

れたのです。学生達が何を考えたかというと、

宮沢賢治さんを持ってきたのです。宮沢賢治さ

んの作品を朗読する。風景といってもいろいろ

あります。東北、岩手を代表する宮沢賢治さん、

彼の作品を朗読する。それも音の風景の一つで

はないでしょうか、と言ってきたのです。僕は

ここでまた否定をしてしまったのです。常識的

に考えて宮沢賢治さんの権利取れないよと。作

品の権利がどこかにあるはずだから、それを読

むのは難しいのではないかとか、それを朗読を

するということはスタジオを借りなければなら

ないわけです。普通にこの辺の場所で録って流

すわけにはさすがにいかないわけです。企業が

やっているキャンペーンですから。スタジオを

借りなければいけない。読む人も必要だ。ちゃ

んと読まないと。みんなが読んだって、それは

難しいのではないか。彼の作品はお金がかかる

のではないか。無理ではないかと言ったのです。

そうすると、また動くのです。スタジオでの録

音と編集、無料で協力しますというところが現

れましたと言うのです。自分たちで持って来て

しまったのです。知り合いをずっと伝っていっ

て、ちゃんとしたプロのスタジオを無料で貸し

てくれるというところ。「誰が読むんだ」。大学

で演劇をやっている人とか、あるいは高校時代

に放送部にいた学生。高校時代に全国大会に行

って賞を取った学生とかもいるわけです。そう

いうのみんな集めますと言って、何人も集めて

しまったのです。それから、宮沢賢治の著作物

の使用。これは、賢治さんの記念館の館長さん

に連絡をして、使用の許可を取ってしまいまし

た。全部可能にしてしまったのです。僕が抱い

ていた懸念を全部払拭して、できるようにして

しまった。彼らの中にはできるということがま

ずポジティブにあったわけです。僕はネガティ

ブから入った。年だから常識から入った。この

50年の経験の中からできないと思ったわけで

す。彼らはそういうのがないから、できると思

っている。なるほどなと。ポジティブに考えれ

ば、様々なアイデアが浮かんできて、様々なこ

とができるということなのです。

では、ここで少し皆さんは眠くなってきたで

しょうから、皆さんのポジティブ指数を調べま

す。紙と鉛筆を用意していただけますか。鉛筆

といいますか何でも結構です。紙も何でも結構

です。子どもをターゲットとした雨傘を考えて

ください。傘です。雨の日に差す傘。これを子

どもをターゲットとして考えるとどんなものが

できるかとちょっと考えていただけますか。

(考え中)

はい、では、一つずつぐらいアイデアいいで

すか。思い付いたもの何でも結構ですので、伺

えればと思います。何でも結構です。

Ａ：リュック型の雨傘。手が両方使えるってい

うことで。

田中先生：リュックになっていて、傘が出るの

ですね。それで手が両方使える。なるほど。

Ｂ：クリアな部分を作り、前を見やすくしてあ

げる。

田中先生：三角の部分が見やすくなってるわけ

ですね。なるほど。

Ｃ：同じことを言われてしまいました。それで

は、傘を開くと好きな音楽、曲が流れてくる。

田中先生：差してると楽しくなるような音楽が

流れる傘ですね。

Ｄ：雨がっぱ式の傘。

田中先生：雨がっぱ式になってる。はい。

Ｅ：リュック型です。

田中先生：リュック型、はい。

Ｆ：変身ができる。例えば男の子だったら、戦

隊もの。女の子だったらお姫様。

田中先生：いいですね、変身もの。楽しい傘で

すね。はい。
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Ｇ：いろいろな機能が付いてる傘。持ってると

ころに防犯があったり、ラジオが聴けたり、あ

るいは子どもなので、アニメとかアイドルの模

様が本体にしてあったりとか。

田中先生：いろんな機能が付いていて、防犯で

あったり、楽しめたり。いろんな機能が付いた

傘。

いろいろな意見が出ました。さすが皆様、先

生をされているということで、子どもの安全、

安心を第一に考えながら楽しめる傘がないかと

いうことで考えているようにお見受けしまし

た。例えば視点としてはこういうのありますよ

ね。おっしゃられていたようにかわいいデザイ

ン。子どもだから。それで持ちやすいように軽

くしてあげたい。力がないから。元気になれる

色。失くさない工夫であったり、暗い日でも車

から見えやすいとか、怪我をしないように角を

丸く、風に耐えられるように小さめ、取り換え

が早いので安いもの、私は上の息子が小学校6

年生なのですが、すぐ傘を壊します。朝に雨が

降って帰るときは晴れてる日などは傘を引きず

りながら歩くのです。柵で金網みたいにガラガ

ラとなっているところがあって、そこに音を出

しながらガタガタとやっている。3日くらい持

たせるとすぐ折れているような感じです。「お

前、また傘壊したのか」と。「別になんにもし

てないよ」とか言って。傘が真っ黒になってい

るのです。だから、安いことも親にとっては大

事かもしれないなんて思ったりしました。

こういう目というのは、親としてとか、教育

者として、こういう視点というのが出てくるの

だなと思うのです。同じ課題を企画構想学科の

学生にやらせました。今の4年生が1年生の時、

入学したばかりの時に「考えてごらん」と言っ

てやらせました。こういうのが出てきました。

バトルアンブレラというのでしょうか。先程、

似たようなのがありました。レンジャーもので

す。雨天決闘バトルアンブレラ、近年外で遊ぶ

子どもが少なくなる中、雨の日でも遊べるスポ

ーツです。雨の水をためて先端部から相手に向

け放水し相手のシールをはがし落とせ。分かり

ますか。傘になっていて、先端から水を入れて

下をギュッと押すと、水がピュっと出るのだそ

うです。ノズルが付けられるようになっていて、

シャワータイプだったり、強水タイプ、集中タ

イプみたいなものがあり、シューっと一カ所に

出たり、強く出たり、広がって出るとかノズル

を付け替えると、水の出方が変わる。シールを

貼っておいて、シューシューと打ち合って遊ぶ

というアイデアです。

僕はこれを聞いた時、おもしろいなと思いま

した。こんな傘があったら雨の日が楽しくなり

ます。現実的に、作って親がどう言うかが問題

です。問題になるかもしれないですが、発想と

してはおもしろい。普通、大人が考えると防犯

であったり、安全であったり。ある意味、楽し

くという部分を越えてしまっています。皆で遊

べる傘を作る。

一般的に、若い人はそういう制約がなくてア

イデアがいっぱい出るというふうに言います

が、こういうことをやらせると出てくるのです。

何も制約をつけなければ、新しいアイデアとい

うのは出てくる。期待値を超えてるなと思いま

した。期待値を超える。私もいつも自分が仕事

をしている時にこれを肝にやっていますが、受

けたからには、相手が思っていること、それ以

上のことを必ずアウトプットしてあげようと思

っています。

私はいろいろな仕事をさせていただいて、例

えば、商品のパッケージデザインとか、会社の

新しい理念とか、商品開発をしてくれだったり

とかいう時に、相手が求められている以上のも
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のを示してあげるということ。そのためには、

やはりポジティブな気持ちがないといけない。

「なんだ、これ、もうやりたくないな。」と思

っていると、なかなかそんなものは生まれてこ

ないです。期待値を超える。

先ほど、日本酒を売り出すキャンペーン、イ

ベントをという話をしましたが、そのお酒は、

山形県の南陽市にある東の麓酒造。こちらから

お話があって作った日本酒です。これは、学生

達が考えて作りました。山形県に南陽市という

ところがあります。山形県でも西のほうにあた

るところですが、澄んだ大気、非常に寒いとこ

ろであり、豊かな水がある。この豊かな大地で

は、当然お米をたくさん作っていて、その良質

の酒造米を使ってお酒が造られている。

江戸時代から続いています。長い歴史を持っ

ている蔵元。ただ、今、日本酒メーカーを取り

巻く環境というのは難しいです。皆様は日本酒

は飲まれますか。東北の方は結構飲まれますよ

ね。私も山形に行くようになってから日本酒を

飲むようになりましたが、全国的には焼酎のほ

うが勢いを持っていたりしてまして、なかなか

厳しいところがあります。10年間で、74軒つぶ

れたそうです。7割超が、業暦100年超。江戸時

代からやってる蔵元ですが、どんどんつぶれて

いっている。ずっと、倒産という流れが止まら

ない。しかも、倒産の業歴を見ると100年以上

というところが圧倒的に多いというのです。逆

に言うと、新規で日本酒をやろうというところ

が、なかなか少ないということかもしれません。

慢性的な需要減で、その要因としては嗜好が多

様化している。日本酒だけを飲んで、日本酒だ

けといいますか、日本酒は、日本のお酒として

昔はたくさん飲まれてましたよね。皆さんは違

うお酒も飲みますよね。昨日もあれじゃないで

すか、盛岡の夜ということでハイボールとかも

飲まれた方もいるのではないですか。アルコー

ルとしていろいろなものを選べますね。日本酒

を飲まなくてもいい。特に、若者はもう日本酒

は飲まないです。新たな商品開発が遅れている。

様々な原因があって日本酒が売れなくなってい

る。南陽市の東にある麓酒造さんは非常に古く

趣のある佇まいです。そこが、山形のブランド

米の「つや姫」を使って日本酒を造りますとい

う話だったのです。「つや姫」というのは、最

近できたブランド米で、山形県が県を挙げてこ

のお米を売ろうとしている。そういうお米です。

東京でも高級スーパーに行くと見かけるように

なりました。ここの責任者の方が来られてお話

を伺ったら、若者にうける日本酒のボトルのパ

ッケージをデザインをしてほしいと言ったので

す。おっしゃるのはサイケなデザインとかでき

ませんかと言ったのです。サイケなデザイン。

ピンクとか青とか緑とか、そういういろいろな

色を使って、ポップな感じのものにしてくれと。

「いや、いや、待ってください。そうやっても

若い人は別に飲みませんよ。デザインがポップ

になれば日本酒が売れるというものではないで

すよ」。「そうですかね」。「まず、つや姫という

お米を使って造るということ、それから、なぜ、

日本酒は飲まれないのか、若い人に飲まれない

のかっていうのも、ちゃんと考えて作りましょ

うよ」というお話をして、そこから始めたので

す。

それで、学生たちを連れて蔵元に行きました。

全部を見させていただきました。お酒はポコッ、

ポコッ、ポコッて音を立てて発酵しているので

すね。生きてる感じがします。それで、原酒を

飲ませていただきました。私が車で連れて行っ

たので、私だけ飲めませんでした。でも、こう

いうことを体験すると、皆、気合が入ってきま

す。「あ、このお酒なんだ」。それで会議室に連

れて行っていただいて、また飲みながら、「い

いなあ」と思いながら、お話を聞かせていただ

きました。いろいろな質問をして、大学に戻っ

て来てポストイットを使いながら、皆でアイデ

アを出しました。どうして飲まれないのだろう。

どういうふうにしたらいいのだろう、と。「つ

や姫」を使うということはどいうことだという

話をしていきました。

宣伝してるわけではないですが、芸工大のい

いところは、映像学科とかグラフィックデザイ
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ンとか建築というのは隣にあるので、学科をま

たいで一緒に協同して新しいものを作っていく

ということができるのです。それで、グラフィ

ックの学生と企画構想の学生が一緒になって、

いろいろ考えました。そして企画書を作りまし

た。企画構想学科の学生が企画書を作った。気

が付いたことは、つや姫というお米、お米です

から、毎日食べても食べ飽きないです。皆さん

お米は好きですよね。何故だか知らないけど、

日本人は大好きですよね。もうひとつ、つや姫

は温かいのはもちろんだけれども、冷めてもお

いしい。おにぎりなんか最高においしい。ちょ

っと糖分が高いのです。そういうお米です。こ

れが特色だといわれている。何℃でもおいしい。

何度でも食べてもおいしい。何度でもおいしい。

なので、名前をこうしました。「何℃でもおい

しい」。「何度でも楽しい」。「つや姫、何度でも」。

というお酒にしようとしたのです。学生が考え

たのです。僕は素晴らしいと思った。なるほど、

これは飲みたいと思うような。それで、おもし

ろいのは、日本酒というのは温度によって名前

が変わるということを知っていますか。温度に

よって呼び方が違うのです。5度前後だと「雪

冷え」、30度だと「日向燗」、45度前後だと「上

燗」というのです。日本酒は温度によって味が

また変わってきて、楽しみ方が変わるというお

酒だそうです。だからこういう名前がついてる。

これも発見してしまった。なるほど。今、言い

ました「つや姫」は、温かくてもおいしい、冷

たくてもおいしいお米だ。それを日本酒にした

時に、温かくても、冷たくてもおいしいと言え

るそういうお酒、他にはないのではないか、こ

のお酒だからそれが言えるのではないかという

ことも気付いたわけです。だから、「何℃でも」。

それをパッケージにもつけました。それで、「何

度でもおいしい」。こういうパッケージを作っ

た。記者会見です。完成お披露目会というのを

やりたいということで、これも学生が全部考え

ました。さっきから、私が「学生が全部考えま

した」と言っているのは、私は春休みだったの

です。大学は2月、3月は休みなのです。私は東

京に帰ってしまっていなくなってしまうので、

学生が勝手にやらざるを得ないということで、

どんどん自分たちで進めていったのです。プレ

スリリースを書いてお披露目会というのを開き

ました。これも私は行ってないのです。自分達

で進行の台本も書いて、この記者を相手にこう

やってお話ししている。最初は、山形の市内の

どこかの会館を借りてやるという話だったので

すが、これは南陽市の蔵元の家屋の古いところ

に行ってやるのがいいんですよということでそ

こでやってもらったのです。

自分達でトークセッションをやるというのも

考えました。別に私がやりなさいと言ったわけ

ではなく、自分達で考えました。YouTube で

流したりしています。さらにフランス料理と合

うということも伝えたい、若い人に買ってほし

いということで、フランス料理を楽しむ会とい

うのを主催をして、一般の方々に来ていただい

て、楽しんでいただきました。そうするとメデ

ィアに出るのですね。山形新聞さんの経済欄で

取り上げてもらいました。一企業の商品が経済

欄に出るということは素晴らしいことです。単

に民間の一つの商品ですから。それが出ました、

河北新報、毎日新聞、それからテレビも出まし

た、さくらんぼテレビ。記者会見の様子が取り

上げられました。YBC ピヨ卵ワイドというと

ころにも取り上げられました。ネットでもいろ

いろと出ました。ラジオとかいろいろなところ

で取り上げられました。

こうなると、取り扱われなかった山形では売

られていなかったのですが、小売店で取り扱い

が決定して、セブンイレブンとか一番大きなス

ーパーヤマザワというチェーン店があります

が、そこでも売られるようになった。協力的に

コーナーを作ってくれたりしました。メディア

に取り上げられているので売れるわけです。発

売2週間で1,000本出荷。東の麓酒造最大のヒッ

ト商品にこれなりました。江戸時代からやって

こんなに売れたのは初めてだとおしゃっていま

した。

これがサイケなデザインだったらこうはなら
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なかったと思います。本当に私は何もやってい

ないのです。むしろ、つぶそうとしていた感じ

がある。ネガティブになってしまった。それを

学生達が突破したのです。アイデアの力と企画

の力、あとポジティブな力です。今年の12月に

今年のバージョンが出ますのでぜひお試しくだ

さい。

教員をやって良かったなと思うのは、学生が

何かを通して成長したと思った時ですね。僕な

んか涙ぐんできちゃいます。うれしいですよね。

恐らく皆様も同じように思われると思います

が、あることを通してここまで来たかと思った

瞬間というのは本当にうれしくて、学生の笑顔

を見た瞬間というのは本当にこの仕事をやって

良かったなあと思います。このプロセスを心底

楽しんでいました。

授業外でやったのですが、チュートリアルと

いう形で授業以外でやりたい人達が集まって、

課外授業をやる、そういうものだったのです。

それを嫌がらずに楽しいと言ってやって、成功

させた。

まず、目の前の課題に対して、できない理由

を探すということではなくて、どうしたらでき

るのだろうと考えることなのだなと思いまし

た。これは、何度も言うように自戒の念を込め

て、自分もどうしても、「それ、無理だよ。」と

最初に考えてしまうのです。それで学生達に対

してそれを押し付けようとしてしまっている自

分がいたりします。今回のいろいろなテーマに

あること、規範意識の低下にどう対応するかと

いうことで、それに対していろいろやっていか

なければいけないことがある。その時に、「こ

れはできないよ。」と自分でひょっとしたら勝

手に思い込んでしまっていることがたくさんあ

るのではないかと思ったりするわけです。組織

的な制約あるいはお金がない、あの人が「やる」

と言わないだろうとか、「もう、時間がない」

とか。しかし、最初に申し上げた、コップの水

があって、半分入ってる時にそれをまだ半分あ

ると思えるかどうかです。もう半分しかないと

いうことを、ここで思ってしまったらもうでき

ないわけです。まだできると思えれば、できる

ことがきっとあるだろうと思います。だから、

アイデアを出す時には、一度、頭の中から制約

を全部追い出そうと。これは学生にもいつも言

っています。一度ゼロにして、お金があるとか

ないとか考えないで、一回アイデアを出してみ

て、そこから出した中からできるものを考えて

いこう。制約を考えて、その中でできるという

ことを考えるのはやめようよということを話し

ています。

もう一つ、事例をお話しさせてください。花

火は大きくて丸くて皆で見るものです。私は山

形の花火を見に行って感動したのですが、東京

で見ると多摩川の花火とかいうのは人が多すぎ

て近くで見ることができないです。川辺まで近

づけない。ビルの間から見るのでビルとビルの

間で、半分というか、全部の大輪が見えなくて

真ん中しか見えないとか、そんな花火しか見て

いないのです。山形で見ると。目の前にあって

右から左までパノラマで花火が見えるというの

は初めての経験で素晴らしいと思いました。そ

の花火で、酒田市にある花火製造会社が、私の

ところに来て花火のお手伝いをしてほしい。こ

この会社は、昔は花火を作っていたのですが、

ある時から花火の販売に専念して作らなくなっ

たそうです。ところが、まだ30歳になっていな

い2代目がいるのですが、どうしても花火を作

りたいんだというので新潟に行って花火の作り

方を学んで自分で花火工場を新しく作って、花

火を作り始めたのです。山形では唯一ここだけ

で花火を作っているのです。

まだまだだけれども山形に花火文化を根付か

せたいのです。この人を「情熱大陸」に出した

いと思いました。やはり皆で見に行きます。花

火の作り方とかを全部教えてもらいました。

学生が自分たちのアイデア、企画書をプレゼ

ンしました。提案の一つ目。「スカイブーケを

作りましょう」。花火は皆で見る大きなもので

はなくてもいいじゃないですか。プライベート

にしましょう。プライベートの贈り物花火。そ

れで、チケットを作るのです。花火のチケット
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をあげて、これを使ってください。それを例え

ば自分の好きな時に、誕生日とかに打ち上げる

ことができるというものなのです。そうすると、

花火屋さんが来てくれて、自分の家の近くの打

ち上げられるところで花火をポーンと、例えば、

二十歳の誕生日だったら20発上げてくれるとか

プライベートな感じのものです。日本でも違う

地域に行くと神社のお祝いの時とかに必ずあげ

るとかいろいろあるそうです。地域の文化とい

うか、山形の文化でこういう文化を作ったらど

うかという提案をしました。

もう一つは名物花火。山形の冬は寒い、その

冬に上げましょう。蔵王温泉というのがありま

す。そこの蔵王温泉の観光地の名物をモチーフ

としたオリジナルの花火を打ち上げる。つまり、

玉こんにゃくというのが有名です。あとは温泉、

それから樹氷、ご存知ですよね。スノーモンス

ターと呼ばれています。こういう有名なものの

形の花火をあげるのです。この形がそのまま花

火になって上がる。それを、携帯電話でカチャ

ッと撮って、翌日観光案内所に持って行くと、

そこで入浴券が無料でもらえるという仕組みで

す。花火がパーンと上がって、見て楽しむだけ

ではなくて、そこで蔵王温泉の観光の名物だっ

たり、名所だったりというものを知らせてあげ

る。さらに、その花火を楽しんで、そのあとに

入浴も楽しんでいただく、そういう名物にしま

しょうよという提案をしたのです。「これはお

もしろいな」と、思って、今年の1月にやった

のですが、その日は吹雪いてしまって、「樹氷

まつり」という、有名なまつりが年に1回ある

のですが、吹雪いて、結局見えなかったのです。

でも、一応打ち上げたので、そこに来ていたお

客さんは、皆、外に出て来て携帯電話を構えて

いました。アナウンスはしているのです。「さ

あ、これから何の形が上がるでしょう」。パー

ンと音が聞こえて、何も見えないのです。それ

で、皆「あーあ」と言って、「次、2発目、上が

ります」。ドーン。「あーあ」。これが3回繰り返

されて、結局見えなかった。でもこれを毎年や

りたいというお話をされていました。こういう

のをやると、やはり、ポスターを作ってラジオ

取材を受けて、新聞の取材を受けてということ

です。

ほかにもいろいろありますが、今日は飛ばさ

せていただきます。

最終的には、一番最初の、誰を幸せにするの

かという話だと思っています。企画というのは

いつも誰を幸せにするのかということを考える

ものだということで、今回のテーマについても

誰を幸せにするのかということを考えながら、

やはりポジティブになりながら考えていく。自

分のためとなるといろいろな制約をネガティブ

に考えてしまうのですが、ちゃんとゴールに向

かってそこを取っ払ってポジティブに考えてい

くということをやりたいと思います。そうすれ

ば、もっと人を幸せにすることができるのでは

ないか、学生達を幸せにすることができるので

はないか。そうすると自分が楽しいですね。楽

しめるかどうかは自分次第です。いろいろな制

約をはずして、まず、自分がポジティブになっ

ていろいろなことにトライしてみるというこ

と、それができたらな、というように私自身も

思っています。今回のテーマと直接は関係はな

いですが、そういう気持ちを持って臨むと何か

新しいことができるのではないかと思っていま

す。

以上でございます。有り難うございました。
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「本校のチケット制指導について」

（青森）東奥学園高等学校 教 諭 寺 沢 政 夫

１．概要沿革

本校は、昭和6年4月「東奥家政女学校」とし

て開校。昭和23年「東奥女子高等学校」と変わ

り、平成6年4月より男女共学となり、名称も「東

奥学園高等学校」と改めた。

建学の精神「知・情・意の調和のとれた人間

育成」、校訓「理想・協和・信念」に基づき、

心身ともに健康で豊かな情操と、優れた創造性

を持ち、郷土ならびに国家社会の発展に貢献し

うる生徒の育成に努めてきた。

教職員数は66名（男47名・女19名）。

生徒数は675名（男295名・女380名）。

学科は、普通科・調理科・福祉科・情報科学

科の4つ。

過去3年間の進路状況を見ると、進学する生

徒（4年制大学）の人数が減少しているのに対

し、就職を希望している生徒の人数は増加して

きた。

本校のキャッチフレーズ「見つける・引き出

す・伸ばす」を目標に、生徒一人一人の希望を

達成させるため、親身になって、きめ細やかな

学習指導・生徒指導・資格取得指導や課外活動

に積極的に取り組ませるように努力しており、

成果も現れてきている。

本校に入学してくる生徒は、精神面が幼く道

徳教育を必要とするものが多い。また中学時代

に問題行動を抱えて入学してくる生徒が多くな

っている。

それが基本的生活習慣や規範意識の低下につ

ながり、進路に大きく影響している。

平成24年度は7月までの時点で、1年生を中心

に、退学・休学者数が増加傾向にある。

２．チケット制指導導入の経緯

数年前より、容儀指導違反生徒が増加し、指

導困難になってきていた。厳しい教師は指導で

きるが、女性教師や非常勤講師等の場合は、素

直に従わない生徒が多く、授業以上に生徒指導

のウェイトが大きくなっていた。

そこで、目標を生徒に意識させ、注意指導が

スムーズに出来るものがないかと模索した結

果、チケットを利用した指導方法にたどり着い

た。

目標は「①基本的生活習慣の確立 ②容儀確

立の徹底 ③ルール・マナーの遵守 ④意欲的

な生活態度の育成」である。

３．チケット制指導の方法と内容

チケット制指導は、「チェックカード」を利

用した指導方法で、「Ａ／Ｂ」半分に切り離す

ことが出来、各教員が所持する。

「チケット制指導規定」に違反した生徒に対

し、各教師がその場で指導し、チェックカード

を切る。
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チェックカードには、月日・時間・ＨＲ・氏

名・違反箇所等を教師が記入し、「Ａカード」

は生徒指導部のチケット回収ＢＯＸへ、「Ｂカ

ード」は生徒に渡し、生徒は担任へ提出する。

その違反回数により、段階的にペナルティを科

す。

各学年のチケット集計担当者は、放課後チケ

ット回収ＢＯＸに入っているカードを、各学年

クラスごと・個人ごとに毎日集計し、翌日の職

員朝会時に、一覧を学年主任へ提出する。

指導上の注意点として、「全教員がルールを

理解し、共通した指導を行う（ゼロトレランス）」

・「生徒に違反した箇所を確認理解させ、その

場で指導しチケットを切る」・「ペナルティにつ

いては、保護者・生徒に周知徹底させる」・「ペ

ナルティ指導の前には、担任は必ず総指導回数

と指導内容を、対象生徒および保護者に連絡す

る」といったことがあげられる。

「チケット制指導違反項目」は次のとおりで

ある。

＊容儀違反（指定外セーター・カーディガン、

ネクタイ未着、夏季ワイシャツ襟ボタン以外

の外し、規定外スカート、規定外スラックス、

体育以外でのトレーニングウェア着用）

＊学校禁止（装飾品、カラーコンタクト、ウィ

ッグ、エクステンション、付け睫毛、マニキ

ュア、化粧行為）

＊授業禁止（飲食、各種ゲーム類、雑誌・漫画

等、音楽ＰＬ）

＊電源不正使用（ヘアーアイロン、携帯電話充

電等、その他無断電源使用）

＊その他（指導無視、生徒の不適切な言動等）

「指導回数によるペナルティ」は次のとおり

である。

＊チケット 4枚目：学年主任の注意指導

＊チケット 8枚目：生徒指導部長の注意指導

＊チケット12枚目：副校長・教頭訓告指導

＊チケット16枚目：自宅学習指導3日間

＊チケット20枚目：自宅学習指導5日間

＊チケット24枚目：停学処分7日間

なお、12枚目からの訓告指導より保護者に来

校していただく。訓告以上の申し渡し時は、担

任・学年主任も同席。24枚目以降、4枚増える

ごとに停学処分。

４．チケット制指導の取り組み

＊登下校時の校門・玄関指導

朝の遅刻指導および自転車整理指導時

＊制服セミナーの開催

制服業者による、制服の着こなしや効果。

＊各階フロアーでの指導

休み時間・昼休み時間。

＊授業開始前の指導

＊全校集会入場時の指導

全校集会後の容儀検査。体育館入場時の指導。

＊広報活動

容儀基準一覧・チケット規定・ポスター掲

示。

５．成果・問題点と課題について

チケット制を導入して、約3年間経過した。

この間の成果や問題点は、以下のとおりである。

「成果」

＊指導する先生方の負担が大きく軽減された。

＊生徒達が素直に指導を受けるようになった。

＊規則・ルールを守る生徒が多くなった。

＊授業の中抜け・徘徊や、指導無視・暴言によ

る授業妨害が減少した。

＊化粧行為が減少した。

＊本校の校則が厳しくなったと感じる保護者・

中学生が増えてきた。

＊外部からの評価が上がってきた。

「問題点」

＊指導をする教員による温度差が大きい。

指導基準が一定でないために、生徒・保護者

より不満が出て来る。

＊チケット制が校内のみの指導のため、外部指

導が難しい。

＊生徒本人が知らないうちにチケットを切られ
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ることがある。

生徒・保護者のクレームの対象となる。

６．まとめ

不安の中での「チケット制指導」導入であっ

たが、「容儀基準一覧」や「チケット制指導規

則」等の掲示と、先生方が口頭で繰り返し説明

し、周知徹底することにより、スムーズなチケ

ット制指導に移行出来た。

成果としては、「着くずし」が少なくなった

ことと、学校評価が高まることを認識した生徒

が増えてきたことである。

行動面では、指導無視や授業妨害、中抜け等

が減少し、生徒とのトラブルが減り、教師の指

導負担も格段に緩和された。

チケット制指導については賛否両論あるが、

規範意識が薄れている現代の生徒たちに対して

は、有効な指導方法ではないかと感じている。

７．今後の課題

＊さらなる教師の意識改革と共通の取り組み。

＊ペナルティ方法の改善。

＊校外における容儀指導の取り組み方法。

＊生徒の意識改革（学校に誇りを持たせる）

＊ボランティア活動の推進・講演会の実施

＊地域住民への協力依頼
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「岩手県教育委員会の取り組み」

岩手県教育委員会学校教育室 首席指導主事兼生徒指導課長 田 村 忠

講師紹介

盛岡スコーレ高等学校 校長 横田禮子

「岩手県教育委員会の取り組み」ということ

で、田村先生にたくさんのお話を準備していた

だいています。私達と同じように田村先生は、

県内の中学校で現場でのお仕事もされ、主事や

課長など多くのお仕事を歴任され、現在は、首

席指導主事兼生徒指導課長という職責でいらっ

しゃいます。

私が面白いと思ったのは、先生は体育会系の

ご出身ですが、2011年には、盛岡市においての

全国中学校総合文化祭という文化の面でも、指

揮を執られまして、東日本大震災津波からの復

興に向けて、全国の中学生たちを盛岡に集めて

元気のもとをお作りになったということです。

先生が体のことから心のことまで広い範囲で、

様々なことに取り組んでいらっしゃると思い、

今日のお話をとても楽しみにしています。なお、

岩手県教育委員会の取り組み、今までのことも

さることながら、恐らく、これから先の岩手の

教育委員会あるいは教育界で働く私達はどのよ

うなビジョンを持って、どのように進んでいけ

ばいいのか。しっかりしたリーダーとしてのお

話も伺えるのではないかなと思っています。

田村先生、それでは、どうぞよろしくお願い

いたします。

皆様、初めまして、こんにちは。今ご紹介い

ただきました田村忠と申します。

横田校長先生から今お話のありましたよう

に、もともと中学校の教員をしておりまして、

今も中学校の教員なのですが。縁あってといい

ますか、社会教育の仕事とか、保健体育の関係

の指導主事とか、今は生徒指導の関係というこ

とで、様々な職種を経験させていただいたこと

も踏まえながら、今日は全国からお集まりの先

生方に、一つでも岩手県というものを分かって

いただければ有り難いと思い、ご依頼をお引き

受けし、参上したところでございます。

まず、本当に今日こうやって全国から、昨日

からですね、お集まりいただいて有り難いと思

っております。今朝の地元紙を読ませていただ

くと知事が来て、先生方にご挨拶をしたという

ことが書かれてありました。恐らく復興の御礼

も申し上げたのだろうというふうに思います。

本当に去年のあの3.11以来、全国の皆様から暖

かい、教育に関してのご支援をいただきました。

本当に有り難うございます。これからもご支援

をお願い致します。

長い長い闘いの、今まさにスタートを切った

ところであります。今日はその復興のお話も併

せてしていかないと、なかなか本県の生徒指導

の考え方、バックボーンというのが分からない

だろうと思っております。よって、今から1時
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間20分ほどお時間を頂戴しておりますので、四

点ほど内容を設けましてお話をさせていただけ

れば有り難いと思っております。

簡単に自己紹介ですが、先ほど申し上げまし

たように、中学校の保健体育の教員であります。

大学を出て現場、あとは社会教育の仕事、先ほ

ど申し上げましたように、保健体育の関係でま

た現場に戻り、今またこういう仕事をさせてい

ただいているということであります。

今日のテーマをいただいて、規範意識の低下

にどう対応するか、どういうお話をさせていた

だければ、先生方に、有意なものになるのかと

考えました。私は今岩手県教育委員会、公立学

校を所管しているわけですが、13万から14万人

くらい子ども達がおります。そういう子ども達

の日頃の学校からの、例えば事故、事件の報告

とか、様子等を聞かせていただいた場合に、普

段はあまり取り上げて規範意識ということを意

識してやっていないのですが、やはり、一番の

根底にあるのはこの規範意識なのかなというこ

とを、今回のテーマをいただいて、資料を作っ

ていく中で認識を新たにさせていただいたとこ

ろです。

低下ということより、規範意識を向上させて

いくためにどうしていったらいいのかというこ

とです。規範意識を向上させていくためにはど

うしたらいいのかという観点で、今日はお話を

させていただければ有り難いと思っておりま

す。当然、人ですから一人では生きていけない

わけで、集団や社会の中で生活する中で、本当

に子ども達ばかりではなく、大人の規範意識は

どうなっているのだという話にもなっていくわ

けです。そういう中にあって、これからの日本

を、各都道府県を背負っていく子ども達、社会

に出ていった時に果たしてどういうふうに生き

ていけばいいのか、どういう生き方をしていけ

ばいいのか。そういう人の生き方につながって

いくものが規範意識ではないだろうかというふ

うに思っております。どうぞ今日は、そういう

観点でのお話になろうかと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思っております。

今日のテーマが、規範意識の低下にどう対応

するかと、岩手県教育委員会の取り組みという

ことであります。それで、岩手県教育委員会そ

のものは私学振興は担当しておりません。本県

の場合は総務部といって、知事が所管するセク

ションに総務部というのがあり、その中に私学

振興を担当するセクションがあります。だから

といって、全く県の教育委員会が関わってない

のかというと、そうではありません。例えば、

生徒指導の会議とか、様々な研修会の折には、

私学の先生方にも参加していただくような機会

も多々持ってございます。当然、情報をお互い

にやり取りすることも、多々ございます。そう

いう関係で、基本的には公立学校のお話が主に

なろうかと思いますが、ともに歩んでいるとい

うことをまずお分かりいただきたいと思いま

す。

今日は、四つのことをお話しさせていただけ

れば有り難いと思っております。一点目は、先

ほど申し上げましたように、本県の教育を取り

巻く環境ということで、やはり先般の東日本大

震災津波を抜きには語れないだろうと思ってお

ります。それをまず一点目にお話ししたい。二

つ目は、本県児童生徒の状況について、問題行

動等から考えてみたいと思っております。三つ

目は、本県の取り組み。四つ目は、先ほどご紹

介にもありましたように、本県のこれからの教

育の方向性について。以上四つについてお話を

していきたいと思っております。

早速でございますが、私は3.11の震災発災時、

2時46分でありましたが、ちょうど県庁におり

ました。今でも記憶に残っているのは、非常に

揺れが長かったということであります。強い揺

れというのは震度6くらいのは、私も過去にも

何回かは経験していると思うのですが、あれだ

けの長さを経験したのは記憶になくて非常に長

かったなと思っております。別室にいたもので

すから、部屋のほうに戻って、部屋の中も少し

乱雑にはなっていたのですが、まず停電です。

外を見たら信号が全部消えて、昼ですからまだ

明るいので、車はそれなりに、揺れがおさまっ
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たら走ってはいたのですが、停電になって、電

源等も全部落ちました。県庁は自家発電の機能

を持ってますから、すぐ電源は戻って、テレビ

がつきました。停電なのに何故テレビがつくか

というと、防災のために、沿岸部にテレビカメ

ラ等を設置しております。一般の方々は恐らく、

あの時点でもう情報網というのは、全く寸断さ

れたのです。私は幸いに職場がそういう環境だ

ったものですから、職員とテレビにかじりつい

て、沿岸の防災のテレビを見ていた。あとは、

防災のヘリが飛んでいって、ヘリからの映像等

もリアルタイムに流れておりましたので見てい

たという状況です。

津波が最初は高さ数メートルという話でした

が、10メートル、高いところで20メートルあり

ました。実際にそういう映像を見て、先ほど少

し心の問題ということを話しましたが、今でも

時折、報道で当時の映像が流れると私自身もフ

ラッシュバックします。当時の状況にです。子

ども達も正にそうです。今やはり、この大震災

津波での被害もその通りですが、子ども達、本

県の子ども達の心に非常に大きなダメージを与

えているということは確かです。実際に亡くな

った子ども達もおりますし、教職員も何人かは

亡くなっています。ただ、本県では学校内にい

て、命を落とした児童生徒はありませんでした。

どこかでお聞きなったことがあるかもしれま

せんが、沿岸部に、釜石市というところがあり

ます。鉄の町です。ラグビーで有名ですけれど

も、新日鉄釜石がある場所です。釜石のとある

中学校の避難行動は釜石の奇跡と報道ではいわ

れております。何が奇跡だったかというと、子

ども達が要するに自主的に、主体的に考えて、

避難をした。逃げた場所で、津波が大きいぞと

いうことで、すぐまた次の場所に避難をしたと

いう避難行動が、奇跡としてとらえられている

のです。

あの地域の方々、あとは子ども達の言葉を借

りると、「そんなの当たり前なんです」という

ことです。何が当たり前かというと、当然訓練

行動も継続的にしてきておりますし、あとはや

はりそういう意識を持って、日常から行動をし

ているということなのです。

私はこういう話を聞いた時に、規範意識を向

上させていくためにはどうなのかと考えれば、

やはり日常のそういう指導、あとは日常の行動、

そして自主的に考える、そういう自分で判断し

ていく考え方だと考えます。あのような本当に

危機的な、あれ以上の危機管理状況は恐らく学

校ではないと思いますが、そういうときに生き

るのだろうと思います。それが、こういうふう

に、亡くなった児童生徒もおりますが、学校に

いた場合には功を奏したということだったろう

というふうに思っています。

ただ、非常に怖いのは、あれが阪神淡路の時

のように、明け方だとか、自宅にいた時とか、

どこか外に出ていた時に、では次の行動をどう

していくかとなれば、学校の指導の範疇を超え

て自分で普段の行動の中から、自分がよりよい

選択をし、命を守っていくという行動が必要に

なってくると思っております。

両親ともに亡くした児童生徒は88名います。

次の写真(次頁)が震災直後の状況です。左側

を見ていただきたいと思います。これは釜石か

らもう少し北に行ったところに大槌町というと

ころがあります。そこの小学校です。これは校

庭ですが、白いのは車です。要するに瓦礫の山、

車も流されて、この学校は海が見えますが、大

体海沿いから、直線で700メートルくらいです。

700メートルくらいのところで1階まで水に漬か

っているのです。津波が来て山にぶつかってい

るのです。
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子どもたちはこの2階と3階にいて、要するに

こういう状況を見ていたということです。この

ような瓦礫の山、木ばかりではなく、この白い

ものが全部車、何十台と流されてきて、こうい

う状況になっています。

隣の写真は県立の高田高校です。釜石市の下、

宮城県境くらいになります。ここは大体沿岸か

ら、直線で1㎞くらいのところにあります。こ

こは1階、2階、3階ですが、3階の窓ガラスもな

いということは、3階まですべて津波をかぶっ

ているという状況です。

この二つの学校の状況、このようになってい

ますが、高田高校の例を一つだけお話をさせて

いただきます。この校舎の裏手の方に、第二グ

ラウンドが高台のほうにあります。学校に避難

してきた地域のご高齢の方々等を当時学校にい

た子ども達が、おんぶしたり両手に抱えて、住

民を避難させたということです。子ども達も自

分自身が大変つらい状況にあったと思うのです

が、そういう中にあっても、地域の方々、それ

も弱者、女性とか小さい子どもとか、ご高齢の

方々を高校生がおんぶをしたり、両手で抱えて

上のほうに避難をしたという話を4日、5日後く

らいに、校長先生が着の身着のままで教育委員

会に見えられたときにお話を伺いました。

それから、ここの学校の高校生ですが、当然

電気もガスもすべて寸断されている状況の中

で、第二グラウンドにある部室で、野球部の生

徒の話を聞いたのですが、部室には地域のご高

齢の方々に入ってもらって、3月ですからまだ

まだ岩手は寒い時期ですので、部室にあった毛

布を自分達ではなく、地域の方々にお渡しして、

自分達は外で野宿をしたりして、何日間か生活

をしたという話を聞いております。

これ(上)が震災直後の状況です。学校がもう

避難所になったのです。自宅等が津波で流出し

ていますので、学校が、これは県立学校ですが、

避難所になっております。

そのような時に、どういうことがあったかと

いうと、一つ目に書いてあるのは、用務員さん

が避難誘導するなど、マニュアルを超えた行動

が命を救ったということです。当時の状況とい

うのは、先生方の各学校でも危機管理の関係が

あって、当然そのマニュアルを作られていると

思います。法の定めもありますので。例えば何

か不審者が侵入したときのマニュアル、また火

災があった時、地震があった時等、何かがあっ

た時のマニュアルというのはあると思います。

もうマニュアルがマニュアルではないわけで

す。そうした時に、これは校長の判断がなけれ

ばとか、これは教頭、副校長の判断がなければ、

学年長がいないと動けないとかということでは

なく、当時の例えば用務員さんが「もうここは

危ないから、こっちに逃げよう」ということで

避難をした学校です。あとは、マニュアルには

もう全くないような行動を取りながらも、避難

した学校。マニュアルが当然マニュアルとして

機能しないわけですから、そういう行動が果た

してどこでどういうふうになってできているの

かというのを、私達もそうですが、先生方も自

校の立場に立って考えていただければ、この規

範意識というのはどこかで通じるものがあるの
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ではないだろうかと私は思っています。

あとは、ボランティア活動です。本当に地域

の子ども達、高校生達が中心となって中学生も

小学生も、例えば近所の川に水をくみに行くと

か、そういう行動が沿岸部では数多く見られま

した。これはその地域と一体となった教育に関

しての取り組みというのが、そういう行動に結

び付いているのではないかと考えております。

次は、学校再開に向けての取り組みというこ

とです。5月10日まで、3月11日の発生から約2

カ月は学校がすべて再開したというふうには言

えませんでした。このような状況で5月10日、

先ほどの高田高校が最終的に、1学期をスター

トさせて県内のすべての学校はスタートしたと

いうことです。小学校では4校が同一校舎にお

いて合同で授業を再開しました。今も小学校に

おいては合同授業を実施しています。下の写真

は、先ほど申し上げた大槌町の学校が、隣の学

校というか近所の学校に行って体育館をお借り

して間仕切りで授業を何日間あるいは何カ月間

かやってる様子です。

もう一つ、この大震災津波によって子どもた

ちが非常に大きく移動しております。よって、

震災津波は、これは宮城県、福島県、茨城県沿

岸部、太平洋岸の地域、青森県の一部もそうだ

と思いますが、沿岸だけではないのです。沿岸

の子ども達が、移動しているのです。本県から

の転出は1,147人です。転入者も1,050人います。

例えば、見ていただきたいのは、県内の小学生

は県内から県内というのがあります。約500人

弱。沿岸の学校から盛岡等の内陸部に動いてる

子ども達も、これがすべてではないですが、隣

の市町村に行ってる子ども達もいますから、こ

れぐらいの数います。小中高特別支援学校、合

わせると、約800名弱の子ども達が、内陸のほ

う、また近くの市町村に移動しているという状

況なのです。

子ども達をこれから見ていく視点というの

は、これはもう国公立を問わずですが、要する

に、この子どもたちの心のケア、これからの将

来、これからの子ども達の社会に向けての支援、

バックアップというものを、県もそうですし、

各学校もそうですし、そのあたりをよく見て、

一人一人に対応していただきたいと思っていま

す。なにもこれは県の教育委員会だからとか、

これは担当外だからとかそういう問題ではな

く、全体として、全県をあげてやっていかなけ

ればならないものだと思っています。

もう一つ、バックボーンというか背景として、

先生方にお分かりいただきたいのは、今回のテ

ーマというか、他の部会でもありましたが、少

子化というのは避けては通れない状況です。平

成22年の本県の中学校の卒業生は13,700人強い

たわけですが。10年後、平成31年には約2,500

人減りますということです。子どもの数は、こ

れは推計値ですが、統計上、県で出しているも

のですから、ここから一気に増えたり、一気に

減ったりということはないと思います。この傾

向がずっと、31年以降も微減していくような状

況です。

私立高校、中学もそうだと思いますし、公立

の学校もそうだと思いますが、やはり子ども達
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一人一人に対応した、子ども達一人一人の将来

に向かった教育が、どうあればいいのかという

こと、その点をきちっと子ども達に対応した教

育というものを、各学校の独自性を生かしなが

ら、考えていく必要があると思っています。

よって、規範意識ということを考えた時に、

それも当然社会に出ていくための一つの意識で

すので、このような少子化の時代は、まさに今

そうですが、これからますます進んでいく中に

あって、その点を是非心に留めていかないと、

まずいのではないのかと思います。公立学校に

あっても、教育委員会として、今高校の再編計

画、昨年の震災があって、今ストップしている

ところですが、考えていかなければならないと

いうことです。

2,500人減るということは、大体40人学級で

積算すると、60何学級くらいは減少する。60何

学級ということは、学校数からするとどれぐら

いでしょうかということです。これはあくまで

本県の実態ですので、皆様方の都道府県ではど

うなのかなと思っております。少なからず同じ

ような傾向があるのではないでしょうか。

今の本県の背景を含めて、大きな二つ目に進

んでまいります。本県の児童生徒の問題行動等

の状況について、何点かお話をさせていただき

ます。

これ(上)は例年、文部科学省が実施している

問題行動等調査と呼ばれるもののピックアップ

です。数の多い少ないというのは、当然その都

道府県によっても違いがありますので、そうい

う観点でご覧になってください。暴力行為の本

県の状況です。21年が146件、22年130件、23年

137件という数字です。

この問題行動を考えた時に、やはり規範意識

というのは非常に大きなウエイトを占めると思

っております。一番最初にお話しさせていただ

いたように、やはり規範意識を低下させること

に歯止めをかけるということも、それはそれで

当然大事なことでありますが、規範意識を向上

させるような取り組みを学校として考えていく

ことによって、このような問題行動も減少して

いくのではないかと私たちは考えております。

詳しくは、次の三番のところでお話をさせてい

ただきたいと思います。

これ(上)は暴力行為等の状況についての発生

の、状況というか件数です。対教師とか生徒間

です。こういうものが当然ありますというわけ

です。

暴力行為に対しての県教委の対応として次の

ようなことを今実施しています。①はその通り

でございます。②においては、問題行動を考え

た場合にその事案というか事件そのものに対応
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することも大事なことではありますが、そこに

行くまでの未然防止の観点でどうしていくかと

いうことは重要だろうと思っております。

少し横道にそれるかもしれませんが、先生方

はどうでしょう。今いじめの問題というのは先

生方の学校とかでは対策を講じておいでです

か。何かそういう意識でというか、学校でも話

し合いをされているものなのでしょうか。いか

がでしょうか。手を挙げてくださいとは言いま

せんが、滋賀県の事案の発生から、社会問題化

しておりますので。

実はちょうど私も今岩手県の議会をやってる

最中で、議員の方々の質問も結構出されており

ます。その対応はどうなんだという話が多いわ

けです。暴力行為もそうですが、いじめも、果

たして、いじめの発生に至るまでに、何らかの

未然防止の手だてを、果たして各学校で、県の

教育委員会として、講じているものなのかとい

うことを私達は検証し、何とかしたいというこ

とを考えています。

よく学習指導と生徒指導は両輪だという話を

されますが、私はまさにその通りだと思ってい

ます。先生方はいかがですか。私はやはり基本

にあるのは授業だと思います。本当に生徒指導

の機能を生かした授業ができているのか。授業

中の学習ルールはどうなっているのか。先生方

とのコミュニケーションはどのような形で取ら

れているのか。教員が生徒とかかわる時間が一

番長いのは授業です。だから、やはり授業をど

うしていくか、授業をどう作っていくか、分か

る授業をどうしていくかです。どういう力を身

に付けさせるかということをきちっと分かって

授業をしているのか。こういうことがなければ、

私は基本的に生徒指導も機能しないと考えてお

りますし、規範意識というのもそこから出てく

ると思っています。

生徒指導の場面というか、そういう場面だけ

ではなくて、やはり授業中。1日何時間も授業

するわけです。そうした授業の時のルールとか、

コミュニケーションとか、ルール化とか、人と

のかかわりとかそういうことが規範意識には一

番重要なところだろうと思っております。そう

いう規範意識を醸成していくための授業とか、

日常的な教育活動全般において取り組んでいく

ことが重要だろうと思っております。

③、④はその通りですので、次に進んでまい

ります。

いじめに関してですが、いじめの状況につい

ては、表(上)に記載の通りです。認知件数は年

々減少傾向にはございます。ただいじめに関し

ては非常に潜在化してきているのではないのか

ということが懸念されております。学校の取り

組みが、アンケートを実施するとか、面談をす

るとかしていただいているのが、功を奏してい

るのかなということも考えております。

特に、震災津波を経験したことによって、子

ども達が様々な場面で、私も先生方と話をする

のですが、次のようなことを言います。一つは、

命の大切さとか、尊さとか、命の重さが分かっ

た。もう一つは人と人との絆というか、つなが

りが大事なことがよく分かった。さらに一つは

助け合うことの大事さが分かった。そういう人

とのかかわりが、震災津波を通して経験したこ

との一番大きな部分ではないかと思っておりま

す。いじめに関しても、日常的に、指導なり、

子ども達が自主的に考える機会があれば、未然

防止につながっていくのではないのかなと思っ

ております。

これ(次頁)はきっかけということで、簡単に

資料提供させていただいております。データと

しては、公立のものですが、小学校も同様だと

思います。小学校は保護者からの訴えが多いで
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す。中学校、高校となると、本人からの訴えが

多くなります。このいじめを考えていった場合

に、そういう子ども達の発達段階で、当然問題

行動というか、規範意識もやはり発達段階をき

ちっと捉えていかないとまずいと思っていま

す。

小学校ではどのようなことを、どこまで、ど

のような形でやるか。では中学校ではどうする

か。高等学校になったらどうするか。その後の

子ども達の進むべき道というのも当然違うわけ

ですから、やはり高等学校になったら社会とい

うものがもう身近、中学校でも社会に出ていく

子ども達もいますが。やはり社会とか、例えば

大学とか専門学校だとか様々な道というのがあ

るわけですから、高校段階で、何をどうしてい

くかというのを、考えていかなければならない

と思っております。

いじめの解消率は、(上に)記載の通りです。

いじめに対しての本県の取り組みですが、ここ

(下)に書いてある通りです。

一点だけです。先程来お話しさせていただい

ておりますが、未然防止の取り組みというのが、

非常に重要だろうと思っております。これはや

はり教育活動全般を通じた取り組みということ

で、先程の話に集約されるところです。その点

だけお含みおきいただければ有り難いと思って

おります。

規範意識ということを考えながら、日常の教

育活動の中に何をどう絡めていくか、どういう

要素を絡めていくかということが重要だろうと

思っております。コミュニケーションをする力

を高めていくためには、こういう場面でこのよ
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うなこと、というものを学校体制の中で是非考

えていただきたいということです。一人の人が

頑張ることも、それはそれで大変重要なことだ

と思っております。ただ、学校の組織として機

能していくために、みんなが、教職員全員が共

通の認識を持って、指導力があろうがなかろう

が関係なく、最低限これだけはやろうというこ

とを、授業、登下校、部活動、特別活動、行事

という時にきちっと確認をしていくことが重要

だろうと思っております。

次は不登校です。こういう(上)状況です。一

つだけ宣伝をさせていただくと、本県小中学校

の不登校の発生率というのは、昨年と今年は全

国で一番低い状況にあります。学校の対応によ

って、成果として上がっていると思っています。

高等学校にあっても、不登校の子どもは減少し

てきております。過去の例を見ますと、不登校

と高校の中退というのは、反比例というか、不

登校が増えれば中退が減る、中退が減れば不登

校が増えるという状況にあったのですが、ここ

1、2年、特に昨年度にあっては、不登校も高校

の中退も減少してきております。先生方の私学

の部分と合わせても、全体的な傾向は見られる

のかなと思っております。

ただ、そういう中にあって、子ども達がその

将来に対しての夢とか、希望とか、不安を持つ

中で、夢・希望・不安というのは同じものでは

ないですが、そういう不安感を持ったり、夢・

希望が持てなかったりということで、非常に厳

しい状況に置かれている子ども達が多々いるの

も事実であります。

これ(下)はきっかけです。

次(上)は、不登校に対する県教委の対応とい

うことですが、②が非常に重要な要素であろう

と思っております。今、県の教育委員会で力を

入れているのはここです。集団作りです。学級

経営です。先生方の学校はいかがでしょうか。

これはなにも不登校ばかりではなく、先程の

いじめ、暴力にもつながってくるところです。

学級経営をどうしていくか、集団作りをどうし

ていくかです。これが規範意識の醸成にも非常

に深くかかわっているのではないかと思ってお

ります。よって、様々な先生方の研修とか、会

議の折にいろいろなお話をさせていただいてお

ります。

これ(次頁表)が高校の中退の状況と数です。

ここ5年間は減少傾向にあります。

中退に対する県教委の対応（次頁）というこ

とで、先程申し上げた通りです。特に、出口と

なる子どもたちの今後の進むべき道、選択とい

うことをガイダンスしていく機能というものも

学校には非常に重要だろうと思っています。
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本題でございますが、本県の取り組みについ

てでございます。本県は、児童生徒の規範意識

に関する状況ということで、先生方もお目に触

れた部分があろうかと思います。全国の高等学

校長協会、本県の高等学校長協会の調査の結果

がこのように出ております。（上）

生徒に身に付けてほしい規範意識は何かとい

うことです。

ベスト5として、1番は服装等。容姿といいま

すか、岩手県の高校の先生方から伺うと、整容

指導ということですが、それが1番。2番が挨拶

です。3番が交通のマナー。4番は時間。5番は

授業態度ということです。因みに、1、2、4、5

番というのは県の教育委員会へのクレームとい

うことはありません。あるのは3番だけです。

要するに、社会に対して、一般の方々に対して、

非常に危険な状況を招くのが、3番なわけです。

2番の挨拶をするかしないかというのは恐らく

校内、校内でやっていないことを校外に行って

できるかどうか、いかがでしょうか。服装に関

してもそうですが。3番に関しては非常に、ク

レームというか、県民の方々から度々お叱りを

受ける項目です。

効果の上がっている対応策はということで、

これもベスト5は(上の)表のような状況になっ

ております。全国と岩手県の校長先生方の違い

は、全国の校長先生は、登下校時の指導が効果

が上がると言っているので、2位の項目の数が

かなり多かったのですが、本県の校長先生方の

場合はあまり2位の項目とは答えていません。

逆に、岩手県の校長先生方は、面談、個別面談

が非常に効果が上がっているとお答えいただい

ております。あとは、同じような形です。1番

はやはり集会等における指導です。集会時での

集団への指導ということになるのでしょうか。

それから個別の指導ということになります。こ

こは自主活動です。自治活動と言っていいので

しょうか、委員会とか生徒会の活動というもの

です。

次に、生徒の規範意識で向上していることは

ということですが、先程の1番と合わせてみて

いただければよろしいかと思いますが、これは
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全国も本県の校長先生方も同じです。挨拶はよ

くなってきている。服装もよくなってきている。

よくなってきているけれども、それはもっとや

ってほしいというのが、恐らく先程の回答にな

っていくのだろうと思います。あとは、時間を

守る。授業態度です。それから校内美化という

順番になっております。

これらの調査とか校長先生方とお話をした内

容を三つほど集約させていただくと、一点目は、

全国も本県の場合もそうですが、生徒の将来に

向かってというか、将来を見据えて、大方は高

い意識を持って生徒指導に対応していただいて

いると私は考えております。二点目は、生徒個

々です。生徒個々を大事にした指導というのが

徐々に浸透しつつあるのではないかと思ってお

ります。三点目は、私はこれからも重要だと思

うのですが、生徒の自主的な活動、生徒会活動

とか、委員会活動。それらはもしかすると地域

への社会貢献というかボランティア活動になっ

てるのかもしれませんし、校内での活動なのか

もしれません。こういう学校の指導としてやる

部分と生徒が自主的にやる部分をコラボレーシ

ョンというか、ミックスしてやっていくことが

規範意識を醸成していくためには欠かせないこ

とだろうと思っています。

本県の取り組みから、何点かお話をさせてい

ただきたいと思います。本県では各地区の（高

校の）生徒指導主事さん方に春にお集まりいた

だいて連絡協議会、生徒指導の研修を丸一日し

ていただいております。併せて、初任研の講座

の中にも、当然これはどこの県でもやられてい

ることですが、生徒指導のコマを入れていただ

いております。その各地区の生徒指導主事さん

方の研修会で話題となっていることというか、

生徒や保護者の講演会等の実施状況を調査した

ものがあります。

各学校でどういうことをしているかというこ

とです（次段上）。これが、ベスト7です。1番

は、情報モラルです。2番は整容指導。やはり

服装の指導についてです。3番目以降は書いて

ある通りです。情報モラルと整容指導を合わせ

ますと、約300件くらいの研修等を各学校でも

やっていただいているという状況です。

これ(下)は、私どもの担当の指導主事が、初

任研の生徒指導のコマの中で、ワークショップ

というか、話し合いをした時に、初任の先生方

の言葉をピックアップしたものです。

こういうふうに、少し問題となる、課題とな

るところだけをピックアップしたのですが、先

生方は意識としてどうでしょうか。左の上から、

生徒の規範意識が低いけど、というふうな話題

があったということです。その下は、女子生徒

の整容指導が大変だよと。女子生徒と限定して

お話しされている先生もいたという話です。

もう一つ、私はここがすごくポイントだと思

いますが、生徒指導上のことです。生徒に気づ

かせる指導はどうあればいいのだろうというこ

とです。先生方の指導というのはどうでしょう

か。やはりそういう気づきとか、目覚めとかで

すね、子どもたちが納得するというか、落ちる

ような指導をしているか、というあたりです。

確かに駄目は、駄目なのです。駄目と言うこと
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は簡単ですが、その駄目の裏にあるものを生徒

に気づかせること。なぜ、どうして、というあ

たりを気づかせる指導というのは、どうあれば

いいのかということを初任の先生が悩んでいる

ということです。先生方は先輩としてどういう

アドバイスをしておいででしょうか。

右側は、先生方の意識や指導に差があるとい

うように若い先生は感じている。教職員間の情

報共有はどうすればできるのだろう、誰がすれ

ばいいのか。管理職だろうか、生徒指導主任、

生徒指導課長だろうか、学年長だろうか。保護

者対応とか、保護者との連携というのはどうす

ればいいのだろうということを話していたとい

うことです。結論は先生方がお持ちだと思いま

す。

規範意識に関しての基本的な考え方と取り組

みということで簡単にまとめております。法的

な定めがあります。ここはきちっと認識してお

くべきだろうと思います。基本法、学教法に規

律とか規範意識という言葉がきちっとあります

ので、最後の砦というか、ここです。それを受

けて岩手県の教育委員会では、先生方の学校も

各々が学校経営計画とか学校運営計画とかを立

てられていると思いますが、その中にきちっと

規範意識の醸成というものを盛り込んで、全教

職員が一体となってやるということが一番大事

なところです。これを抜きにして、生徒指導課

だけとか、個々人がということを言ってはまず

いと思っています。

教育委員会としても位置づけています。位置

づけているからやります、です。よって、所管

の学校には、この点について指導の徹底をお願

いをするということになります。先程来申し上

げた学級経営、ホームルーム経営。児童生徒理

解を進めると人間関係作りそして規範意識とい

うことが前提にあって、問題行動に対応できる

のだろうと思っております。(下)

資料として、一つだけあげさせていただいて

おります(上)。先程、若い先生方の研修で話題

のあった教職員の指導内容に幅がある、という

ことです。指導内容に幅があると言っているの

です。これについて、資料を探してみたのです

が、2006年に国立教育政策研究所が全国の教職

員に対して生徒指導体制のあり方についての調

査をした時の回答です。先生方いかがですか。

自分の学校をイメージしていただくと、自分の

学校の教職員の指導に幅があるなと思いません

か。

服装と答えた先生方は62.3％います。Ａ先生

とＢ先生がいて、Ａ先生はいいと言うが、Ｂ先

生は駄目という。例えばですよ。極端な話です

が、Ｂ先生は、駄目だ駄目だと一辺倒だけれど
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も、例えばＡ先生は丁寧にそこを分かりやすく

気づかせてくれる。そういう指導の幅です。

― 緊急地震速報ですか。分かりました。い

ざという時には、マイクを持ってる私が誘導し

ます。私も研修会で、去年の3.11以降に度々沿

岸のほうに研修会に行き、お話をさせていただ

いたのですが、震度4とか5の余震が頻繁に来ま

した。例えば、今日のこういう場面、最近の癖

になってるのは、まず頭の上に何があるかとい

うことを、会場に入ったら必ず確認をするので

す。ここでは、シャンデリアは落ちますね。す

みません。ホテルメトロポリタンニューウイン

グはそんなことはないと思います。あとは、マ

イクがあります。吊りもののバーとかもありま

す。集団で集まる機会があったら、必ず非常口

はここで、こういうふうに退避行動しなさいと

いうことは先生方も各学校で言っておくべきだ

と思います。例えばどこかに大会等に行ったら、

大会の関係者、今は必ず言います。文化行事が

あってホールに行ったら、ホールの関係者は必

ず言います。もしそれを先生方だけでやる、例

えば文化祭とかで保護者が来た時にも教務の先

生が、「この場所はこうこうこういうことです

ので、出口は一つしかありませんから、震度5、

6の地震が来た場合は、私の方で誘導しますの

で、左側から整然と出てください」のようなこ

とをきちっと学校で、文言を作っておけば非常

にいいと思っております。

余計なことを言いました。有り難うございま

す。いいタイミングで、携帯が鳴っていただい

てということです。―

指導の幅の話に戻らせていただきます。この

ような指導の幅を先生方も感じているというこ

とです。全く幅がないほうがいいのかというこ

とです。当然、教職員も人ですから、価値観の

違った人間が集まってるのが学校です。ただ、

価値観の違った人間が同じことというか、最低

限のことをやっていかなければいけないのが学

校だということです。よって、幅は幅として、

やはり認識しながら、線のところは全員がきち

っと認識してやっていこうということを、学校

としてもやっていかなければいけないというこ

とがこれに出ているのだろうと思います。

規範意識の醸成に関する具体的な取組という

ことですが(上)、教育活動全般を通じて、一つ

は共通理解、共通対処に基づく生徒指導体制。

学校全体での指導体制の確立です。軸がぶれな

い指導です。軸ぶれしない指導。毅然とした生

徒指導。毅然としたというのは、単に駄目駄目

ということではなくて気づかせることをベース

にしながらも、正義が通る学校、学級を作って

いく必要があると思っています。そういうこと

を、各種研修会や会議で口がすっぱくなるくら

いお話をさせていただいています。

もう一つは、関係機関団体と連携した生徒指

導体制の確立です。今、様々な団体と連携のも

とにやっております。警察もまさにその通りで

す。是非先生方にあっても、学校がある地域の

資源をどう活用していくかということが非常に

重要な要素だろうと思っています。警察もそう

だと思います。市町村の教育委員会もそうだと

思います。福祉関係もそうだと思います。NPO

もそうだと思います。そういうところを是非巻

き込んでいただいて、学校としての考え方も伝

えながらやっていくことは非常に重要だろうと

思っております。

一つだけ紹介させていただきますと、岩手県

は昭和40年当初から、教育振興運動ということ

をやっています。端的に申し上げると、本県の

児童生徒の学力が全国最下位だったのです。そ

れで、何とか学力を上げようということで、机

を持たせよう、みかん箱でもりんご箱でもいい
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から机を持たせて、まず勉強させようというこ

とが教育振興運動の始まりです。

五者の役割ということで、では学校は何をす

るのか、教職員は何をすればいいのか。授業を

しっかりやれ。生徒は、とにかく家に帰ったら

家庭学習しよう。それで親は何をするのか。親

はみかん箱。例えばです。環境を整えましょう。

行政は何をするのか。行政は先生方が勉強をさ

せるために、授業力を向上させよう。あと、地

域は何をするのか。地域の人達は、子どもに「頑

張っているか」と声かけをしよう。一つのテー

マのもとに五者が役割を担って一つの目標に向

かっていき、こういう運動が今まで展開されて

きました。

私は、全国に誇れる運動と思っております。

これを是非先生方も、可能であれば、学校に置

き換えていただいて、規範意識を醸成するため

に、では親は何をするか、先生は何をする、子

どもは何をする、地域の人達に何をお願いする

と。例えば、そういう一つのものをベースにし

て、各々の役割をきちっとアナウンスしていっ

ていただきたいと思います。学校だけがやって

もどうにもなりません。確かに学校の中では非

常にいいかもしれません。地域に出た時、子ど

も達は学校から地域、社会に出ていくのです。

そういう観点を一つ、学校の中からも持ってっ

ていただければ有り難いと思っております。

最後、四つ目になります。本県教育の方向性

ということをこれから何分間かお話をさせてい

ただきたいと思います。

一つ目は義務教育です。本県は義務教育が目

指す方向性というものを県で定めて、それをベ

ースにしながら各小中学校は教育活動を展開し

ております。特に今日のテーマとかかわりの深

いのは、生活面における基礎基本をしっかり身

に付けさせようというところです。要はベース

はこれです。やはり社会人としてなのです。将

来、社会人になっていくわけですから、中学校

でこれでいいだろうではないわけです。この子

は当然、上級学校に進んだり、社会に出たりす

るわけです。ましてや高校は上級学校に進む子

どももたくさんいると思いますが、社会に出て

いく子どももたくさんいるわけです。

こういうことを考えていく上で、生活の基礎

力。ここで生活の基礎力とは何かという話です

が、基本的な生活習慣とか、また、先程の挨拶

とか、服装とかです。そういうところにくるわ

けです。あとは、社会のルール。交通ルールな

どはそうです。

いつも県教委にお電話をしていただく、盛岡

市内の方がおいでになるのですが、「本当に高

校生の自転車の乗り方ひどい！」、「課長を出せ」

というような話になって、出て「はい、有り難

うございます。ご指摘ごもっともなこともござ

います」というお話をさせていただいているの

ですが。例えば、自転車の乗り方一つとっても、

社会に出て、もう一歩外は社会ですから、社会

に出た時にはその社会のルールに従わないとい

けないということは、当然そこで法の裁きを受

けることもあるわけです。自分が自転車であれ

ば加害者になって、保険に入ってなくて何千万

の賠償請求をされた、という例も本県にもあり

ます。全国にもたくさんあります。だから、そ

ういうところもきちっと教えなければいけない

部分だと思っています。これは生活基礎力だと

思います。

あとは、集団での生活で、もっと理念的なと

ころをお話しすれば、他人を思いやる気持ちと

か、命を大切にする心とかです。そういうもの

を育てていこうということが今の義務教育の理

念として私達が持っているところです。

実現するためにということで、大きくこうい
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う二つのことを今、掲げております。

一つ目は学校の経営力を強化しようというこ

とです。人と人との信頼関係が重要だろうと思

っております。二つ目は地域との連携共同とい

うことでありまして、今本県で義務教育が取り

組んでいるのは岩手型コミュニティースクー

ル。国もコミュニティースクールというのはや

ってはいますが、開かれた学校作りです。先生

方の学校、今は私学のほうがかなり開かれた学

校作りに取り組んでいるなという認識を持って

おります。地域に開かれた学校作りというのは、

これから本当に重要なところだと思います。開

かれた学校作りとともに、学校安全ということ

も両輪で是非考えていっていただければ有り難

いと思っております。学校のいいところを地域

とか、市町村とか、県にどんどんアナウンスす

るべきだろうと考えております。

次に高校ですが、高校も先ほどの義務教育と

基本的には同じ考え方に立って、今、高校教育

の方を進めているというのが実態でございま

す。後ほど、資料をご覧なってください。特に、

高校教育を充実するためにということで、大き

く三つの柱を掲げて進めているところです。義

務教育からの円滑な接続というところです。当

然この中には、高校中退とか、不適応の問題と

かもありますが、やはり学力ということが、非

常に大きなファクターというか、要素になって

くると思っております。よって、義務教育で最

低限の基礎学力をつけなければいけない。高校

では将来を見据えて、子どもの良さを伸ばして

いくように、基礎学力の上に、専門性を身に付

けるような授業をやっていただきたい。

問題行動を考えた時に、学力というのは切っ

ても切れないものがあると思っております。特

に、私は、不登校の問題を研究というか、勉強

した時に、どうしても不登校というのは、個人

に起因して心の問題だということがクローズア

ップされるのです。それはそれとしてあります

が、要は進路の問題というのが非常に大きいで

す。だから、不登校児童生徒への学力保障とい

うのは、義務教育の中では徹底してやらなけれ

ばいけない。徹底というのは、学校に行けない、

来ていない、別室登校している子ども達にも、

何らかの形で学校ができるところでの学力保障

は、絶対にしていかなければいけないと思って

おります。将来を見据えた場合に、そういうこ

とが非常に重要になってくると思います。

もう一つ、義務教育、高校教育とともに今、

県として取り組んでいるのが、岩手の復興教育

です。復興に向かっての人づくりです。なにも

子ども達に、「お前たち、岩手に残って復興し

なさい」ということではないです。あの子達が



- 219 -

これからこの震災津波の経験を通して、世界に、

まして日本に、本県に、有意な人材となってほ

しい、そういう子ども達に育ってほしいという

ことで、復興教育というものを進めることにし

ております。

まさに人づくりです。これまでも、教育の大

きな柱というのは、人づくりでありますから、

今日のテーマの、規範意識というのも当然将来

に向けての人づくりだととらえております。復

興教育も同じ視点です。命、絆、自然、社会、

技ということを五つのカテゴリーとして明示し

ながら大きくというか、具体的に、指導事項と

してキャリア教育とか防災教育とか。各学校で

地域の特性を生かしながら、こういうことに取

り組んでいっていただきたいということで、全

県で今取り組んでいるところです。

その中でも特に推進校を何校かお願いをし

て、モデル的に授業を実施しているというとこ

ろです。その一つのモデル校、中学校の例です

が、盛岡からずっと東のほうに行ってぶつかる

のが、宮古市です。宮古市立の河南中学校。学

校そのものは被災しておりませんが、すぐ近く

に海がある学校です。そこの放送委員会が、こ

の東日本大震災津波の記録を CDにして、自分

達のやってきたことだとか考えたことだとか

を、大切な学びということで書いてある。テー

マを決めて子どもたちが音楽を入れたり、イン

タビューをしたりして、CD を作っている。学

校だけではなく、地域の方々とか、他の学校と

かに配布しながら、今回の震災津波を自分達の

一つの契機にしようということでこういう CD

を作ったという紹介です。

こればかりではなく、実際に内陸部の高校が

ボランティア活動に行く。県内の私立高校、私

立中学、私立の小学校の先生方もかなり沿岸部

にご支援いただいたという話を伺っておりま

す。人的物的な支援、被災地に行っての支援も

そうですが、内陸というか、学校にいてもでき

る活動というのがあるわけです。そういうこと

を糧にしながら、今復興教育というものを義務

教育、高校教育とともに、各学校で取り組んで

いるところです。

それでは結びになりますが、最後に本県の教

育委員会の委員長のメッセージを読ませていた

だいて、結びにさせていただきたいと思います。

今般の、いじめ事件、本県でも地元紙に大き

く報道があったのですが、小学校の児童がいじ

めがあったことによって、転校を余儀なくされ

たという新聞報道がありました。もう一つは、

一行目のところに、家族への暴力というのがあ

るのですが、中学生が父、母、兄弟の頭をバッ

トで殴打した事件というのが8月にあり、大き

く新聞報道されたところです。

そういうことがあったというのももちろんで

すが、普段から教育委員会として心の教育、豊

かな心を育成するということを話し合う中で、

子どもたちが将来に向かって、抽象的ではあり

ますが、夢とか希望とか、そういうのを持って

進んでほしいということで、委員長さんにメッ

セージを書いていただいて、すべての小中高校

生に配布をいたしました。必ず、家族・親に届

けてくださいということでこういうメッセージ
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を出させていただいたものです。参考になるか

ならないかということよりも、本県の考え方が

この中に詰まっておりますので、これを朗読さ

せていただいて、閉じさせていただきたいと思

います。小学生の部分ですので、内容はこのと

おりですが、中高生向けはもう少し言葉を中高

生向きにしております。

小学生のみなさんへ

この夏、いじめや自殺、家族への暴力など、悲

しい事件が起こっています。自分の命やだれか

の命をうばうこと、暴力やいじめで人を傷つけ

るようなことは、絶対にゆるされないことです。

どうすればこのような悲しいできごとをなくす

ことができるでしょうか。どうすればみんなが

幸せに生活できるでしょうか。友だちや家族、

先生と本気で考えてほしいのです。

岩手にくらすわたしたちは、震災津波を体験し

て学んだことがたくさんあります。命の大切さ、

まわりにいる人たちとつながっていること、そ

して、助け合えば、たいへんなことも乗りこえ

られることなどに気付(きづ)きました。今、何

かなやみや心配ごとのある人は、一人でかかえ

こまないでください。どんな小さなことでもだ

れかに相談してください。だれかといっしょに

考えれば、気持ちが少しずつ楽になります。こ

れからの岩手の復興、日本の将来にとって、あ

なたはとても大切なひとりです。あなたの命は

かけがえのないものです。あなたはたくさんの

人の思いを受けて生きています。そして、あな

たのとなりの人の命もかけがえのないもので

す。

自分を大切に、まわりの人も大切に、そしてあ

たりまえと思っている一日一日の生活を大切に

しましょう。

(平成24年8月24日

岩手県教育委員会委員長 八重樫勝）

というメッセージです。

今回の規範意識ということの、低下と向上、

醸成ということをテーマにいただいたときにふ

とこのメッセージも思い浮かんだものですか

ら、資料として添付をさせていただきました。

規範意識そのものに直接的なアプローチはでき

なかったのかもしれませんが、根底に流れてい

る意識です。意識を変えるということは非常に

難しいと思います。しかし、教師集団がきちっ

とそこを認識して、学校体制として一体となっ

て、日常生活の中で地道にやっていくこと、愚

直にやはりやっていくことが子ども達へそうい

う規範意識、子どもたちの持ってる規範意識を

より高みにというか、向上させるのにプラスに

なるのではないのかと考えております。

先生方の今後の活躍をご期待してございま

す。本日は大変ありがとうございました。
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「本校の容儀・遅刻指導について」

（宮城）東北学院中学高等学校 教 諭 竹 中 達 哉

１．学校概要

本校は、明治19年（1886年）、「仙台神学校」

として設立され、明治24年に名称が「東北学院」

となった。

平成24年度の全校生徒数は1711名(中学生516

名、高校生1195名)で、併設型中高一貫の男子

校である。

高校卒業後は、ほぼ全員が大学進学を希望す

る。東北学院大学に進む生徒も多い。

また部活動も盛んで、中学生の約90％、高校

生の約80％が、何らかのクラブに所属している。

建学の精神は、キリスト教に基づく人格教育

で、「質素・勤勉・奉仕」。

学校標語は、「LIFE・LIGHT・LOVE」の

「3Ｌ精神」。

２．本校生徒の特徴

明るく素直な生徒が多いが、その反面、規範

意識の低い行動が見られる。

その背景として、併設中学校からの内部進学

者と、公立中学校からの外部進学者との、規範

意識の差がある。また、教員間の生徒指導の差

もある。

おおむね生徒たちには「高校生になれば自由

になる」という考えがあるので、指導の方向性

として、「生徒心得の遵守」「生徒の意識改革」

ということを掲げて、平成20年度より「容儀指

導・遅刻指導」に取り組んでいる。

３.容儀指導（服装・頭髪検査）について

（１）概要

本校の生徒心得にある「質素・勤勉」を守り、

健全かつ円滑な学習活動ならびに学校生活の一

助となることを目的とする。

（２）実施時期

身だしなみ週間（年2回実施予定）最終日に

実施する。

（３）指導の手順

１）一斉指導

①礼拝終了時に、全学年一斉に検査を行う。

②担当教員は原則として、自分の担当する学

年の生徒の服装・頭髪を検査する。

③服装・頭髪等の乱れのあった生徒に関して

は、1週間を目安に乱れを正すよう指導す

る。

④当日欠席した生徒に関しては、生活指導部

の教員が必ず立会い、後日検査をする。

２）学年段階指導

①一斉指導後、1週間を目安に学年ごとに実

施する。

②服装・頭髪等に改善の見られない生徒に関

しては、生活指導部段階の指導へと移行す

る。生活指導部段階の指導の実施に関して

は、学年段階指導後1週間を目安とし、後
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日連絡する。

③学年主任は、生活指導部主任に上記の生徒

を報告する。

３）生活指導部段階指導

①組担任および学年主任立会いの下、生活指

導部担当教員が検査を行う。

②改善の見られない生徒に関しては、本人の

意思を確認した上で、特別指導に移行する。

③生活指導担当教員の指導の結果、改善する

意思を確認した生徒に関しては、再度日時

を決めて検査を行う。その際に改善が不十

分だった場合には再度指導を行い、指導に

従わない場合は特別指導へと移行する。

４）特別指導Ⅰ（副校長段階指導）

①特別指導は、学年主任・組担任および生活

指導部主任の立会いの下、副校長から説諭

を受け、指導に従う意思を確認する。

②指導に従う意思が確認できた場合、期日を

決めて、再度生活指導部担当教員が検査を

行う。

③指導に従わない場合、または改善が見られ

ない場合は、特別指導Ⅱへ移行する。

５）特別指導Ⅱ（校長段階指導）

①特別指導Ⅱは、保護者の出席を求め、学年

主任・組担任および生活指導部主任の立会

いの下、校長から説諭を受け、指導に従う

意思を確認する。

②指導に従う意思が確認できた場合、期日を

決めて、再度生活指導部担当教員が検査を

行う。

③指導に従わない場合は指導に従う意思が確

認できるまで、改善が見られない場合は改

善が見られるまで、それぞれ有期家庭謹慎

（中学校の場合は学校謹慎）を含めた懲戒

を行う。

（４）成果と課題

開始当初は、10名近い生徒に対して生活指導

部段階指導を実施していたが、年々その数は減

少し、今年度第1回の検査では高校1年の2名の

みであった。減少した原因は、今年度から検査

前に1週間の「身だしなみ期間」を設定し、生

徒に対し指導の周知を図ったこと、生徒・教員

ともに指導が定着したことが考えられる。

今後の課題としては、「守ればよい」という

意識からの脱却が挙げられる。

４．遅刻生徒指導について

（１）目的

規律正しい生活を守り、健全かつ円滑な学習

活動ならびに学校生活の一助となること。

（２）実施時期

長期休暇前の6月下旬、11月下旬、2月下旬（年

度内に3回）。

（３）指導の手順

１）学年段階指導（生活見直し週間）

①組担任は、各学期の初めから期末試験の1

週間前までに、遅刻回数が5回以上になっ

た生徒を学年主任に報告する。

②学年主任ならびに生活指導担当教員は、報

告を受けたあと対象生徒を集め、注意なら

びに指導を行う。

③組担任は、期末試験終了までの2週間（生

活改善週間）の対象生徒の遅刻状況を把握

する。

２）生活指導部段階指導

①生活改善期間中に3回以上遅刻した生徒に

関しては、学年主任を経由して生活指導主

任に報告し、副校長より生徒本人に注意を

促す。

②生徒は副校長の注意を踏まえ、生活改善に

努めるため反省文を書き、今後の生活に生

かす。（風紀委員と朝の活動1週間）

３）学校段階指導

①上記指導後、学年末までの期間に改善が見

られない生徒は、学年主任を経由して生活

指導部主任に報告し、保護者同席のもとで

校長より個別に指導を受ける機会を持つ。

②指導後は、より一層の生活改善に努めるた

め、事後指導を行い、その後の生活の改善

に努める。

４）その他

①通院等、理由の明確な遅刻に関しては、カ
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ウントする遅刻の回数からは除く。

②理由なく1ヶ月間に5回以上遅刻した生徒に

関しては、生活指導部の指導を待たずに、

学年会で適宜指導に当たっていく。遅刻回

数が10回を超えた生徒、および年間の遅刻

回数が20回を超えた生徒に関しては、生活

指導部段階指導または学校段階指導を行う

ものとする。

（４）成果と課題

指導を開始した平成20年以降、年間で20回以

上の遅刻回数の生徒が激減した。特に中学生は、

遅刻回数が生活改善週間前に5回を超える生徒

がほとんど見られなくなった。一方で、遅刻回

数が年間20回未満の生徒数は横ばいで、遅刻指

導を受ける生徒の固定化が見られ、生徒に対す

る一層の意識指導が望まれる。

５．風紀委員会について

（１）委員会の役割

学校生活を明るく健全に過ごすための手助け

となる活動を、生徒が主体的に行う。

（２）構成

学期ごとに各クラス2名を選出し構成する。

（３）活動内容

１）全校週番としての任務

遅刻生のチェック・駐輪場の整理・食後の後

片付けなど。

①1週間を学年毎に、各クラス風紀委員2名、

合計12名で構成する。

②活動時間

朝： 8時15分～ 8時45分

昼休み：13時10分～13時15分

２）特別活動

各学期に1～2回、清掃活動などを計画・実施

する。

あいさつ運動・クリーンアップ運動・エコキ

ャップ運動など。

６．まとめ

規範意識の低下に対する私立学校の役割とし

ては、建学の精神を伝えていくことであると考

える。
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一関学院高等学校 校 長 小野寺 佳代子

生徒指導部会では、「規範意識の低下にどう

対応するか」という研究目標のもと、2つの講

演と2つの研究発表を行いました。

「講演Ⅰ」は、東北芸術工科大学デザイン工

学部企画構想学科教授の田中範男先生による、

「楽しむ力」というテーマのお話でした。「ポ

ジティブ」をキーワードに、既成概念にとらわ

れない柔軟な発想が、生徒指導にも大切なのだ

ということがよく分かりました。

「研究発表Ⅰ」は、東奥学園高等学校生徒指

導部長の寺沢政夫先生による、「本校のチケッ

ト制指導について」というテーマの発表でした。

生徒指導にチケット制を取り入れたことで先生

方の負担が減り、生徒が素直に指導を受けるよ

うになったとのことで、大変有意義であったこ

とが分かりました。

「講演Ⅱ」は、岩手県教育委員会学校教育室

主席指導主事兼生徒指導課長の田村忠先生によ

る、「岩手県教育委員会の取り組み」というテ

ーマのお話でした。大震災が岩手の子供たちに

与えた影響などについて、改めて浮き彫りにし

ていただき、問題の重要性と特殊性を思い知ら

されました。

「研究発表Ⅱ」は、東北学院中学高等学校教

諭の竹中達哉先生による「本校における容儀・

遅刻指導について」というテーマの発表でした。

5年前からの生徒指導の見直しで取り入れた、

容儀指導と遅刻指導が着実な成果を挙げている

ということが分かりました。

今回は、素晴らしい講演そして素晴らしい発

表が行われ、心に残る研修会だったと思います。

私自身も大変勉強になりました。

振り返ってみますと、私は長い間、同じ学校

におりまして、「生徒に考えさせる」「生徒を目

覚めさせる」ということが分かっていながらも、

固定観念にとらわれ、「ダメダメ方式」のネガ

ティブな発想になっていたと思います。その発

想を根底から切り替えなければならないと痛感

いたしました。

高校生活はたったの3年間です。ポジティブ

な考えで、規範意識の向上に努め、安心で安全

で、感動とチャレンジの場であることが大事で

す。

そのためには、私たちが生徒との共感的な雰

囲気作り、確かな授業、個に応じた粘り強い授

業に努めることが大切です。

どうぞこれを機に、生徒の可能性を信じ、夢

を育み、共に将来を見つめ、確かな生徒指導の

醸成と向上に努めることをお願いしたいと存じ

ます。

そして本日のこの研修会の内容が、それぞれ

の学校で、それぞれの場で、生徒指導実践の一

助となり、教育の振興に資することを期待しな

がら総括とさせていただきます。

大変ご苦労様でした。そして有難うございま

した。
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1 研究目標 私学における独自性と公共性の今日的意味を考える

2 会 場 ホテルメトロポリタン盛岡 ＮＥＷ ＷＩＮＧ

３階 星雲（西）

3 日 程

時 間
9 10 11 12 13 14 15 16

月 日

受 部 講 講 研 研 研 部
会 究 究 究 会

10月12日 開 演 演 昼 食 発 発 発 閉
会 表 表 表 会

付 式 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 式

4 内 容

部会開会式 運営委員長挨拶 江南義塾盛岡高等学校 理事長・校長 三 浦 五 郎

講 演 Ⅰ 演 題 「『21世紀の世界とこれからの教育』について考える」

講 師 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 理事長・校長 田 村 哲 夫

講 演 Ⅱ 演 題 「『子どもと向き合い、豊かな人間を育むことに心を砕く』という

教育の原理に立ち、『普通の教育』に励むことこそ大きな特色」

講 師 昭和女子大学総合教育センター 教 授 小 池 俊 夫

研究発表Ⅰ テーマ 「本校のキャリア教育～キャリアサポートタイム実施までの道のり～」

発表者 (山形)山 形 電 波 工 業 高 等 学 校 教 諭 長 岡 裕 二

研究発表Ⅱ テーマ 「普通科における課題研究の取り組み」

発表者 (新潟)中 越 高 等 学 校 教 諭 竹 内 拓

研究発表Ⅲ テーマ 「Think Globally Act Locally.

世界的視野をもち行動できる生徒の育成を目指して」

発表者 (岩手)盛 岡 中 央 高 等 学 校 教 諭 糸 井 眞 一

部会閉会式 総 括 盛岡中央高等学校 副校長 千 葉 研 二

閉会のことば 江南義塾盛岡高等学校 副校長 沢 田 金 吾
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5 運営委員

委 員 長 三 浦 五 郎（江南義塾盛岡高等学校 理事長・校長）

副委員長 千 葉 研 二（盛岡中央高等学校 副校長）

委 員 沢 田 金 吾（江南義塾盛岡高等学校 副校長）

糸 井 眞 一（盛岡中央高等学校 教諭）

田 中 眞 理（江南義塾盛岡高等学校 教諭）

浦 上 謙 一（江南義塾盛岡高等学校 教諭）

菊 池 登志也（江南義塾盛岡高等学校 教諭）

佐々木 恵（盛岡中央高等学校 教諭）

村 上 成 也（盛岡中央高等学校 常勤講師）

畠 山 慎太郎（盛岡中央高等学校 常勤講師）
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「『21世紀の世界とこれからの教育』

について考える」

渋谷教育学園渋谷中学高等学校 理事長･校長 田 村 哲 夫

講師紹介

盛岡中央高等学校 副校長 千 葉 研 二

田村先生のプロフィールをご紹介させていき

ます。

田村先生は1936年東京都にお生まれになり、

麻布高校を経て、1958年に東京大学法学部を卒

業し住友銀行に入行されました。1962年に住友

銀行を退職され、渋谷教育学園理事に就任され

ております。1970年からは同学園理事長をお勤

めになっています。渋谷教育学園幕張高等学校

は、現在、首都圏屈指の進学校として知られて

おりますが、従来からあった渋谷女子高等学校

を廃止して、渋谷教育学園渋谷中学校・高等学

校を新設し、進学校化されました。先生は、年

に5回ほど校長講話という、生徒との対話をす

る時間を設けて、現代社会を生きるすべを生徒

に直接教えていらっしゃるそうです。先生は現

在、学校法人渋谷教育学園理事長、同学園幕張

中・高校校長、同学園渋谷中・高校校長、青葉

学園東京医療保健大学理事長、麻布学園理事、

日本ユネスコ国内委員会会長、中央教育審議会

の委員をお勤めになっております。本日はご多

忙な中おいでいただきました。

先生は翻訳家でもあり、リチャード・ホーフ

スタッターの「アメリカの反知性主義」などの

翻訳の本もございます。

それから、先生は「自調自考」ということで、

自分で調べて自分で考えるという意味の渋谷教

育学園の教育目標を立てていらっしゃいまし

て、各教室には先生がお書きになった「自調自

考」が掲げられているということだそうです。

本当にそういう道徳の時間等で校長講話をされ

ているということでございます。

著作には「心の習慣」が東京書籍から発行さ

れてます。それから先ほどご紹介しました翻訳

本「アメリカの反知性主義」を出されておりま

す。各方面でご活躍されております、私学教育

の第一人者ということで、本日はお忙しい中を

お願いして講演に来ていただきました。我々も

勉強させていただきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。

ご紹介いただきました田村でございます。大

変ご懇篤なご案内をいただきまして恐縮いたし

ております。一つ違うことは、校長講話ですが、

これは別に道徳の時間を使ってるわけではござ

いません。学年ごとにですね、私どもの学校は

両方とも中高一貫校ですから、6学年を学年ご

とに各学年、年に6回やっています。ですから、

生徒は本校に入ると、6年間で40回くらい私の

話を聞いてる。1回約1時間です。それが校長講

話の中身でありまして、これをやってる理由は、

時間があれば、ご説明しますが、一言で言えば、

学校制度の中で日本の学校制度というのは、実

は、明治の時に慌てて、ヨーロッパあるいはア

メリカの近代化に追い付くということが主眼で

したので、あまり生徒のことは考えてなかった

のです。国が必要なことをとにかく叩き込むと

いうことが中心でした。ところが今は全く時代

が変わっているのです。どういうふうに変わっ
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ているか、これを少し、特色教育を考えるとき

に参考にお話をしてみたいと思います。

変わった理由として、一番変わったのは、明

治の時にはなかったことですが、いわゆる発達

心理学といいますか、あるいは脳の研究といっ

たものが非常に進み、日本の大人もそういうふ

うに考えがちですが、長い間、私たちは大人と

子どもは同じ生き物だというふうに勘違いして

いたのです。ところが子どもというのは、全然

違う存在なのです。いつ大人になるか、これは

全体がバランスが取れて発達してきますから、

20歳とか20何歳とか言っていますが、実際には、

精神発達の段階で考えると18歳くらい、さらに

言えば、脳の発達で考えると16歳くらいです。

ここで完成しているわけです。現実に、ABC

予想を証明した京都大学の有名な先生ですが、

彼は16歳でプリンストンの数学科に入りまし

た。それで19歳で卒業しているわけです。プリ

ンストンの数学科というのはそう簡単に入れま

せん。でも人間の脳の発達で考えると、16歳で

出来上がっているわけですから入れるわけで

す。しかし、バランスがあり、いろいろな資質

があるわけですから、いろいろな資質をバラン

スよく考えると、すべての人が16歳で大学教育

を受けるということは、もちろんできるわけが

ない。ついでに言うと、彼は32歳で京都大学の

教授になり、42歳で世界を驚かすような研究発

表をしたわけです。

人間の脳の発達過程を考えると、4、5歳が第

一段階と言われます。専門家に言わせると、人

間の脳みそというのは、生まれた時にほぼ出来

上がっているわけです。125億といわれる細胞

がくっついてる特殊な器官ですけれども、これ

はシナプスといわれる神経細胞網が、有機的に

発展して、4、5歳頃まず第1回の変化が起きる

のです。人間はその新しく手にした力を自分で

使ってみたいですよね。それが第1次といわれ

る反抗期です。幼稚園の年中さんの頃です。私

はこれが面白くて幼稚園をやっているのです。

大変面白いです。専門家はその時期の脳の活動

ぶりをローワーインテリジェンスと言っていま

す。次に起きるのが、14、5歳です。そこで起

きる変化というのが、いわゆる反抗期を起こす

のです。新しくシナプスが組織化されますから。

そこで、作り上げられてきたものがハイヤーイ

ンテリジェンスといっています。

ちなみに、中国と今すごく争っていますが、

中国の人が一番気にしてるのは何だと思われま

すか。もちろん経済発展ということはあるので

すが、彼らが一番気にしているの、青少年の身

長です。背丈の平均値が中国より日本のほうが

高くなってしまったのです。これは中国の歴史

始まって以来なのです。彼らは中国5,000年と

いっていますが、5,000年間で初めて、アジア

で中国より背の高い国が出てきた。これはもの

すごく気にしています。栄養が良ければ大きく

なるに決まっているのです。しかし、そういう

現実をものすごく気にしてる。この間、満州の

教育長の人が、私たちの学校に来ましたので、

それでどうしているのですかといったら、これ

は、給食のおかげだと言っていました。だから

今、中国では若者に牛乳を飲ませることに一生

懸命であると、牛乳をただで配布して飲ませて

いると言っていました。

今のところ、ノーベル賞の部分では、中国は

1人で、日本が15、6人ですか。まあ負けてない。

ちなみに、更に元気づけるために言いますと、

ペリーが来た時、その前後、例えば1860年代を

調べますと、嘉永元年くらい、ペリーの来航前

後です。最近、統計の技術が非常に発達して、

食料の生産量を推定して、人口を計算するとい

う技術がものすごく精度が高くなり、世界中の

人口の計算ができるようになったのです。非常

に精度が高く計算できるのです。その計算によ

ると、1860年代、まだ開港するかどうかでもめ

てガタガタしてる時代です。日本の人口とアメ

リカの人口どちらが多いと思いますか。これは、

私は司馬遼太郎に責任があると思いますが、彼

の小説「坂の上の雲」に、世界の東の端にある

小さな国が、と書いてあります。大間違いです。

実は既にその時に日本の人口は3,250万、アメ

リカは3,240万です。しかも、江戸というのは
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世界有数の大都市です。こんな大きな街は世界

中になかったのです。その意味で言うと、私た

ちはもう少し自分の国のことを正確に理解する

必要があるだろう。もう少し自分に自信を持つ

必要があるだろうという気がして仕方ありませ

ん。

例えば、6月でしたか、未来予測ということ

で話題になった本があります。エコノミストの

「2050年の世界」。2050年というのは38年後の

世界です。それは、現在につながっているので

す。これを読むと、今の状態のままで改革をし

なければ、2050年はこうなるよ、日本は老いさ

らばえた衰えた国という表現で表せるような形

です。やはり改革しなければいけないとつくづ

く思います。

それはさておき、6月30日に、ケンブリッジ

大学のパルサ・ダスグプタ、これはインド系の

人だと思います。パルサ・ダスグプタ、すごく

発音がしにくいのですが、「サー」と言われて

いますから、イギリスで爵位を持っているので

しょう。サー・パルサ・ダスグプタという人が、

経済学部の方ですが、有名な論文を発表して、

ヨーロッパでは今大問題にされてます。名前は

「The Real Wealth of Nations」。「Wealth of

Nations」というのは、先生方ご存知のイギリ

スの誇る道徳学者でもあり、経済学者でもある

アダム・スミスの書いた本です。彼は道徳につ

いての本を書き、すぐにまた「国富論」と日本

語で訳されてますが、「Wealth of Nations」と

いう本を書いて、自由経済が人間を一番幸福に

するという理論をそこで展開するわけです。一

番自分が儲かるように思ったとおり活動すれ

ば、一番経済が発展する。それは人間を豊かに

するという考え方です。この考え方は日本に紹

介されて、そのとおり日本人はやってきたので

すが、実は肝心なところが落ちているのです。

私が校長講話をやっている理由の一つでもある

のですが、つまり自由ということとその持って

いる価値というものが、正確に紹介されなかっ

たという意味で問題があるわけです。「Wealth

of Nations」を書いたアダム・スミスは、自分

たちが一番儲かるように活動すれば、経済が全

体的に良くなる、それが一番いいのだと。

これを実行したのは、例えば鄧小平が中国で

農業改革をやりました。彼が登場して農業改革

をやる前は、中国は恒常的な食糧輸入国でした。

彼が登場して、農業改革をやって、現在どうか

というと、中国は恒常的な食糧輸出国です。つ

まり生産が3倍になったのです。理由は簡単で

すよ。たくさん作って一定量以上は、自分のも

のにしていいという、こういうことですね。い

くら作っても全部国が取り上げていたのです

が、ある程度以上作ったらそれ以上は全部自分

のものにしていいと言ったら、農業生産が3倍

になったのです。そんなものなのです。

しかしその現象だけを取り上げて、自由経済

がいいというのは間違いです。つまりアダム・

スミスが道徳の先生であるように、彼は自由に

やるということについて、条件を付けているの

です。それが、「心の習慣」という考えです。

自由だけれども、みんな「心の習慣」を持って

いる。つまり、みんな「心の習慣」というのは、

同意というような言葉を使って訳されています

が、みんなが同意する、みんなが何となく「そ

うだろうな」と思うこと、これはちゃんと守る。

例えば嘘をつかないとか。人は騙さない、額に

汗して働くことは大事なことだとか。例を挙げ

ればいくつもあります。例を挙げることはあま

り意味がないので、それはそれぞれの各人の心

の中で習慣として、身についていれば、総体と

して自由な素晴らしい社会ができるのです。そ

ういう習慣を持っている人は、自由にやってい

いです。やりたいようにやっていいのです。た

だし、その人は習慣で、絶対みんなが認めない

ような、やってはいけないことは絶対にやらな

いのです。

このことは、アメリカが独立した直後に、有

名な「アメリカン・デモクラシー」という本を

書いたフランス人のアレクシス・ド トクヴィ

ルが指摘した「心の習慣」という活字で出てく

るのです。ですからアメリカ人は、「Habits of

Hearts」と言いますが、非常にこれを大事に



- 230 -

します。

アメリカ人が一番嫌う言葉は、「You are not

fair」、フェアでないということをものすごく

嫌います。フェアというのは何かというと、要

するに、ジャスティスではないのです。フェア

なのです。つまり、皆が認めるもの、それをち

ゃんと守っている、嘘をつかないというのはそ

の典型でしょう。人を騙さないことも典型でし

ょう。そういうことはちゃんと守る代わりに各

人が自由にやってよい、そうすれば素晴らしい

社会になる。こういう考え方です。

アダム・スミスが「国富論」を書いた時とい

うのはちょうどフランス革命が行われた時で

す。これは恐らくヨーロッパの当時の空気です。

なぜこのような話をするかというと、実はフラ

ンス革命が行われた、つまり人権宣言が発令さ

れた。アメリカの独立革命がその前にあって人

権宣言が確認されてます。その時代の人権宣言

の思想の父親というのは誰かというと、つまり

フランス革命の思想的父親は誰だったかという

と、ジャン・ジャック・ルソーなのです。ルソ

ーという人は、一生をかけて人間が幸福になる

にはどうしたらいいかということを考えた人で

す。

彼の結論は、これはフランス革命に出てくる

のですが、自分で決めるということが幸福であ

る、という結論を出すのです。幸福なんて多様

ですから決めようがないです。ものすごい金持

ちになっても少ししか幸福を感じない人もいる

でしょう。そうするとお金では計れない。すご

く家庭的に恵まれていても、幸福だと思わない

人もいる。そうすると、結論として彼が考えた

のは自分で決める人生。これを送ることができ

れば、人間は幸福になる。それが幸福に至る道

だ。

実はジャン・ジャック・ルソーは、それを「エ

ミール」に書いているのです。最初の教育書と

いわれる本です。その中で彼は、自分で決める

ことができるようになる力を自分の身につけ

る。だから我々が教育を行うのはそのためなの

です。

もっと言えば、民主主義社会というのはどう

いう社会かというと、誰でも何にでもなれるこ

とを認める社会なのです。それは、自分で決め

る。その背景には、今言った「心の習慣」とい

うようなものがある。それを、今の公立の先生

方は、「人格の完成」なんて言っているのです。

人格の完成といわれる中身は、ルソーから出て

きているのです。

もう一つそれを確認する意味で言いますと、

特色教育をする必要があるというのは、子ども

たちが成長発達段階の中で微妙に変化してきて

いることを無視して、大人が押し付けてはいけ

ないということを分かってもらうために言って

いるのです。言っている人格の完成ということ

に代わって言えば、大人が自分たちの枠でそれ

に至れば人格が完成されるみたいなことは教育

の場では言ってはいけないのです。言っていい

分野がある、それを広げてしまうとまずいよ、

という話です。

言っていい分野はどこかというと、理性にか

かわる分野です。これは、大変面白いのですが、

フランスの数学家であり、哲学者であり、思想

家でありますデカルトという人が理性というこ

とを非常に正確に定義しています。私は便利な

のでよくこをれ使うのですが、デカルトという

人は、理性を非常に尊重した人です。それを大

事にしなければいけないと言って。これはヨー

ロッパの思想の中核でもあります。ですから理

性という言葉は、英語で言うと reason で、ド

イツ語で vernunft、フランス語だと raison で

す。要するにそれぞれ言葉があるように、すご

く大事にしている。この理性を大事にするとい

う考え方は、理性の持ってる力（デカルトが定

義）、それは何かというと、多様な意見がある

時、とにかく人間だから多様な人間が多様な意

見を言い出す。その多様な人間を整理して、意

見を整理して、誰もが納得できるような結論を

出す力が理性の力だというのです。だから理性

を持つということはそんなに簡単なことではな

いのですが、これは2,500年前にギリシャの哲

学者であるソクラテスとか、プラトンとか、ア
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リストテレスも同じようなことを言っていま

す。みんな同じことを言っているのです。人間

にはそういう力があるのだと。それを伝えるこ

とが人間を幸福にして、自分で決めるというこ

とができる。それを伝えるのが教育の重要な役

割だ。それが近代学校というものの中身なので

す。

それは証拠があるのです。つまり先程言った

ように、教育というのは、人間を幸福にするも

のです。幸福にするために人間は教育を受ける

わけです。学校に何故行かなければいけないか

と聞かれたら、それはお前が幸福になるためだ、

と答えればいいわけです。幸福は自分で決める。

しかし決めるといっても正しく決められないで

す。だからいろいろなことを学ぶわけです。そ

の一番の中核は理性です。

しかし、私たちの歴史を見ると、人間が幸福

になるということを考えると、何か出てくると

思うのです。そうです、宗教です。ですから現

実に、今から200年くらい前までは、人類社会

で教師というのは宗教家だったのです。お調べ

になると分かります。全員宗教家です。それは

幸福になるために学ぶのだから、宗教が一番手

っ取り早いし、確実なのです。

会津の日新館でも「ならぬものはならぬ」と

いう有名な校訓があります。あれを見て吹き出

してしまいました。吹き出したというのは尊敬

して吹き出したのです。7項目くらいあって、

最後に「ならぬものはならぬ」と書いてあるの

です。これはすごいなと思いました。神髄に触

れています。「ならぬものはならぬ」というの

は要するに、アダム・スミスが言う、みんなが

認めていることです。これは駄目なものは駄目

なのです。例えば人を殺してはいけないとか。

そんなものは「ならぬものはならぬ」というこ

とで、教育の場で扱って構わない。しかし人格

の完成ということになったら、踏み込む範囲が

限定されているのだということを教師が理解し

ないと、宗教家が俗人の教師に代わったという

理由がなくなってしまいます。もしそれ以上踏

み込みたいのであれば、宗教家になったらいい

のです。だから教師というのはそういうものだ

と私は思っているのです。道徳教育というのは

非常に大事ですが、私はやる自信がないから周

辺の話で子どもたちに考えてもらいます。僕は

こう考えているくらいは言いますが。これは少

し余計な話ですね。

では、特色教育を考えるための、最初の話と

して、奴雁(どがん)という言葉を使ってみたい

と思います。奴雁というのは、雁ですね。雁と

いうのは、季節によって渡来する鳥ですから、

昔から、知識を伝える役割を果たすということ

で教育の場に表現の言葉としてよく使われる。

福沢諭吉が明治7年に、「教育者は奴雁たるべし」

という有名な講演をしています。奴雁という言

葉をあえて、非常に漢籍に詳しい福沢諭吉が言

うのだから、どこかに原点があるだろうと思っ

て、いろいろ調べましたが分からなかったので

す。唯一これかなと思ったのは、宋の時代、日

本でいうと室町時代でしょうか、陸遊という、

宋の詩人がいるのです。その人が使っているの

です。ですから、それをご存知でお使いになっ

たのかどうか、福沢諭吉先生には聞いていない

から分からないですが、奴雁というのはどうい

うことを意味してるかと言いますと、その陸遊

の詩に出ているのですが、餌があると、群れの

雁は一生懸命になってついばみます。教師はそ

れをしてはいけない、一緒に餌をついばんでは

いけない、と。ずっと周りを見渡して、常に見

渡して、全体の状況を把握して、群れの人たち

に伝える。これをしなさい。こういう意味で奴

雁という言葉が使われているのです。

特色教育を考える場合に、この教師の役割と

いうことをまず考えてみたいと思います。その

ためには、世界の状態をまず知る必要があるで

しょう。今、日本に我々は自信を持とうという

話をしたのですが、6月30日にパルサ・ダスグ

プタが発表した「The Real Wealth of Nations」

という論文の中身は、富の計算についての新し

い提案です。これは今、非常に話題を呼んでい

ます。今までの GDP を中心にして、つまり物

のフローを、流れを中心にして、富を計算して
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いる。それで計算すると、今、世界1位がアメ

リカ、中国が2位で、日本は3位に落ちてます。

アジアで GDP 計算で、パーヘッドで富を計算

すると、アジアでは1位はシンガポールです。

間もなく日本は3位になります。香港に抜かれ

ます。これは、日本の置かれた状態で、よく報

道されているからご存知だと思います。ダスグ

プタさんの論文によると、富の計算はフローで

はなくて、ストックで量れる。それで要素を3

つ挙げているのです。1つが今の GDP のフロ

ーです、物の生産能力。それから2つ目が人的

資源、つまり教育とか技術力だとか蓄積された

いろいろな能力です。これを数値にして、彼が

すごいところは全部それを数値にして計算して

いるのです。3番目が自然遺産、自然の資産、

森とか石油とか鉱石とか。日本の自然、自然資

源なんていうのは、ものすごく小さいのです。

あるかないか分からないくらいです。しかし他

の人的資産と生産力が巨大です。それで計算す

ると、1位はやはりアメリカなのですが、2位は

日本です。中国は7位でした。それからパーヘ

ッドで計算し直すと、日本は断トツ1位です。

比較にならないぐらい、数字が大きいのです。

要するに長生きして健康で、みんなが勉強が好

きで、全体のレベル、能力が高いとこういうこ

とがその富に計算すべきだというのが彼の主張

で、それが今少し話題になっているのです。で

すからそういう計算をすると日本は1位なので

す。まずそれは知っておく必要がある。世界を

見渡した時、それに自信を持つべきです。

しかし、これがいつまで続くかといったら、

少し心配です。証拠があります。この春、EU

が経済問題で裂するのではないかという大騒動

が起きて、それを理由にフランスの大統領の選

挙がありました。それで、経済を中心にして、

活動していたサルコジが落選し、オランドが当

選しました。フランスの場合は、大統領になる

時に、大統領になる人はオマージュといいまし

て、自分が尊敬する人を取り上げて、その人に

対してなぜ尊敬するかということを演説する習

慣がある。オマージュで、オランドが誰を取り

上げるかなと思って、非常に関心があったので

す。例えばシラクはドゴールを取り上げました。

オランドは誰かというと、ジュール・フェリー

でした。ジュール・フェリーというのは、フラ

ンスの教育の中にライシテの原則という、教育

と宗教は別だということを確立した人です。ジ

ュール・フェリーは、日本人には有名ではない

ですが、フランスではもう大変有名な人で、女

子教育をフランスで初めて作り上げた人です。

その人を挙げて、その功績を称えたのです。経

済で当選したオランドが、教育を言ったという

ことが僕は非常に、ヨーロッパ文化はやはり深

いなあと思いました。残念なことに、私たちの

国のリーダーは、教育のことをあまり言ってく

れない。

しかし、パルサ・ダスグプタの新しい論文で

も分かるように、その教育というのがやはり基

礎なのです。あらゆるものの基本です。間違え

ないようにして着実に作り上げていくという作

業を我々はしていかなければいけない。それが、

私立学校のやれる仕事の重要な部分です。

やれるかどうかの鍵はやる人が自信を持って

いるかどうかなのです。やる人が自信を持って、

相手がそのことに安心感を持っていれば効果が

あるのです。やる人が自信がなくて、フラフラ

しているとすぐ勘づきますから、疑っているよ

うな目で担当者、関係者を見ている間はどんな

いいことをしても効果は上がりません。ですか

らそこをまず、はっきりしてほしいのです。例

がないかなと思って考えてみますと、あるので

す。大阪です。

大阪は私立と公立を両方とも授業料を無料に

しました。条件を付けて。結果どうなったかっ

ていうと、公立に空き定員が出たのです。私立

は定員より増えてしまったのです。これはご存

知ですよね。だから私立は、授業料が同じだと、

公立よりいいことをしているという証拠なので

す。ですから、橋下さんはカリカリして、その

空き定員だった公立は3年間足りなかったら、

空き定員だったら、潰すと言っています。それ

で、大騒ぎしているけど、まあつぶれて当然で
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しょう。

だから我々がやっていることは、あまり間違

ったことはしていない。現実には、授業料無料

のところと競争しているわけです。そんなこと

は大したことはないというように思わなければ

いけません。なぜなら自分の子どもを授業料が

安いからということで行かせますか。いい教育

をしているところには、授業料関係無しに行か

せますよね。どのようなことをしても、子ども

の教育には親としてできるだけのことをやると

いうのは、言ってみれば、子どもを持って育て

た人には当たり前のことです。だからあまりそ

ういうことを気にすることはない。大事なこと

を自信を持つことです。自分たちのやることは

間違っていないと。

その自信は、ただ単なる自信では何にもなら

ないのです。ちゃんと理由がなくてはいけない。

理屈づけしなくてはいけない。理屈づけするた

めには、まず世界の情報を、状態を見る。世界

はやはり教育を非常に重要視しようとしている

という流れになってる。我々も先進国の一員と

して教育についてしっかりとやっていく必要が

あるだろう。その点から言うと、日本は、はっ

きり言うと、これからいろいろ問題を起こすだ

ろうと思います。ですからよほど頑張らないと

いけないと最近は特に思ってます。

これは、アンガス・マディソンというオラン

ダの経済学者が作った有名な表です。

これは1820、1950、1973、2003、2030年のも

のです。この予測でいきますと、1820年代は先

進国といわれる地域の富が3割弱です。中国は

アンガス・マディソンのGDP推計

2

一国で33％です。インドが16％で中国の半分で

す。その他、アジア。ですから、今先進国とい

われる国は3割で、世界とアジアだけで見てみ

ると、世界の富の6割は、アジアに集中してい

た時代、これが1820年代。これはその後大きく

変化してきます。一番変化するのは中国です。

1950年代から今は4.6ですが、2003年は15.1％

になります。そして2030年には、23％に回復す

る。これは何を意味してるかというと、全体的

に、世界の富の動きが、今までは世界が西ヨー

ロッパ(EU)とアメリカとそれから日本という

3つの極で動いていたのです。例えばアフリカ

はヨーロッパが面倒見る、それからアメリカは、

南アメリカを面倒見る、アジアは日本が面倒見

る、という構造がこの時期はあった。これは、

今でもその流れは消えてません。その印象を皆

さんは持っているのです。しかし、これは終わ

りました。ですから3極構造で世界が動いてい

るという構造は終わったのです。これからは多

極化していという時代になる。何故このような

ことを言うかというと、今の中高生が生活する

時代はそういう時代です。我々が持ってる常識、

3極構想で世界を動かしているというのは終わ

った。少なくとも次の世代の子どもたちが活躍

する時代はそうでない。もっと多極化している。

ダイバーシティという言い方がありますが、多

極化多様化されている世界というのを意識し

て、その時に何が必要かを考えて教育してく必

要がある。こういうことです。これは非常に、

私たちが意識を変えるために重要な要素です。

だから、日本は今、何かあればすぐ国連に、

あるいはアメリカに、で済んでいますが、これ

は間もなくそうはいかなくなる。多様化してき

たら直接やらざるを得なくなるのです。それぞ

れが力を持ってます。

これは昨年の11月にユネスコの総会が開かれ

て、ユネスコが示していた教育水準の国際基準

を改正したのです。これからの教育を考える時

に参考になることなので、少し紹介していきま

す。
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どこが改正されたかというと2カ所です。

一つは、学校以前のところ、それからもう一

つは高等教育。ここがかなり細かく分けられて

いる。この学校教育以前のところはユネスコ加

盟の先進国のいくつかはもう既に義務教育で

す。この分野は世界的にもう義務教育になって

いるのです。日本は遅れています。しかしその

方向に動き出しています。今、民主党政権が考

えている子ども園というのでしょうか、総合子

ども園でしたか、年中変わるから、いちいち覚

えていないですが。とにかくあのような制度は

これを意識している。全員に一定の考えられた

教育をさせていこうと。これは20世紀の最後に、

アメリカで、有名なヘッド・スタートという実

験が行われました。幼児教育がものすごくソー

シャルコストを下げることの実証です。アメリ

カ的ですが、証明をしたのです。きちんとした

教育をしておくと、大人になって法律を破るよ

うなことはしない、急に少なくなる。そうする

と健康も維持できる。お巡りさんも少なくて済

む。総体的にはものすごくプラスになるという

ので、ここをきちんとやろうといって、アメリ

カは早速始めて、ヨーロッパも始め、日本も始

めようとしている。日本はここは保育園と幼稚

園が分担してやっています。全然受けていない

子もいました。それを統一して、きちんと教育

をしようという話です。これが一つあります。

表 教育国際標準分類（ISCED）教育プログラムのレベル

ISCED2011 ISCED1997

01 早期子供記 early childhood
（発達 development） ―

02 早期子供記 early childhood
（初等前 pre-primary） 0 初等前

1 初等 primary 1 初等

2 前期中等 lower secondary 2 前期中等

3 後期中等 upper secondary 3 後期中等

4 中等後・非高等 4 中等後
post-secondary non-tertiary ・非高等

5 短期高等 short-cycle tertiary 高等第一ステージ
6 学士又は同等 bachelor or equivalent 5
7 修士又は同等master or equivalent

8 博士又は同等 doctor or equivalent 6 高等第二ステージ

それからもう一つは、ここが、高等学校の先

生方には非常に関係があります。どういうこと

かというと、従来、初等中等教育といわれる小

・中・高は、プライマリー・スクール、それか

らセカンダリー・スクールだったのです。ポス

ト・セカンダリーという言い方をする場合もあ

りますが、基本的にはプライマリーとセカンダ

リーです。それに「第三の」という意味で、タ

ーシャリーという分野を作りました。つまりプ

ライマリー、セカンダリー、ターシャリー、三

分野で中等教育を整理する。このターシャリー

は、一部もう高等教育に入っています。

この高等教育に入っているという意味はどう

いうことかというと、日本は制度が非常に硬直

していまして、一部の職業高校を除いて、高等

学校が終わらないと、職業教育はやらないとい

う仕組みになっているのです。専門学校でも何

でも、全部高校を卒業しないと受けられない。

そういう非常に固定的な仕組み。ここのところ

で、ユネスコはターシャリーという分野を新た

に作ることによって、その連続をうまくしてい

る。これは、先進国にとっては、子どもたちが

教育に関心を持ってくれるというメリットがあ

る。開発途上国、これからの国にとっては、効

率的に教育をすることが職業につなげられる。

この考え方は、これから教育の世界を占め、

世界の常識になってくるだろうと思います。つ

まり生涯学習というのは、そういうことを言っ

ているのです。社会における職業的な活動を保

障するために、学校制度があって、そこでの学

位は社会に活躍するための、日本では、日本語

で段位と訳されていますが、クレジットです。

例えばマスターであれば何の職業では何段だ。

給料はいくらだ。その制度はヨーロッパ、EU

諸国では始めています。ですから、どこかの国

のように、一番の大元はドイツでしたか。フン

ボルト式の大学分野をやっているためにものす

ごく遅れてしまったのです。今、ドイツは必死

になって変えようとしています。やはり旧来の

ことがあるとなかなか変えにくい。象牙の塔で

す。だから社会とも連携がないものだから、ど
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んどん孤立化していく。ガラパゴス化している

のです。そこのところを社会と連携をさせなが

らやっていくということでうまくいったのがア

メリカ式の大学です。世界中が今、アメリカの

大学のやり方に変えようとしていて、日本も一

生懸命それをやってます。

大体ドイツには大学院がないのです。この間、

見に行ってびっくりしました。旧来型だから大

学で十分ということです。私の卒業した東京大

学の法学部では、大学院なんて行くのはクズが

行くといういうふうに言われました。だから大

学院を出たのと同じくらいに、学部を出た時に

は力を持っていると言われるのです。だから、

学部を出てすぐに助手になるのです。それは昔

のフンボルト型の典型的なスタイルです。ごく

少数なら当てはまるのでしょうが、教育は民主

主義社会に有用であると考えられて、それに税

金が使われるようになると、誰でも何にでもな

れるという社会です。何にでもなれるように教

育は普及させなければいけないのです。大学も

どんどん普及していかなければいけない。現実

にそれはみなさん方が目にしている。そうなる

と、ドイツ型はもう無理なのです。だからアメ

リカ型の大学に今、変わりつつあります。大学

院の役割が全然変わってきてしまいました。

この部分は高等学校についても、この変化と

いうのはずいぶん大きい。日本はこれをキャリ

ア教育という言い方をします。高等学校でキャ

リア教育を入れるということを言っている

一つは職業に対する認識があることによっ

て、学習することや勉強することに対して情熱

を持たせよう。決まった形で、この通りやれっ

と言って、今の子は「はい、そうですか」とい

って参加することには躊躇があるのです。何故

かというと、小さいころから「自分で決めろ」

と言われているからです。自分で決めるという

のは民主主義の原則です。全員が投票するんだ

から、自分で決めろと言われて、「これやんな

さい」と言っても、子どもはそれは躊躇してし

まうのです。その理由を説明してやる必要があ

る。納得させる必要がある。だからこの部分が

それです。こういう形で登場してくる。私たち

的には、それをキャリア教育といっている。だ

からそこの部分は、特色教育を考える場合には、

これから大きな要素になる。アカデミックな価

値とキャリア教育とどうしていくかというのは

なかなか難しい問題です。

今、大学と高校の連続ということで、どうや

ろうかと議論が始まっています。私学側からも

会長の吉田さんがメンバーに入って、これから

議論していきます。あの議論は、アメリカで大

体110年くらい昔に、conflict という英語で言

っていますが、行われた議論と全く同じです。

だからそれがどういう結果になるかはこれから

の議論ですから分かりませんが。アメリカのも

のは分かっています。

当時、ヨーロッパで第一次大戦があって、そ

の前後に大量の移民がアメリカに入ってくるわ

けです。この国は自由の国、民主主義の国、何

にでもなれる国、アメリカン・ドリームを持っ

てみんな来ます。だから教育に殺到するわけで

す。当時の統計資料を調べてみますと、シカゴ

で高等学校の生徒で3分の2は家庭で英語をしゃ

べっていないという報告があります。つまり英

語がほとんど家庭ではしゃべられていないとい

うことは、移民の家庭です。シカゴですからド

イツ系か東欧が多かったのでしょう。

当時、もちろんアメリカにはヨーロッパをま

ねた素晴らしい大学がいっぱいありました。ハ

ーバードをはじめアイビーリーグといわれるよ

うな大学から州立大学もできていました。

アメリカには当時、全米教育協会というのが

あって、その会長はハーバードの学長だったの

です。委員がリストアップされまして、ほとん

ど有名な大学の偉い先生です。見ていると面白

いです。ウッドロー・ウィルソンなんて出てく

るのです。大統領になった人です。彼は確か大

学の先生です。では何をやったかというと、大

学へ来るためには、ラテン語をちゃんとこれだ

け勉強しようと、数学はここまでやっていなけ

ればいけないと、厳しいことを決めるのです。

全米教育協会の役員がそれだから。ところが、
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英語がしゃべれない子どもが大量に高校へ来て

いるのだから、ほとんど大学に行けなくなって

しまいます。それで大問題が起きるのです。ア

メリカは第4代大統領マジソンの時に国立大学

は作らない、国の精神として、国立大学は作ら

ないと決めています。結局その民間で話し合い

をして決めるより仕方がない。大論争が起きて、

その論争のことを conflict というのです。結論

は conflict の結果、全米教育協会のメンバー、

リーダーが総入れ替えになりました。普通の公

立の校長さんたちが役員になるわけです。大学

の人は一人もいなくなります。どうなったかと

いうと、厳しい条件は付けないで大学に入れる

ということを大学側が飲まされるわけです。そ

れからアメリカの苦労が始まるわけです。

百数十年間アメリカが努力した結果、出来上

がった大学の形、羨望の的でいわれている大学

のシステムをアメリカは作り上げたのです。こ

れはどういうシステムかというと、機能別とい

うものです。functional な役割に応じた大学と

いうもの。確かカーネギー分類だと13ぐらいで

す。一番トップが Research University、ハー

バードとか。一番下は Community College、

これはバス2駅行くとあるという大学です。明

日から行きたいなと思えば入ることができるの

です。それがアメリカ中にあります。

それで、アメリカの大学制度の優れていると

ころは、Community Collegeに入った学生が

一生懸命勉強して一定の力付けると、ハーバー

ドだろうがどこだろうが行けるのです。非常に

流動性が高い。そのことがアメリカの大学を活

性化して、世界有数の大学をつくりあげます。

アメリカの大学数は3,000近くあるでしょうか。

日本は大学の数は決して多くないです。進学率

も少しも高くない。みんな大学に行って、ちゃ

んと勉強してくれないと何十年、あるいは何年

か先の日本は世界と競争できなくなる危険があ

ります。

今の高校の振興方策、見れば分かりますから

説明もしません。

今、日本の国は、振興基本計画、教育振興基

本計画というものを、5年ごとに作って、国全

体として、これから5年後の教育をやろうとい

うことです。これは、教育基本法に書かれてい

ます。第1回目の基本計画は作られました。今5

年目に間もなくなります。第1回を反省して2回

目の教育基本計画ができ上がりつつあります。

これは私は第1回目の時は責任者であって、第2

回もその関係で関わっていろということで手伝

っていますが、間もなく出来上がります。

この中身を見ていただくと、4つの基本方針

ということで、8つのミッション、それから29

のアクション、細かくいろいろ出ていますが、

日本としてやらなければいけない。こういう方

向にこれから5年間いきますよ、ということで

す。

日本の傾向としてどうだというと、これはも

う実に心配なことです。内向きというやつです。

これが証拠です。アメリカへの留学生は急激に

落ち込んでいるのです。
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ノーベル賞もらったっというので皆喜んでる

います。日本でもできると言っていますが、実

は、山中さんもアメリカで研究しているのです。

日本ではできていないのです。だから、どうし

ても行ってほしい。今はもう世界中の優れた頭

脳はとにかく1回アメリカで修行しているので

す。行ってほしいですがなかなか行かない。こ

れが若者の実態です。

これは教育者の責任です。こういう人たちを

作り上げてしまった。全責任ではないが、一部

責任があります。セブンイレブンがあり、トイ

レはウォシュレット。日本に居たら最高です。

行きたくないという気持ちは分からなくもない

が、そこは我慢しなさいということです。

大学の進学率です。

日本より低い進学率は、インドネシアとかア

ルバニアとかトルコとかメキシコとかそういう

国です。ドイツが低いです。ドイツは本当に困

っている。アメリカとか、要するに先進国は、

一番高いのはラトビア97％。すごいです。もっ

ともこれは18歳で進学するのではないです。年

取ってからも進学します。

アメリカの大学生と日本の大学生を比べてみ

ると勉強していない。勉強してくれていない。

これはもう確実に日本は力を失っています。

若者の今の現状はどうだというとフリーター

の数が減らない。将来の職業選択のために、フ

リーターをするという積極的な意味であればい

のですが、そうではなくてなんとなくフリータ

ーをしている。フリーターの3人に1人は普通科

の高校の卒業生です。キャリア教育はそういう

意味では、その部分では違った意味で必要にな

ってくる。

無業者。6万2,000人、最近の統計でもそうで

す。この間発表になった数字をメモしたので申

し上げると、例えば大学卒で言うと、この3月

に卒業したのは日本全体で56万人、その内ニー

トが6％、3万3,000人。進学もしないし就職も

しないというのは15.5％、8万6,000人です。大

学にも入らない。これが今の日本の現状です。

しかも、離職率が非常に高いです。高卒、短

大卒、大卒。短大までだと就職して3年以内に

辞めてしまう。それから大学でも3人に1人は辞

めてしまう。これはやはり教育の責任はないと

は言えない。我々はいろいろなことを考えてや

らなければいけないです。

なおかつ、いじめとか、児童相談、児童虐待

の問題があります。児童虐待の最近の統計では

ものすごく増えているのです。いじめは減って

いるようですが、実は計算すると増えている。

何故か。生徒が減っているからです。数でいく

と減っているように見えるけれども、比率でい

うと増えている。児童虐待もそうです。学校内

のいじめの問題というのは全く減っていない。

ついでに申し上げると、この15年間に、正確

な統計を調べてみると、不登校の児童生徒の割

合が、小学校で1.9倍、中学校で2.2倍、校内暴

力件数は小学校で1.9倍、中学で1.4倍。それか

ら日本語指導の必要な外国人児童生徒が、中学

も小学校も共にこの15年間で2.6倍になってお

ります。それで発達障害等のある通級児童生徒

数は小学校で4.2倍、中学校で11.6倍です。生

活保護が必要な家庭の児童生徒は、小学校でこ

の15年間で1.5倍、中学校で1.9倍です。だから、

学校を囲む環境は、すごく厳しくなっているの

です。今までと同じことをやっていたのでは駄

目なのです。そこで私立が登場します。登場し

なければいけないのです。公立はもう完全にア

ップアップに近い状況です。大体、そのための

方策は、一つは、一人一人の教員の力量のアッ

プです。大学院レベル、修士レベルの教育を必
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要とするというような方針を出したら、もう現

場は大反対ですよね。私に言わせたら何を考え

ているんだと思いますが。

愚痴として聞いてほしいのですが、第二次大

戦で負けた時、日本は教育制度を変えました。

その中で素晴らしかったのは先生は大学を出て

いなければ駄目だということに決めたのです。

1945年その当時は日本は高校出身でよかった。

アメリカでもベトナム戦争までは高校出身でよ

かった。ところが、大学を出ていなければ駄目

だと決めたことによって日本の教育の質が一挙

に上がるのです。師範学校というのは、今で言

えば高等学校です。大学を出ていなければ駄目

だということを決めたことによって大きなプラ

スがあったのです。その後ずっとその影響はあ

りました。

しかし、戦後60年の間に、世界中がどんどん

変わってきている。今はヨーロッパ、北欧は、

完全に大学院卒でなければ先生になれないとい

うことです。ヨーロッパでもどんどんそういう

変化が起きている。先生が尊敬されているので

す。ところが日本では大学院出を修士レベルで

と言っているのです。つまり学部を卒業しただ

けでは駄目なのだから、もっと勉強して力をつ

けて生徒と会ってくれと言っているのに反対し

ているのです。何を考えているのだ思いますが、

それはいいです。僕は間もなく亡くなりますか

ら、若い人が考えればいいのですが、これでは

必ず何年かの内に日本はおかしくなります。

戦後の教育がよかったというのは、いろいろ

なことが原因としてありますが、経済も発展し、

いろいろなことが経済問題としてありました

が、基本的には教員の質を一生懸命になって確

保した。義務教育をやるために、ものすごく苦

労をしながら実行してきた。全員が学校に行け

るようにしたのです。給食もやりました。いろ

いろなことをやったために、それが、効果とし

て、活きてきて戦後の復興があった。これは今、

皆が認めていることです。

ところが、これからの日本の教育というのは、

皆さんが迷ってしまっているのはある意味当然

なのです。経済発展の例で考えるとわかりやす

いです。初期の段階から中レベルの段階にいっ

て、中レベルの段階の国が高度に発達したレベ

ルまで到達するという、段階的に経済発展をし

ていくわけですが、アジアがすごいというのは、

初期の段階から中レベルまでくるスピードがす

ごかったということなのです。個人的な尺度で

言えば中国でもまだまだこれからです、中レベ

ルです。それから先程言った、パルサ・ダスグ

プタの分類で言えば、中国はまだまだ、真の意

味で中途の発達段階の国です。開発途上国の一

種です。

ところが経済の発達として考えると、この中

途段階から、抜け出た国があるわけです。それ

はヨーロッパのいくつかの国、アメリカ、日本

がそうです。そこではもう教育の質が大きく変

わっていなければいけないのです。つまり経済

発展は人件費だとか物流ではなくて、イノベー

ションができないと経済発展ができないわけで

す。新しい、誰も気が付かなかった、誰もでき

なかったことを思いついて、それを考え出す力

を身に付けていないと、そういう国民でないと、

高度に発達した経済段階までに到達できないの

です。

山中伸弥さんのノーベル賞。すごく皆が喜ん

でいる。あれは日本発の本当に日本的な技術開

発です。だって、普通の皮膚から、iPS 細胞を

作ったわけです。「もったいない精神」です。

普通なら垢になって投げ捨てるような物を活用

してるわけです、すごいです。まさに日本人で

ないと思い付かないだろうということを言って

いますがね。

だから、これから教育の中身は、そういうこ

とを意識しながら変えていかなければいけない

のでしょうが、現実問題としてはいろいろ大き

な問題が存在しています。現実に目の前にある、

例えば内向きをどうするか、グローバル人材を

どう養成するか、あるいは日常的ないじめだと

か、家庭の問題、ドメスティックバイオレンス

(DV)というのがいろいろなところで出始めて

いるというところで、子どもたちをどう健全に、
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成長させていくお手伝いができるのか。大きな

問題がたくさんあるのです。

それにどうやって取り組むのかというのは、

私立学校にとってはいい課題なのです。だから

特別な教育を考えるというのは、それを考えつ

けば、それこそ大阪の公立高校の定員が割れて

私立が増えるという、まさに私立が努力した結

果です。ではどういうふうにするのか。それを

少しお話しします。

21世紀の世界と日本という、これは今言った

ような話が中心です。これはいろいろとあるの

ですが、話しているとキリがないからやめてお

きます。ただし、東北大震災というのは、日本

にとっては大変不幸な出来事ではありますが、

日本が変わるにはいいチャンスです。現実にヨ

ーロッパでも、それに似たような事件が、ポル

トガルのリスボンで起きているのです。リスボ

ン大地震といわれる大きな地震です。これでヨ

ーロッパ社会が変わりました。そういう意味で

は日本も変わっていくのかなというふうに思い

ます。そういう巨視的な視野で申し上げるのは

大変申し訳ないのですが。このように震災が多

い国で生きているから、日本人はそうやって生

きてきたのだと思います。

今年は「方丈記」、鴨長明でしたか、が出さ

れて800年たつそうです。方丈記に書いてある

被害はすごいです。竜巻もあるし、大地震もあ

るし、それから遷都です。あれを読むと日本は

とにかくもうひどい国だなと思います。800年

前はそうだったのです。災害の中で、我々は生

き抜いてきたのですから、災害の意味というも

のを前向きにとらえて、考え方をより良くする

という意味で活用する。そういう視点がとても

大事だと思います。方丈記をご覧になりますと

元気がでます、元気がつきます、昔からこうな

のだと思いますから。この間、竜巻があって、

日本は変わってしまったのではないかというこ

とを新聞で書いる人もいましたが、なんてこと

はない、800年前から京都に大竜巻が起きて、

大騒ぎになっているのです。そういう災害の多

い国なのです。要するに、大陸の西の端と東の

端とを考えると、西は太西洋側で波が静かなの

です。いろいろな関係で、東の端は波が荒いの

です。だからその荒い島のところにできた文化、

しかも地震が多くて火山帯。それなりに2万年

ぐらい生きているわけですから、日本らしい文

化ができて、それがやはり、山中さんの発明が

日本的だと申し上げましたが、日本の文化が生

んだ新しい技術開発で、それが世界の役に立つ

というふうに考えると、前向きにいろいろなこ

とが考えられるのではないかという気がしま

す。

それから、「学校に期待されることを考える」。

これは先ほど申し上げました。人の重心、社会

の重心。なぜこのような言葉を使っているかと

いうと、要するに学校の役割というのは、社会

とかいろいろな人が学校に期待していることが

あるわけです。それは多様な社会になればなる

ほど、人によって皆違うのです。だから全員に

対応できるわけないよという話になります。だ

けど、河合隼雄さんの、これはすごくいい言葉

で僕はよく使うのですが、「人は多様な関心を

持つけれども、必ず重心を置いてるところがあ

る」というのです。いろいろなことをしたいけ

れど、これが一番いいというのが社会にあると

いうのです。社会も成熟社会になればなるほど

多様な期待、多様な希望がある。だけど、その

中でもこれが一番大事だというのがある。そこ

をどう嗅ぎつけるか、どう把握するか。それは

それぞれの学校が、きちっと把握した学校が、

そしてそれに対応したことをしっかりやった学

校が、社会から評価されていく。授業料関係な

しにです。生徒がきて、学んでくれるわけです。

そこは、非常に大事なことです。だから、これ

はリーダーとして、校長先生、理事長先生の能

力です。それだけのことができるという人はや

はりリーダーになってほしい。またリーダーに

なった以上それをやらなければいけない。こう

いうことが要求されていく。

利休七則という話をします。時間がないので

飛んで、利休七則の話になります。

利休七則というのは、要するに、おもてなし。
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利休という大天才がいて、私たちの国は世界

に冠たる、その点については評価を持ってる国、

日本の文化というのはそういう文化なんだ、こ

ういうふうに思われているのです。その肝心の

私たちの国がこの利休七則をあまりお考えにな

らない。忘れていると言ってもいいのでしょう

か。大体、利休七則とは何だと思われますか。

ご存知の方いらっしゃいますか。因みに、おも

てなし、つまり、社会なり子どもなりが、学校

に期待していることがある。それを探るために

おもてなしの気持ちというのが私たちの文化に

あるのです。そこをもう一度、再確認していた

だきたい。それを活用する必要がある。

ユネスコの大使に今度は千宗室さんがなられ

ました。2週間ぐらい前に任命された。世界的

に、文化・教育・科学技術・芸術等々、国連の

リーディングエージェンシーがユネスコです。

ユネスコの大使になったということは日本の文

化のその面における、良い、力強い、素晴らし

いものを認めているという証拠だと思っていま

す。千さんの先祖の利休という人が考えた、お

もてなしの七則というのがあるのです。聞いた

ことはありますか。茶道をおやりになってる方

は。念のために申し上げますが、「茶は服のよ

きように点て」。これは要するに飲み安いよう

に作れと、「炭は湯の沸くように置け」と、「花

は野にあるように」、「夏は涼しく冬暖かに」、「刻

限は早めに」、「降らずとも傘の用意」、「相客に

心せよ」。これを一つずつ解釈すると1時間ぐら

いかかります。あとはご自分で調べていただき

たいです。

要は、この表に書いてある、顕在化している、

潜在化しているという、生徒、親のニーズの対

応の仕方です。

私たちは教育機関であります。そこをはっき

りさせたい。その教育機関というのは、言うと

嫌な顔をするから言いたくないのですが、基本

的にはサービス業なのです。法律でもなんでも

全部サービス業です。だからサービス業という

分野がであるということをしっかり知っておく

必要がある。サービス業にかかわる心得が利休

七則なのです。

生徒（親）のニーズ

顕在化している 潜在化している

① ④

優れた 究極の

サービス ホスピタリティ

② ③

ホスピタリティ・ 日本的

サービス おもてなし

それで、いくつか言いますと、例えば優れた

サービスがあります。これは学校で言えば、学

習指導要領通りにやれば、これは優れたサービ

スです。学習要領通りにやっても、学校として

は優れたサービスなのです、やらなければいけ

ないといって決められたことをきちんとやって

いるのですから、それでいいはずなのです。し

かしそれは評価されるか。それは相手次第です。

親や子どもが評価するかは分からない。公立学

校で学習指導通りきちんとやっている、歴史と

伝統のある学校は山のようにあります。それら

の学校は評価されているのか。学習指導要領な

んて、10年に一度変えるという非常にゆっくり

としたペースですが、変わっていく。それでも

平気で学習指導要領で優れたサービスをしてい

るというふうに思っている先生が山のようにい

るわけです。社会から見ると少しも優れていな

いのです。

2回目はホスピタリティサービス。これは相

手を見て、相手に合わせてやる。優れたサービ

スより少し進化しています。学習指導要領通り

ではないことがあったとしても、これは相手に

よって、学習指導要領が目指してる中には、内

容が伝わればいい、やり方はいろいろ工夫があ

っていい。教科書を使って教えなければいけな

いけれども、100％使わなくても、精神的に、

あるいは中身において、考え方ができるのであ

ればやる。そのほうが評価される。そのために

はやはり、そのことを保障するような手続きが



- 241 -

必要です。どういうのが保障かというと、学習

指導要領通りやっているのであれば、必要ない

ものです。何でしょう、シラバスです。学習指

導要領にないけれど、うちはこういうふうにや

っているよということを、公にする必要があり

ますね。それは親の信頼が集まります。自信が

あれば是非シラバスをやってください。それは

ホスピタリティサービスです。大学は今もう競

争の現場にさらされています。東京大学はトッ

プに君臨していたのですが、世界との競争に挑

まれて27位。恥ずかしい話です。そのような状

況でもう必死です。だからシラバスももちろん

作る。

日本的おもてなし、これも大事なことなので

す。日本的おもてなしというのは、ご馳走とい

う意味です。日本人のおもてなしを典型的に表

すことができる。馳も走も走り回る。だから日

本は、我々はそういうところがあるのです。一

生懸命やっているとそれが評価される。日本で

は走り回っていればいいのです。しかしこれか

らはそうはいかない。

そして、究極のホスピタリティーというのが、

このような形で最後に求められるものです。

基本的な、今のような問題を克服して、ニー

ズ、つまり必要であるというふうに考える、生

徒や親に対する役割を学校が積極的に提言す

る、対応する、実現していく、この作業を行う。

これは、教育ということを考えるのであれば、

大事なところでしょう。それを考えつくために

はやはり世界の情勢、日本の情勢、これから先

の話です。それを理解していないと的確な予測

をつけることはできない。大事なことは、皆さ

んの目の前にいる生徒は、社会に出て活躍する

ときが、10年後、20年後、あるいは30年後です。

エコノミストの2050年という時代は、38年後で

す。経済はやはり進んでいるから、その時代ま

で予測しているわけです。教育の場で大事なこ

とは、予測を積極的に意識することです。つま

り、今のままやっていればこうなるという予測

です。2050年はその典型です。日本も今のまま

で変わらなければ、確実に老体国、今のままな

ら。老いさらばえた、あまり先行き元気のない

国です。だからそこから考えて、今を変える。

特色教育を考える時は、絶対先を見なければ駄

目です。そこに問題があるならそれを、どこに

問題があって、今どこを変えればそういうふう

にならないかというふうになるでしょう。だか

ら、それぞれの学校がそういう特徴を持とうと

思うならそういう、自らの立ち位置の設計を図

って、将来像を、これは社会が取り囲んでる、

世界が取り囲んでる、その中でどういうふうに

なっていくのかということを考えなければ、今

の問題は的確に捕まりません。これは現場でや

っていただきたい。それぞれの学校が必死にな

ってやらないと、本当に何十年か後には、ある

いは何年か後には、手のつかないことになりま

す。もうその時やっても遅いわけです。それは

時代の変化が激しい今こそ特に必要だと考えて

います。特色教育を取り上げる理由はそういう

ことです。頑張りましょう。

いずれにせよ私立学校が、日本という国にあ

るということはとても幸福なことです。私立学

校がない国はたくさんあります。ドイツはその

典型でしたが、意図的に私立学校を作り出して

いるのです。あのような国にならないように気

を付けないといけない。ドイツからなかなかノ

ーベル賞学者が出てこないことも示唆を含む事

実だと思います。

質問

最近 IB、バカロレアというのがありますが、

先生はどうお考えですか。

回答

インターナショナルバカロレアというのは、

非常に優れた面を持っているカリキュラムで

す。高2、高3のところで教える内容が全く変わ

るのです。つまり16歳で、脳みそが出来上がっ

ているという前提で作り上げられるわけです。

だから高2、高3の授業内容は、何か教えるとい

うよりは自分で考えさせるという、つまり課題

研究とか、論文作成に重点を置きます。それぞ
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れの発達段階を考えて作られたカリキュラムで

すから優れたところがあります。問題は、うま

くやらないとまずい点が起きる。

例えば数学などは明らかにゆっくりです。だ

から日本人が外国に行くと、すごく数学で良い

点を取るというのは、日本の教え方が良い。こ

れは世界に誇れると思います。ただしそれを使

う人がそれだけやっていればいいと思ってしま

っておかしくなったのです。学習指導要領は基

盤です。あれは学問的にいっても非常によく研

究されています。子どもの優れた能力を伸ばす

という点では、有益な有効な手段です。だから、

わけも分からずバカロレアに入れてしまうと、

まずい点ばかりが出てきてしまう。つまり、子

ども一人一人の個性を発揮するということに至

らないで、良いところが無くなってしまう。例

えば、数学ができなくなって個性も伸びない、

ということになりかねない。だから僕は、研究

された人が、おやりになるならいいですが、な

んとなく流行でやったら、日本全体にとっては

良いことはないなというふうに思っています。

国立教育政策研究所でも、バカロレアの研究

をようやく始めようとしているところです。こ

れを使う場合はよほど気を付けてやらないいけ

ない。僕は慎重にしたほうがいいなと思います。

ただ、その精神は、なかなかよくできてますか

ら、参考にして研究されることは意味がありま

す。ただ、教科書を使わないで教えるというこ

とになるとまた違った別の問題が出てきてしま

うとか難しいところがあります。どうするか、

というのが僕の今の見解です。日本私学教育研

究所でも研究を是非お願いします。
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「『子どもと向き合い、豊かな人間を育むことに心を砕く』という

教育の原理に立ち、『普通の教育』に励むことこそ大きな特色」

昭和女子大学総合教育センター 教 授 小 池 俊 夫

講師紹介

盛岡中央高等学校 副校長 千 葉 研 二

小池先生は1949年東京都にお生まれでござい

ます。1972年に東京学芸大学教育学部を卒業さ

れ、聖心女子学院初中高等科にお勤めになり、

その後、四国学院大学文学部助教授、財団法人

日本私学教育研究所研究部長等を経て、現在は

昭和女子大学総合教育センターの教授でいらっ

しゃいます。併せて、成蹊大学文学部非常勤講

師をなさっております。教育学、私学教育論が

ご専門で、日本カリキュラム学会､日本教育方

法学会､日本社会科教育学会、日本教師教育学

会等の会員をされてございます。主なる著書は、

「『生活科』を創る」等多数あり、大変ご活躍

いただいております。本日は「子どもと向き合

い、豊かな人間をはぐくむことに心を砕く、と

いう教育の原理に立ち、普通の教育に励むこと

こそが大きな特色」という話をお伺いすること

ができることになっております。本当に、貴重

なお話しをお聞かせいただけることを大変幸せ

に思っております。簡単でございますが、私の

ほうから先生のプロフィールをご紹介いたしま

した。

おはようございます。ご紹介いただきました、

昭和女子大の小池でございます。名簿を拝見し

て、またお顔を拝見して、かつてお世話になっ

た先生方もお集まりのようです。ほとんど進歩

してないのではということが明らかになってし

まうような、いつも同じようなお話をさせてい

ただくことになりますが。恐らく、田村先生が

グローバルというか、世界的な視野に立ちなが

ら、将来展望も含めて、総括的なお話をされた

と思いますので、私はもっと足元に寄せて、ご

一緒に考えてみたいと思います。

演題が非常に長いのですけれども、その演題

を見ていただければ、今日お話し申し上げるこ

との、サマライズしたものだということを、最

後に納得をしていただければと思います。それ

から、12時まで時間を頂戴しておりまして、時

間の関係で多少延びてもいいよということなの

ですが、すぐに盛岡駅まで走って行って、何と

か3時半からの授業にということでございます

ので、あまり延ばすことができませんことをご

了承ください。実は最近、学会でも平日に大会

を開くことはまずございません。大学も文科省

から授業回数を厳しく指導されておりますの

で、休講した場合には必ず補講しなければなら

ないのですが、補講日というのは、学生もたく

さん出てくるととても取れませんので、結果的

には、平日のこういう会の出張というのは非常

に難しい。今回は、何とか1時間目は助手に課

題を任せて、4時間目に帰りたいと思いますの

で、慌ただしくなりますことをまず最初にお詫

びを申し上げておきます。

それでは、挨拶などは省かせていただき、早

速本題に入ることにしましょう。

最初に私立学校という学校は、どういう学校

なのか。ここにお集まりの先生方は、管理職に

あられる先生方もたくさんおられて、今更とい
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うことなのですけれども。私立学校における、

特色教育ということですから、もう一度簡単に、

私立学校とは何かというのを、おさらいしてお

こうと思います。二つの法令をひきました。私

立学校法、そして教育基本法の第8条。この二

つは十分ご存知だと思います。実は、今、私は

昭和女子大学に行ってから、総合教育センター

の教職課程で中高の教員の養成の仕事をしてお

ります。

今、私立学校の教員になろうとしてる学生た

ちにとっては、かなり正念場に差し掛かってき

ています。自己 PRはどう書いたらいいかなど、

そういう細々と何回も添削をしたりしておりま

す。ところで、教員採用試験を受ける学生にと

っては、私学の適性検査でなければ、私立学校

法が出てくることはないです。教育基本法の第

8条というのは必須なものですから、暗唱して

いますので、先生方も十分ご存知だと思います。

恐らく先生方はこの第8条ではなくて、もとも

との教育基本法における私立学校の在り方につ

いてのイメージがおありになるのかと思いま

す。

私立学校法が先にあって、教育基本法がつい

この間改正されました。その改正したときの内

閣は、安倍晋三首相の内閣でありました。ひょ

っとすると、かなり高い確率で、近いうちに、

そう遠くはない将来か分かりませんが、再び彼

が登場する可能性が高くなっています。さらに

一歩進めて憲法改正案という方なのですけれど

も。

そういう流れの中で行われた教育基本法の改

正の中で、私立学校に関する規定が登場しまし

た。このことは、私学で働いておられる方は、

一様に素晴らしいことだと評価します。旧教育

基本法には私学について一言も触れていなかっ

たのにここで明確に規定されたというふうにと

らえます。それはもちろん間違いではないので

すけれども、では、私立学校法と同じような受

け止め方をしたものが、教育基本法に出てきた

かというと、かなり似てはいるのですけれども、

似ているということと、理念精神まで同じだと

いうこととは違います。そのことを最初に確認

しておこうということで、二つの法令をひきま

した。

私立学校法では、「自主性を重んじ、公共性

を高める」と規定しています。私は法律の専門

家ではありませんけれども、法律の文言あるい

は条項の立て方というのはプライオリティがあ

りますから、最初にきたほうが重視されるので

す。従って、私立学校法では自主性が重視され

て、しかし、公共性も当然あるのだから、とい

うそういう規定の仕方です。それに対して、教

基法の8条は、「公の性質および学校教育におい

て果たす重要な役割に鑑みて」というのが先行

いたします。私学といえども、公共性を持って

いるのだから、そのことを十分にわきまえた上

で自主性を発揮することというわけです。もち

ろんこのとらえ方も間違っているわけではあり

ません。私学が好き勝手な、身勝手なことをや

っていい、というわけではありません。公共性

を持ち、国民全体のため、ということが大事な

のであって、その上で、自主性も発揮していい

ですよ、というこのとらえ方ですが、私は少し

私学についての権力の関わり方が強まったとい

うとらえ方をしています。しかし、そのように

言わせたのは安倍さんが悪いということではな

くて、私も私立大学にいるわけで、自分の大学

あるいは私個人のことも含めて、自戒を持って

ですけれども、私学が本当に私学として機能を

してこなかったのではないでしょうかと考える

べきではと思います。そのことをもう一度考え

てみる必要があるのではないでしょうか。

日本の私学は、近代の教育の発展の中で、非

常に重要な役割を果たしてきました。最初に、

私学が意味を持った時期は、近代教育が始まっ

た明治の初めになります。独自の教育理念を持

った私立学校が登場します。現在も続いている

学校がいくつも、この時から活動をいたします。

もう一つの時期は、大正の新教育、大正デモク

ラシーという言葉で呼ばれているあの時期に、

公立学校の教育には飽き足らない、あるいは師

範学校の附属学校では国家目的的・画一的で本
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当の意味での人間形成ができないと思った人た

ちが、相次いで私立学校を興します。安倍さん

が学んだ成蹊学園もそうなのです。今私は、そ

こで非常勤講師をしていますが。成蹊であると

か、成城学園であるとか、自由学園であるとか、

玉川学園であるとか、あまり教育史の本には出

ませんが、私のいる昭和女子大学もほぼその頃

です。

いろいろな学園が動き出します。個性的な私

立学校です。まさに、独自性、自主性を持った、

他にはないような教育。あとで触れますが、他

にはないというのは、稀有で、突拍子もないよ

うなことをやる、他ではとてもまねができない、

というような意味でのことではなくて、外見上

は同じようなことだけれども、中身がかなり違

う、というような意味での個性的な学校ができ

たのです。さらに、戦後はご存知のように、私

立学校の存在が私立学校法で認められるように

なりました。その結果、数の上では、明治、大

正、昭和の戦前期とは比べものにならない状態

が現在見られます。高等学校では30％を若干超

えていますし、大学では75％が私立大学です。

現在の日本で私立大学を除いては、大学教育は

成り立たないわけです。

しかし、数が多いということと、重要性が増

している、高い位置づけをされているというこ

とは違います。私立学校というのを、私達一人

一人の学園をどうあらためてとらえていくかと

いうことを、まず、思い巡らしながら、次の本

来のテーマのほうに移らせていただきたいと思

います。

「『特色』とは何か、勘違いはないか」とい

う見出しにいたしました。「特徴」と「特長」、

最初の「特徴」と音では同じですけれども、字

の違う「長」というほうを書く「特長」、これ

らはかなり似通った言葉です。最近の大学生は、

先生方の関わりのある大学は存じませんけれど

も、私どもの大学でもあまり小中学校で身につ

かなければならなかったことを身についていな

い学生がいるので、もう一度きちんと身につけ

るようにするお勉強の場を設けています。基礎

学力研究センターという名前をつけまして、見

かけ上はすごい研究でもしているのではないか

ということなのですが、要するにそういうこと

を始めなければならない状況になっています。

しかし、これは、わたくしどもの大学だけでは

なくて、予備校の講師を呼んで実施していると

ころもあります。分数ができない、足し算がで

きない程の人がいなくても、それに近い学生が

いないわけではない。これが大学の現状です。

18歳人口の50％を超える人たちが大学に進んで

しまうのですが、こんな国は世界的にも珍しい

ですから、当然、大学の質が落ちる。落ちざる

を得ない。文科省が上げろ上げろと言うのです

が、それだったらもっと絞り込まなければいけ

ない。

余計な話をしてしまいましたけれども、その

ような大学生にとっては、「特徴」も「特色」

も、長い「特長」もみんな十把一絡げで同じよ

うに受け止めてしまうかもしれない。日本語は

実は非常に豊かな言葉で、言葉の違いによって

微妙なニュアンスを伝える大変文化的な力の高

い言語であることは先生方もご存じの通りで

す。この三つの言葉は、他とは異なって際立っ

て目立つ点、という意味では共通しているので

すけれども、右にいくほど（特徴→特色→特長）、

つまり長いほうの「特長」にいくほど、その程

度が強くなっていって、特に優れているのだと

いうことを言うときには、特徴よりも、特色。

特色よりも、長いほうの特長というのを使うよ

うです。ここでは、特色教育という言葉が使わ

れていますので、そういう意味では特徴よりも

もっと優れたものを発揮していこうということ

ですから、それを通して、さらにその上、長い

ほうがもっと上だとするならば、将来的には、

特長ある教育というのを目指せるようにしてい

かなければならないのではないかというふうに

思います。

そこで、一般的にいわれている特色ある学校

とか教育というのはどういうものなのかです。

1996年の中教審第一次答申、有名な答申です



- 246 -

のでご存じだと思いますが、その答申を受けま

して、現在はすべての文科省の審議会は中教審

に一本化されて部会とか分科会あるいは特別部

会というような編成をしておりますけれども、

当時はテーマ別に審議会が設けられておりまし

て、その中でカリキュラムに関することは教育

課程審議会という審議会が担当しておりまし

た。その1998年の教課審の答申の中で、各学校

において創意工夫を生かした特色ある教育課程

を編成・実施し、特色ある学校づくりを、進め

ていくことが特に求めれらました。これは私立

学校に対しての呼びかけでも、要請でもなくて、

圧倒的多数を占める公立学校を念頭にした要請

でありました。公立学校は今でもそうですが、

その存在理由から、どうしても横並びにならざ

るをえません。あらゆるところがそれぞれまち

まちのことをやるというのは、公立学校の場合

にはどうしても制約があります。なぜならば、

国民の声に基づいて、国民から頂戴した税金で

運営される学校ですから。すべての国民のニー

ズに等しく応えるというのが原理的な要請なの

です。ですから、特定のニーズとか特定の教育

をすることは原理的にできない。というので、

今まではどこに行ってもみんな同じ、顔のない

学校であった。けれどもこれからはその原理を

踏まえながらもそれぞれ特色というものを求め

て学校が動いていかないとならない。そういう

時代にきたんだというのが1996年の答申であり

ます。それを受けて公立学校における学校選択

制なども動き出したわけです。

この答申を先生方は、どのようにお読みにな

ったでしょうか。これは、公立学校にいわれて

いることで、私立学校は当然しているんだとい

うふうにお思いになったはずなのです。しかし、

公立学校の特色というものをなんらかの形で求

めてくるとするならば、我々は当然やってきた

のだけれども、それをもう一度検証して、さら

に公立学校とは異なる特色を発揮していく。ま

さにそれが長いほうの「特長」ということにな

るのです。そのような認識をしたはずだという

ふうに私は思っております。その時に間違って

も私立学校のまねを公立学校はしようとしてい

るとか、特色を出そうとして、私立学校が今ま

で努力してきたやり方を無断で無料でぶんどっ

ていって、それを実現しようとしている。相手

は税金でやってる学校でいくらでもお金がある

のだから、そんなことやられたのでは、私立学

校は太刀打ちができないなどと泣き言を言った

としたらそれは私学人としては情けない話だと

思います。「さあ、どうぞ、おやりなさい。う

ちはこんなにいいことやってきたんだから、公

立学校でもおやりになったら子どものためです

よ。しかし私たちは、さらに考え続けて、公立

学校ではできないようなことを、さらに開発し

ていきますから、今まで私たちがやってきてよ

かったことは、どうぞ、おやりになってくださ

い」というのが、私学の度量の広さといいます

か、私学能力の存在でもあったということです。

しかし、必ずしもそうはいっていないです。私

は日本私学教育研究所にいたときにいろいろな

縁で特色ある教育というのものを調べました

が、場合によっては県立高校のほうが、非常に

特色あることを展開してしまっていたなどとい

うこともありました。そしてまた、特色という

と何かどちらがいいか悪いかという優劣を競っ

て、数値化して、どっちが多いか少ないかなど

ということに走りがちです。これは私学に限ら

ず、日本社会全体が、教育以外でもそうです。

どちらがいいとか必ずそれを数値化しようとす

る。そして、どちらが上に立つかと。今、孫正

義さんがとんでもないことを仕掛けようとして

いるようですけれども。世界市場のシェアを何

％取っているのかということがすべての評価に

なってしまっている。どれだけの店舗数を持っ

ているかとか。教育で言えば PISAのテストを

してみたところ、ランキングは何位なのか。「2

位じゃ駄目なんですか、1位じゃないと駄目な

んですか」というような議論はどの分野でも出

てきますけれども、特色というのは必ずしもそ

ういうふうに比較をし、数値化して、上か下か

というようなものでもない。公立が、そういう

ことに現を抜かすならば、私学はむしろ「どう
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ぞ、公立はそういうことで、つぶし合いでもや

っていてください。私たちは違う道を行きます」

と言っていいのではないかと思います。公立が

今言ったようなことをすべてのところでやって

るいるとは申しません。こうした議論が出て来

たとき、東京都立某高校の数値目標というのは、

東大早慶上智100人を確保だったでしょうか。

こういうことが、かつてのその高校は東大だけ

でもそのぐらい入れる力を持っていたのです

が、だんだん東大入学が3人とか、私学におよ

ばない。他の、かつては下に見ていた都立高校

にもおよばなくなってきた時に、そういう目標

を打ち出して、それが特色だというふうにいわ

れたわけです。そうではないのです。私学がそ

ういうものを見習って、私学も頑張らなければ

などということを考えるとしたら、それは特色

のはき違いではないでしょうか。非常に、突拍

子もないことを言っているように思われるかも

しれませんが、「ハレとケ」という言葉はご存

じだと思います。日本民俗学の創始者である、

柳田國男が彼の時代においての「今は」という

ことですから、現代から見れば少し前というか

かなり前になりますが、「ハレとケ」の区別の

あいまいさが進行しているということを指摘を

しておりました。柳田さんがもし今いらっしゃ

ったら、全くこの概念自体が成り立たなくなっ

てしまっているというふうに思うのではないで

しょうか。今は「ハレとケ」の区別とか、ハレ

とケというようなとらえ方自体も消えています

けれども、これは、渾然一体となってしまって

何でもすべてがごちゃまぜの中で、ちょっと目

立つことが特色だというふうに考えてしまうと

したら、それは、私が申し上げたように、誤解

だと言えます。「ハレとケ」というような民俗

学的な言葉を使って考えるとするならば、ケを

積み重ねていく中で、突然変異としてではなく

て、その集大成として出てくるのがハレなので

す。ですから、普段は麦めしで、あるいは、1

日2食しか食べられない、そういう生活で頑張

ってきたその集大成として、お盆とかお正月と

いう時にはせめて白米の比率が多いもの、ご飯

を食べようではないか。それが、そういうよう

なものが特色だというふうに考えるべきです。

普段何にもしてないのに、あるときだけ突然、

何か全く違うものをポンと打ち出して来たら、

それは特色だなんていうわけではないのです。

これが今日お話申し上げたい基本的な私のコン

テンツです。

時間の関係で次に参ります。

最近のいじめ事件と教師の劣化。自分自身も

教師ですから、大学の教師というと何か、研究

のほうが主体だというふうに考えられてしまい

がちですけれども、特に教職課程、教員養成に

関わっているような部門などでは、研究ももち

ろんしないと大学においてもらえませんので、

科研費を何回取ったかとか、学会発表でどれだ

け評価されたとかそういうことを逐一、先ほど

言ったことと矛盾しますけれども、報告しない

とならないのが現実です。ですから研究は研究

でしますが、しかし大学も学生と関わっている

以上、メインは教師なのです。学生といかに関

われるか。彼らと、いかに一緒に歩めるか。彼

らと一緒にいかに涙することができるか、とい

うのが教師です。

あらためて、教育とは何かなどという青臭い

話になってしまいますけれども、教育はヒト（動

物である、霊長類に属する動物であるヒト）を、

人間であるひとにするための総合的な営みであ

ると、教育原理の時間には、学生にそう説明し

ます。同じようなことをもう少し立派な方の言

葉で言えば、イマヌエル・カントはですね、教

育という営みについて「人間は教育されなけれ

ばならない唯一の被造物である。人間は教育さ

れることによって、初めて人間となることがで

きる。その教育は、人間によってのみしかでき

ない」と著書『教育学』の中で言っています。

そのカントが言われたのと同じような意味に理

解をしていただければと思います。

人間の親から人間の形をして産まれたから人

間になるわけではないということなのです。そ

れは古代から、人間にするために、人間は並々
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ならぬ涙ぐましいほどの努力をしてきたわけで

す。そして、何とか一人前にしたい、独り立ち

できるような人間にさせたい、それは、教育の

基本的な理念であったと思います。教育、エデ

ュケーションという言葉がありますけれども、

この語源はラテン語の educoです。引き出す、

育てる、という意味ですけれども、もう一つ、

ペダゴギーという、教育という言葉があります。

この語源はギリシャ語です。これは「よく」す

る。「善」という字を書いて、「よく」と読みま

す。人間を善くする、善い人間にするという意

味の言葉です。どちらも、別の意味で同じ言葉

ですけれども、エデュケーションの方は、極端

に言うと、今日では、やたら引き出して、でき

るだけ伸ばして、数さえ多ければいい。そうい

うように走りがちだけれども、人間を本当に質

の良いものにしていくかということを見落とし

てはいけませんよという意味で次のように書き

ました。

教育は学校という場でだけ行われるもので

もないし、知的な学習だけを指すものでもない

ことは自明のことである。教育は「人間（ヒト）を

人間（人：ひと）にするための本質的な営み」

だとの原理を忘れて、走り回ってはいないだろ

うか。

このことは、学生もそうですけれども、初任

者研修を受けるような若い先生方だけではなく

て、何十年も経験を積んでこられて、様々な実

績を持っておられる方々も、時に教育とは一体

なんなんだろうかという、その本質をお考えい

ただくことは非常に重要だと思います。そのこ

とを考えないと、日常性の中にどうしても埋没

してしまいます。こんな偉そうなことを言って

いますけれども、私もそれができているとは言

えません。

これも余計な話ですけれども、文部科学省が、

グローバルな人材を育成するためのまさに特色

ある大学の取り組みはないかということで募り

まして、それに対して、これは素晴らしいと考

えられるからせいぜい頑張ってやれ、というふ

うに認めていただけると補助金が付くのです。

本学もそれに申請いたしまして、多くの女子大

は今回は認めていただけなかったそうですけれ

ども、幸いに本学は文科省に認めていただきま

した。そういうことをすることに慣れています

が、仕事が忙しくなるだけではなく、結果とし

て文科省が求めるのは、数値的に示して何がど

う変化したのかということですから、どうして

もそのためには数値を高めていくことに、躍起

にならざるを得ない。でも、本当に教育という

のはそうなのだろうか。大学の宣伝をしている

ようで申し訳ありませんが、宣伝の意味も込め

て、是非、先生方の学校の生徒さんを昭和女子

大学へという思いを込めてもいるのですけれど

も。ここ2年間、連続して女子大での就職率は

トップをキープしております。全国の同規模の

大学の中でも16位ということですから、数字上

はいい数字なんですけれども。

しかし、よく考えてみると、本当にやりたい

仕事に彼女たちが就いたのか。自分の人生をか

けてもいいという仕事を、本当に真剣に選んで、

その結果、就職を得て卒業していったのか。キ

ャリア支援センターが熱心に、「あなたここだ

ったらいいんじゃないの」「ここに行かないで、

フリーターのような状態になるよりも就職した

ほうがいいのよ」と言われて、「そうかな」と

思って、就職したのではないだろうか、という

ことを考えますと、私たち教育に関わっている

者は「本当に自分がやりたいことじゃなかった

ら、誰がなんと言おうと、もう少し頑張って探

します、でいいんだから。無理して数字を上げ

るために、学長の顔立てる必要全くないんだよ」

と、学生にはそう言っています。そうしません

と、これはデータ取ったわけではないので印象

レベルですけれども、全国の大学の平均的なこ

とで、たぶん本学もそうだと思うのですけれど

も、いわゆるミスマッチといのはどうしても多

く出てくるのです。すごく極端な例ですけれど

も、1カ月で辞めるという学生も結構いるよう

です。1年もたないし、長くて3年もたないとい
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うのは3分の1ぐらいです。数値を上げて就職率

がこんなにいいとか競ったところで、もしも3

年で半分辞めてしまったとしたら、あの数値は

いったいなんだったのか。それに引きずられて

学生が来たとしたら、これは何とか詐欺以上の

ものではないですか。こんな申し訳ないことは

ないわけです。いったい、大学は何の教育をす

るところなのか。4年後にどこでもいいから入

れ込んでしまえでいいのか。ということを私た

ちは常に考えなければならない。同じことは、

高等学校では、3年生が卒業する時にどこでも

いいから、行きたくなくてもお前の偏差値だっ

たらここに入れるよというので、押し込んでし

まえばいいのかということでもあります。進学

率がこうだというのは、そういうふうに考える

と、ほとんどナンセンスな数値です。

東大であるか、京都大学であるか、はたまた

神戸大学であるか。私学で言えば、早慶上智

ICU か、一歩下がって MARCH、いや日東駒

専か、大東亜帝国か。そういうようなことは、

大した問題ではないのです。どこでもきちんと

したものを身につけて、良い人間になっていく

人たちはたくさんいます。東大や京都でもろく

でもないやつもいるわけです。結局は、キャリ

ア官僚でも、犯罪者になるという人は後を絶ち

ませんよね。ランクの低い大学を出た人間は、

みんな犯罪者かというととんでもないわけで

す。そうすると、あんなものは意味がないわけ

です。そういうことを考えないで、「私たちは

いい教育をしてるんだ」というのは、少し違う

のではないでしょうか。大変ご無礼なこと言い

ました。

私は小学校から大学まで公立。東京の区立の

小学校、中学校、都立高校、国立大学で学びま

した。国立大学で学びました時は全額ではあり

ませんけれども、当時の日本育英会特別奨学生

で相当な額のお金を頂戴して、そのあと卒業し

て、いただいた期間の倍以上義務教育の教員を

すれば償還義務が免除されましたので、一銭も

返還しないという状態で学ばせていただいた。

そのように本当はその恩恵をお国に報いなけれ

ばならなかったはずなのですけれども、日本の

教育は公立学校の教育では心配だというのが、

学生時代からずっと思っていたことでありまし

た。

一貫して、日本私学教育研究所でお世話にな

った期間も含めて、私立学校における教育とだ

け向き合ってまいりました。全く先生方と同じ

ような仲間です。それで、私学がより意味を持

って認められる存在になってほしいと願ってい

るが故に厳しいことと、乱暴なことを言わせて

いただいております。そのようにおくみ取りい

ただければ幸いに存じます。

いじめのことなのですけれども、いじめの問

題については、今日のテーマではないので、こ

こで深く掘り下げることはもちろんいたしませ

ん。しかし、あれを見て、先生方はどう思いに

なるのですか。何人かの教育長、これも余談で

すけれども、教育委員会自体がですね、ほとん

ど意味ないのじゃないか、というふうに思われ

る。これは橋下徹さんならずとも、教育委員会

なんて廃止してしまったほうがいいというの

が、あながち暴言ではないと思われるような状

態です。ご存じのように、教育委員会というの

は、独立した行政委員会で、教育の中立性、そ

して、できるだけ国民、住民の意識を反映して

行おうということで組織化されている。基本的

には5人の委員で構成されているのが教育委員

会です。それが最高の意思決定をする委員会な

のです。その委員会は互選で委員長を選びます

から、教育委員会の最高責任者は教育委員長な

のです。しかし、どのような事件があっても、

教育委員長というのは顔を出すことはないで

す。委員の人たち、誰が委員なのかと住民も分

からない状態でしゃしゃりでてくるのは教育長

です。これは役人です。それでも、きちんとし

ていて立派な対応をなさるならば、さすがに校

長などをご経験された教育の専門家だなあとい

うふうに思いますけれども、そうじゃないです。

初めは、開き直ってしまって、「いじめという

ふうには全く認識していなかった」と、お決ま

りコースです。最初は否定して、小出しに、そ
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うは言えなくもないとか、そういう要素も必ず

しもなかったとは言えないとか。あったとは絶

対言いませんね。これは役人の決まり文句です。

あったと言ったら責任取らされます。なかった

とは言えない。あながち否定し、「…すること

ができるとは言い難い」とか訳の分からないこ

とを言うわけです。内心ではあったっていうこ

となのです。大変なことになったしまったとい

うことです。しかし、なかなか認めないあの姿、

そして、傍らで校長がいろいろ説明をされてい

るのですけれども、この校長がまた、頼りない

わけです。あんなの見てしまったら、生徒が余

計信頼しなくなってしまう。そういう、校長先

生のところだから、起こったといえば、納得で

きるのですけれども。私学の校長先生は、そん

なことになりませんよね。あれを見ていると、

教師、教育の営みをする人たちについて、もう

一度考え直さなければならないのではないかな

と思います。非常に軽い存在、軽いものになっ

てしまったのではないでしょうか。ベネッセの

調査などを見ますと、小学生では「先生が好き」、

「先生を信頼している」が7割ぐらいで、小学

校の中学年ぐらいは結構高いのです。そして、

一番頼りになる、何か問題があったりしたとき

に、やっぱり、先生に相談するという子どもた

ちが、親に次いで、結構多いのですけれども、

中学生を境にして、どんどん低下していって、

諸外国でもそうですけれども、日本の低下率は

ものすごく急激に下がって、高校生になると担

任の教師は、近所で会うおじさんおばさんと同

じレベルになってしまいます。「先生を尊敬し

ますか」というアンケートでは、日本の中3の

データだと40％を切る。日本にかなり近い傾向

のある韓国でも7割。アメリカで85％、フラン

スで90％、タイでは98％です。それはすべて教

師が悪いわけではなくて、悪いのはマスコミで

あり、文教行政を担っている人たちだろうと思

います。しかし、教師は、全く責任がないわけ

でもないのではないかと思います。

そして、間違っても、いじめは公立の問題だ

というわけではないということも確認しておき

たいと思います。私学でも、マスコミで取り上

げられたことがありました。名だたるとされる

ような私学だってないわけではないのです。こ

れは、全国的な現象です。私は、いじめという

のはゼロにするということは不可能だと思いま

す。それは人間の集団を作らなければできます

けれども、集団が作られれば、どうしても人間

の本性に基づいて、何らかのいじめは出てくる

のです。問題はそれを、いかに軽微なものにと

どめるか。それを苦にして死んでしまうという

ようなことにならないようにどうするか、とい

うことが精一杯でゼロにはできないと思ってい

ます。そう考えれば、先生方の学校であっても、

いじめの芽にあたるようなことは毎日起こって

いるはずなのです。ですから、新聞に出てくる

大津の中学校だけの問題ではありません。

そのことを考えながら、三つのことを並べま

した。

○ 教師という存在と役割

○ 学校教育の意義

○ 私立学校と私学教師の役割

「教師という存在と役割」。教師は何をする

のか。教科の指導をする。中高では当たり前で

す。ここにいらっしゃるのは小学校の先生はほ

とんどいらっしゃらないようですから、中高で

考えれば、中高の教師に与えられる教員免許状

は教科ごとに与えられます。「あなたは、高等

学校の教師としての資格を認めますよ」という

免許状じゃなくて、高等学校の教諭の一種の免

許状には授与教科が書いてあります。その教科

の指導ができるということなのです。例えば、

公民と書いてあれば、公民科の指導をするに足

る卓越した力を認められた人なのですよという

証しであって、それを教えることだけに特化し

て、教師というのが存在するわけではなくて、

それをしつつ、あらゆる人間を育てていく仕事

のプロフェッショナルでなければならないので

す。というのが教師です。ですから、これも数
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字でどちらが多いかとか、どちらが何パーセン

トとか、そういう問題ではありません。バラン

スよくとか、均衡の取れたとかいう非常に抽象

的な言い方になってしまうのですけれども、教

師は子どもたちのすべてと全人格をもって関わ

るというのが当たり前のことなのです。お勉強

の指導ができて、お勉強ができる生徒を育てて、

一流学校に進学させるのは教師の仕事のほんの

一部です。それだけをやりたいなら予備校の講

師になればいいのです。そのほうがずっと充足

感があり、いい大学にいっぱい入れればボーナ

スも多いようです。先生方の学校で仮に東大に

50人入れたとしても、ボーナス出ないですね。

ということはそれが仕事ではないのです。それ

もしなければいけないけれども、教師はもっと

トータルな仕事が求められているということで

す。

2番目の「学校教育の意義」というところで

も、もう一度考えていただきたいのは、何のた

めに学校があるかです。今申しましたように、

数学の力をつけるとか、英語のネイティブと遜

色ないようなコミュニケーションができるよう

な英会話のスキルを身に着けるということであ

れば、何も学校に通う必要はないのです。それ

は Web 上で家で寝っころがってやっていたっ

て、かなりのところまでいくかもしれません。

個別指導のほうがずっと、そういう意味では効

率がいいことは明らかなのです。各教科の家庭

教師をつけて学ばせたほうが、それぞれの教科

をその子どもに合ったような力をつけていく、

そのことだけを考えれば学校教育よりもずっと

効果的です。では、なぜそうしていないのか。

学校は集団で学ぶところです。集団で学ぶとい

うことに意味がある。そのことを重視しないで、

個別的にブースのように分けてしまって、習熟

度別学級編成だ、さらにもっとそれを細分化し

て、能力別編成をきめ細かく実施する例もあり

ます。それは、学校教育をある意味否定し、学

校はいらないというように言っているようなも

のではないかなというふうに思うのです。集団

ですから、いろんな人間がいるわけです。その

いろいろな人間と交わり、関わらせることを通

して教科の指導もするけれども、人間を創って

いくのが学校教育です。それを否定するならば、

学校はいらない。しかし、世界的に学校は否定

されていないのです。どこの国もそれが学校教

育の目的なのです。

3番目、「私立学校と私学教師の役割」。今申

し上げたことと全く同じことなのですが、特に

言えば、今までも言われてきたように、私立学

校では親身に指導をしてくださる。面倒見がい

いのが私学だというふうに言われてきました。

これは学習指導の上でももちろんそうなのです

けれども、あらゆることに関して、面倒見の良

さ、親身に指導、親ができないようなことまで

やってくださるというようなことが評価されて

きました。そういう人間を創っていくことを、

人々は評価するのです。先ほど、大正新教育の

時にできた学校をいくつか挙げました。例えば

成城学園。成城小学校から始まっていった学校

ですけれども、実験学校として、アメリカでの

試みを参考にしながら、教科指導でも様々な試

みをしました。成城学園の売りものは教科指導

ではないのです。それも当然ですが、それより

も、人間教育をする。従って、よその学校では

やっていない映像教育や劇を用いたような教育

というのは、これは特定の教科ではなくて、今

流に言えば総合的な学習を通して、人間を形成

するという意味では、学習のことですけれども、

より広い意味で人間を創るのです。成蹊学園は、

心力といいますか、心の力というのを培う、こ

れが目標だと思います。お勉強をいっぱいさせ

て、数学のこれほど力を持った生徒をつくるん

だ、なんていう目的でできた私立学校はそもそ

もないのです。それを総合して言えば、面倒見

の良さとか、親身な指導となります。これには

時間がかかります。とても大変だと思います。

私も今、先程言いましたように、教師への就職

を考えている学生と関わり、自己推薦書はこう

いう書き方でいいのだろうか、明日出さなけれ

ばならないのだけれどもと、夜中の2時過ぎに

メールが来ることもあります。「夜分失礼いた
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します」と、失礼千万なんですけれども。「お

忙しいところ申し訳ありませんが、…」という

メールが来れば、添削して返すなんていうこと

をやっていると、明け方になったりします。大

変です。それをやったからといって超過勤務の

手当てが出るわけでもないです。評価されるわ

けでもない。当たり前の仕事なのです。私立大

学の教職の教師がそれをしなければいけない

と、自分では思っていますので。「あー、いい

よ、何時でもいいんだからね」言ってしまって、

言わなきゃよかったなんて思うことはよくあり

ます。それがまさに、親身の指導です。24時間

勤務だということだと思います。

関連したことをまとめさせていただきます。

■「建学の精神」－継承堅持と進化革新－

■ 教育市場主義

－数値目標・結果至上主義－

■ 孤高・マイノリティーというプライド

■ 主張し貫く勇気と責任

■ 「ふ・つ・う（普通）」であること

それぞれの学校の特色はどこに宿っているの

かというか、眠っているのかということです。

日々目覚めて、動いているのですけれども、ど

こにあるかといえば、それは「建学の精神」に

あります。この建学の精神が古いとか、文言が、

今の事情に合わないとか。いろいろな批判をさ

れることがあると思います。もちろん、今の時

代に合わないような文言は、それは改めなけれ

ばならないと思います。「お国のために命を投

げ出す青年を育てます」。これは使えないのは

確かです。そのままでは使えない。しかし、あ

の時代にそう考えた、その根底にあった教育観

はなんなのかということを考えると、生徒を殺

そうと思ったわけではないのです。それを支え

ていた教育観があるわけです。その教育観を引

っ張り出してきたら、今も建学の精神が決して、

古くて、捨て去らなければならないものではな

いことに気づくはずです。例えば良妻賢母。こ

んなものは男女共同参画社会においては使えな

いとおっしゃる方がよくいるのですけれども、

あの文字を、素直にご覧になって、いけないと

思われますか。良き妻で賢い母である女性を育

てる、いいことじゃないですか。悪妻愚母を育

てたいですか。良妻賢母、素晴らしいことだと

思います。ただ、その解釈を「だから女性は子

育てと、家事に専念して、外にいく必要はない」

などという差別をして使うことは間違いです。

結果的に良妻賢母であることは望ましいことで

すよ。ただその時に、女性のことだけ言ってい

るから、良夫賢父っていうのも並べるべきです。

子どもにとっては両方が必要なのです。そのよ

うに並べれば、何も古めかしいとか、本学の建

学の精神がもう古くなりましたから改めました

などは冗談じゃないことになります。学校を閉

じるほうがいいです。創設者は草葉の陰だか天

国で泣いておられるに違いないと思います。で

すから、そうやってもう一度ご覧になると、素

晴らしい精神が、言葉の裏にあるのです。そこ

があの特色の源泉になると思います。

2番目はもうすでに言いましたけれども、こ

ういうものに惑わされる。私学の経営者は孫正

義さんになってはいけない。柳井正さんになっ

てもいけないのです。むしろ、ほそぼそと息を

つないでおりますという小さな老舗の主でいい

と思います。それでも江戸時代から続いた大事

なものを家伝のなんとかというものを決して曲

げずに受け継いでいますというのが、私は私学

の生き方なのであると思います。だから、生徒

が集まってこなくて、経営が大変ですよとか、

何とかしなければならないことですけれども、

そんなに大勢生徒が押し掛けてくるわけではな

いことは、よく考えてみたら素晴らしいプライ

ドなのかもしれないです。十把一絡げの公立学

校でもできることはやっていないから、愚かな

国民はあまりきちんと見てくれない、なんと嘆

かわしいことかというのは私学のプライドじゃ

ないですか。それを捨ててしまったらプライド

を捨てることです。目覚めよ、私学の人々よ。
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共産党宣言じゃありません。私は、これを大事

だと思ってやっています、どうぞ心ある方はい

らっしゃってください。責任を持ってお預かり

し、お育てします。これを貫かなかったら、私

学じゃない。それを貫く勇気と責任が、私たち

には課せられていたのだと思います。

では、特色ある教育というのはどういう教育

なのですか。具体的なことは午後の三校の発表

を伺いたいのですが、残念ながら時間がありま

せん。キャリア教育についてのご報告をしてく

ださるようですし、総合的な学習の時間も活用

した形での試みもご報告があるようです。それ

から、まさにグローバル人材を育てるための高

等学校レベルでの基礎をどのように作るかも報

告されるようです。特に最初のご発表のキャリ

ア教育の中では、これは、うちの学生さんにも

このシートを使って、やらせたら、SPI がもう

ちょっと向上するのではないかなと思うような

ものもあって、ぜひ参考にさせていただきたか

ったのですが叶いません。そうした実践報告が

おありのようですから、具体的には、そこでや

り取りをしていただくことになると思います。

それも含めて、私は特別なことをしなければ

ならないのではない、それは日常の積み重ねの

中で特色というのは出てくるのだというふうに

申しました。それを学生にも言うのですが、普

通の教育をしなさい。当たり前だと思われてい

ることをきちんとすることが大事なことで、そ

の結果すごいことが出てくるのだと。

山中伸弥京都大学教授が言っておられた中

で、十のうち九は失敗なんだ、一しか成功はな

いが印象深いです。ノーベル賞取った方なんか

はたいていそういうことを言います。田中耕一

さんもそうでした。山中さんもそうだったよう

です。大阪教育大学附属中高で学ばれたのです

けれども、どういういきさつだったかは別とし

て阪大の医学部でもなく、京都大学の医学部で

もなく、神戸大学の医学部であった。痛快じゃ

ないですか。もちろん東大じゃなかったのです。

その後必ずしも順調な動きをされてきたのでは

なくて、先ずは臨床医として整形外科医になら

れたようです。

ですから、当たり前のことをやってこられた。

初めから天才だったわけじゃないのです。もち

ろん、私なんかと比べものにならないような優

秀な方です。43歳で京都大学教授ですから。も

のすごい方であることには違いはないのです。

しかし普通のことをやってきた上でのことなの

ですよね。その普通というのは、何でこういう

ふうに、漢字だけでなく書いたかという説明を

しましょう。

「ふ・つ・う（普通）」

普通というのは、どういうことなのかという

のは、当たり前のことという意味は誰もがご理

解できるわけですけれども、わざわざ平仮名に

分解したのは、普通の「ふ」は、「ふらつかな

い」という一貫性を持っていて貫く。それは、

建学の精神を貫くっていうこと、あらゆること

を含めてです。その時の情勢によってちょっと

こっちに行ってみようとか、県内で多くの学校

が、こういうことをしているから、うちの学校

も遅れちゃいけないじゃないかとか、そういう

ことを考えるのではなくて意味があるとしたこ

とは貫く。教育の成果というのは、すぐ出るも

のではありません。高等学校で、3年で成果を

出すようなことはありえない。大学で4年間で

成果を出して送り出すことはありえない。死に

直面した時に、「あー、いい人生だったな」と、

その学んだ子どもたちが思うかどうか。その時

に、「あー、いい人生だった、あの学校で学ん

だことは、私にとってよかったんだ」と思って

くれるのが成果です。それ以前の名声だとか、

金儲けだとか、それは成果のほんの一部でしか

ない。だとすると、あっち行ったりこっち行っ

たりしたのでは、「なんかあの学校はフラフラ

していて、何がなんだか分かんなかったわね。

行かなきゃよかった。今でも悔やまれます」と

思われたら、大変なことになるわけです。それ

が、ふらつかないです。

だからといって、「うちは素晴らしいんだ」
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と叫ぶ必要はない。よく日本では私学がないと

やっていけないと言う人がいます。先程言った

ように数の上ではそうですけど、本当にそうだ

ろうか。そんなに自慢するほどではないのでは

ないか。まあ自慢はしないほうがいい。人が評

価してくれるのを謙虚に「ありがとうございま

す、それほどでもございません」と受けとめた

ほうがいいと思います。これは、ノーベル賞を

取った方々はみんな謙虚な方です。「私は素晴

らしいのですよ。何で今ごろくれたのか分かり

ません」なんていう人はいない。

76歳まで東京の公立中学校で教鞭を執った、

「自分は生涯、一国語教師を貫く」ということ

で貫かれた、大村はまという先生がおられまし

た。大村先生は97歳でお亡くなりになりました

が、お亡くなりになる時に、「私は国語教師を

やってきた。しかし今振り返ってみると、まだ

勉強が足りない。こんな不勉強の私のために、

生徒にずいぶん迷惑をかけたことを反省してい

ます」と言われたのです。強がりませんね。そ

れが、「強がらない」ということです。

そして、なによりも教師は嘘をつかない。小

さな嘘も大きな嘘も。よく生徒には求めていて

教師がやらないで、言い訳として生徒と教師は

違うんだという。これは嘘です。全部が違わな

いとは言いませんけれども、分かりやすく言う

と、生徒には上履きであっても踵をつぶしてつ

っかけのようにするなと言いながら、教師はサ

ンダルです。これは理不尽です。そういうこと

を含めて、教師も生徒も同じなんだ。嘘を言っ

てはいけないという、そういうことも含めての

「嘘をつかない」。

そのことを考えていただくために、特色とい

うのはどうやって出てくるのか。三人の名前を

挙げました。一人目はマザーテレサ。カトリッ

クの修道女で、こちらに白百合学園の先生方い

らっしゃると思いますが、先生方には説明する

までもないのですが、カトリックの修道女、シ

スターで、今は福者に列せられた方です。名前

はキリスト教に関係ない方でもご存じだと思い

ます。こういう言い方をするとカトリックスク

ールの先生方からは攻撃されると思うのです

が、ものすごく冷たい目ですごく単純化してし

まうとすれば、マザーテレサはごく当たり前の

誰でもできることをなさった人です。iPS 細胞

を発見したわけでもないのです。インドで亡く

なっていく病人たちの治療をするために医療機

関を作った人でもないのです。亡くなっていく

ことを止めることはできないけれども、そうや

って死にゆく人たち、野晒しで死んでいく人た

ちを、屋根のあるところ、雨露がしのげるとこ

ろへ連れてきて、手を握りながら、「あなたは、

神様に選ばれて生きてきたのですよ」と言って

安らかに眠らせただけの人なのです。

同じようなことで、夜回り先生と呼ばれる、

水谷修という人がいます。今でもたまに見かけ

ます。先生は週に2日は歩いておられるようで

すが、私はそういう時間にめったに行かないの

ですが、渋谷のセンター街などで夜中の1時、2

時にふらついているような若い子たちに、今で

も声かけをしている。「いいんだよ、それで。

君の生き方でいいんだよ」と言いながら、彼ら

に寄り添っている人です。この人もカウンセリ

ングの高度な技術を発揮して指導していると

か、リストカットしてしまいそうな子どもたち

の治療をしてるとかではないのです。彼の見て

いる前で、出血死をしてしまう子どもだってい

るわけです。命を救おうと心がけているでしょ

うけど、それができるわけじゃない。ただ「い

いんだよ」と、夜の渋谷の街を歩いてる。そう

いう言い方をしてしまったら、失礼ですけれど

も。しかし、何が大事かというと、水谷さんは

もうガンの末期で医者から宣告された寿命はと

うに切れているのです。だから、二足のわらじ、

三足のわらじは履けないので、神奈川県の公立

高校の教師を辞めて、夜回りに専念する。それ

を一貫して、毎日やっているのです。マザーテ

レサもそうです。これは大変なことなのです。

誰でもできる、当たり前のことだけれども、

それをふらつかずに、だからといって強がりも

せず、一度言ったことは曲げることなく、嘘を

つかずにやり通す。そうしていったら、それが
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ものすごい特色です。その結果、どんな子ども

が育つか、先生方は見られなくて結構です。次

の代の方に見ていただいてください。教育とい

うのはそういうものです。教え子がものすごく

立派になっていくのは見えない。教師はそうい

う定めなのです。もちろんある段階までは見れ

ますが。そうではなく、最後まで見届けてどう

なったか見ないと気が済まないという方は教師

には向いていない。短期間で結果が出て、それ

によって業績が上がってお金がもらえる仕事の

ほうがずっといいです。教師は、どんなにいい

生き方をする人間をつくったとしても、給料が

上がるわけでもないし、業績がどういうわけで

もないです。そういう仕事なのです。その時に

マザーテレサや水谷修さんを考えてみて、「あ、

そうなんだな」ということになると思います。

芥川龍之介は教師ではありませんが、芥川の

『侏儒の言葉』という作品はいろいろな格言的

なことを芥川流で説明をしている用語集と言っ

ていいような作品です。その中に「瑣事」とい

う、ささいなことという項目がある。風の戦ぎ、

村雀のさえずり、そのようなささいなことを愛

さなければならない、そうしないと幸福になれ

ないと芥川は言っている。ちょっとしたこと、

「まあ、このくらいはいじめとは言えないんじ

ゃないの、まだケンカかもしれないね」などと

言わずに執着しなさい。愛するというかそうい

うことに強く関心を持って見過ごさない。それ

が大事だと芥川は言っています。それを愛さな

ければ、瑣事を愛さなければ、幸福にはなれな

い。しかしその後段で、瑣事を愛すれば、地獄

堕の苦しみを味わうことになるとも言ってま

す。まさに教師の仕事です。

ささいなことが気になって、生徒に寄り添い

声をかけたりすることを丹念にやればやるほど

教師は苦しみますし、時間がなくなりますし、

家族にも迷惑をかけます。それが自分の子ども

をさておいて、生徒のため、ということになら

ざるを得ないのです。しかし、それが教育の仕

事ですし、私学の教師がする特色教育です。

午後からご報告のある、いろいろな試みはも

ちろん参考にして、いろいろな学校でバリエー

ションを作っていっていただきたいと思います

けれども、恐らくそれは一つの事例であって、

そういうことができている学校は、今申し上げ

たようにまさに丹念に子どもと向き合っておら

れるから、そういうことにも発展していったの

だというふうに聞き取られるほうがいいと思い

ます。上辺だけを見て、「そんないいことだっ

たら、うちの学校でもやってみたいのでマニュ

アルください」と、そんな発想を持っていたの

では、良い特色ある私学教育にはならない。そ

ういうふうに思っております。

急いだり、失礼なことを申し上げたりしてい

るうちに時間になってしまいました。なにか気

分を害すること以上に、ちょっと引っかかった

ぞということがあれば、これ以上の喜びはあり

ません。今日は時間がございませんが、もし何

かありましたら、メールでも結構ですから、お

尋ねいただければできるだけのご相談なり、私

もできる範囲で手伝わさせていただきたいと思

います。先生方ご自身と先生方の学校、そして

なによりも、抱えておられる生徒たちが良い方

向に進んでいかれることをお祈りいたしまし

て、終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。



- 256 -

「本校のキャリア教育

～キャリアサポートタイム実施までの道のり～」

（山形）山形電波工業高等学校 教 諭 長 岡 裕 二

１．はじめに

本校では、全校生徒に対する徹底した基礎学

力向上を目指し、国語科で6年前から漢字検定1

・2年生全員受検を取り組ませてきた。これま

で、延べ1900名の受検を指導し、延べ500名を

超える合格者（2級合格を含む）を出してきた。

また教務部としても、6年前から放課後の基礎

学力向上講習を行ってきた。内容は国数英3教

科について基礎的な内容を放課後に補習すると

いうものである。参加者は、長期休暇後の課題

考査結果を元に各クラス成績下位者を選抜して

いた。参加した生徒については効果があったが、

全校生徒の基礎学力を向上させるためには朝学

習の定着が必要であった。

就職希望者が半数を超える本校では、就職試

験での筆記試験クリアは卒業後の進路決定をす

るには必須条件である。もちろん、大学進学者

にも普通科高校を卒業する生徒並の5教科の内

容理解力が求められる。選ばれた生徒だけの基

礎学力を強化していくのではなく、全校生徒が

「学び直し」を前提とした基礎学力の向上を図

れないのか。社会から必要とされる能力を兼ね

備えた人間を育てていくという本校の柱を支え

ていくために教務部として何ができるのか。そ

の打開策として、本校のキャリア教育の現状を

把握し、本校に合った基礎学力向上を図る術は

ないかと教務部で検討した結果、23年度4月よ

り「キャリアサポートタイム」と呼ばれる朝学

習を実施するに至った。

今回の研究発表では、その実施に至るまでの

経緯・実施してみての問題点・これからの方向

性等について発表する。

２．本校でのキャリア教育の現状

本校では、3年間かけて実社会で必要とされ

る能力を身に付けさせるため様々なキャリア教

育の取り組みを行っている。ガイダンス等の実

施については、毎週の総合・LHR の時間を活

用している。目標等については学年主任が決定

し進路指導部・学年団が協力して指導を行って

いる。

23年度の「キャリアサポートタイム」実施に

向けて、平成19～21年度在籍した生徒の取り組

み結果をもとに、22年度に教務部での原案作成、

進路指導部・管理職との話し合いを行った。そ

の結果、社会が求めているもので本校生徒が特

に不足しているのは、

①主要教科（国数社理英）の基礎学力

②様々な年代の人と臨機応変にコミュニケ－

ションを図る高いコミュニケーション能力

の二つと分析され、早急に指導を加える必要が

あった。①については、教務部で朝学習を導入

し、全校生徒が今まで持っている基礎学力の更

なる定着を図る体制をとることになった。②に

ついては、進路指導部・学年団で様々な企画（イ

ンターンシップ・地域ボランティア参加等）を

して生徒の会話力・実践力を向上させたり、国

語科で秘書検定・ビジネス実務マナー検定の取

り組みを始めたりと、今まで以上に動くことと

なった。
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３．「キャリアサポートタイム」実施

22年度の話し合いで、23年度の実施を目指し

教務部で「キャリアサポートタイム」の詳細を

決めることになった。以下にそれを示す。

①実施時間 8：45～8：55（10分間）

②実施内容 国数社理英のプリント学習。内

容は、小・中学校の学習内容を

振り返るもので各科で3年間120

回分のシラバスを作成し、それ

に基づいたプリントを取り組ま

せる。

③曜日設定 (月)国語(火)数学(水)社会(木)

理科(金)英語

④問題作成 各科で担当者を決めシラバスに

従って随時作成し、実施前週の

金曜日までに教務部長に提出。

教務部で生徒分を印刷・袋詰め

し、クラス担任の机上に配布。

４．実施して見えてきた良かった点・問題点

生徒たちの実態を考えると、導入当初は、生

徒達には受け入れられないのではないか、落ち

着くまでに1年以上かかるのではないかという

不安の方が大きかった。しかし、始めてみると

意外と生徒たちへの浸透は早かった。特に1年

生については、前年度の経験が無いためか、す

んなり取り組んでいた。2・3年生については前

年度の取り組みがない朝時間の改革であったた

め、しばらくの間は1年生に比べて若干取り組

みが甘かった。しかし、クラス担任・教科担任

の指導もあり、現在では全クラスでほぼ全員の

生徒が落ち着いて取り組んでいる。

実施してみて良かった点としては、学習へ向

かう態度が落ち着いてきたことである。今まで

は朝の SHR のバタバタした状態のまま1校時

の授業に入っていたため、落ち着かない生徒が

多いクラスが多かった。10分間という短い時間

ではあるが集中して机に向かうことは朝読書だ

けにとどまらず、必要なことであると実感した。

また、問題点としては、

①職員朝礼・学年打ち合わせの時間が延びる

と SHR・キャリアサポートタイムの時間

短縮を余儀なくされる。

②職員によって取り組みに温度差があること

が挙げられる。

①については教頭に協力いただき、連絡事項

を手短にしていただくなど、時間確保に努める。

②については管理職の協力を得ながら色々声

掛をして改善を図っている。

また、問題作成の教科担当者からは、既製品

を使って職員の負担を減らせないか、といった

声もあったが、既製品を使うことで職員の負担

は減るがやらせっぱなしとなり、職員の資質向

上にはという考えを本校は持っているので、当

分の間は先生方に頭を下げて問題作成をお願い

していく。更に、常習的な遅刻者がいることも

問題であるが、生徒指導部との協力で解決につ

なげていきたい。

５．今年度改善した点について

実施して一年が経過して、多くの先生方から

色々な意見をいただいた。これを受けて2学期

からの改善案を次に示す。

①ファイルの点検者は教科担任からクラス担

任に変更する。

②学期末に設けていた「振り返りの時間」を

5回に1回設けて、クラス担任の負担を軽減

する。

６．おわりに

1年が経過した「キャリアサポートタイム」

であるが、まだまだ試行錯誤の状態であるが、

多くの先生方の軌道に乗り始め、改善点も見え

てきた。常に、より良いものはないか・生徒達

に還元できるものはないかと模索しながら、職

員全員で生徒達の更なる成長へとつなげていき

たい。
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「普通科における課題研究の取り組み」

（新潟）中越高等学校 教 諭 竹 内 拓

１．「課題研究」の実施に至る経緯

本校はこれまで、保護者や卒業生から「私学

らしい丁寧な指導」をしてくれる学校という評

価を受けることがあった。ここでの「丁寧な指

導というのは、個々の教員がそれぞれ個々の生

徒に対して関わることで実践していた。その反

面、個人の取り組みであったため、個人差がか

なりあった。そこで、この「丁寧な指導」とい

うイメージを大事にしながら、組織的に学校と

して取り組めることを考えていくことになっ

た。

まず学力の面の「丁寧な指導」ということで、

「温習・補習」の組織化（担当を校務分掌とし

て位置付け）を進めた。「温習・補習」に関し

てもこれまでも個々には実施されていたが、校

務分掌と位置付けて平成２３年度より、全体で

足並みをそろえて始めた。

※「温習」：成績不振者に対する呼び出し補

習

「補習」：希望者による模試対策をはじめ

とした進学補習

次に、「総合的な学習の時間の要旨」を踏ま

えて、学力だけでなく「社会人基礎力」を学校

の授業を通してつけるために、本校独自の「総

合学習」の時間を考えていくことになった。

※「社会人基礎力」とは

・前に踏み出す力（アクション）

・考え抜く力（シンキング）

・チームで働く力（チームワーク）

その結果取り入れたのが、「７つの習慣」「キ

ャリア学習」「小論文指導」そして今回のレポ

ートの「課題研究」である。

２．「課題研究」の目的と意義

目的：横断的・総合的な学習や探求的な学習

を通して、自ら課題を見つけ、自ら学

び自ら考え、主体的に判断し、よりよ

く問題解決する資質や能力を育成す

る。

この他に、推薦入試の際の自己推薦書、調査

書、面接等の場面で語れる内容を少しでも増や

すこと、また面接官の印象に残るようなアピー

ルポイントを、行事・クラブ活動以外の授業の

中から作り出すこと等も考えての導入であっ

た。

３．「課題研究」の総合学習の中での位置づけ

「総合的な学習の時間」として、1・3年次に

は「7つの習慣」「キャリア学習」「小論文」を

行う「総合学習」を週に1時間、1年次は「7つ

の習慣」「キャリア学習」「小論文」を行う「総

合学習」の1時間と、「課題研究」という1時間

を設定して、「総合的な学習の時間」を週に2時

間設定した。

４．実施決定後の準備

実施形態は以下のようにした。

・実施展開：各教員が設定するテーマのゼミ

ごとに分かれて、生徒は希望す

るゼミを受講（少人数制）
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・実施時間：1・3年の「総合学習」と同じ時

間に実施

・担当教員：1・3年の担任を除くほぼ全教員

で担当（校長、教頭含む）

・テーマ設定：各教員が設定するテーマに沿

って生徒が具体的なテーマを設

定

実施形態をゼミナール・研究室とした理由を

以下に示す。

① 生徒の多様な希望に応えるため

生徒の興味のある分野をとことん追求し、未

知の分野に挑戦させてみるには、教員の個性

を最大限に活用する必要があると考えた。

② 個性ある先生方の力を活かすため

授業や教科書では扱っていない、学際的内容

や高度で難解な分野も扱うことを目標として

いるので、より多くの先生方の協力を得た。

③ 専門的で高度な内容を分りやすく学ぶため

担当教師を媒介として、外部の専門家や学問

的エキスパート等、社会的プロを講師として

招き、生徒を刺激する取り組みを行う。

担当教員によるテーマ設定の条件を以下に示

す。

① 担当教師が大好きな分野であること

② 生徒が興味関心を持つ内容であること

③ 担当教師のオンリーワンが発揮できる分野

であること

④ 社会的に有意義な内容であること

⑤ 外部の専門家のアドバイスが得られること

５．１年間のスケジュール

年間スケジュールを以下に示す。

4月 希望調査 ゼミ・研究室の決定

5～7月 研究活動

8月 論文の下書き開始・フィールドワーク

9月 研究活動

10月 論文の下書き

11月 中間発表会（ゼミ・研究室内）

12月 論文清書作成

1月 論文清書提出

ゼミ・研究室内発表会準備開始

2月 ゼミ・研究室内発表会

3月 ゼミ・研究室内発表会

優秀研究発表会 まとめ作業・年間計画

このスケジュールに沿って、昨年度1年間取

り組んだ。教員側も初めての取り組みというこ

ともあり、週1時間の「課題研究」の時間を手

探り状態で進めた。その都度小テーマを設定し

調べ学習をさせるゼミ、学校の外に出てゴミ拾

い等実地研修をするゼミなど様々であった。し

かし、生徒たちは、教室での座学学習よりは、

課題研究の時間を楽しみにしているようであ

り、教員もそれに応えようとして、その都度様

々な取り組みを考えて、実施していた。

６．課題研究報告会

課題研究報告会を3月に対象の2年生全員の参

加で開催した。1ゼミ5分の持ち時間で30のゼミ

が発表した。普段体育館のステージで何かを発

表する経験のない生徒が、大勢の前で発表する

ということや、仲間の発表を聞くということは

生徒にとって、非常に良い経験となった。予想

外の報告会の出来に、何より驚いていたのは、

我々指導した教員のほうであった。

この報告会で内容の良かった3つのゼミが、

終業式の日に1・2年生の前で発表した。1年生

は、来年度自分たちが取り組むということで非

常に集中して発表を聞けた。終業式の日に生徒

の1年間の成果としてこの発表会を開くことが

できて非常に良かった。また、1年生も4月から

取り組むことにイメージができたようだ。

７．予想外の成果

生徒にとっての一番の刺激は、校外での活動

だったようである。普段、教室の座学で苦労し

ている生徒たちも、校外に出ると活き活きし、

話を聞く態度も、校内では見せない礼儀正しい

態度を見せた。学校以外で大人と接することが

いかに大事であるか改めて思い知らされた。
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中でも、「長岡祭」をテーマにしたゼミは、

当初から祭りで民謡流しに参加することを企画

し、学校で参加者を募り、200名規模の団体で

参加した。長岡祭の民謡流しで高校の団体での

参加は初ということで、市の担当者からは喜ば

れた。これがきっかけで、市のイベントがある

と、担当者から連絡が来るようになった。

「ボランティア」をテーマにしたゼミでは、

学校周辺や海岸のクリーン作戦を行い、近隣住

民から感謝された。

また、これらの取り組みは、地元のテレビ局

に取り上げられ、結果として学校のアピールに

もなった。

８．今後の課題

担当した先生方からの反省点・改善点を以下

に示す。

・レポートにまとめることは比較的良く出来た

が、発表がうまくできなかった。まとめてか

ら、発表までもっと時間があると良かった。

・発表は技術が必要。想いが強くても、技術が

ないと聞き手に伝わらない。

・調査書に、具体的に何を研究したのかを載せ

る形式を作る工夫をしたら良い。

・校外活動を実施したり、外部の専門家を呼ぶ

ことができたゼミは非常に有意義であったが

それができたゼミは多くはなかった。

・教員の準備の問題として、週１回であり授業

にプラスの持ち時間であることなど、今まで

の学校業務にプラスの時間であったため、時

間をかけて準備できた教員は少なかった。教

員側も効果が出るように十分な事前準備をす

る必要がある。

これらの改善点を踏まえて、課題研究の時間

がさらに有意義なものとなるように、中越高校

の「課題研究」を作り上げていきたい。
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「Think Globally, Act Locally 世界的視野を

もち行動できる生徒の育成をめざして」

（岩手）盛岡中央高等学校 教 諭 糸 井 眞 一

１．本校の概要

本校は、昭和38年に龍澤高等学校として創立

された私立高等学校である。平成4年に盛岡中

央高等学校と改称し、平成8年度からさまざま

な学校改革に取り組んでいる。

（１）説置学科

普通科 特進 SP、特進、進学、

進学留学、総合の5コース

自動車工学科 （平成25年度募集停止）

情報処理科 （平成25年度募集停止）

（２）生徒数 1046名

（男子70％、女子30％）

（３）進路状況 国公立大68名

私立大168名

専門学校106名

就職44名（平成23年度）

（４）国際人育成事業を実施

（５）ISO9001の認証取得（平成15年）

（６）ISO14001の認証取得（平成20年）

（７）環境教育を実施

２．国際人育成事業および環境教育について

（１）国際人育成事業

本校の国際交流事業は平成7年7月のセントラ

ルミシガン大学短期留学に始まる。

平成8年からはカナダ修学旅行を開始し、す

べての生徒が在学中に一度は異文化に直接接触

れる機会を設けている。特進コースは平成10年

から2週間の海外短期留学を実施し異文化理解

と英語力の向上を図っている。同年には、進学

留学コース（2年次の1年間をオーストラリアの

高校に留学するコース）を設置した。平成24年

度については以下のように実施を予定してい

る。

①海外短期語学研修

参加生徒

特進 SPおよび特進コース1年生 129名

場所 オーストラリア（アデレード）

期間 2週間（生徒はホームステイ）

②修学旅行

Ａ．カナダコース

参加生徒 進学コース2年生 91名

場所 ヴィクトリア、バンクーバー

期間 8日間

（ホームステイ3泊、ホテル2泊）

Ｂ．マレーシア、シンガポールコース

参加生徒 総合コース2年生 97名

場所 クアラルンプール

シンガポール

期間 7日間（ホテル4泊）

Ｃ．韓国コース

参加生徒 自動車工学科 情報処理科

2年生 53名

場所 ソウル

期間 4日間

③姉妹校との交流

本校には海外15の国、地域に17校の姉妹校が

ある。平成11年より毎年9月に本校主催の

CHUO 国際フォーラムを実施している。海外



- 262 -

の各姉妹校より代表生徒・教員を招待してプレ

ゼンテーション発表や伝統芸能の発表を行って

いる。これまでのテーマとしては、「教育事情」

「国際理解」「環境問題」「震災復興」などをテ

ーマとしての発表が行われた。本年度は8月26

日に開催した。

さらに、毎年、本校生徒の代表団が姉妹校数

校を訪問している。

（２）環境教育

環境教育への取り組みは平成19年度より始ま

る。持続可能な発展のためには地球環境の維持

が不可欠であるが、そのことをすべての生徒が

日常生活の中で認識し実行できることを目指

し、本校では生徒会・環境委員会の活動を中心

に展開している。

①国際教育フォーラムにおける情報共有

平成19年より22年までの4年間に実施した国

際教育フォーラムでは、環境問題に関する各国

・各姉妹校の状況や環境問題に関する意見交換

を行った。平成19年度は、ベトナム、タイ、中

国、ロシア、日本の環境保護活動やリサイクル

の取り組みの発表があり、それぞれの国で出来

る活動を実行するという行動宣言を採択した。

20年度は中国、韓国、ロシア、タイ、マレーシ

ア、ベトナム、ニュージーランド、オーストラ

リア、インドネシア、日本と発表国が広がった。

水質保全・再生可能エネルギーの利用・安全な

食物生産・森林保護など多岐にわたる問題とそ

れらに対する各国高校生の取り組みを共有する

ことができた。

②生徒会・委員会活動

フォーラムで共有した情報を参考に、生徒会

と環境委員会は独自の活動提言や標語作成、さ

らには月ごとのエコ活動を実施している。生徒

会ではこれまで、マイはし運動、ハンギングバ

スケットを用いた花いっぱい運動などを行って

きたし、環境委員会では、ゴミの分別・リサイ

クル運動や、校内のエコ活動に関する掲示や生

徒による「今月のエコ」標語などの掲示更新を

実施している。

また、環境委員会および生徒会の代表生徒は

エコカップ等の外部団体主催の研修会に参加

し、先進的な取り組みを積極的に学び、校内に

おける活動に結び付けている。

エネルギーに関する理論的なバックボ－ン

は、大学の研究者から直接講義を受る機会を設

定している。毎年2回、地熱発電や風力発電に

関する内容を含めた再生可能エネルギーの現状

と展望や、気候変動に関しての講義を受講した。

３．ユネスコスクール加盟について

本校は、平成20年5月28日にユネスコスクー

ル加盟申請を行い、同年8月21日付で承認され

た。

加入するに際し、プロジェクトとして申請し

た内容は以下の2点である。

（１）海外修学旅行、短期語学研修、1年間の

留学プログラム、国際姉妹校との交流会、

国際教育フォーラムをとおして、海外の高

校生との交流や家庭生活を体験し世界的視

点で考える力と地球市民としての感覚を養

う。→異文化理解

（２）海外の姉妹校との情報交換や日常生活に

おける省エネルギー、リサイクル活動につ

いて、すべての教科をとおして学ぶことで

世界的規模の環境問題を学ぶ。→環境教育

環境教育は一地域、一国の中で完結するもの

ではないので、世界規模のネットワークに加入

することは大きな意義があると考える。

４．むすび

私学の特色は建学の精神に根ざすものである

ことはもちろんであるが、地域社会に認知され

支持されることがなければ崇高な理念も意味を

持たない。本校の国際人教育プログラム・環境

教育プログラムは、幸いにして県内における認

知度は高くなってきている。今後さらに教育内

容を充実させ、支持を広げていくことが必要と

考えている。
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盛岡中央高等学校 副校長 千 葉 研 二

特色教育部会は、私学教育第一人者の田村哲

夫渋谷教育学園理事長・校長の「『21世紀の世

界とこれからの教育』について考える」と題し

たご講演から始まりました。これからの私学教

育を考えるうえで、大変示唆に富むお話をいた

だきました。詳細は講演記録に譲りますが、明

治以来の教育制度から現在に至るまでの状況、

さらには今後を展望したときの私学教育の在り

方について方向性を示していただいたもので、

貴重なお話を伺う機会に恵まれたことに感謝申

し上げます。特にも、「成熟社会になればなる

ほど多様な期待や希望があり、何が一番大事か

把握した学校が社会から評価される。」とのお

話は、私学に携わる者の一人として改めて肝に

銘じなければならないと思った次第です。

次に、昭和女子大教授の小池俊夫先生から

「『子どもと向き合い、豊かな人間を育むこと

に心を砕く』という教育の原理に立ち、『普通

の教育』に励むことこそ大きな特色」と題した

ご講演をいただきました。柳田國男の言う「ハ

レとケ」を引用され、ケ（日常）を積み重ねて

いく中で、突然変異でなく、集大成としてハレ

（晴れの舞台）が出てくるのであり、学校にお

いても普段何もしていないのに、ある時だけ突

然何か全く違うものを打ち出して、それが学校

の特色であるとは言えないのであるとの基本的

な考え方をお示しになりました。また、芥川の

言う瑣事（ささいなこと）に執着し、強く関心

を持ち、生徒に寄り添い声をかけたりすること

を丹念にやることが教育の仕事であり、私学の

教師がする特色教育であるとまとめられまし

た。

研究発表Ⅰでは、山形電波工業高校の長岡先

生から「本校のキャリア教育～キャリアサポー

トタイム実施までの道のり～」の発表がありま

した。基礎学力の定着を図るための取り組みと

して始め、朝の10分間という短い時間ではある

が生徒の集中力を高めることに効果があったと

のことで、今後改善を図りながら生徒の成長に

つなげたいとのご報告でした。

研究発表Ⅱでは、新潟県中越高等学校の竹内

先生から「普通科における課題研究の取り組み」

の発表がありました。「私学らしい丁寧な指導」

を学校として組織的に取り組む一環として、「7

つの習慣」「キャリア学習」「小論文指導」そし

て「課題研究」の指導の実践発表で、地域との

活発な交流等を通じ、学校のアピールにもつな

がったとの特色ある活動報告でした。

研究発表Ⅲでは、本校の糸井先生から

「Think Globally, Act Locally 世界的視野

を持ち行動できる生徒の育成をめざして」と題

して、国際交流の取り組みについて報告させて

いただきました。海外短期語学研修や修学旅行、

海外17校との姉妹校交流、ユネスコスクール、

環境教育等を実践しておりますが、国際人教育

プログラム・環境教育プログラムを更に発展さ

せるべくご指導いただければ幸いです。

ここ岩手での大震災からの復興はまだまだ緒

に就いたばかりです。被災地の瓦礫はいたる所

に山積みにされたままです。ぜひご自分の目で

被災の状況を見ていただければと思います。そ

んな中でも生徒たちは明日に向かって懸命に頑

張っております。どうか今後とも息の長いご支

援をお願いいたします。

岩手大会にご参加いただきまして本当のあり

がとうございました。深く感謝申し上げます。
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総 参 加 者 数 501名

私 学 経 営 部 会 171名

教 育 課 程 部 会 76名

生 徒 指 導 部 会 52名

部 会 別 参 加 者 数 進 路 指 導 部 会 58名

生 徒 指 導 部 会 76名

特 色 教 育 部 会 51名

全 体 集 会 の み 他 17名

都道府県別参加者数

都道府県名 参加申込数 都道府県名 参加申込数 都道府県名 参加申込数

北海道 14名 石 川 1名 岡 山 3名

青 森 35名 福 井 1名 広 島 16名

岩 手 49名 山 梨 1名 山 口 2名

宮 城 24名 長 野 2名 徳 島 1名

秋 田 11名 岐 阜 3名 香 川 1名

山 形 45名 静 岡 6名 愛 媛 1名

福 島 46名 愛 知 10名 高 知 2名

新 潟 36名 三 重 2名 福 岡 7名

茨 城 6名 滋 賀 2名 佐 賀 3名

栃 木 8名 京 都 8名 長 崎 10名

群 馬 9名 大 阪 27名 熊 本 1名

埼 玉 6名 兵 庫 12名 大 分 2名

千 葉 7名 奈 良 3名 宮 崎 6名

神奈川 10名 和歌山 2名 鹿児島 3名

東 京 38名 鳥 取 5名 沖 縄 1名

富 山 1名 島 根 12名

地 区 内 （東 北 地 区） 255名

地 区 外 （上 記 以 外 の 地 区） 246名
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回数 開 催 地 主 会 場 会 期 参加人員

1 東 京 都 宝 仙 学 園 中 学 高 等 学 校 昭和27年 4 月27日 ～ 29日 185
2 東 京 都 女 子 聖 学 院 中 学 高 等 学 校 昭和28年11月20日 ～ 23日 235
3 東 京 都 早 稲 田 大 学 昭和29年11月20日 ～ 23日 283
4 東 京 都 東 洋 大 学 昭和30年11月11日 ～ 14日 402
5 京 都 市 立 命 館 大 学 昭和31年11月 9 日 ～ 12日 995
6 東 京 都 明 治 大 学 昭和32年11月22日 ～ 25日 679
7 名 古 屋 市 椙 山 女 学 園 大 学 昭和33年10月 3 日 ～ 6 日 857
8 東 京 都 法 政 大 学 昭和34年11月20日 ～ 23日 846
9 札 幌 市 北 海 道 学 園 大 学 昭和35年 8 月20日 ～ 23日 958
10 東 京 都 日 本 大 学 昭和36年11月22日 ～ 25日 954
11 横 浜 市 神 奈 川 大 学 昭和37年11月22日 ～ 25日 841
12 広 島 市 進 徳 女 子 高 等 学 校 昭和38年11月12日 ～ 15日 993
13 東 京 都 学 習 院 大 学 昭和39年11月20日 ～ 23日 612
14 福 岡 県 中 村 学 園 女 子 高 等 学 校 昭和40年11月21日 ～ 24日 1100
15 東 京 都 明 星 大 学 ・ 明 星 学 苑 昭和41年11月 3 日 ～ 6 日 750
16 仙 台 市 東 北 大 学 昭和42年11月 5 日 ～ 8 日 1172
17 東 京 都 文 化 女 子 大 学 昭和43年11月22日 ～ 25日 1074
18 大 阪 市 相 愛 学 園 昭和44年11月15日 ～ 18日 2294
19 宇 都 宮 市 作 新 学 院 昭和45年11月11日 ～ 13日 382
20 西 宮 市 武 庫 川 学 院 昭和46年11月11日 ～ 13日 2513
21 東 京 都 昭 和 女 子 大 学 昭和47年11月23日 ～ 25日 764
22 静 岡 市 静 岡 雙 葉 学 園 昭和49年11月 7 日 ～ 9 日 926
23 札 幌 市 札 幌 市 民 会 館 昭和50年10月 2 日 ～ 4 日 978
24 広 島 市 広 島 市 公 会 堂 昭和51年10月26日 ～ 28日 1216
25 東 京 都 千 代 田 女 学 院 中 学 高 等 学 校 昭和52年11月16日 ～ 18日 1054
26 福 岡 市 福 岡 市 民 会 館 昭和53年11月 7 日 ～ 9 日 1714
27 埼 玉 県 埼 玉 会 館 昭和54年11月20日 ～ 22日 1043
28 仙 台 市 仙 台 白 百 合 学 園 中 学 高 等 学 校 昭和55年10月22日 ～ 24日 1533
29 京 都 市 Ｋ Ｂ Ｓ 京 都 放 送 会 館 昭和56年11月12日 ～ 14日 1923
30 東 京 都 学 習 院 記 念 会 館 昭和57年11月17日 ～ 19日 1370
31 福 井 市 金 井 学 園 昭和58年10月26日 ～ 28日 992
32 札 幌 市 札 幌 市 民 会 館 昭和59年 9 月26日 ～ 28日 1040
33 山 口 市 山 口 市 民 会 館 昭和60年10月31日～11月 2 日 1210
34 福 岡 市 福 岡 市 民 会 館 昭和61年11月12日 ～ 14日 1696
35 千葉市ほか4市 千 葉 県 文 化 会 館 昭和62年11月11日 ～ 13日 1867
36 新 潟 市 新 潟 県 民 会 館 昭和63年10月19日 ～ 21日 1651
37 大阪市ほか2市 大 阪 国 際 交 流 セ ン タ ー 平成元年10月25日 ～ 27日 2530
38 東 京 都 学 習 院 記 念 会 館 平成 2 年10月24日 ～ 26日 1773
39 愛 知 県 愛 知 県 勤 労 会 館 平成 3 年10月23日 ～ 25日 1473
40 札 幌 市 札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス 平成 4 年 9 月30日～10月 2 日 1123
41 岡 山 市 岡 山 シ ン フ ォ ニ ー ホ ー ル 平成 5 年10月27日 ～ 29日 1306
42 熊 本 県 熊 本 市 民 会 館 平成 6 年10月26日 ～ 28日 1170
43 神 奈 川 県 国 立 横 浜 国 際 会 議 場 平成 7 年10月25日 ～ 27日 2134
44 山 形 県 米 沢 女 子 高 等 学 校 平成 8 年10月16日 ～ 18日 829
45 京 都 市 京 都 会 館 第 一 ホ ー ル 平成 9 年11月12日 ～ 14日 1222
46 東 京 都 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム 平成10年11月 4 日 ～ 6 日 1422
47 静 岡 市 静 岡 県 コ ン ベ ン シ ョ ン ア ー ツ セ ン タ ー （ グ ラ ン シ ッ プ ） 平成11年11月10日 ～ 12日 1042
48 札 幌 市 札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス 平成12年10月 4 日 ～ 6 日 862
49 徳 島 市 徳 島 文 理 大 学 徳 島 校 平成13年11月15日 ～ 17日 827
50 宮 崎 市 宮 﨑 観 光 ホ テ ル 平成14年11月 6 日 ～ 8 日 928
51 水戸市・土浦市 茨 城 県 立 県 民 文 化 セ ン タ ー 平成15年10月29日 ～ 31日 1590
52 福 島 県 郡 山 市 ホ テ ル ハ マ ツ 平成16年10月28日 ～ 29日 774
53 神戸市ほか3市 神 戸 ポ ー ト ピ ア ホ テ ル 平成17年11月10日 ～ 11日 1383
54 東 京 都 新高輪プリンスホテル 国際館パミール 平成18年11月 9 日 ～ 10日 1354
55 石 川 県 石 川 県 立 音 楽 堂 コ ン サ ー ト ホ ー ル 平成19年10月25日 ～ 26日 791
56 札 幌 市 札 幌 ガ ー デ ン パ レ ス 平成20年10月 9 日 ～ 10日 722
57 松江市・米子市 島 根 県 民 会 館 平成21年10月22日 ～ 23日 505
58 佐 世 保 市 ウ イ ン ズ 佐 世 保 ゲ ル ッ ク ホ ー ル 平成22年10月14日 ～ 15日 621
59 高 崎 市 群 馬 音 楽 セ ン タ ー 平成23年10月27日 ～ 28日 437
60 盛 岡 市 ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING 平成24年10月11日 ～ 12日 501
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回数 研 究 目 標

1
2
3
4
5
6
7
8 私学教育本質の究明・明日の教育体制の整備・全人教育の再検討
9 私学教育の将来と教育課程改訂
10 中学校及び高等学校の教育課程及び改訂に伴う問題点の研究・現在の世情に即応する青少年の指導のあり方・私学教育の充実振興を目指す諸方策の討議
11 日本の教育を前進せしめる私学の使命を果たそう―新指導要領の適切な展開と私学プランについて―
12 私学の教育を向上させ、日本の教育を前進させよう
13 中等教育革新のために
14 私学における教育はいかにしたらその実効を挙げることが出来るか
15 私学教育の自由とその限界
16 私学教育の特性を発揮し、その内容の質的転換を図る
17 魅力ある私学中高教育の推進のために
18 教育の現代化に適応する私学のあり方
19 新教育課程の私学教育における展開
20 1970年代の私学教育の展開を如何にすべきか
21 1970年代の私学教育の展開―特色ある私学教育とその実践―
22 激動期における私学教育の原点を求めて
23 昭和50年代の私学教育の展開―私学の自主性を高め教育の充実発展をはかる―
24 創造的私学教育の展開とその充実―ひとりひとりのよい資質をのばすために―
25 教育の転換期に立って私学教育を考える－新教育課程をめぐる今日的課題－
26 新教育課程への移行と実践－私学教育の独自性と充実をはかる－
27 新教育課程実践の道－建学の精神と教師の役割－
28 私学の使命と特色教育－新教育課程の展開－
29 今日の中等教育における私学の役割
30 より豊かな私学教育の創造を
31 次代を担う私学教育の独自性と公共性
32 次代を担う私学教育の充実と発展
33 明日をひらく私学教育－私学の原点に立って－
34 豊かな私学教育の展開
35 国際化と近代化を志向する私学教育の発展
36 時代に対応する魅力ある私学教育を求めて
37 21世紀に向けての豊かな私学教育の創造を求めて
38 社会の期待に応える私学教育の推進
39 豊かな人間性の育成を目指す私学教育の推進
40 新しい時代に対応する創造的な私学教育をめざして
41 たしかな私学教育をめざして
42 活力ある私学のあり方を探る
43 21世紀に向かって躍進する私学教育
44 教育改造への試み
45 新しい時代を拓く私学教育の創造と発展
46 民間活力としての私学教育を
47 21世紀の私学教育の充実を目指して
48 生徒と教師のロマンを実現する私学教育
49 新時代の私学教育－中国・四国からの発信－
50 感性豊かな人間を育てる私学教育
51 明日の私学教育を求めて－伝統と創造－
52 特色ある私学教育を求めて－建学の精神と国際化－
53 魅力ある私学教育の創造を目指して
54 未来を担う人材育成を私学教育
55 特色ある私学教育の創造
56 時代を見すえ、未来を拓く私学教育
57 これからの人材育成をめざして―悠久の地から私学教育の未来を考える
58 時代を創造する人材の育成をめざして ―私学教育の挑戦―
59 日本の未来を拓く私学教育
60 未来を拓く私学教育～人間力を養い人格の完成を目指す～
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第60回全国私学教育研究集会岩手大会は、「未来を拓く私学教育 ― 人間力を養い人格の完成

を目指す ― 」を研究目標に掲げ、10月11日と12日の2日間、盛岡市のホテルメトロポリタン盛岡

を会場に全国私学教育に携わる先生方をはじめ、関係各位の御指導、御協力を頂き無事終了する

ことが出来ました。ここに改めて厚く御礼を申し上げます。

一昨年の3月11日に未曾有の東日本大震災、津波そして原発事故から二年が経ちますが、現在も

被災した地域では復興に向け一生懸命頑張っているところでございます。

どうか今後とも、皆様のご支援をお願いできれば幸いに存じます。

このような大震災の翌年の復興期に全国大会を開催しても、目標とする参加者がお集まり頂け

るのか心配を致しましたが、全国の私学教育関係の先生方の御協力により、無事開催出来ました

ことに、心より感謝申し上げます。

大会初日は、全体集会に続いて、作家の高橋克彦先生から「和のこころ」と題しまして、日常

何気なく使っている言葉の意味と語源を知ることの大切さ楽しさなど言葉を大事にしているお話

しから、古代から脈々と伝えられてきた日本人の心に宿る優しさである“和の心”について、含

蓄の深いお話をいただきました。

大会二日目は、六つの部会を設けまして各部会において熱のこもった講演、研究発表及び情報

交換などの有意義な研修が行われました。

本大会の研究集録をまとめるに際しまして、各部会の運営にあたられた部会担当校の先生方の

御尽力により編集することが出来ました。厚く御礼申し上げます。

終わりに、この岩手大会にお力添えをいただきました関係各位の皆様に甚大なる感謝の意を表

します。“本当にありがとうございました。”

第60回全国私学教育研究集会岩手大会

運営統括委員長 澤 野 桂 子
（学校法人岩手女子奨学会 理事長）
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